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第１節 計画の方針

第１ 計画の目的

本計画は，災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき，旭川市防

災会議が作成する計画であり，旭川市の地域における防災に関し，予防活動，応急対策活動，

復旧活動等の一連の災害対策を実施するに当たり，市，防災関係機関，市民及び事業所がそ

の全力をあげて，市民の生命，身体及び財産を自然災害や事故災害から守るため，実施すべ

き事務を定めることを目的とする。

第２ 計画の位置付け

本計画は，市の処理すべき事務又は業務を中心として，各防災関係機関の責任を明確にす

るとともに，各機関が防災に関し行う事務又は業務を有機的に結合した計画である。

本計画は，国の防災方針を定めた防災基本計画及び北海道地域防災計画との整合性及び関

連性を有するものであるが，地域の特性や災害環境に合わせた独自の計画である。

■地域防災計画の位置付け

中央防災会議

北海道防災会議

旭川市防災会議

地区居住者等

防災関係機関

防災基本計画

災害対策基本法

北海道地域防災計画

旭川市地域防災計画

地区防災計画

防災業務計画
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なお，大規模災害では，災害が発生し，又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」

という。）の様々な対策を国，道，市，防災関係機関等のみで行うことは困難であり，市民や

自主防災組織等との協力が必要である。

そのため，本計画は，自助，共助及び公助が連携して対策を行うよう，それぞれの役割を

明確に示したものである。

■自助，共助及び公助の連携

第３ 計画の構成

本計画の構成は，次のとおりである。

■旭川市地域防災計画の構成

自 助
市民，家庭，事業所等が
自らを災害から守るこ
と

防災対策におけ

る連携・協力 公 助
国，道，市，防災関係機
関等が市民を災害から
守ること

共 助
自主防災組織等の地域
社会が協力して地域を
災害から守ること

震災対策編

（災害予防計画，災害応急対策計画，災害復旧計画）

風水害，雪害，火山災害対策編

（災害予防計画，災害応急対策計画，災害復旧計画）

事故災害対策編

（航空災害対策，鉄道災害対策，道路災害対策，危険物

等災害対策，大規模な火事災害対策，林野火災対策，大

規模停電災害対策）

旭
川
市
地
域
防
災
計
画

総則編

（計画の方針，業務大綱，市民・事業所等の責務，市の

災害環境，想定災害）

資料編

（例規，その他資料）
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第４ 旭川市防災会議

市長は，災害対策基本法第16条の規定に基づき，旭川市防災会議を設置する。

旭川市防災会議は，市長を会長とし，旭川市防災会議条例（昭和38年旭川市条例第11号）

第３条第５項に規定する委員をもって組織する。

旭川市防災会議の所掌事務は，地域防災計画を作成し，その実施を推進するとともに，市

長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議することなどである。

旭川市防災会議の運営は，旭川市防災会議条例及び旭川市防災会議運営規程（昭和 38 年

７月８日旭川市防災会議議決）の定めるところによる。

■旭川市防災会議の構成

指定地方行政機関の職員

陸上自衛隊第２師団

旭川開発建設部

旭川地方気象台

陸上自衛隊の自衛官

上川総合振興局

上川総合振興局旭川建設管理部
北海道知事の部内の職員

北 海 道 警 察 の 警 察 官
旭川中央警察署

旭川東警察署

旭川市副市長等市 長 の 部 内 の 職 員

旭川市教育長

旭川市消防長

旭川市消防団長

指定公共機関の職員

北海道旅客鉄道株式会社旭川支社

北海道電力ネットワーク株式会社道北統括支店

日本放送協会旭川放送局

東日本電信電話株式会社北海道事業部

日本通運株式会社札幌支店道北エリア

指定地方公共機関の職員

一般社団法人旭川市医師会

一般社団法人旭川歯科医師会

一般社団法人旭川薬剤師会

旭川ガス株式会社

公益社団法人北海道看護協会上川南支部

公益社団法人北海道獣医師会上川支部

一般社団法人北海道ＬＰガス協会上川支部

学 識 経 験 者

会 長

（旭川市長）

市長が適当と認めた者 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
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第５ 計画の修正

本計画は，災害対策基本法第42条の規定に基づき，毎年検討を加え，必要があると認める

ときは，旭川市防災会議において旭川市防災基本条例（平成27年旭川市条例第16号）の基本

理念を反映させ修正するものとする。

ただし，軽易な事項又は緊急に修正を必要とする事態が発生したときは会長が修正し，次

の旭川市防災会議に報告するものとする。

市及び防災関係機関は，自己の所掌する事項について検討し，必要がある場合は修正内容

を旭川市防災会議（事務局：防災安全部防災課）に提出するものとする。

第６ 地区防災計画

地区防災計画は，災害対策基本法第42条第３項，第42条の２に基づく計画で，一定の地域

内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者（以下「地区居住者等」という。）が，当

該地区における防災活動に関して定める計画であり，内容は次のとおりである。

地区居住者等は，共同して，旭川市防災会議に対し，本計画に地区防災計画を定めること

を提案できる。

旭川市防災会議は，計画提案が行われたときは，遅滞なく，当該計画提案を踏まえて本計

画に地区防災計画を定める必要があるかどうかを判断し，必要があると認められるときは，

地域防災計画に定めるものとする。

個別避難計画が作成されている地区において地区防災計画を定める場合は，地域全体での

避難が円滑に行われるよう，個別避難計画で定められた内容を前提とした避難支援の役割分

担及び支援内容を整理し，両計画の整合が図られるよう努めるものとする。

また，訓練等により，両計画の一体的な運用が図られるよう努めるものとする。

本計画に定める地区防災計画は，次のとおりとする。

旭川市防災基本条例

（基本理念）

第３条 防災対策は，自助（市民及び事業者が自らの安全を自らで守ることを

いう。），共助（市民等が地域において互いに助け合うことをいう。）及び

公助（市及び防災関係機関が実施する対策をいう。）の理念を基本として，

市民等及び市がそれぞれの責務に応じ，連携を図りながら相互協力すること

により，着実に実施されなければならない。

○ 地区居住者等が共同して行う防災訓練

○ 地区居住者等の防災活動に必要な物資及び資材の備蓄

○ 避難行動要支援者の避難支援体制の構築

○ 当該地区における自発的な防災活動

○ その他
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１ 忠和地区防災計画

忠和地区防災会議（令和５年３月）

２ 西神楽地区防災計画

西神楽地区防災会議（令和５年３月）

３ 豊岡・新豊岡地区防災計画

豊岡・新豊岡地区防災会議（令和６年３月）

４ 西神居地区防災計画

西神居地区防災会議（令和６年３月）

【参考】

旭川市防災会議条例

旭川市防災会議運営規程

旭川市防災基本条例
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第２節 防災関係機関の処理すべき事務又

は業務の大綱

第１ 旭川市

１ 旭川市

(1) 旭川市防災会議及び市災害対策本部に関すること。

(2) 防災知識の普及，訓練及び自主防災組織の育成，指導に関すること。

(3) 防災に係る施設，設備，物資等の整備に関すること。

(4) 災害に関する情報の収集，伝達及び被害状況の調査に関すること。

(5) 消防，水防その他災害の予防と拡大の防止に関すること。

(6) 被災者の救難，救助その他保護に関すること。

(7) 避難の指示，誘導及び収容に関すること。

(8) 災害時の清掃，防疫，保健衛生，環境衛生及び食品衛生に関すること。

(9) 文教，輸送，交通規制等に関すること。

(10) 被災施設等の復旧に関すること。

(11) 要配慮者の擁護に関すること。

(12) 災害ボランティアの活動環境の整備に関すること。

(13) 防災関係機関が実施する災害応急対策等の調整に関すること。

第２ 北海道

１ 上川総合振興局

(1) 総合振興局地域災害対策連絡に関すること。

(2) 防災に関する組織の整備を図り，物資及び資材の備蓄等その他災害予防措置に関するこ

と。

(3) 防災知識の普及及び教育並びに過去の災害から得られた教訓を伝承する活動を支援する

こと。

(4) 災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること。

(5) 市町村及び指定地方公共機関の処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け，総合

調整に関すること。

(6) 自衛隊の災害派遣要請に関すること。

２ 上川総合振興局旭川建設管理部

(1) 道道及び道管理河川の改修及び維持修繕並びに災害復旧に関すること。

(2) 市管理河川に対する応急復旧の援助に関すること。

(3) 水防技術の指導に関すること。
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第３ 北海道警察

１ 旭川中央警察署・旭川東警察署

(1) 市民の避難誘導及び救出救助並びに緊急交通路の確保に関すること。

(2) 災害情報の収集に関すること。

(3) 災害警備本部の設置運用に関すること。

(4) 被災地，避難場所，避難所，危険箇所等の警戒に関すること。

(5) 犯罪の予防及び取締りに関すること。

(6) 危険物に対する保安対策に関すること。

(7) 広報活動に関すること。

(8) 自治体等の防災関係機関が行う防災業務の協力に関すること。

第４ 指定地方行政機関

１ 旭川開発建設部

(1) 一級河川の国管理区間の維持及び国管理区間の影響を受ける道管理区間の河川工事並び

に二級河川のうち指定河川に係る改良工事に関すること。

(2) 河川環境整備事業及び災害復旧に関すること。

(3) 直轄砂防事業に関すること。

(4) 河川総合開発事業及び直轄堰堤の維持管理に関すること。

(5) 洪水予報（気象台と共同）及び水防警報の発表に関すること。

(6) 一般国道及び開発道路の新設，改築，維持，修繕，災害復旧並びにその他の管理に関す

ること。

(7) 国営農業農村整備事業に関する災害復旧に関すること。

(8) 災害対策用機材等の支援に関すること。

２ 旭川地方気象台

(1) 気象，地象，地動，水象の観測及びその成果の収集並びに発表に関すること。

(2) 気象業務に必要な観測，予報及び通信施設の整備に関すること。

(3) 気象，地象（地震にあっては，発生した断層運動による地震動に限る。），水象の予報・

警報等の防災気象情報の発表，伝達及び解説に関すること。

(4) 気象庁が発表する緊急地震速報の利用の心得などの周知及び広報に関すること。

(5) 市が行う避難指示等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の作成に関する技術的

な支援及び助言に関すること。

(6) 防災気象情報の理解促進及び防災知識の普及啓発活動に関すること。

第５ 陸上自衛隊

１ 陸上自衛隊第２師団第２特科連隊

(1) 災害予防責任者の行う防災訓練に必要に応じ，部隊等の一部を協力させること。
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(2) 災害に関する情報の伝達及び収集に関すること。

(3) 災害派遣要請権者の要請に基づき部隊等を派遣すること。

第６ 指定公共機関

１ 北海道旅客鉄道株式会社旭川支社，日本貨物鉄道株式会社道北支店

(1) 災害時における鉄道輸送の確保を行うこと。

(2) 災害時における救援物資の緊急輸送及び避難者の輸送について関係機関の支援を行うこ

と。

２ 東日本電信電話株式会社北海道事業部，株式会社ＮＴＴドコモ北海道支社，エ

ヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社，ＫＤＤＩ株式会社，ソフトバン

ク株式会社

(1) 非常及び緊急通信の取扱いを行うほか，必要に応じ電報又は電話の利用制限を実施し，

重要通信の確保を図ること。

３ 日本放送協会旭川放送局

(1) 防災に係る知識の普及に関すること。

(2) 予報，特別警報・警報・注意報，情報等，被害状況等に関する報道を実施し，防災広報

に関する業務を行うこと。

４ 日本通運株式会社札幌支店道北エリア，福山通運株式会社旭川支店，佐川急便株

式会社旭川営業所，ヤマト運輸株式会社道北主管支店，西濃運輸株式会社旭川支店

(1) 災害時における救援物資の緊急輸送等について関係機関の支援を行うこと。

５ 北海道電力株式会社，北海道電力ネットワーク株式会社道北統括支店

(1) 電力供給施設の防災対策に関すること。

(2) 災害時における電力の円滑な供給に関すること。

(3) ダムの放流等についての関係機関との連絡調整に関すること。

※北海道電力株式会社旭川水力センターが担う。

６ 日本郵便株式会社旭川市内各郵便局

(1) 災害時における郵便輸送の確保及び郵便業務運営の確保を図ること。

(2) 郵便の非常取扱いを行うこと。

(3) 郵便局の窓口掲示板等を利用した広報活動を行うこと。

７ 東日本高速道路株式会社北海道支店

(1) 高速道路の維持，修繕，被害復旧及びその他の管理を行うこと。
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第７ 指定地方公共機関

１ 旭川ガス株式会社

(1) ガス供給施設の防災対策に関すること。

(2) 災害時におけるガスの円滑な供給に関すること。

２ 一般社団法人旭川市医師会

(1) 災害時における救急医療に関すること。

３ 一般社団法人旭川歯科医師会

(1) 災害時における歯科医療救護活動に関すること。

４ 一般社団法人旭川薬剤師会

(1) 災害時における調剤及び医薬品の供給に関すること。

５ 公益社団法人北海道獣医師会上川支部

(1) 災害時におけるペットの対応を行うこと。

６ 北海道土地改良事業団体連合会及び旭川市内各土地改良区

(1) 土地改良施設の防災対策を行うこと。

(2) 農業水利施設の災害対応対策及び災害復旧対策を行うこと。

７ 一般社団法人旭川地区バス協会

(1) 災害時における人員，緊急物資，災害対策用資材等の緊急輸送について関係機関の支援

を行うこと。

８ 一般社団法人旭川地区トラック協会

(1) 災害時における人員，緊急物資，災害対策用資材等の緊急輸送について関係機関の支援

を行うこと。

９ 一般社団法人北海道警備業協会旭川支部

(1) 災害時における交通誘導業務及び避難所の警備について関係機関の支援を行うこと。

10 公益社団法人北海道看護協会上川南支部

(1) 災害時における看護業務の支援を行うこと。

11 一般社団法人北海道LPガス協会上川支部

(1) 災害時におけるエルピーガス供給活動の支援を行うこと。

12 一般社団法人旭川建設業協会

(1) 災害時における応急対策業務を行うこと。
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第８ その他の機関

１ 旭川市内の市民団体及びボランティア団体

(1) 防火防災知識の普及に関すること。

(2) 災害時における応急対策活動に関すること。

２ 旭川ケーブルテレビ株式会社，株式会社旭川シティネットワーク及び株式会社ア

イケム

(1) 災害時における避難情報等の伝達に関すること。

３ 旭川市内の農業協同組合及び森林組合

(1) 共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧策を行うこと。

(2) 被災組合員に対する融資及びその斡旋を行うこと。

(3) 共済金支払いの手続を行うこと。

４ 旭川商工会議所及びあさひかわ商工会

(1) 災害時における物価の安定及び救援物資・復旧資材の確保について協力すること。

５ 一般病院・診療所

(1) 災害時において医療及び防疫対策について協力すること。

６ 危険物関係施設の管理者

(1) 災害時における危険物の保安に関する措置を行うこと。

７ 大雪山カムイミンタラジオパーク構想推進協議会

(1) 防災・減災に係る意識の向上に関すること。

８ 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(1) ボランティア活動支援体制づくりに関すること。

(2) 災害時のボランティアに関すること。

９ 北海道エアポート株式会社旭川空港事業所

(1) 災害時における航空輸送の確保を行うこと。
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第３節 市民，事業所等の責務

市民，事業所等は，自らの身の安全は自らが守ることが防災の基本であると自覚し，平常

時から災害に対する備えを心がけ，災害時には自らの身の安全を守るよう行動することが重

要である。特に，いつどこでも起こりうる災害による人的被害・経済被害を軽減する減災の

ための備えをより一層充実する必要があり，災害に関する知識と各自の防災・減災対応に習

熟し，その実践を促進する市民運動を次のとおり展開する必要がある。

第１ 市民

市民は，行政主導のソフト対策には限界があることをしっかりと認識するとともに，自然

災害に対して行政に依存し過ぎることなく，「自らの命は自らが守る」という意識を持ち，

自らの判断で主体的な避難行動をとることが必要である。このため，平常時から災害の発生

に備える意識を高め，災害教訓の伝承や災害に関する知識の習得，災害への備えを行うとと

もに，災害時には自主的な防災活動に努めるものとする。

また，市及び防災関係機関が実施する防災対策に協力するものとする。

■市民の責務

平常時 災害時

○ 避難の方法及び家族との連絡方法（家庭

の避難計画）の確認

○ 「最低３日分，推奨１週間分」の食料，

飲料水，携帯トイレ・簡易トイレ，トイレ

ットペーパー，女性用品，電気を使用しな

い石油ストーブなど生活用品等の備蓄，救

急用品，懐中電灯，ラジオ，乾電池，モバ

イルバッテリー等の非常持出品の準備

○ 自動車へのこまめな満タン給油

○ 自宅等の暖房・給湯用燃料の確保

○ 隣近所との相互協力関係の構築

○ 災害危険区域等，地域における災害の危

険性の把握

○ 防災訓練，研修会等への積極的参加によ

る防災知識及び応急救護技術の習得

○ 要配慮者の把握

○ 自主防災組織の結成及び活動の推進

○ 家具等の転倒防止

○ 災害教訓の伝承

○ ペットのえさの備蓄，ケージ等の準備

○ 地域における被災状況の把握

○ 近隣の負傷者・要配慮者の救助及び

応急処置への協力

○ 初期消火活動等の応急対策

○ 避難所での自主的活動

○ 防災関係機関の活動への協力

○ 自主防災組織の活動

○ ペットの保護管理

○ 避難についての協力

○ 災害を発見した場合の通報
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第２ 自主防災組織等

自主防災組織，住民組織等は，「自分たちが住む地域は，自分たちが守る」との理念に基

づき，地域の住民を組織し，平常時及び災害時の自主防災活動を行うものとする。

■自主防災活動の内容

第３ 事業所

事業所は，日常的に災害の発生に備える意識を高め，自ら防災対策を実施しなければなら

ない。このため，従業員や施設利用者の安全確保，二次災害の防止，事業継続，地域への貢

献，地域との共生等，事業所が災害時に果たす役割を十分に認識し，市，防災関係機関，自

主防災組織等が行う防災対策に協力するなど，防災活動の推進に努めるものとする。

また，旭川商工会議所及びあさひかわ商工会は，中小企業等による事業継続力強化計画に

基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進するため，本市と連携して，事業継続力強化支

援計画の策定に努めるものとする。

■事業所の責務

平常時 災害時

○ 防災知識の普及

○ 防災計画の作成

○ 地域の安全点検の実施

○ 地域住民（避難行動要支援者等）の把

握

○ 防災用資機材等の日常の管理

○ 防災訓練，防災講習会等への参加，あ

るいは企画や開催

○ 情報の収集伝達

○ 出火防止及び初期消火

○ 負傷者の救出及び応急手当

○ 避難誘導及び安否確認

○ 食料，救援物資等の配布協力

○ 避難所の自主運営

平常時 災害時

○ 災害時行動マニュアル及び事業継続

計画（ＢＣＰ）の策定・運用

○ 防災体制の整備及び事業所の耐震

化・浸水防止対策の推進

○ 防災訓練の実施及び従業員等に対す

る防災教育の実施

○ 燃料・電力等，重要なライフラインの

供給不足への対応

○ 取引先とのサプライチェーンの確保

○ 事業所の被災状況の把握

○ 従業員及び施設利用者への災害情

報の提供

○ 施設利用者の避難誘導

○ 従業員及び施設利用者の救助

○ 初期消火活動等の応急対策

○ 事業の継続又は早期復旧・再開

○ ボランティア活動への参加，地域へ

の貢献等
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第４節 旭川市の災害環境

第１ 自然環境

１ 位置及び面積

本市は，北海道のほぼ中央部にある上川盆地に位置し，深川市，芦別市，美瑛町，東神

楽町，東川町，上川町，当麻町，比布町，鷹栖町，和寒町及び幌加内町の２市９町と隣接

している。

■旭川市の位置・面積

２ 気象

本市は，北海道のほぼ中央にある上川盆地に位置することから，典型的な内陸性気候を

呈している。風は年間を通じて弱く，気温の年較差が50度以上に達し，寒暖の差が大きい

ことが特徴である。降水量は毎年1,000mm程度となっている。また，冬季は西よりの風が

もたらす降雪のため，平地での最深積雪は約１ｍに達することもある。

３ 地形

本市は，北海道のほぼ中央に位置する上川盆地にあり，石狩川，牛朱別川，忠別川，美

瑛川等の河川の合流部に位置している。上川盆地は，南北最大30km，東西最大20km，面積

約440km2に及ぶ北海道最大の盆地であり，西の幌内山地・嵐山丘陵，北の比布丘陵，東の

米飯山地及び南の火砕流台地に囲まれている。

本市の地形は，山地・丘陵部，火砕流台地，段丘及び氾濫原に区分され，その他に崖錐，

旧河道などの小地形が分布する。

本市の西部には，幌内山地，天塩山地及び嵐山丘陵が南北に連なっている。石狩川は，

この幌内山地を浸食して神居古潭峡谷を形成している。一方，北部には比布丘陵，東部に

は米飯山地が分布する。これらの山地・丘陵は，一般に傾斜が20度以下の緩やかな斜面を

形成している。

雨紛台と美瑛台地，近文台及び米飯山地の山麓部には，火砕流台地が分布する。この火

砕流台地は，鮮新世～前期更新世にかけて噴出した火砕流によって形成されたもので，上

川盆地から富良野盆地，十勝平野にかけて広がっており，標高は南から北へ低くなってい

る。

神楽台及び当麻地域東方の米飯川両岸域には，段丘が分布する。この段丘は，火砕流が

噴出した後に礫層が堆積し，河川浸食によってとり残された台地である。段丘面上には，

位 置

東端：東経 142度44分46秒6，北緯 43度41分08秒3

西端：東経 142度09分00秒0，北緯 43度53分53秒6

南端：東経 142度19分32秒4，北緯 43度32分29秒2

北端：東経 142度14分59秒4，北緯 43度57分11秒9

面 積 747.66km2（東西 約47.5km，南北 約45.5km）
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緩やかな凹凸面が広がっている。神楽台周辺の沖積扇状地との比高は約10～30ｍである。

上川盆地の北部及び西部は，扇状地が広大な面積を占めている。石狩川沿いには石狩川

扇状地，忠別川沿いには忠別川扇状地が分布する。また，盆地南西部には美瑛川によって

形成された扇状地が，わずかに分布する。

河川沿いや市街地の部分は，氾濫原とよばれる低湿地が広がっており，地盤が低く浸水

しやすい地形である。

４ 地質

本市を構成する地質は，その時代と性質等から次のように区分することができる。

西部の幌内山地・嵐山丘陵は，中生代の蝦夷層群及び神居古潭変成岩類からなる。蝦夷

層群は，海底に堆積した岩石からなり，ところどころに蛇紋岩や閃緑岩等の火成岩類が貫

入している。神居古潭変成岩類は，地下深部で変成作用を受けた岩石が地殻変動により地

表に露出したものである。また，蝦夷層群は，北部から東部の比布丘陵や米飯山地の一部

にも分布している。

東部の比布丘陵や米飯山地上部には，新第三紀火山岩類が分布する。この火山岩類は，

米飯山溶岩類と呼ばれ，新第三紀末期に噴出したもので，黒灰色の複輝石安山岩質凝灰角

礫岩と溶岩からなる。

上川盆地の地下には，層厚200ｍ以上に及ぶ砂礫層が堆積している。この一部が神楽台

として段丘の地表に現れている。また，雨紛台と美瑛台地，近文台及び米飯山地の山麓部

には，鮮新世から前期更新世にかけて噴出した火砕流によって堆積した火砕流堆積物が分

布する。

上川盆地の大部分を占める扇状地及び氾濫原には，河川によって運ばれた砂等が堆積し

た砂礫層が形成されている。これらは，最終氷期（ウルム氷期）に河川の浸食作用によっ

て形成された埋没谷に堆積したものと推定される。表層には，度重なる氾濫により堆積し

た粘性土・砂質土が分布する。
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■地形分類図

■表層地質図
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第２ 社会環境

本市は，札幌市に次ぐ北海道第２の人口規模の都市である。本市の人口は，昭和に入り数

回にわたる周辺町村との合併と都市部への人口集中により，昭和60年頃まで急増してきたが，

その後，横ばいとなり，平成12年からは減少傾向にある。また，年齢別人口構成では，65歳

以上の高齢者が占める割合が年々多くなり，今後も人口の高齢化が進むものと予測される。

住宅は木造が多く，鉄筋コンクリート造など非木造住宅の戸数は17％程度（平成30年住

宅・土地統計調査）である。そのうち，江丹別地区，東旭川地区，東鷹栖地区などは，比較

的建築年代の古い住宅が多く分布する。

本市は道央と道北，道東とを結ぶ交通ネットワークの要地となっている。市内には，道央

自動車道，国道12号，国道39号，国道40号及び国道237号が通り，道内の各都市を結んでいる。

また，道道旭川幌加内線，旭川旭岳温泉線，愛別当麻旭川線等が近隣町村を結んでいる。

市民生活の基盤となるライフラインは，旭川市水道局により上水道と下水道が，電気，ガ

ス及び電話は，それぞれ北海道電力（株），旭川ガス（株），東日本電信電話（株）等によ

って供給されている。

第３ 災害履歴

１ 地震災害

本市は，地震の発生が極めて少ない地域である。過去に本市周辺において発生した地震

の中で，市域に被害を生じた地震は記録に認められない。

北海道周辺で発生した被害地震の中で，日本海（神威岬沖－留萌西方沖）や太平洋沖で

発生する地震は，マグニチュード７～８クラスと規模が大きい。しかし，震源が遠いため

市内での被害はなかった。太平洋岸に大きな被害を発生させた1968・2003年の十勝沖地震，

1993年釧路沖地震による揺れは，気象庁の資料によると，市内では震度３～４を記録して

いる。

1995年の空知支庁中部を震源とする地震は，旭川市に比較的近い場所で発生した内陸地

震であったが，マグニチュードは5.9であり，震源に近い地域で住宅の壁に亀裂が生じる

等の小被害があったのみで，本市での被害はなかった。

２ 風水害

本市は，度重なる水害により大きな被害を被ってきた。その大きな原因は，本市の周辺

の地形にある。本市は，上川盆地西端に位置し，石狩川，忠別川，美瑛川及び牛朱別川の

四大河川を含む多くの河川は，市街地で合流した後，盆地西端で石狩川１本に集中して流

下する。しかし，盆地出口は硬い神居古潭変成岩を浸食した峡谷で狭いため，排水能力は

低く，地盤の低い市街地は浸水しやすい地形となっている。

かつて水害は春の融雪時と夏から秋の多雨期に発生していた。特に，牛朱別川は氾濫を

頻繁に繰り返していたが，昭和４～７年の流路変更工事等により，市街地での水害が大幅

に減少した。

また，住宅地等では，路面の舗装などによって雨水が排水路に集中することにより，く
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ぼ地等に小規模の水害が発生している。

一方，水害以外にも，突風や雹などにより，人的被害のほか住家や農作物などに被害が

発生している。

【参考】

気象概況

災害履歴

災害危険箇所一覧
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第５節 想定する災害

第１ 地震災害

１ 想定地震

想定地震とは，地震が発生した場合の被害程度を予測するために，地質学的，地震学的

知見に基づいて設定したものである。したがって，防災計画策定のための課題や目標を得

るためのものであり，将来，発生する地震を予知したものではない。

平成25年度の防災アセスメント基礎調査の地震動の予測では，文部科学省地震調査研究

推進本部の調査で旭川市付近に存在するとしている増毛山地東縁断層帯及び沼田－砂川

付近の断層帯を震源とする地震が発生した場合には，市街地は震度４から５強程度の揺れ

となるが多大な影響はないという結果となり，また，国が全国どこでも起こりうる地震と

して挙げているマグニチュード６クラスの直下型地震が発生した場合には，震度４～６強

の極めて大きい揺れとなり重大な影響があるとされた。

よって，本計画では，市街地直下に活断層がないと断定できない以上，その活断層を震

源とする直下型地震を想定せざるをえず，防災アセスメント基礎調査においても，旭川市

に最も影響を与える地震として設定した旭川市直下仮想地震（マグニチュード6.9）を想

定地震とする。

また，地震の発生時に様々な悪条件が重なり合った場合には，非常に大きな災害となる

可能性もあるため，それらを含め被害の予測をした。

２ 震度及び液状化の予測

旭川市直下仮想地震を想定した場合，市街地では震度６強の揺れが発生すると予測され

た。

また，震度６弱以上の場合，市の中心部で液状化発生の可能性が大きいと予測された。
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■旭川市直下仮想地震による震度分布

震源断層の位置
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■大きな揺れを受けた場合，液状化の可能性がある範囲

危険性Ａ
の地域

・震度６弱以上の場合，液状化発生の可能性が大きい
・震度５強では液状化発生の可能性があるが小さい
・震度５弱以下では液状化発生の可能性は極めて小さく，震度４以下ではほぼない

危険性Ｂ
の地域

・震度６弱以上の場合，液状化発生の可能性があるが小さい
・震度５強以下では，液状化発生の可能性は極めて小さく，震度４以下ではほぼない

その他の
地域

・液状化発生の可能性は震度によらず，ほぼない，又はない



総則編 第５節 想定する災害

総-21

３ 被害の予測

防災アセスメント基礎調査では，夏12時，冬18時及び冬２時のそれぞれで風速４ｍ／秒

又は８ｍ／秒という条件を設定し，被害の予測を行った。予測の結果は次のとおりである。

■旭川市直下仮想地震の被害予測

想定地震 旭川市直下仮想地震

想定発生時刻 夏 12 時 冬 18 時 冬２時

想定風速
風速

4m/秒

風速

8m/秒

風速

4m/秒

風速

8m/秒

風速

4m/秒

風速

8m/秒

建物被害

全壊（棟） 4,600 5,000

焼失（棟） 160 240 5,600 5,700 1,100 1,200

大規模半壊（棟） 810 760 800

半壊（棟） 16,700 15,500 16,200

火災
炎上火災（件） 3.7 31.9 8.5

消火（件） 2.8 2.3 2.8 2.3 2.8 2.3

がれき
可燃ごみ重量（トン） 279,400

不燃ごみ重量（トン） 846,000

人的

被害

死者

倒壊（人） 160 200 320

火災（人） 2 42 12 14

計 162 242 332 334

重傷者

倒壊（人） 460 390 470

火災（人） 3 5 83 84 18 19

計 463 465 473 474 488 489

軽傷者

倒壊（人） 2,900 2,400 2,900

火災（人） 7 10 210 220 45 48

計 2,907 2,910 2,610 2,620 2,945 2,948

閉じ込め者（人） 1,100 1,300 1,700

避難者

当日

住宅被害（人） 37,700

断水の影響（人） 0

計 37,700

１週間後

住宅被害（人） 37,700

断水の影響（人） 26,400

計 64,100

１か月後

住宅被害（人） 37,700

断水の影響（人） 12,200

計 49,900

ライフ

ライン

上水道管

（非耐震管）

被害箇所数（箇所） 1,040

被害率（箇所/km） 0.5

下水道管
被害延長（km） 488

被害率（％） 25

断水（当日）
断水率（％） 56

断水影響人口（人） 189,000
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第２ 風水害等

１ 水害

本市で発生した過去の水害は，地形的な特性に起因している。石狩川には，上川盆地で

多くの河川が合流するが，下流の神居古潭の狭窄部で流路が狭くなるため流下しにくい。

そのため，河川沿いの低地や，市街地中心部では外水氾濫の影響を受けて，長時間浸水す

るような被害が発生した。このような地形的特性は，河川改修が進み，堤防が強化された

後も基本的には変わっていない。最近では大規模な水害の事例は見られないが，河川改修

が行われたことと同時に，大きな豪雨に見舞われていないことも理由としてあげられる。

本市が作成した洪水ハザードマップでは，概ね1,000年に一度発生するような大雨を想

定した「洪水浸水想定区域」において，低地にあたる市街地の大部分が浸水するとしてい

る。また，その他の小河川や排水路では，豪雨時には排水能力を超えた雨水が集中し，小

規模な浸水が発生する都市型水害が予測される。

よって，本計画は，洪水ハザードマップの想定に対応したものとする。

■旭川市洪水ハザードマップの対象河川と想定最大規模降雨量

２ 土砂災害

本市南部の段丘や火砕流台地などの縁辺部には急崖が連なっている。また，山間部にお

いても急な斜面が分布している。

このような箇所の中には，降雨，地質等が原因で土砂崩れ，地すべり及び土石流により

災害が予想され，土砂災害警戒区域等や急傾斜地崩壊危険区域に指定されている区域があ

る。

よって，本計画は，それらの危険区域等で発生が予想される災害に対応したものとする。

対象河川 想定最大規模降雨量

石狩川 石狩川上流域の72時間総雨量 348mm

忠別川 忠別川流域の72時間総雨量 457mm

美瑛川 美瑛川流域の72時間総雨量 422mm

牛朱別川 牛朱別川流域の72時間総雨量 466mm

オサラッペ川 オサラッペ川流域の72時間総雨量 478mm

辺別川 辺別川流域の72時間総雨量 477mm

永山新川・牛朱別川 牛朱別川上流域の72時間総雨量 474mm

江丹別川 江丹別川流域の24時間総雨量 507mm

倉沼川 倉沼川流域の72時間総雨量 515mm

比布川 比布川流域の24時間総雨量 515mm

ポン川 ポン川流域の24時間総雨量 527.9mm

ペーパン川 ペーパン川流域の72時間総雨量 484mm

牛朱別川・当麻川 牛朱別川流域の72時間総雨量 493mm



総則編 第５節 想定する災害

総-23

３ 火山災害

本市周辺には，常時観測火山として十勝岳及び大雪山があるが，地理的に離れているた

め，火砕流や泥流等の被害が及ぶ可能性は低いと言える。しかし，降灰は到達する可能性

があるため，本計画は，降灰対策を中心としたものとする。

４ 雪害

本市では，冬季における豪雪により，道路が遮断され，交通に大きな影響を及ぼすこと

があるため，本計画は，除雪対策を中心としたものとする。

第３ 事故災害

事故災害については，次の事象を対象とする。

(1) 航空災害

空港及びその周辺並びにその他の地域において，航空機の墜落炎上等により多数の死傷

者を伴う大規模な事故災害

(2) 鉄道災害

鉄軌道における列車の衝突等により多数の死傷者を伴う大規模な事故災害

(3) 道路災害

道路構造物の被災又は国道，高速自動車国道等における車両の衝突等により，大規模な

救急救助活動や消火活動等が必要とされる事故災害

(4) 危険物等災害

危険物等（危険物，火薬類，高圧ガス，毒物・劇物，放射性物質）の漏洩，流出，火災，

爆発等により死傷者が多数発生する事故災害

(5) 大規模な火事災害

死傷者が多数発生する等の大規模火災による事故災害

(6) 林野火災

広範囲にわたり林野が焼失する等の事故災害

(7) 大規模停電災害

人命の救助・救出案件が発生し，交通，通信網などへの影響拡大が予想される事故災害
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第１節 災害に強い都市づくり
■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 市街地の整備

◇現状と方針

項 目 担 当

第１ 市街地の整備 都市計画課，建築指導課

第２ 防災空間の確保 都市計画課，公園みどり課

第３ 防災拠点の整備 消防総務課，公園みどり課，防災課

第４ 道路・橋りょうの整備 土木総務課，土木管理課，土木建設課，建築指導課

第５ 街角危険物の除去 建築指導課，土木建設課，都市計画課，土木管理課

第６ 上下水道施設等の整備 上下水道部

住民 ○ 住家の耐震化，家具固定と安全な空間確保に関すること。

自主防災組織等 －

事業所

○ 事業所建物の耐震化，什器等の固定と安全な空間確保に関するこ

と。

○ 窓ガラス等の落下物対策に関すること。

本市は，自然災害を回避する都市づくりが行われており，現在も快適な生活環境の整備

のため，道路，公園，公共施設など総合的な市街地整備を目指して各種都市計画事業を推

進している。

しかし，既成市街地には建物の密集など，災害に対し様々な課題が生じている。地震に

よる建物倒壊や火災による延焼を防ぐためには，建物の安全性の向上や火災に強い都市の

形成が重要であることから，今後も安全で快適な住環境の創出に向け市街地整備を推進す

る。

■土地区画整理事

業の促進

市街地の無秩序な開発を未然に防ぎ，避難路となる道路や延焼遮断

効果のある都市公園を整備するなど，防災に配慮した土地区画整理事

業を推進する。

■市街地再開発事

業の促進

既成市街地の安全性を高めるため，既成市街地において市街地再開

発事業等により，建築物の不燃化・耐震化，防災空間の確保を図り，

市街地の延焼防止オープンスペースの確保などを促進する。

■防火・準防火地

域の指定

木造住宅や飲食店等が密集し，火災の発生や延焼危険性のある地区

は，防火地域・準防火地域の指定を行い，耐火建築物等の建築を促進

する。

■建築物の耐震化 旧耐震基準で設計された既存建築物に対し「旭川市耐震改修促進計

画」に定めた施策を推進する。
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第２ 防災空間の確保

◇現状と方針

第３ 防災拠点の整備

◇現状と方針

都市公園，緑地等は，災害時に延焼遮断帯や避難場所などの防災上重要な機能を果たす

ものである。

今後も市街地や市街地周辺に公園，緑地等のオープンスペースを確保し，防災空間とし

ても利用できるよう整備を推進する。

■防災拠点公園等

の整備

「旭川市緑の基本計画」に基づき，東光スポーツ公園を中心として

防災拠点公園を位置づけ，整備を推進する。

■緑地の整備，保

全

「旭川市緑の基本計画」に基づき，急傾斜地の樹林，防災帯の役割

を担う並木等の整備，保全を推進する。

また，石狩川河川敷などの河川緑地を整備し，河川空間と一体とな

った緑の回廊づくりを推進するとともに，旭川開発建設部が進める緊

急用河川敷道路等の整備と連携を図る。

災害時の防災活動の拠点施設となる庁舎等について，耐震対策等により，安全性を確保

するように努めるとともに，平常時には防災に関する研修，訓練等の地域住民の活動拠点

施設として，総合防災センターを中心に，災害対応力の向上を図っている。

今後，総合的な防災体制を充実させるため，訓練施設や支援物資集配機能を整備する。

■庁舎の耐震化等 災害時の防災活動の拠点施設となる庁舎等について，耐震対策等に

よる安全性の確保や，非常用電源の確保に努める。

■広域防災拠点の

整備

大規模災害時における支援物資等の集配送，集団負傷者の救護活動

などの拠点として支援物資集配機能の整備を図り，また消防職団員の

ほか地域等の防災力の向上のため，訓練施設を整備し，総合的な防災

体制の充実を図る。さらに，広域的な避難や救援活動の場として，総

合防災センターと連携した防災拠点公園の整備を促進する。

○ 訓練施設，支援物資集配機能の整備

○ 東光スポーツ公園の整備
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第４ 道路・橋りょうの整備

◇現状と方針

道路は災害時の避難路や緊急車両の通行，更に災害対策活動の交通輸送路としての役割

を果たすなど防災上重要な施設である。

本市では，今後も都市計画道路や地区の幹線的な道路・橋りょうの整備により市内の道

路網の充実を図り，快適な生活道路の整備を推進する。

災害時における橋りょうの被害は，災害対策活動はもとより，市民生活に多大な影響を

与える。そのため，河川の多い本市では，災害対策活動時の重要な交通輸送路を確保する

ため，橋りょうの耐震化を推進する。

■幹線道路網の整

備促進

「北海道緊急輸送道路ネットワーク計画」により指定された幹線道

路，橋りょう等の整備及び耐震化を，国土交通省及び北海道に対して

要請する。

■通行障害既存耐

震不適格建築物

の耐震化

地震時に通行を確保すべき道路沿道建築物の耐震化を促進するた

め，建築物の所有者に対し，耐震化について指導・助言を行う。

■都市計画道路の

整備

都市計画道路として計画された道路の整備を推進する。

■橋りょうの整備 「北海道緊急輸送道路ネットワーク計画」により指定された橋りょ

う，２次被害の発生するこ道橋，こ線橋，４大河川に架かる橋りょう

などの耐震化を推進する。

また，「旭川市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき，点検・修繕を促

進し，道路網の安全性・信頼性を確保する。

■生活道路の整備 生活道路は，市民が日常利用するとともに，災害時には避難路とな

る。そこで，段差の解消や幅の広い歩道を整備するなど要配慮者に配

慮し，安全に利用できるような道路づくりを推進する。

※要配慮者については，第７節「要配慮者対策のための環境整備」を

参照。

■雪に強い道路構

造の確立

冬季に有効な道路を確保するために，堆積スペースなどを考慮した

道路整備など雪に強い道路構造の確立に努める。

■安全通行の確保 災害時に道路の安全通行を確保するために，パトロールを行う。

また，がけ崩れなどの危険箇所は，防災点検等を実施し危険性の調

査を行う。
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第５ 街角危険物の除去

◇現状と方針

第６ 上下水道施設等の整備

◇現状と方針

地震発生時には転倒したブロック塀，自動販売機，折損した電柱，落下した窓ガラス，

看板等によって，人が負傷したり車両通行の障害となったりする。

これらを防ぐために，実態調査や点検に基づいて，対策を指導するなど街角危険物の安

全対策を推進する。

■電線類地中化の

推進

ライフライン機関と協調して共同溝等を整備し，電線類の地中化に

より除雪や災害に強いライフライン施設，道路環境をつくる。

■落下物対策の推

進

防火地域を中心とした地域における地上３階以上の建築物の窓ガ

ラス，外装材，屋外広告物等を把握し，所有者又は管理者に対して改

善指導等必要な措置を図る。

■ブロック塀等の

倒壊防止

地震によるブロック塀等の倒壊を防止するため，市街地で主要道路

やスクールゾーンに面する既存ブロック塀等については，建築パトロ

ールなどを通じて，点検・補強の推進に努め，安全性を確保する。

災害時にライフライン施設が被災すると，復旧までにかなりの時間を要し，市民生活に

多大な影響を与える。本市及び各ライフライン機関では，耐震性の高い地下埋設管の布設，

二重三重のネットワーク化などライフライン施設の防災対策を推進している。

今後も本市の管理する上水道施設及び下水道施設の耐震化やバックアップ化，復旧体制

の強化など防災対策を推進する。

■水道管の耐震化

推進

水道管は，布設替え等に併せて，順次耐震性の高い管に更新する。

■水道施設の整備 浄水場及び配水施設の耐震点検並びに改修を行う。また，災害時に

備え，自家発電装置の整備，電気設備，バルブ等の点検，補修を行う。

■資機材の整備 施設が被災したときに備え，応急復旧資機材の備蓄，資機材の調達

ができるような体制を整備する。

■給水水源の確保 災害時の給水水源として利用できるよう，緊急遮断弁の設置を進め

る。

■下水道施設の耐

震化推進

管渠，処理場及びポンプ場の耐震点検並びに改修を行う。

■下水道施設のバ

ックアップ化

災害時においても機能を確保するため，河川横断管のバイパス化を

検討するなど，バックアップ機能を充実する。

■上下水道管理図

面のバックアッ

プ化

災害等から上下水道業務に必要な図面データを守るため，水道局庁

舎外にバックアップシステムを構築する。
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第２節 災害防止対策の推進

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 土砂災害対策の推進

◇現状と方針

なお，地震後の降雨による二次災害の防止対策については，「風水害・雪害・火山災害対

策編」に準拠する。

項 目 担 当

第１ 土砂災害対策の推進
土木総務課，土木管理課，土木事業所，公園みど

り課，都市計画課，建築指導課，防災課

第２ ため池の防災対策の推進 農林整備課

第３ 液状化対策の推進 建築指導課，土木部，上下水道部

第４ 地籍調査の推進 土木管理課

住民

○ 危険箇所の把握に関すること。自主防災組織等

事業所

市内には，法指定の急傾斜地崩壊危険区域，土砂災害警戒区域等が多数指定されている

ため，住民の避難体制を整備する。

■警戒避難体制の

整備

危険区域の住民に対して，土砂災害の危険性を周知し，地震の揺れ

による崩壊に対し，警戒避難体制を確立する。

また，土砂災害警戒区域等の指定区域は，警戒区域ごとの警戒避難

体制を整備し，道と連携して次の対策を推進する。

○ パンフレット，土砂災害ハザードマップ等による危険区域等の

周知

○ 土砂災害ハザードマップによる警戒と避難に関する周知

○ 危険箇所等への標識等の設置

○ 危険箇所等の点検パトロール

○ 要配慮者が利用する施設及び住民への情報伝達，避難体制の整

備及び確立支援

○ 土砂災害特別警戒区域内の住宅等の新規立地の制限，既存住宅

の移転促進等の対策の推進

■災害防止工事の

促進

災害の危険性のある箇所は，地震の揺れによる崩壊を防止するた

め，旭川開発建設部，道に対して次の対策を要請する。

○ 急傾斜地崩壊防止工事，砂防工事等の促進
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第２ ため池の防災対策の推進

◇現状と方針

第３ 液状化対策の推進

◇現状と方針

第４ 地籍調査の推進

◇現状と方針

市内及び隣接する町にあるため池のうち４箇所について，北海道により一定規模以上又

は決壊時に甚大な影響を与えるおそれがある「防災重点ため池」として指定された。

このため，ため池の決壊などによる二次災害を防止する対策を推進する。

■非常時における

緊急体制の整備

防災重点ため池について，大規模な地震の発生による，住民に対す

る二次災害の危険性の周知をはじめ，関係機関と連携し，次の対策を

推進する。

○ ため池ハザードマップによる浸水想定区域の周知

○ ため池ハザードマップによる警戒と避難に関する周知

○ 防災重点ため池の点検パトロール

○ 関係機関との連絡体制の整備

平成25年度の防災アセスメント基礎調査によると，地震で大きな揺れを受けた場合，市

の中心部などで液状化発生の可能性が大きいと予測された。

そのため，市民に液状化の危険性や対策を周知するとともに，対策の調査等を推進する。

■知識の普及啓発 液状化の危険性や対策について市民に周知するため，次の対策を行

う。

○ パンフレット等による普及啓発

○ 旭川市地震防災マップの公表

■液状化対策の調

査等

液状化による被害を最小限にくい止めるため，国や各種研究機関に

よる，液状化現象に関する研究成果を基に，危険度分布や建築物・構

造物等への影響を考慮して，液状化対策について調査等を行う。

地震が発生し，早急に復旧復興が必要な場合に備え，あらかじめ，地籍調査を行い，土

地の境界を明確にしておくことが必要である。

今後も引き続き，「国土調査事業十箇年計画」に基づき，地籍調査を推進する。

■地籍調査の推進 地震により，土地形状の変化が起こった際に円滑な復旧復興を行う

ため，「国土調査事業十箇年計画」に基づき，国及び道の支援を受け

て地籍調査を推進する。
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【参考】

災害危険箇所一覧

災害危険箇所（法令指定地）における情報伝達及び避難体制等

避難施設と要配慮者利用施設等を結ぶ避難路候補一覧
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第３節 災害に強い組織・人の形成

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 防災体制の整備

◇現状と方針

項 目 担 当

第１ 防災体制の整備 防災課，各施設，保育所等，幼稚園，学校

第２ 自主防災活動の推進 防災課，予防指導課，市民安心課

第３ 防災訓練の実施 各部

第４ 防災知識の普及 各部

住民
○ 防災意識の向上に関すること。

○ 地域の自主防災活動への参加に関すること。

自主防災組織等 ○ 地域の自主防災活動の実施に関すること。

事業所等

○ 防災組織の編成，防災訓練等の実施に関すること。

○ 職員，従業員等への防災知識の普及に関すること。

○ 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定及びマニュアルの作成に関すること。

○ 保育所等，幼稚園及び学校と保護者を含めた防災体制の整備に関す

ること。

災害発生時に迅速な対策を実施するためには，市や学校等の防災体制づくりが必要であ

る。

特に地震発生時には職員の参集・配備や初動時の危機管理が重要となる。今後も，都市

環境の変化に応じて，市や学校等の防災体制を見直し，引き続き防災関係機関との連携を

図る。

■市及び市施設の

防災体制の整備

災害発生時に市及び市施設は，迅速かつ適切な防災活動ができるよう

に，次の対策を推進する。

○ 市組織の改編に伴う事務分掌等の見直し

○ 災害時優先業務の絞り込み，役割の分担等，防災体制の構築

○ 各職員の役割，行動等の周知徹底

○ 業務継続計画，災害時受援計画の見直し

○ 各応急対策マニュアルの作成

○ 災害予防対策の推進

■保育所等，幼稚

園及び学校の防

災体制の整備

災害発生時に保育所等（認可外保育施設を含む。以下同じ。）や幼稚

園及び学校は，園児，児童及び生徒の安全を確保し，迅速かつ適切な行

動がとれるよう災害時の行動をあらかじめ定め，教職員，園児，児童，

生徒，保護者等への周知徹底を行う。
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第２ 自主防災活動の推進

◇現状と方針

○ 職員の任務分担，参集方法，保護者との連絡方法，緊急通学路の

設定など防災に関する計画の作成

○ 教職員，園児，児童，生徒，保護者等に対する計画の周知徹底

■防災関係機関と

の連携

本市に係る防災に関する方針や各機関との連携を図るため，次の対策

を推進する。

○ 防災会議の定期的開催

○ 市と他機関との連携についての協議

○ 防災講習会等における協力（水害･土砂災害・防災気象情報に関

する専門家の派遣等）

地域における防災は，市民の一人ひとりが，自分の住む地域は自分が守るとの観点から，

共助としての地域住民，自主防災組織，事業所等の役割を明確にし，それぞれ自主防災活

動を行うことが必要である。本市では，町内会等による自主防災組織の結成を推進し各種

支援を行っている。また，各事業所では，自衛消防隊を組織するなどして，消防関係法令

に基づく防火管理体制を確立している。

今後も，自主防災組織の結成及び活動を推進し，地域住民が一致団結して，消防団と連

携を行い，初期消火活動や救出・救護活動をはじめ，高齢者や障害者等の要配慮者の避難

誘導等の防災活動が効果的に行われるよう協力体制の確立を図り，自衛消防隊の設置を要

する事業所等において，消防関係法令の周知徹底，防災要員等の資質の向上，その他の事

業所において，自主的な防災組織の設置・育成など，防災体制の整備・強化に努める。

■自主防災組織結

成の促進

自主防災組織が結成できるよう次の対策を推進する。

○ 町内会等への自主防災組織結成の働きかけ

○ 自主防災活動への女性参加の推進

■自主防災組織の

育成

自主防災組織の活動が効果的に行われるように，次の対策を推進す

る。

○ 防災指導員講習等の開催による自主防災組織のリーダーの養

成

○ 防災訓練，防災研修会等の実施の促進及び指導

○ 各地区の危険情報等の提供

○ 防災モデル地区の指定

■自主防災組織へ

の支援

災害時及び訓練で使用するため，次のような資機材等に関する支援

を推進する。

○ 防災井戸及び防災資機材の保守並びに点検

○ 防災指導員の育成

■事業所の防災組

織の確立

各事業所は，消防法（昭和23年法律第186号）等の規定に基づいて

従業員や利用者などの安全を図るとともに，災害の未然防止のため次

の対策を推進する。
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第３ 防災訓練の実施

◇現状と方針

○ 防火・防災管理者の選任

○ 消防計画の作成

○ 防災訓練の実施

○ 消防設備等の維持管理

■事業継続計画

（ＢＣＰ）等の

策定

各事業所は，災害による被害を軽減するため，事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）を策定する。

また，災害発生時に職員が迅速かつ適切に行動できるよう，行動マ

ニュアルを作成する。

旭川商工会議所及びあさひかわ商工会は，中小企業等による事業継

続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進するた

め，本市と連携して，事業継続力強化支援計画の策定に努めるものと

する。

災害時に適切な行動をとるためには，平常時の訓練の積み重ねによって実践的な行動力

を身に付けることが必要である。

本市では，防災訓練を通じて技能の向上を図ってきたが，今後も大規模地震の発生等，

様々な条件を想定して，防災関係機関，自主防災組織，ボランティア，要配慮者を含めた

地域住民等と連携した地域特性，災害リスクに応じた効果的な防災訓練を実施する。

■総合防災訓練の

実施

市，自衛隊，警察，各ライフライン機関，市民等が参加する総合防

災訓練を実施する。

○ 大規模災害を想定した防災訓練

■個別防災訓練の

実施

総合防災訓練を補完するため，次の個別訓練を実施する。

○ 消防訓練

○ 救助訓練

○ 情報通信訓練

○ 職員非常参集訓練

○ 防災図上訓練

○ 各部局別の訓練

○ 避難訓練（市立旭川病院等の市有施設，要配慮者利用施設等）

■保育所等，幼稚

園及び学校の防

災訓練

保育所等や幼稚園及び学校は，災害発生時に適切な行動がとれるよ

う実践的な防災訓練を実施する。特に，水害・土砂災害のリスクがあ

る保育所等や幼稚園及び学校においては，避難確保計画に基づき避難

訓練・防災教育を実施する。

市は，保育所等や幼稚園及び学校において地域の災害リスクに基づ

いた定期的な防災訓練を，様々な条件に配慮し，きめ細かく実施又は

行うよう指導し，災害時の避難行動，基本的な防災用資機材の操作方

法等の習熟を図るものとする。

■防災訓練の主な

内容

防災訓練の内容は，次のとおりである。

○ 情報収集・伝達訓練 ○ 広報訓練
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第４ 防災知識の普及

◇現状と方針

※避難行動要支援者については，第７節「要配慮者対策のための環境整備」を参照。

○ 災害対策本部運営訓練 ○ 火災防御訓練

○ 緊急輸送訓練 ○ ライフライン復旧訓練

○ ガス漏えい事故処理訓練 ○ 避難訓練

○ 救出・救護訓練 ○ 避難所運営訓練

○ 炊き出し・給水訓練 ○ 交通規制訓練

災害時に適切な行動をとるためには，あらかじめ災害知識，災害時の行動基準や関係機

関との連携について習熟しておくことが重要である。本市では，これまでに市の広報紙等

を通じて防災知識の普及を図ってきた。今後も，あらゆる機会を通じて，防災知識の普及

を図る。

また，防災知識の普及に当たっては，要配慮者に十分配慮し，地域において避難行動要

支援者を支援する体制が確立されるように努め，被災時の男女のニーズの違いなど男女双

方の視点に十分配慮し，地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災知識の

普及啓発を推進する。

■防災広報の推進 市民，事業所等に防災知識を普及するために，防災広報を推進する。

広報の内容は次のとおりである。

○ 地震・津波に対する心得，一般知識

○ ３日分以上の備蓄，医薬品，ペット用品等の準備

○ 建物の耐震診断と補強，家具の固定，ガラスの飛散防止

○ 災害情報の正確な入手方法

○ 出火の防止及び初期消火の心得

○ 救出・救護に関する事項

○ 避難情報の意味と内容の周知

○ 避難場所，避難路，避難方法等避難対策に関する事項

○ 液状化被害の危険性を示したハザードマップの公表

○ 避難行動要支援者への配慮事項等

○ 大規模盛土造成地マップの公表

また，広報手段は次のとおりである。

○ テレビ，ラジオ，新聞，インターネット，ＳＮＳ等の利用

○ 広報紙及び広報車両の利用

○ 映画，ビデオ等による普及

○ パンフレット等の作成及び配布

○ 講習会，講演会等の開催及び訓練の実施

■職員研修の推進 危機管理体制の理解と行動力を高めるため，職員に対し，次のよう

な研修を実施する。

○ 職員研修の実施等による，防災知識の普及啓発

○ 各職場における業務マニュアル等の習熟

■防災気象情報及

び地震防災の知

旭川地方気象台と協力し，防災気象情報の内容や利用心得について

普及啓発に努める。
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【参考】

（旭川市締結協定）

災害時における地図製品等の供給に関する協定

識の普及啓発 ○ 予報，特別警報・警報・注意報，その他の気象情報の内容

○ 緊急地震速報の利用心得（様々な条件下で地震発生時にとるべ

き行動）

■避難行動要支援

者の避難支援の

普及啓発

地域において避難行動要支援者を支援する体制が確立されるよう，

避難行動要支援者の避難支援について普及啓発する。

また，防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援

センター・ケアマネジャー）の連携により，高齢者の避難行動に対す

る理解の促進を図る。

○ 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の普及啓

発

■普及啓発の時期

と手段

防災の日，防災週間，水防月間，土砂災害防止月間，火災予防運動

期間，防災とボランティアの日，防災とボランティア週間等に普及内

容により最も効果のある時期を選び，次のような手段で防災知識の普

及を図る。

○ 防災用品等の展示

○ 写真パネル展

○ 防災研修会

■過去の災害教訓

の伝承

市民の防災意識の向上を図るため，災害に関する資料の収集及び公

開，講演会等の実施等により，過去の大規模災害の教訓を後世に伝承

する。
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第４節 消防力の向上

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 消防体制の整備

◇現状と方針

項 目 担 当

第１ 消防体制の整備 消防本部，土木部，上下水道部

第２ 救急救助体制の整備 消防本部

第３ 火災の予防 消防本部

住民

○ 応急手当・救護の講習に関すること。

○ 家庭の出火防止に関すること。

○ 防火クラブへの参加に関すること。

自主防災組織等 ○ 地域の初期消火訓練，応急手当・救護の講習に関すること。

事業所

○ 事業所の出火防止に関すること。

○ 事業所の初期消火訓練に関すること。

○ 応急手当・救護の講習に関すること。

災害発生時には，同時に多くの被災地で救助・消火活動が必要となる。本市では，市街

地の拡大にあわせて，消防署の新設や消防車両等の充実を図ってきた。

今後も，地域の実情に応じて，消防資機材及び水利の整備や消防団の活性化等，消防力

の強化を推進する。

■消防施設の適正

配置の検討

火災などの災害に迅速に対応するために，土地開発や住宅団地の形

成など市街地の拡大にあわせて消防署，出張所等の適正配置を検討す

る。

■消防水利の整備 消火活動が円滑にできるように地域の状況に応じて消防水利を充

実させる。特に，地震発生時は水道施設の破損による消火栓の使用不

能に対応できるような設備を考慮する。

○ 消火栓の整備拡充

○ 防火用水路の整備

○ 耐震性防火水槽の整備

○ 自然水利の活用検討

■消防資機材の整

備

大規模火災や事故，地震時の同時多発火災等に対応できるように消

防車両や消防情報システム等の整備を推進する。

○ 消防車両の増強

○ 消防緊急情報システムの整備
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第２ 救急救助体制の整備

◇現状と方針

第３ 火災の予防

◇現状と方針

■消防団の活性化

推進

災害時に迅速な対応を強化するため，地域防災の担い手である消防

団を活性化する。

○ 消防団緊急伝達システム及び消防無線の整備

○ 消防団の車両及び資機材の整備

■広域消防体制の

整備

道北の拠点都市として緊急消防援助隊における能力向上を図ると

ともに実践的な訓練等を通じて人命救助活動等の体制の整備を推進

する。

また，他の消防機関等の応援が円滑に行われるよう，平常時から災

害対策上必要な情報の交換を行うほか，他の消防機関等の応援の受入

体制を確立する。

救急体制の充実は，災害時だけでなく日常の事故や病気等に対しても重要なことである。

本市では，救急需要にあわせて資機材の整備など救急体制の整備を図ってきた。

今後は，救急救助業務の高度化，あるいは大規模・特殊災害に対応するため，高度な技

術・資機材を有する救助隊の整備を推進する。

■救急救助体制の

高度化

救急救助需要の増加及び高度化に対応できるように，次の対策を推

進する。

○ 高規格救急車の整備充実

○ 救急救命士の養成

○ 高度救助資機材の整備

■自主救護能力の

向上・啓発

事故や災害発生時に，負傷者等の救命率を上げるために，市民の救

護能力の向上等の対策を推進する。

○ 救命講習会の実施

○ 応急手当に関する知識の普及

災害による出火防止や被害の軽減を図るためには，市民一人ひとりが防火に対する知識

を持つとともに，特に事業所においては，消防用設備等の維持管理，防火・防災管理体制

を強化することが重要である。

本市では，消防法等に基づきこれらの対策を推進してきた。今後も，市民の防火意識の

高揚を図るとともに，事業所における防火管理体制の充実強化を図る。

■予防査察等の推

進

消防法に基づいて，消防対象物に対する出火防止措置等を強化する

ため，引き続き次の対策を推進する。

○ 立入検査の実施
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○ 防火・防災管理者への指導及び講習の実施

○ 事業所防災訓練への参加及び指導

○ 危険物施設の安全対策の指導

■防火クラブ活動

の推進

防火・防災意識の高揚を図り，出火防止や被害を軽減するために，

地域の住民等で組織されている各クラブの育成及び活動の支援を推

進する。

○ 幼年消防クラブ

○ 少年消防クラブ

○ 女性（婦人）防火クラブ

○ スーパーエイジ防火クラブ

■防火・防災意識

の向上

市民に対し，火災予防の知識を普及し，防災意識の向上を図るため，

防火クラブ等と連携し，次の対策を推進する。

○ 防火研修会及び防火イベントの実施

○ ポスター及びチラシの配布

○ 消火訓練等の促進

○ 火災予防運動の実施
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第５節 避難環境の整備

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の整備

◇現状と方針

項 目 担 当

第１ 指定緊急避難場所及び指定避

難所の整備
防災課

第２ 避難体制の整備
防災課，予防指導課，市民安心課，消防署，保健所，

他関係各課

住民
○ 避難場所，避難所及び避難経路の把握に関すること。

○ 避難訓練への参加に関すること。

自主防災組織等

○ 避難場所，避難所及び避難経路の把握に関すること。

○ 避難計画の作成に関すること。

○ 避難訓練に関すること。

事業所

○ 避難場所，避難所及び避難経路の把握に関すること。

○ 避難計画の作成に関すること。

○ 避難訓練に関すること。

本市では，災害時の指定緊急避難場所及び指定避難所（以下「避難場所等」という。）

として，大規模な公園，小中学校，高等学校等を避難場所等に指定している。災害時には，

一時に多数の避難者が集中するため，また，長期にわたる避難生活が必要になるおそれが

あるため，災害の状況や地域の実情にあわせた対応が必要となる。今後も適正な避難場所

等の確保，整備及び周知に努める。

■避難場所等の指

定及び周知
学校施設，公園等の安全性を調査し，避難場所等の指定又は指定解

除を実施する。なお，指定した避難場所等はホームページなどを利用

して引き続き住民に周知する。

■指定避難所の設

備の整備

指定避難所における避難生活を支援するために，次の避難設備を整

備する。

○ 無線等通信機器の整備

○ 食料，生活必需品等の備蓄

○ 暖房，生活用水資機材等の備蓄

■避難場所等の標

識の整備

市民に避難場所等の周知を図るために，新たに指定した避難場所等

には，入口付近に標識を設置する。
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■避難場所等とは

■避難場所等の役割

第２ 避難体制の整備

◇現状と方針

指定緊急避難場所とは，災害が発生し，又は発生するおそれがある場合にその危険

から逃れるための避難場所として，国で定める基準に従い，災害の種類ごとに安全性

等の一定の基準を満たす施設又は場所である。

指定避難所とは，災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるま

で避難者を滞在させる，又は災害により自宅が倒壊，焼失等により自宅で生活できな

い避難者を一時的に滞在させる施設である。

区 分 種 類 意 味 機 能 適応災害

指定緊急避難場

所（公園・広場等）

広域避難場所

周辺地区から避難者

を収容し，市街地火災

等から避難者の生命

を保護するために必

要な面積を有する公

園，緑地等をいう。

○ 火災危険や危

険物の漏出など

からの数時間程

度の一時的避難

（降雨時・冬期を

除く）やテント等

による避難生活

（冬期を除く）

○ 家屋が被災し

た時の仮設住宅

による長期避難

生活

屋外施設

○ 大規模事故

○ 大規模火災

○ 地震（降雨

時・冬期は除

く）

一時避難場所

（屋外）

広域避難場所・指定避

難所へ避難する前の

中継点で，避難者が一

時的に集合し様子を

見る場所とし，安全が

ある程度確保される

スペースをいう。

一時避難場所

（屋内）

災害時の危険が切迫

した場合における一

時的に避難する施設

をいう。

震災時の緊急避難，

浸水想定区域の逃

げ遅れた者等，災害

時の一時的な収容

○ 地震

○ 風水害

指定避難所（学

校・公民館等）
避難所

被害を受けた者又は

被害を受けるおそれ

のある者を一定期間

収容し滞在させる学

校・公民館等をいう。

○ 降雨時，冬期等

の屋外避難が不

可能なときの一

時避難

○ 家屋が被災し

た時の生活の場

（収容避難）

○ 地震

○ 風水害

災害時に迅速かつ安全に避難するためには，地域や事業所ごとに避難誘導体制や避難経

路等をあらかじめ定めておくことが重要である。

本市では，今後も自主防災組織，町内会，事業所等が行う自主防災活動への指導や助言

を通じ，市民や事業所が中心となった避難体制の確立を促進する。

■地域住民の避難体

制の整備

自主防災組織や町内会による活動の中で，避難情報が発令された

場合に，安全な避難経路や避難行動要支援者等に対する避難誘導の
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【参考】

指定避難所等一覧

（旭川市締結協定）

避難場所広告付看板に関する協定

浸水・誘導標識設置協定

担当者を具体的に決めるなど，避難計画の作成を指導する。

■事業所等の避難体

制の整備

福祉施設及び事業所で災害時に安全な避難ができるように，各管

理者に対し避難計画の作成を指導する。

■市の防災体制の整

備

市は，避難に関する業務を推進するため，防災体制の構築に努め

るとともに，避難情報を発令するための判断や伝達の具体的な基準

等を策定し，住民等の迅速かつ円滑な避難を確保するため高齢者等

避難・避難指示等の意味と内容について，日頃から周知に努める。
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第６節 応急対策のための環境整備

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 情報収集・伝達手段の整備

◇現状と方針

項 目 担 当

第１ 情報収集・伝達手段の整備 防災課，指令課，情報政策課

第２ 応急医療体制の整備
市立旭川病院事務局，保健総務課，警防課，防

災課

第３ 緊急輸送体制の整備 防災課

第４ 給水体制の整備 上下水道部

第５ 物資供給体制の整備 経済部

第６ 備蓄体制の整備 防災課

第７ 応援体制の整備 防災課

第８ 建物対策の整備 建築指導課，公共建築課

第９ 宅地対策の整備 都市計画課

第10 災害ボランティア活動の環境整備 地域活動推進課，福祉保険課

第11 文教対策の整備 学校教育部

住民
○ 情報収集手段の把握に関すること。

○ 家庭内備蓄に関すること。

自主防災組織等 ○ 情報収集手段の把握に関すること。

事業所
○ 情報収集手段の把握に関すること。

○ 事業所内備蓄に関すること。

大規模な災害が発生したときは，被害情報，道路の情報，避難の状況等を迅速に把握し，

分析することによって的確かつ素早い対応が可能である。本市においては，防災行政無線

による関係機関とのネットワークや通信衛星を利用した無線ネットワークを導入してお

り，今後も，情報通信網を充実させる。

■情報伝達体制の

強化

関係機関との情報を共有化するため通信ネットワークのデジタル

化を推進し，大容量通信ネットワークの体系的な整備に対応したシス

テムの構築を推進する。また，要配慮者を考慮した多様な情報伝達手

段及び被災地との連絡や，災害危険区域の住民へ警戒情報等が伝達で

きるような無線施設等について検討する。

■災害情報の収

集・連絡システ

災害情報及び被害状況報告の収集・連絡は，災害の予防及び応急対

策を実施する基本となるものである。このため被災地における情報の
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第２ 応急医療体制の整備

◇現状と方針

第３ 緊急輸送体制の整備

◇現状と方針

ムの整備 迅速かつ正確な収集・連絡を行うシステムのＩＴ化などについて検討

する。

また，被災者情報を一括するための情報システムの構築を図り，避

難所等における情報入力・情報検索に対応できるようインターネット

回線の確保を検討する。

■防災行政無線等

の整備

高齢者，障害者等の要配慮者，災害危険区域の住民，災害により孤

立化する危険地域の被災者等へ情報伝達できる無線施設について検

討する。

○ 避難場所等の防災行政無線等の整備

災害時には同時に多数の負傷者が発生するため，通常の医療体制では対応が困難となる。

また，災害後にはストレス等による精神医療等も必要となる。

本市では，医師会，歯科医師会及び薬剤師会との連携により，災害時の医療体制の確立

を推進する。

■市立旭川病院の

整備

市立旭川病院の防災体制を強化するために次の対策を推進する。

○ 非常用資機材の備蓄（流通備蓄の確保）

■応急医療体制の

整備

地震災害では多数の負傷者の発生が予測されることから，迅速に医

療救護チームの出動や病院の受入れができるように，医師会，歯科医

師会及び薬剤師会と応急医療体制について連携を図る。

■後方搬送体制の

整備

市内の医療機関だけでは収容できない傷病者を，市外の医療施設に

搬送するための体制を整備する。

○ ヘリポートの選定

○ 消防防災ヘリコプター等，搬送手段の確保

■精神医療体制の

整備

災害によるストレスやＰＴＳＤ（心的外傷ストレス障害）等の発生

に備えて，災害時の精神医療体制について医師会等と協議し，医療体

制を整備する。

■医薬品・医療資

器材等の供給体

制の整備

災害時に必要な医薬品・医療資器材・血液の供給体制を確保するた

め，医薬品業者等と供給体制について協議する。

災害時には，食料，生活必需品，資機材等を緊急に輸送する必要がある。

本市では，輸送業者との応援協定を締結し，災害時における緊急輸送体制を確立してい



震災対策編 第１章 災害予防計画 第６節 応急対策のための環境整備

震-21

第４ 給水体制の整備

◇現状と方針

第５ 物資供給体制の整備

◇現状と方針

るが，更に迅速な輸送の確保に向け体制の整備を図る。

■緊急輸送道路の

確保

道による北海道緊急輸送道路ネットワーク及び旭川市耐震改修促

進計画において，市が指定する地震時に確保すべき道路を基に，市管

理の道路や橋りょうの安全点検，障害物の除去，冬期間の除雪などに

より迅速に対応できる体制の整備を検討する。

■河川敷道路の活

用

旭川開発建設部による緊急用河川敷道路について，緊急時の避難路

や輸送路としての利用，消火・生活用水取水施設としての機能等を広

く市民に広報する。

■輸送拠点の把握 災害発生時に迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよう，輸送

拠点として活用可能な民間事業者施設を把握する。

災害により水道施設が被災した場合は，復旧までに長期間にわたり飲料水・生活用水等の

給水活動が必要となる。

本市では，給水活動に備えて，給水車や給水資機材の備蓄を進め，さらに，これら資機材

の確保等給水体制の整備を推進する。

■給水資機材の確

保

災害時の給水活動のために，給水用タンク車及び災害対策用エンジ

ンポンプを整備している。さらに，資機材の整備を推進する。

○ 給水資機材の備蓄の充実

○ 給水資機材の流通在庫の確保

災害発生時には，流通経済が停止するために物資の入手が困難な被災者に，食料，生活

必需品等を供給する必要がある。

本市では，これに備えて必要な物資の備蓄に努めるほか，大手スーパー等との協定締結

による流通備蓄の活用など，今後も必要に応じた体制整備を推進する。

また，地域内の備蓄物資や物資拠点について物資調達・輸送調整等支援システムにあら

かじめ登録し，供給事業者の保有量と併せ，備蓄量等の把握に努める。

■協定の締結推進 物資の供給体制を強化するために，協定締結業者との連携や，新た

な機関，団体等と協定を締結する。

また，平時から，訓練等を通じて，物資の備蓄状況や運送手段の確

認を行うとともに，協定締結業者等の発災時の連絡先，要請手続等の

確認を行うよう努めるものとする。
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■物資供給の方針

第６ 備蓄体制の整備

◇現状と方針

第７ 応援（受援）体制の整備

◇現状と方針

災害発生 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目以降

家庭内備蓄の活用

市備蓄品の活用

市内等の流通備蓄の活用

市外の救援・広域応援の活用

災害対策基本法では，住民等の責務として，食品，飲料水その他の生活必需物資の備蓄，

その他の自ら災害に備えるための手段を講ずることを定めている。

本市では，旭川市備蓄計画に基づき，各家庭や事業所における備蓄を推進するとともに，

災害発生直後におけるり災者への供給を目的とした公的備蓄を計画的に進める。

■家庭内備蓄の促

進

食品，飲料水その他の生活必需物資の備蓄は，住民の責務とされ，

各家庭で備蓄（最低３日分，推奨１週間分）をするように啓発をする。

○ 広報紙及びパンフレットによる家庭内備蓄の広報

■事業所内備蓄の

促進

帰宅困難となった従業員，来客者等へ食料等を供給できるよう，各

事業所で備蓄をするように啓発をする。

■市の備蓄の推進 現在，学校等に備蓄庫を設置し，アルファ化米，毛布，暖房器具，

非常用発電機，マスク等を備蓄している。今後も引き続き備蓄の充実

を図る。

○ 備蓄食料及び物資の充実

○ 学校（避難所），総合防災センター，支所等への分散備蓄

○ 乳幼児やアレルギーの方に配慮した備蓄

○ 感染症対策を踏まえた備蓄

○ 備蓄が困難な物資については，民間事業者との災害協定による

流通在庫物資の充実

大規模災害が発生した場合，市単独での対応は困難であり，各業者，道あるいは全国か

らの応援を必要とする。
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第８ 建物対策の整備

◇現状と方針

第９ 宅地対策の整備

◇現状と方針

本市では，民間業者，団体，道，道内全市町村・中核市等と応援協定を締結している。

今後も必要に応じ応援協定を締結し，応援体制の充実を図る。

■市町村との連携

強化

広域的な応援体制を確保するために，相互応援協定に基づき，道内

市町村はもとより近隣市町村との連携を強化する。

■民間業者との応

援体制の整備

物資，資機材，応急復旧要員等，災害時の対応を応援する体制を整

備する。

○ 民間業者，団体等と応援協定の締結

○ 災害時の運用方法等についての連携強化

■受援体制の整備 災害時に自治体や消防機関の応援を受け入れるため，あらかじめ，

集結地の選定，連絡方法，庁内調整等の受入れ体制を検討する。

なお，道との訓練等を通じて，応急対策職員派遣制度を活用した応

援職員の受入れについて，活用方法の習熟，発災時における円滑な活

用の促進に努めるものとする。

○ 災害時受援計画の見直し

被災した建物は余震による二次災害の防止のために，応急危険度判定が必要となる。一

方，住宅の被災による避難生活者に対しては，自活の第１歩として応急仮設住宅での生活

再建が望まれる。

本市では，道と連携し，応急危険度判定や応急仮設住宅等，災害時の建物対策を推進す

る。

■応急危険度判定

の整備

「北海道震災建築物応急危険度判定上川地区協議会」との連携によ

り，応急危険度判定士を確保するとともに，判定訓練や応急危険度判

定コーディネーターの養成など応急危険度判定制度の普及，啓発及び

技術の向上を図る。

大規模な地震及び降雨などにより，宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に，被害の

発生状況を迅速かつ的確に把握し，二次災害を軽減及び防止して市民の安全を確保するこ

とが必要である。

そのため，本市では道と連携して被災宅地危険度判定を実施し，宅地対策を推進する。

■被災宅地危険度判

定の整備

宅地被害に関する危険度判定を実施する上で，危険度判定実施本

部の設置及びその体制整備を推進する。
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第 10 災害ボランティア活動の環境整備

◇現状と方針

第 11 文教対策の整備

◇現状と方針

本市では，災害時のボランティアの活動支援体制づくりを推進するため，社会福祉協議

会や市内ボランティア団体との協力体制を整備する。

■ボランティア受

入れ体制の整備

災害時のボランティアの対応を適切に行うために，社会福祉協議

会，ボランティア団体が中心となって，受入れ体制の整備を行う。

○ ボランティアの登録

○ ボランティアコーディネーター等の養成

○ 受入れ窓口等の設置方法等の検討

■ボランティアが

活動しやすい環

境の整備

災害時にボランティアが活動を行うために必要な施設や支援策等，

活動しやすい環境を整備する。

○ ボランティア活動拠点の選定

○ ボランティア保険制度等の検討

災害時には学校施設の被災等により児童，生徒等の安全確保，教育活動の確保等が文教

対策で必要となる。このため，学校管理者等は防災上必要な体制の整備及び児童，生徒等

の安全確保を推進する。

■防災上必要な体

制の整備

災害発生時に迅速かつ適切な対応を図るために，各学校で平素から

災害に備え職員等の任務の分担，相互の連携，時間外における職員の

参集等について体制を整備する。

■児童，生徒等の

安全確保体制の

整備

在校中の児童，生徒等の安全を確保するため，児童，生徒等に対し，

防災上必要な安全教育を行うとともに，災害発生時に迅速かつ適切な

行動をとることができるよう防災訓練等の実施に努める。

また，登下校時の児童，生徒等の安全を確保するため，情報の収集

や伝達の方法，児童，生徒等の誘導方法，保護者との連携方法，緊急

通学路の設定，その他登下校時の危険を回避するための方法等につい

て計画を立てるとともに，あらかじめ教職員，児童，生徒等，保護者

及び関係機関に周知徹底を図る。

■施設の整備 文教施設・設備等を災害から保護するため，定期的に安全点検を行

い，危険箇所あるいは要補修箇所の早期発見に努めるとともに，これ

らの改善を図る。

■防災教育の推進 災害の知識や災害発生時の行動を身につけるため，児童，生徒等に

対し，次のような対策を実施する。

○ 学校教育の場を活用した児童，生徒の発達段階に応じた防災教

育の推進

○ 教職員，ＰＴＡ等に対する研修の実施

○ 防災に関するコンテンツや資機材・備蓄品等に関する情報提

供・貸出
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第７節 要配慮者対策のための環境整備

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 要配慮者への街づくり対策

◇現状と方針

項 目 担 当

第１ 要配慮者への街づくり対策 福祉保険部，土木建設課，公共建築課

第２ 在宅の避難行動要支援者への

対策

福祉保険課，長寿社会課，介護保険課，障害福祉課，

地域活動推進課，健康推進課，子育て助成課，おや

こ応援課，市民安心課

第３ 要配慮者利用施設の対策
福祉保険課，障害福祉課，長寿社会課，介護保険課，

予防指導課，他関係各課

第４ 外国人への対策 都市交流課

第５ 観光客への対策 観光課

住民 ○ 要配慮者の把握及び避難行動要支援者の避難支援に関すること。

自主防災組織等
○ 要配慮者の把握及び避難行動要支援者の避難支援体制の整備に関す

ること。

事業所 ○ 観光客対策に関すること。（観光事業者，交通機関等）

災害時に障害者，高齢者等の要配慮者が円滑な避難行動や避難所生活をするには，普段

から要配慮者の行動を視野に入れた施設整備をすることが必要である。

本市では，引き続き要配慮者にとって行動の障害となるものをなくすよう努め，要配慮

者にやさしい環境づくりを推進する。

■福祉のまちづく

りの推進

「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や「北

海道福祉のまちづくり条例」に基づいて，道路や公共施設などの整

備・改善を行い，災害時においても安全で快適な福祉の街づくりを推

進する。

○ 点字ブロック敷設 ○ 通路・階段のスロープ化

■生活道路の整備

の推進
道路の陥没や亀裂等による路面の段差等は，災害発生時の要配慮者

の避難，要配慮者への避難支援，救助，移送などに支障を来すおそれ

があることから，避難施設と要配慮者施設等を結ぶ避難路となり得る

生活道路の整備やバリアフリー化を推進する。

■福祉避難所の選

定

避難生活の長期化に備え，要配慮者の生活環境を確保するため，民

間事業者と協定を締結するなど，あらかじめ福祉避難所の設置場所を

選定する。
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■要配慮者及び避難行動要支援者とは

第２ 在宅の避難行動要支援者への対策

◇現状と方針

■要配慮者への避

難情報等の伝達

対策

広報車，市ホームページ・ＳＮＳ，緊急速報メール，各放送機関，

ケーブルテレビ，コミュニティＦＭ，街頭放送等の媒体を活用し，要

配慮者が余裕をもった避難行動が開始できるよう，避難情報が要配慮

者へ確実に伝達されるように努める。

また，各ハザードマップや防災訓練を通じて，情報の伝達経路や伝

達手段，情報の入手方法について周知を図る。

■被災した要配慮

者への支援対策

の整備

被災した要配慮者のために，福祉避難所の指定や保健福祉サービス

が受けられるように，関係機関，関係団体，民生委員，ボランティア

等と連携し，地域福祉を推進する。

■緊急通報システ

ムの拡充

一人暮らしの障害者，高齢者等が緊急時に消防機関に通報できる緊

急通報システム（ホットライン119）を整備する。

要配慮者とは，高齢者，障害者，乳幼児その他の特に配慮を要する者を指す。（災

害対策基本法第８条）

また，要配慮者のうち，災害が発生し，又は災害が発生するおそれがある場合に自

ら避難することが困難であって，その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支

援を要する人々を避難行動要支援者という。（災害対策基本法第49条の10）

災害時には，避難行動や避難所生活，あるいは災害後の混乱のなかでの在宅ケアなど避

難行動要支援者に対する支援が必要である。

本市では，在宅の避難行動要支援者の避難支援等を行うため，避難支援等関係者となる

消防機関，警察，自衛隊，地域住民が自主的に結成する自主防災組織や町内会等の住民組

織，社会福祉協議会，民生委員児童委員連絡協議会，その他（福祉事業者，障害者団体等）

適当と認めるものに対して避難行動要支援者名簿を提供する。

また，避難支援等関係者と連携し，個々の避難行動要支援者ごとの個別避難計画の作成

に努める。

避難行動要支援者名簿の管理については，庁舎等の被災等の事態が生じた場合において

も要配慮者の安全の確保等に支障が生じないよう，電子媒体での管理に加え，紙媒体でも

最新の情報を保管するよう努める。

■避難行動要支

援者名簿作成

に必要な個人

情報の入手

本市に居住する要配慮者のうち，避難行動要支援者名簿を作成・更新

するに当たって必要な次の個人情報（氏名・生年月日・性別・住所又は

居所・電話番号その他の連絡先・避難支援を必要とする事由）を，関係

機関等から収集する。

○ 要介護者・要支援者認定者情報（介護保険課）

○ 身体障害者手帳所有者情報（障害福祉課）
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○ 療育手帳所有者情報（障害福祉課）

○ 精神障害者保健福祉手帳所有者情報（障害福祉課）

○ 難病者情報（道・健康推進課）

○ その他の対象となる者の情報（地域住民等）

■避難行動要支

援者名簿に掲

載する者の範

囲

避難行動要支援者名簿に掲載する者について，次のいずれかに該当す

る者とする。

○ １に該当する者で２に該当する者以外の同居人を有しない者

１ 次のいずれかに該当する者のうち，居宅において日常生活を営

む者

(1) 要介護状態区分が要介護２から要介護５までのいずれかに

該当する要介護者

(2) 障害の程度が次のいずれかに該当する者

ア 視覚障害にあっては，１級，２級，３級又は４級

イ 聴覚障害にあっては，１級，２級，３級又は４級

ウ 内部機能障害（免疫機能障害を除く。）にあっては，１級，

２級又は３級

エ 上肢，下肢又は体幹機能の障害にあって，１級，２級又は

３級

オ 知的障害にあっては，Ａ

カ 精神障害にあっては，１級

(3) 特定医療費（指定難病）受給者証の交付を受けている者のう

ち，人工呼吸器等装着者として自己負担上限額の特例が認めら

れている者

(4) 在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定証の交付を受けて

いる者のうち，酸素濃縮器使用時間が12時間以上の者

２ 次のいずれかに該当する者

(1) 要介護者又は要支援状態区分が要支援２に該当する要支援

者

(2) 身体障害者手帳，療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交

付を受けている者

(3) 次のいずれかの医療受給者証等の交付を受けている者

ア 特定医療費（指定難病）受給者証

イ 在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定証

ウ ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受

給者証

エ ウイルス性肝炎進行防止対策（肝炎治療特別促進事業）医

療受給者証

オ 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証

カ 小児慢性特定疾病医療受給者証

○ 上記の２に該当する者で避難行動要支援者名簿への掲載を希望

する者のうち，市長が適当と認めた者

■避難行動要支

援者名簿情報

の外部提供

避難行動要支援者名簿は，平常時から避難支援等関係者に提供，共有

されることで，災害時に円滑かつ迅速な避難支援に結びつくため，あら

かじめ避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関係者に提供する。

本市では，平常時に名簿情報を外部に提供する場合は，避難行動要支

援者の同意を得て提供することとしている。

なお，災害発生時又は発生するおそれがある場合で，避難行動要支援

者の生命又は身体を災害から保護するため特に必要があるときは，本人
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第３ 要配慮者利用施設の対策

◇現状と方針

の同意を得ずに提供する場合がある。

■情報漏えいの

防止

避難行動要支援者名簿情報を提供するに際し，次に掲げる措置により

情報漏えいの防止に努める。

○ 名簿情報は当該避難行動要支援者を担当する避難支援等関係者

に限り提供する。

○ 避難行動要支援者に関する個人情報が無用に共用，個人利用され

ないように指導する。

○ 災害対策基本法に基づき避難支援等関係者個人に守秘義務が課

せられていることを十分に説明する。

○ 必要以上に複製しないように指導する。

○ 名簿情報の提供先が個人でなく団体である場合には，その団体内

部での取扱者を限定するように指導する。

○ 名簿情報の取扱状況を報告させる。

○ 提供する避難支援等関係者に対し，個人情報の取扱いに関する研

修等を行う。

○ 平常時及び災害発生時又は発生するおそれがある場合に提供し

た名簿については，不要になった名簿及び名簿情報の廃棄又は返却

させることとする。

■個別避難計画

の作成・提供

市は，避難支援等関係者と連携し，個別避難計画の作成に努める。こ

の場合，積雪寒冷地における積雪や凍結といった地域特有の課題に留意

する。

個別避難計画の実効性を高めるため，個別避難計画の情報提供に同意

がある場合については，避難支援の実施に必要な限度で避難支援等関係

者に提供する。

■個別避難計画

が作成されて

いない避難行

動要支援者へ

の対応

災害が発生し，又は発生するおそれがある場合で，避難行動要支援者

の生命又は身体を災害から保護するため特に必要があるときは，個別避

難計画が作成されていない避難行動要支援者についても，避難支援等関

係者に必要な情報を提供し，避難支援等を実施する。

■避難支援に係

る地域防災力

の向上

市は，地域の実情に応じ，地域が主体的に行動できるように研修や防

災知識の普及・啓発等の実施に努めるとともに，避難行動要支援者の態

様に応じた防災教育や防災訓練の充実強化を図る。

地区防災計画が定められている場合は，地域全体での避難が円滑に行

われるよう，避難支援の役割分担及び支援内容を整理し，個別避難計画

との整合が図られるよう努めるものとする。

また，訓練等により，両計画の一体的な運用が図られるよう努めるも

のとする。

災害時には，在宅の避難行動要支援者だけでなく，要配慮者利用施設の利用者の安全確
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■要配慮者利用施設とは

なお，本計画で定める要配慮者利用施設の名称，住所，伝達手段等については，資料編

に定める。

第４ 外国人への対策

◇現状と方針

保と生活支援も必要である。

本市では，今後も各施設で防災計画を作成し，災害時の防災対策を整備するよう指導す

る。

■災害時の防災計画

の策定

各施設において，要配慮者施設避難確保計画などの避難活動や

生活物資の確保などを定めた防災計画を策定する。

■災害時の生活確保 各施設において，電気・水道等の供給停止に備えて，施設入所

者が最低限度に生活維持に必要な食料，飲料水，医薬品等の備蓄

に努めるとともに，施設の機能の応急復旧等に必要な防災資機材

の整備に努める。特に，病院，要配慮者に関わる社会福祉施設等

の人命に関わる重要施設の管理者は，発災後72時間の事業継続が

可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする。

高齢者施設（介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム），介護老人保健施設，介護療

養型医療施設，認知症対応型共同生活介護（グループホーム），地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム），養護老人ホーム，軽費

老人ホーム，生活支援ハウス，サービス付き高齢者向け住宅，高齢者共同住宅（グル

ープハウス等）），障害児（者）施設（障害福祉サービス等事業所，地域活動支援セ

ンター，障害児通所支援等事業所（障害児入所施設），日中一時支援事業所，視覚障

害者情報提供施設），保育所（認可保育所，認定こども園，地域型保育事業所，私立

認可外保育施設，事業所内保育施設，地域保育所），放課後児童クラブ，幼稚園，小

学校，中学校，特別支援学校（盲学校，聾学校，養護学校），病院，診療所（有床に

限る。）及び助産所など

日本語の理解が十分でない外国人は，災害時の対応や避難生活などに大きなハンディキ

ャップを持っている。本市では，このような外国人を要配慮者と位置付け，外国人への防

災対策を推進する。

■防災知識の普及 外国人向けの情報紙や生活ガイドブックに防災情報を外国語で記

載し，外国人の防災知識の普及啓発を図る。

■災害時の支援体

制の確立

災害時の外国人への対策として，通訳ボランティアの確保等の登録

等を行う。
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第５ 観光客への対策

◇現状と方針

【参考】

災害危険箇所（法令指定地）における情報伝達及び避難体制等

災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧

避難施設と要配慮者利用施設等を結ぶ避難路候補一覧

本市には，観光施設や空港があり，道内外から多くの観光客や来訪者が訪れる。そのた

め，市は，観光事業者，交通機関等と連携し，観光客への防災対策を推進する。

■避難誘導体制の

整備

観光事業者，交通機関等は，観光客を安全に避難誘導し，安否確認

を行うため，避難誘導体制を整備する。

○ 避難誘導計画の策定

○ 職員への防災知識の普及啓発

■関係機関との連

携強化

市，観光事業者，交通機関等は，災害時に情報を共有し，連携して

対策を行えるよう，連絡手段の確保等，連携強化を図る。

■一時滞在施設の

確保

市，観光事業者，交通機関等は，観光客がすぐに帰宅できない場合

に備え，あらかじめ，一時滞在施設の確保を行う。



第２章 災害応急対策計画
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第１節 災害応急体制の確立

■対策の体系

第１ 災害応急体制の確立

本市の災害応急体制は，次のとおりである。

■市の災害応急体制

※自主参集とは，市長の指示があったものとみなし，本部設置及び配備を自動的に行うものである。

項 目 担 当

第１ 災害応急体制の確立 防災課，各部

第２ 災害警戒配

備体制

１ 災害警戒配備体制

防災課，各部２ 災害警戒配備体制の解除

３ 災害対策本部体制への移行

第３ 災害対策本

部体制

１ 市災対本部の設置
防災班，交通防犯班，要員支援班，

各部
２ 市災対本部の運営

３ 市災対本部の廃止

第４ 参集・配備
１ 参集場所

防災班，要員支援班，各部
２ 参集指示

第５ 事務分掌 各部

体 制 配備基準 内 容 配備人員

災害警戒

配備体制

○ 市域に震度４の地震

が発生したとき。

○ その他市長が必要と

認めたとき。

情報の収集・伝達や限定的な

災害対策を必要とする場合の

体制

この体制を必要

とする部局での

配備又は災害対

策本部に準じた

配備

災
害
対
策
本
部
体
制

第１

非常

配備

○ 市域に震度５弱の地

震が発生したとき。

○ その他市長が必要と

認めたとき。

地震被害の応急対策のため，

各関係部局の必要人員をもっ

て活動に当たり，状況によっ

て第２非常配備に移行できる

体制【自主参集】※

災害対策本部職

員のおおむね３

分の１の人員

第２

非常

配備

○ 市域に震度５強の地

震が発生したとき。

○ その他市長（本部長）

が必要と認めたとき。

第１非常配備体制を強化し，

円滑に応急対策活動に当た

り，状況によって第３非常配

備に移行できる体制【自主参

集】

災害対策本部職

員のおおむね３

分の２の人員

第３

非常

配備

○ 市域に震度６弱以上

の地震が発生したとき。

○ その他市長（本部長）

が必要と認めたとき。

市の組織及び機能の全てを挙

げて応急対策活動に対処する

体制【自主参集】

災害対策本部職

員の全員
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第２ 災害警戒配備体制

震度４の地震が発生した場合，被害情報の収集や関係機関との連絡等に対処するために，

旭川市災害警戒配備要綱に基づき災害警戒配備体制をとる。

１ 災害警戒配備体制

(1) 配備決定及び配備基準

市長は，警戒活動をする必要があると認められる場合，災害警戒配備体制をとることを

決定し，防災安全部長に通知する。

配備基準は次のとおりである。

■災害警戒配備体制の配備基準

(2) 配備の連絡

防災安全部長は，災害の状況に応じ必要な部局へ災害警戒配備体制をとるよう通知する。

ただし，夜間・休日の場合は，市長の指示があったものとみなして自主参集とし，各部

局への通知は行わない。

■配備の伝達経路

(3) 活動内容

災害警戒配備体制は，情報収集，連絡，限定的な災害対策等の活動を行う。主な活動は

おおむね次のとおりである。

■災害警戒配備体制の活動

２ 災害警戒配備体制の解除

市長は，地震による被害が発生しなかったとき，あるいは事態が収束したときは，災害

警戒配備体制を解除する。

震度情報等

市 長

副市長

各部局

情報収集

通知，指示

防災安全部長

○ 市域に震度４の地震が発生したとき。

○ その他市長が必要と認めたとき。

○ 地震情報等の収集・伝達 ○ 被害情報の収集・伝達

○ 小規模な災害への応急対策活動 ○ 住民等への情報の伝達

○ 各部局所管施設の状況把握 ○ 関係機関等との連絡調整

○ 避難所の開設
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３ 災害対策本部体制への移行

市長は，被害が拡大し，又は拡大のおそれがある場合で，総合的な災害対策を必要とす

るときは，災害対策本部を設置し，災害対策本部体制へ移行する。

第３ 災害対策本部体制

市長は，市域に震度５弱以上の地震が発生した場合，災害対策基本法第23条の２に基づき，

災害対策本部（以下「市災対本部」という。）を設置する。

１ 市災対本部の設置

(1) 設置基準

市長は，次の基準により市災対本部を設置する。

■市災対本部の設置基準

(2) 市災対本部設置

ア 市災対本部は市役所内に置く。

本部室は市役所総合庁舎に設置する。ただし，これにより難いと本部長が認めた場合

は，本部長が適当と認めた場所に設置する。

イ 市災対本部を設置したときは，市役所総合庁舎正面玄関又は本部室を設置した建物正

面玄関及び本部室前に「旭川市災害対策本部」等の標識を掲示する。

(3) 現地災害対策本部

被災地において応急活動拠点を設置する必要が生じたときは，被災地の近くに現地災害

対策本部（以下「現地本部」という。）を設置する。

また，道及び関係機関との協議により，道が定める合同本部設置要綱に基づいた，災害

対策現地合同本部が設置された場合，人員，機材等の派遣応援を行う。

(4) 市災対本部設置の通知

防災安全部長は，市災対本部を設置した場合，各部長及び防災関係機関にその旨を通知

する。

２ 市災対本部の運営

(1) 組織

市災対本部の組織及び役割は，次のとおりである。

■市災対本部の組織

○ 市域に震度５弱以上の地震が発生したとき

○ その他市長が必要と認めたとき

本部長 市 長
本部の事務を総理し，所属の職員を指揮監督

する。
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(2) 本部長の職務の代理

市災対本部の指揮など，災害応急対策に係る本部長の権限に関して，本部長に事故等が

あり判断を仰ぐことができない場合は，次の順に職務を代理する。

■本部長の職務の代理

(3) 本部会議

ア 本部会議は，本部長が開催し，災害応急対策の基本方針等を協議，決定するとともに，

各部の調整・連絡を行う。

イ 本部会議は，災害等の状況等により，一部の構成員をもって開くことができる。

ウ 本部会議構成員は，会議の招集の必要がある場合，総括部長を通じ本部長に要請する。

■本部会議の概要

(4) 本部連絡員

本部長が指定する班は，本部連絡員を本部室に派遣する。本部連絡員は，本部室に常駐

し，情報の収集・伝達，資料の収集等を行う。

(5) 防災関係機関連絡室

市災対本部と防災関係機関との連携を図るため，市災対本部に防災関係機関連絡室を設

置する。防災関係機関からは，連絡員を派遣するよう要請する。

(6) 長期化への配慮

副本部長 副市長
本部長を補佐し，本部長に事故あるときは，

その職務を代理する。

本部員

常勤監査委員，教育長，

水道事業管理者，病院

事業管理者，部長職※，

会計管理者

本部会議を構成し，災害対策の方針等を決定

するとともに，所管の部の事務に従事する。

※部長職・・・旭川市庁議規則第３条第５号

及び第６号の職にある者

班 長 市長が指名する課長職 本部員の命を受け，班の事務を処理する。

班に属すべ

き職員
市長が指名する職員 上司の命を受け，災害対策事務に従事する。

第１位 副本部長（防災安全部の事務を担当する副市長）

第２位 副本部長（他の副市長）

第３位 総括部長（防災安全部長）

第４位 総務部長

構 成 本部長，副本部長，本部員及び本部長が指名する職員

協議事項

○ 市災対本部の非常配備体制の設定，切替及び廃止

○ 災害情報及び被害情報の分析と対策活動の基本方針の決定

○ 本部長の指示

○ 応援の要請

○ その他災害対策に関する重要事項

開催場所 市役所総合庁舎又は本部長が適当と認めた場所
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災害対応の長期化に備え，ローテーションを組んで対応に当たる等，災害対応へ従事す

る職員の健康を確保する。

(7) 市職員のストレス対策

災害対応従事職員の惨事ストレス対策を講じる必要がある場合は，精神科医等の派遣を

国等に要請する。

３ 現地本部の運営

(1) 組織

現地本部の組織及び役割は，次のとおりである。

■現地本部の組織

(2) 設置場所

被災地に近い支所等の市有施設又は学校に置く。

(3) 活動内容

ア 被災現場での指揮

イ 関係機関との連絡調整

(4) 現地本部の廃止

本部長は，災害現場において災害応急対策がおおむね完了するなど，現地本部が必要な

くなったと認めるときは，現地本部を廃止する。

４ 市災対本部の廃止

本部長は，地震発生後における応急措置が完了したと認めたときは，市災対本部を廃止

する。

総括部長は，各部長，本部連絡員及び防災関係機関にその旨を通知する。

第４ 参集・配備

１ 参集場所

(1) 勤務時間内の参集場所

所属場所を参集場所とする。

(2) 勤務時間外の参集及び参集場所

地震災害の場合は，自主参集を原則とする。各配備要員は，テレビ，ラジオ等による情

報や被害状況から自己判断して参集する。

勤務時間外の参集場所は，原則的に所属先とする。ただし，所属先に直行が困難な場合

は，居住地に近い支所又は最寄りの市有施設に参集する。

現地災害対策本部長 副本部長，本部員，

その他の災対本部職

員から本部長が指名

現地災害対策本部の事務を掌理する。

現地災害対策本部員 現地災害対策本部で所管の事務を処理する。

その他の職員 上司の命を受け，現地本部に従事する。
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２ 参集指示

地震災害の場合は，自主参集を原則とする。参集における各部局の非常配備体制は，先

に示した市の災害応急体制に基づき，各部局において計画するものとし，各部局が各部必

要な職員に参集を指示する場合は，次の経路に従って行う。

■参集指示の伝達経路

参集指示の方法は，勤務時間内の場合，口頭等で行う。

勤務時間外でかつ自主参集の場合は，原則として参集指示は行わない。市長の決定によ

る配備の場合は，電話等により行う。

第５ 事務分掌

災害対策に当たる各部各班の役割は，「災害対策の事務分掌」のとおりとし，各班は，被

害の発生状況・災害の経過等に伴って，部内各班と協力して対策に当たる。

「災害対策の事務分掌」は，市災対本部廃止後に，引き続き災害対応が必要な場合にもあ

てはまるものとし，全庁的に対応に当たることとする。

なお，地震災害の場合は，災害の推移によって必要となる対策も変化する。本計画では，

災害応急対策計画の各節に，目安として災害の段階とその段階で必要となる対策を示してあ

る。

■災害の段階の目安

【参考】

旭川市災害対策本部条例

旭川市災害警戒配備要綱

総括部長（防災安全部長） 防災班

班員

情報伝達 配備の決定・参集指示
各部への参集指示の伝達

本部長（市長）
部長 班長

地震発生

初動活動期（地震発生から１日程度） 救出，医療救護，消火，避難活動を行う時期

応急活動期（２日目から１週間程度）
避難所での生活確保，被害状況調査，ライフ

ラインの応急復旧等を行う時期

復旧活動期（１週間以上）１２３４５ 生活の復旧等を行う時期
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■市災対本部の組織図

地域振興部

（地域振興部）

地域振興班（地域振興課），都市計画班（都市計画課），交通

空港班（交通空港課）

調査部

（税務部）

調査庶務班（税制課），第１調査班（市民税課），第２調査班

（資産税課），第３調査班（納税管理課），第４調査班（納税

推進課）

避難部

（市民生活部）

第１避難班（市民生活課），第２避難班（市民課），地域活

動推進班（地域活動推進課），支所班（各支所）

環境清掃部

（環境部）

環境庶務班，ごみ収集班，ごみ処理班（環境総務課，廃棄物政

策課，清掃施設整備課，廃棄物処理課，環境指導課，クリーン

センター）

援護部

（福祉保険部）

第１援護班（福祉保険課），第２援護班（長寿社会課，介護保

険課），第３援護班（障害福祉課），第４援護班（国民健康保

険課），第５援護班（指導監査課），第６援護班（生活支援課），

第７援護班（保護第１課），第８援護班（保護第２課），第９

援護班（保護第３課）

保健部

（保健所）

第１保健班（保健総務課），第２保健班（保健予防課），第３

保健班（健康推進課），第４保健班（衛生検査課，動物愛護セ

ンター）第５保健班（食肉衛生検査所）

子育て支援部

（子育て支援部）

子育て支援班（子育て支援課，子育て助成課，こども育成課，

おやこ応援課，子ども総合相談センター，愛育センター)

観光支援部

（観光スポーツ部）

観光支援班（観光課），物資管理班（スポーツ推進課，スポー

ツ施設整備課）

食料物資部

（経済部）

第１食料物資班（経済総務課，経済交流課），第２食料物資班

（産業振興課，企業立地課，工芸センター），工芸技術センタ

ー，旭山動物園

農政部

（農政部）

農政班（農政課），農業振興班（農業振興課），農林整備班（農

林整備課），農業センター

建築部

（建築部）

住宅班（建築総務課，市営住宅課），建築調査班（建築指導課），

建築班（公共建築課，設備課）

土木部

（土木部）

第１土木班（土木総務課），第２土木班（土木管理課），第３

土木班（用地課），第４土木班（土木建設課），第５土木班（公

園みどり課），第６土木班（雪対策課，土木事業所）

医療部

（市立旭川病院事務局）

医療庶務班（経営管理課），医事班（医事課，薬剤科，臨床器

材科），医療班（医局，看護部 他）

消防部

（消防本部）

消防庶務班（総務課），予防指導班（予防指導課），警防班（警

防課），指令班（指令課），市民安心班（市民安心課），南消

防班（南消防署），北消防班（北消防署），消防特命班（上川

消防署，鷹栖消防署）

第１教育部

（学校教育部）

第１教育班（教育政策課，学校施設課），第２教育班（学務課，

教職員課，教育指導課），第３教育班（学校保健課）

第２教育部

（社会教育部）

第４教育班（社会教育課），第５教育班（文化振興課），第６

教育班（公民館事業課），第７教育班（中央図書館），第８教

育班（科学館），第９教育班（博物館）

水道部

（上下水道部）

水道総務班（総務課），連絡調達班（経営企画課），現地広報・

給水班（管路管理課），配水調整班（管路管理課，水道施設課），

水源班（浄水課），下水道班（管路管理課，下水道施設課），

処理場班（下水処理センター），市民対応班（料金課）

会計部 会計班（会計課）

本部長（市長）

副本部長（副市長）

本部員

常勤監査委員

水道事業管理者

病院事業管理者

教育長

部長職

会計管理者

本部会議

本部事務局

各部

総括部（防災安全部)

防災班（防災課），交通

防犯班（交通防犯課）

情報管理部

（行財政改革推進部）

第１情報管理班(行政改

革課), 第２情報管理班

（情報政策課），第３情

報管理班(公共施設マネ

ジメント課)

総務部（総務部）
総務班（総務課），庁舎・

車両・物資班（管財課，

庁舎建設課，契約課，工

事検査課），要員支援班

（人事課，職員厚生課）

受援・広報部

（総合政策部）
第１受援班 (政策調整

課),第２受援班(財政課,

公立大学課)，秘書班(秘

書課),広報班(広報広聴

課)，都市交流班(都市交

流課)

特命部

第１特命班(議会事務

局),第２特命班(農業委

員会事務局),第３特命班

(選挙管理委員会事務

局),第４特命班(監査事

務局),第５特命班(いじ

め防止対策推進部),第６

特命班(女性活躍推進部)
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■災害対策の事務分掌

部 班名（平常時の課） 事務分掌

総括部
（防災安全
部）

防災班
（防災課）

１ 市災対本部の総括に関すること。
２ 市災対本部の設置，運営及び廃止に関すること。
３ 自衛隊派遣要請に関すること。
４ 国及び道に対する要請及び報告に関すること。
５ 市災対本部の非常配備体制に関すること。
６ 気象の予報，特別警報・警報・注意報，情報等の受理及び
伝達に関すること。

７ 被災者相談窓口の開設に関すること。
８ 日赤救助活動との連絡調整に関すること。
９ 部内の総括に関すること。
10 り災証明及びり災届出証明に関すること。

交通防犯班
（交通防犯課）

１ 災害による交通対策に関すること。
２ 市災対本部の設置，運営及び廃止に関すること。
３ 被災地の防犯に関すること。

総務部
（総務部）

総務班
（総務課）

１ 市災対本部の庶務及び各部との連絡調整に関すること。
２ 防災会議及び防災関係機関との連絡調整に関すること。
３ 部内の総括に関すること。
４ り災証明及びり災届出証明に関すること。
５ 災害に係る他自治体との連絡調整に関すること。

庁舎・車両・物資班
（管財課，庁舎建設
課，契約課,工事検査
課）

１ 災害時の車両確保及び配車に関すること。
２ 被災地への応急物資の輸送に関すること。
３ 市庁舎の応急措置及び復旧対策に関すること。
４ 災害対策用の燃料の確保に関すること。
５ 緊急通行車両確認証明書の交付申請に関すること。
６ 災害物資の購入及び調達に関すること。

要員支援班
（人事課，職員厚生
課）

１ 災害時における職員の動員に関すること。
２ 災害対策業務従事職員への食料及び物資の供給に関する
こと。

３ 災害に係る職員の公務災害補償に関すること。
４ 職員の安否確認に関すること。

情報管理部
（行財政改
革推進部）

第１情報管理班
（行政改革課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 市情報システムの被害調査及び応急対策に関すること。
３ 市災対本部のネットワークの構築に関すること。
４ 情報の収集及び整理に関すること。

第２情報管理班
（情報政策課）

１ 市情報システムの被害調査及び応急対策に関すること。
２ 市災対本部のネットワークの構築に関すること。
３ 情報の収集及び整理に関すること。

第３情報管理班
（公共施設マネジメ
ント課）

１ 情報の収集及び整理に関すること。

受援・広報部
（総合政策
部）

第１受援班
（政策調整課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 自衛隊及び他自治体等の応援隊の受入れに関すること。

第２受援班
（財政課，公立大学
課）

１ 災害に係る財政に関すること。
２ 自衛隊及び他自治体等の応援隊の受入れに関すること。

秘書班
（秘書課）

１ 本部長及び副本部長の秘書に関すること。
２ 災害見舞者及び視察者の接待に関すること。

広報班
（広報広聴課）

１ 報道機関との連絡調整に関すること。
２ 市民広報に関すること。

都市交流班
（都市交流課）

１ 外国人への情報提供及び相談に関すること。
２ 市民広報に関すること。

特命部
第１特命班
(議会事務局）

１ 部内の総括及び連絡調整に関すること。
２ 議長，副議長及び各議員への連絡に関すること。
３ 特命事項に関すること。
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部 班名（平常時の課） 事務分掌

第２特命班
(農業委員会事務局）

１ 特命事項に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第３特命班
(選挙管理委員会事
務局）

１ 特命事項に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第４特命班
(監査事務局）

１ 特命事項に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第５特命班（いじめ
防止対策推進部）

１ 特命事項に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第６特命班
（女性活躍推進部）

１ 特命事項に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

地域振興部
（地域振興
部）

地域振興班
（地域振興課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 部内各班の調整に関すること。

都市計画班
（都市計画課）

１ 危険区域の巡視に関すること。
２ 被災宅地の危険度判定に関すること。

交通空港班
（交通空港課）

１ 空港の被害調査及び応急対策に関すること。

調査部
（税務部）

調査庶務班
（税制課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に
関すること。

３ り災台帳の作成に関すること。
４ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

第１調査班
（市民税課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に
関すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

第２調査班
（資産税課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に
関すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

第３調査班
（納税管理課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に
関すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

第４調査班
（納税推進課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に
関すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

避難部
（市民生活
部）

第１避難班
（市民生活課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 避難所の総括，開設及び管理に関すること。
３ 火葬場の確保に関すること。
４ 被災者の相談に関すること。

第２避難班
（市民課）

１ 避難所の開設及び管理に関すること。
２ 被災者の相談に関すること。

地域活動推進班
（地域活動推進課）

１ 住民組織との連絡及び協力に関すること。
２ ボランティアに関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること。
４ 被災者の相談に関すること。

支所班
（神居支所，江丹支所，

永山支所，東旭川支所，

神楽支所，西神楽支所，

東鷹栖支所）

１ 避難所の開設及び管理に関すること。
２ 区域内の広報，被災者相談，各種申請等に関すること。

環境清掃部
（環境部）

環境庶務班
（環境総務課，廃棄
物政策課，清掃施設

１ 部内の総括に関すること。
２ 災害廃棄物（し尿を含む。）の処理方法に関すること。
３ 仮設トイレの設置に関すること。
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部 班名（平常時の課） 事務分掌

整備課，廃棄物処理
課，環境指導課，ク
リーンセンター）

ごみ収集班
（廃棄物処理課，ク
リーンセンター）

１ 災害廃棄物（し尿を含む。）の収集運搬に関すること。

ごみ処理班
（廃棄物政策課，廃
棄物処理課，環境指
導課，ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ）

１ 災害廃棄物（し尿を含む。）の処理に関すること。

援護部

（福祉保険

部）

第１援護班

（福祉保険課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 義援金に関すること。

３ 行方不明者の情報収集に関すること。

４ 遺体の収容，火葬及び埋葬に関すること。

５ ボランティアに関すること。

第２援護班

（長寿社会課，介護

保険課）

１ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に

関すること。

２ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

第３援護班

（障害福祉課）

１ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に

関すること。

２ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

第４援護班

（国民健康保険課）

１ 危険区域の巡視に関すること。

２ 義援金に関すること。

３ 行方不明者の情報収集に関すること。

４ 遺体の収容，火葬及び埋葬に関すること。

第５援護班

（指導監査課）

１ 危険区域の巡視に関すること。

２ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に

関すること。

３ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

第６援護班

（生活支援課）

１ 危険区域の巡視に関すること。

２ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に

関すること。

３ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

４ 遺体の収容，火葬及び埋葬に関すること。

第７援護班

（保護第１課）

１ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に

関すること。

２ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

３ 遺体の収容，火葬及び埋葬に関すること。

第８援護班

（保護第２課）

１ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に

関すること。

２ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

３ 遺体の収容，火葬及び埋葬に関すること。

第９援護班

（保護第３課）

１ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に

関すること。

２ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

３ 遺体の収容，火葬及び埋葬に関すること。

保健部

（保健所）

第１保健班

（保健総務課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 被災者の医療対策の総括に関すること。

３ 旭川市医師会，旭川歯科医師会及び旭川薬剤師会との連絡

調整に関すること。

４ 被災地の医薬品，衛生材料等の需給に関すること。
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部 班名（平常時の課） 事務分掌

第２保健班

（保健予防課）

１ 被災者の健康保持に関すること。

２ 所管する要配慮者の保健に関すること。

第３保健班

（健康推進課）

１ 被災者の健康保持に関すること。

２ 所管する要配慮者の保健に関すること。

第４保健班

（衛生検査課，動物

愛護センター）

１ 被災地の防疫に関すること。

２ ペット対策に関すること。

３ 被災地の環境衛生保持及び食品衛生保持に関すること。

第５保健班

（食肉衛生検査所）

１ 施設の被災調査及び応急対策に関すること。

子育て支援

部（子育て支

援部）

子育て支援班

（子育て支援課，子

育て助成課，こども

育成課，おやこ応援

課，子ども総合相談

センター，愛育セン

ター）

１ 部内の総括に関すること。

２ 応急保育に関すること。

３ 園児の安否確認及び保護に関すること。

４ 危険区域の巡視に関すること。

５ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に

関すること。

６ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

７ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

観光支援部

(観光スポー

ツ部)

観光支援班

（観光課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 観光客の安否確認及び安全確保に関すること。

３ 物資保管センターの確保及び運営に関すること。

物資管理班

（スポーツ推進課，

スポーツ施設整備

課）

１ 物資保管センターの確保及び運営に関すること。

２ 観光客の安否確認及び安全確保に関すること。

食料物資部

（経済部）

第１食料物資班

（経済総務課，経済

交流課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 応急食料及び生活必需品の調達並びに供給に関すること。

３ 市民が使用する燃料の確保に関すること。

第２食料物資班

（産業振興課，企業

立地課，工芸センタ

ー）

１ 応急食料及び生活必需品の調達並びに供給に関すること。

２ 市民が使用する燃料の確保に関すること。

３ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。

工業技術センター １ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。

旭山動物園 １ 来園者の安否確認及び保護に関すること。

農政部

（農政部）

農政班

（農政課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 被災農家の支援に関すること。

３ 応急食料の調達及び供給に関すること。

農業振興班

（農業振興課）

１ 応急食料の調達及び供給に関すること。

２ 被災農家の支援に関すること。

３ 家畜対策に関すること。

農林整備班

（農林整備課）

１ 応急食料の調達及び供給に関すること。

２ 被災農家の支援に関すること。

農業センター
１ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。

２ 被災農家の支援に関すること。

建築部

（建築部）

住宅班

（建築総務課，市営

住宅課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 応急仮設住宅入居者の決定に関すること。

３ 応急仮設住宅の管理に関すること。

建築調査班

（建築指導課）

１ 被災建築物の応急危険度判定及び応急対策に関すること。

２ 災害救助法（昭和22年法律第118号）適用時における住宅

の応急修理に関すること。

建築班

（公共建築課，設備

課）

１ 応急仮設住宅の設置に関すること。

２ 避難所及び救護所の応急措置等に関すること。

３ 公共施設の危険度判定及び応急対策に関すること。
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部 班名（平常時の課） 事務分掌

土木部

（土木部）

第１土木班

（土木総務課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 応急資材の調達及び配分に関すること。

第２土木班

（土木管理課）

１ 交通規制等の措置に関すること。

第３土木班

（用地課）

１ 危険区域の巡視に関すること。

第４土木班

（土木建設課）

１ 道路，橋りょう，河川等の被害調査及び応急対策に関する

こと。

２ 道路・河川関係の災害復旧工事に関すること。

土木部
（土木部）

第５土木班
（公園みどり課）

１ 公園，緑地等の被害調査及び応急対策に関すること。
２ 危険区域の巡視に関すること。

第６土木班
（雪対策課，土木事
業所）

１ 道路，橋りょう，河川，排水路等の応急修理に関すること。
２ 障害物の除去に関すること。
３ 緊急除雪に関すること。
４ 危険区域の巡視に関すること。

医療部（市立
旭川病院事
務局）

医療庶務班
（経営管理課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 災害情報の受理，収集及び報告に関すること。
３ 入院患者及び通院患者の避難誘導に関すること。
４ 被災者の応急医療及び収容の事務に関すること。

医事班
(医事課，薬剤科，臨
床器材科）

１ 救護所の設置及び管理に関すること。
２ 入院患者及び通院患者の避難誘導に関すること。
３ 医療，歯科医療及び助産の薬品並びに資器材等の調達に関
すること。

医療班
（医局，看護部他）

１ 被災者の応急医療救護，収容，介助及び看護に関すること。
２ 入院患者及び通院患者の避難誘導並びに救護に関するこ
と。

３ 助産に関すること。

消防部
（消防本部）

消防庶務班
(総務課)

１ 部内の総括に関すること。
２ 緊急必要資材の調達及び補給に関すること。

予防指導班
(予防指導課)

１ 災害の予防広報及び警戒広報に関すること。
２ 火災警報に関すること。
３ 災害記録に関すること。
４ 災害の情報収集及び連絡報告に関すること。

警防班
(警防課)

１ 災害活動の記録に関すること。
２ 消防機関への応援要請に関すること。
３ 消防用車両の配車計画に関すること。
４ 水防に関すること。
５ 医療機関との連携に関すること。

指令班
（指令課）

１ 通信の運用及び確保に関すること。
２ 情報の収集及び伝達に関すること。

市民安心班
（市民安心課）

１ 消防団員の動員に関すること。
２ 消防団員の公務災害補償に関すること。
３ 災害の予防広報及び警戒広報に関すること。
４ 災害の情報収集及び連絡報告に関すること。

南消防班
（南消防署）

１ 災害の警戒及び防御に関すること。
２ 消防部隊の指揮に関すること。
３ 人命救助及び破壊消防に関すること。
４ 区域内の消防活動に関すること。
５ 行方不明者の捜索活動に関すること。

北消防班
（北消防署）

１ 災害の警戒及び防御に関すること。
２ 消防部隊の指揮に関すること。
３ 人命救助及び破壊消防に関すること。
４ 区域内の消防活動に関すること。
５ 行方不明者の捜索活動に関すること。
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部 班名（平常時の課） 事務分掌

消防特命班
(上川消防署，鷹栖消
防署）

１ 部内の緊急応援に関すること。
２ その他特命事項に関すること。

第１教育部
( 学 校 教 育
部)

第１教育班
（教育政策課，学校
施設課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 各学校及び教育関係機関との連絡調整に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること。

第２教育班
（学務課，教職員課，
教育指導課)

１ 児童及び生徒の安否確認に関すること。
２ 応急教育に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること。

第３教育班
(学校保健課)

１ 被災児童，生徒及び学校施設の衛生管理に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第２教育部
（社会教育
部）

第４教育班
（社会教育課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第５教育班
(文化振興課)

１ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第６教育班
（公民館事業課）

１ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第７教育班
（中央図書館）

１ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第８教育班
（科学館）

１ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第９教育班
（博物館）

１ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

水道部
( 上 下 水 道
部)

水道総務班
(総務課)

１ 部内の総括に関すること。
２ 人員，車両等の調達及び確保に関すること。
３ 災害情報の受理，収集及び報告に関すること。
４ 関係機関等との連絡調整及び応援の要請・受入れに関する
こと。

連絡調達班
（経営企画課）

１ 住民組織との連絡調整に関すること。
２ 応急資材の調達に関すること。

現地広報・給水班
(管路管理課)

１ 飲料水の応急給水及び広報活動に関すること。

配水調整班
（管路管理課，水道
施設課）

１ 配水管等の被害調査及び応急対策・復旧に関すること。

水源班
（浄水課）

１ 浄水場施設等の被害調査及び応急対策・復旧に関するこ
と。

下水道班
（管路管理課，下水
道施設課）

１ 下水道管渠等の被害調査及び応急対策・復旧に関するこ
と。

処理場班
（下水処理センタ
ー）

１ 下水処理場等の被害調査及び応急対策・復旧に関するこ
と。

市民対応班
（料金課）

１ 上下水道の市民対応に関すること。

会計部
(会計課)

会計班
(会計課）

１ 災害関係経費の出納に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

共通事項
・所属員の安否及び参集状況の把握に関すること。
・所管の被害調査，応急対策，復旧等に関すること。
・本部長の特命事項に関すること。
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第２節 情報の収集・伝達

■対策の体系

■自助・共助の役割

情報の収集・伝達の流れは次のとおりである。

発見者

警察・消防

気象台等

被害状況の調査

被害調査

被害報告

参集職員 気象庁，気象台

北海道

異常現象の通報

通報

通報

見聞情報の報告

地震情報伝達

地震情報伝達
調査員の派遣

伝達

■住家・人的被害

■各部門別被害

■道への報告

災害対策本部

市民・施設

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 地震関連

情 報 の 収

集・伝達

１ 地震関連情報の発表
気象庁，旭川地方気象

台
○

２ 地震情報等の収集・伝

達
防災班 ○

第２ 被害情報

の収集・調

査・報告

１ 初期情報の収集
消防部，第１～３情報

管理班
○

２ 災害情報等の収集・整

理

調査部，各施設所管

班，第１～３情報管理

班，防災班

○ ○

３ 被害調査 各調査担当班，防災班 ○ ○

４ 被害報告 防災班 ○

第３ 災害時通

信伝達体制

１ 電話による通信

各部，各施設管理者，

東日本電信電話株式

会社

○

２ 公衆通信設備以外の通

信

各部，各施設管理者，

各防災関係機関
○

住民 ○ 地域の被害情報の通報に関すること。

自主防災組織等 ○ 地域の被害情報の集約・通報に関すること。

事業所 ○ 地域の被害情報の通報に関すること。
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第１ 地震関連情報の収集・伝達

１ 地震関連情報の発表

気象庁及び旭川地方気象台は，次のような地震関連情報を発表する。また，これを報道

機関等の協力を求めて住民等へ周知する。

■地震動の特別警報，警報及び予報の区分及び名称

■地震情報

区 分 警報発表の名称 内 容

地震動特別警報

「緊急地震速報（警

報）」又は「緊急地震

速報」

最大震度５弱以上又は最大長周期地震動階級

３以上の揺れが予想されたときに，強い揺れ

が予想される地域に対し地震動により重大な

災害が起こるおそれのある旨を警告して発表

する。

このうち，最大震度６弱以上又は最大長周期

地震動階級４以上の揺れが予想される場合は

特別警報に位置づけられている。

地震動警報

地震動予報 「緊急地震速報（予

報）」

最大震度１以上又は長周期地震動階級１以

上，マグニチュード3.5以上等と予想された

ときに発表する。

種 類 発表基準 内 容

震度速報 ・震度３以上

地震発生約１分半後に，震度３以上を観測

した地域名（全国を188地域に区分）と地震

の揺れの検知時刻を速報。

震源に関する情

報

・震度３以上

（津波警報・注意報を

発表した場合は発表

しない）

「津波の心配がない」または「若干の海面

変動があるかもしれないが被害の心配はな

い」旨を付加して，地震の発生場所（震源）

やその規模（マグニチュード）を発表。

震源・震度に関

する情報

・震度１以上

・津波警報・注意報発

表または若干の海面

変動が予想されたと

き

・緊急地震速報（警報）

発表時

地震の発生場所（震源）やその規模（マグ

ニチュード），震度１以上を観測した地点

と観測した震度を発表する。それに加えて，

震度３以上を観測した地域名と市町村毎の

観測した震度を発表。

震度５弱以上と考えられる地域で，震度を

入手していない地点がある場合は，その市

町村・地点名を発表。

長周期地震動に関

する観測情報

・震度１以上を観測した

地震のうち，長周期地震

動階級１以上を観測し

た場合

地域毎の震度の最大値・長周期地震動階級の

最大値のほか，個別の観測点毎に，長周期地

震動階級や長周期地震動の周期別階級を発

表。（地震発生から１０分程度で１回発表）
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２ 地震情報等の収集・伝達

防災班は，気象庁及び旭川地方気象台が発表する地震情報等を迅速に収集し，住民や関

係機関等に伝達する。

地震情報等の収集・伝達経路は，次のとおりである。

なお，本市は，全国瞬時情報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の運用を行っている。

遠地地震に関す

る情報

・マグニチュード7.0

以上

・都市部など著しい被

害が発生する可能性

がある地域で規模の

大きな地震を観測し

た場合（国外で発生し

た大規模噴火を覚知

した場合にも発表す

ることがある。）

国外で発生した地震について，地震の発生

時刻，発生場所（震源）やその規模（マグ

ニチュード）を，地震発生から概ね３０分

以内に発表。

日本や国外への津波の影響に関しても記述

して発表。

その他の情報

・顕著な地震の震源要

素を更新した場合や

地震が多発した場合

など

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地

震が多発した場合の震度１以上を観測した

地震回数情報等を発表。

推計震度分布図

（気象庁発表）

・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに，250m

四方ごとに推計した震度（震度４以上）を

図情報として発表。

地震解説資料

（旭川地方気象

台発表）

旭川地方気象台は，地震の概況，地震に関

する詳細な情報，過去の地震活動の状況な

どをまとめた解説資料を作成し，防災機関

へ配布。
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■地震情報等の収集・伝達経路

第２ 被害情報の収集・調査・報告

１ 初期情報の収集

(1) 発見者の通報

地震による火災発生，建物倒壊や土砂災害による被害者などを発見した者，又はその通

報を受けた警察官等は，直ちに市災対本部に通報する。

通報を受けた市災対本部は，その旨を気象台その他の関係機関に通報する。

(2) 参集職員による情報の収集

市災対本部に参集する職員は，参集後，参集途上の見聞情報をまとめ，第１情報管理班

に報告する。火災及び救助に関する情報は，直接消防部に報告する。

２ 災害情報等の収集・整理

(1）被害状況の調査

調査部は，被害調査チームを編成し，家屋の倒壊等市街地の被害状況を巡視する。

また，各部は所管する施設の被害状況を調査する。

把握した被害状況は，第１情報管理班に報告する。

(2) アマチュア無線による情報の収集

防災班は，「災害情報の収集及び伝達に関する協定」に基づきアマチュア無線による情

報収集を要請する。

旭川地方気象台

北海道ＮＨＫ

旭川

市 民

FAX

ＷＥＢ
メール

防災情報提供システム

旭川市（防災安全部防災課）

庁内放送 関係部 消防本部指令課

各消防署

気 象 庁

NTT 東日本・西日本

上川総合振興局

消防庁

J-ALERT

気象業務支援

センター

報道機関
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(3) 被害情報の整理

第１～３情報管理班は，報告を受けた被害情報を集約し，整理する。

(4) 関係機関への通報

防災班は，必要に応じて災害情報を関係機関に通報する。

■災害情報等の通報先

(5) ライフラインの情報収集

防災班は，ライフライン施設の被害，供給状況等の情報を，防災関係機関連絡室に配備

されている連絡員等から収集する。

■ライフライン情報

３ 被害調査

(1) 被害の調査

各調査担当班は，災害の危険が解消した段階で，北海道地域防災計画で定める「災害情

報等報告取扱要領（昭和59年10月15日消防災第267号）４ 被害状況判定基準」による被

害調査を行う。各調査担当班が行う判断基準による調査対象は，次のとおりである。

■部門別調査の担当及び対象

○ 上川総合振興局（地域創生部危機対策室）

○ 旭川中央警察署（警備課）

○ 旭川東警察署（警備課）

○ 旭川開発建設部（防災対策官）

○ 旭川地方気象台（現業）

○ 上川総合振興局旭川建設管理部（維持管理課）

○ 異常現象によって災害の影響があると予想される隣接市町村

○ ライフライン施設の被害状況 ○ 供給停止区域

○ 交通の運行状況及び道路の状況 ○ 各機関の対策の状況

調査担当部 調査担当班 調 査 対 象

調査部
調査庶務班，第１～

第４調査班
住家及び当該住家の居住者に係る人的被害

農政部
農業振興班 農業作物及び畜産被害

農林整備班 農業施設被害及び林業被害

土木部 第４，６土木班 所管の河川，道路及び橋りょう被害

土木部，地域

振興・広報部

第３，５，６土木班，

都市計画班

所管の施設及び所管の土砂災害警戒区域に

おけるがけ崩れ

水道部
配水調整班，水源班，

下水道班，処理場班

水道施設被害

下水道施設被害

援護部 第１援護班 社会福祉施設被害

保健部 第１保健班 病院被害
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(2) 被害のとりまとめ

各調査担当班は，調査した被害結果をまとめ，防災班に提出する。

４ 被害報告

(1) 国に対する報告

防災班は，消防庁が定める火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日消防災第267号）

の直接即報基準に該当する地震を覚知した場合は，被害の有無を問わず第１報については，

直接消防庁に報告する。また，消防庁長官から要請があった場合については，第１報後の

報告についても，引き続き消防庁に報告する。

(2) 道に対する報告

防災班は，北海道地域防災計画で定める災害情報等報告取扱要領（昭和59年10月15日消

防災第267号）に基づく報告の対象及び消防庁が定める火災・災害等即報要領（昭和59年

10月15日消防災第267号）の即報基準に該当する地震を覚知した場合は，災害情報及び被

害情報を道に報告する。

■報告の内容及び方法

(3) 道への報告ができない場合の措置

防災班は，道への報告ができない場合，直接国（総務省消防庁）に報告する。

第３ 災害時通信伝達体制

災害発生時において，施設の損壊や回線のふくそう等により，東日本電信電話株式会社等

の一般回線電話が非常にかかりにくくなることが予想される。

各部，各施設管理者及び各防災関係機関は，次のとおり情報伝達手段を確保し，迅速な応

環境清掃部 環境庶務班 廃棄物処理施設被害

避難部 第１避難班 火葬場被害

観光支援部 物資管理班 社会体育施設被害

食料物資部
第１食料物資班 商業被害

第２食料物資班 工業被害

第１教育部 第１教育班 学校教育施設被害

第２教育部 第４教育班 社会教育施設被害

報告の種類 内 容 報告の方法 報告先

災害情報 災害の経過に応じ，逐次報告

電話又は無

線等

上川総合振興局

地域創生部

危機対策室

被害状況報告

（速報）
被害発生後，直ちに件数のみ報告

被害状況報告

（中間報告）

被害状況が判明次第，報告

報告内容に変化→その都度報告

被害状況報告

（最終報告）
応急措置完了後，15日以内に報告 文書
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急対策活動の実施を図る。

１ 電話による通信

災害時において電話回線が異常にふくそうし，かかりにくい場合には，災害時優先電話

を利用し通信の確保を図る。

２ 公衆通信設備以外の通信

(1) 旭川市防災行政無線

市が保有する防災行政無線を用いて通信を行う。

(2) 北海道総合行政情報ネットワークシステムによる通信

道の本庁，各総合振興局，各振興局，出先機関並びに他市町村等との通信に使用する。

(3) 通信設備の優先使用

災害発生時，応急処置の実施に必要な通信のため緊急かつ特別の必要がある場合，災害

対策基本法第57条，第79条等法令の定めに基づき，電気通信設備の優先利用，有線電気通

信設備若しくは無線設備を使用し，通信の確保を図る。

(4) 北海道地方非常通信協議会加入無線局等による通信

上記(1)から(3)に掲げる通信施設を使用又は利用して通信を行うことができない場合，

若しくは通信を行うことが著しく困難である場合は，北海道地方非常通信協議会加入無線

局等へ協力を要請する。

(5) 通信途絶時の放送要請

前記(4)の通信系統によっても通信を行うことができない場合又は著しく困難である場

合は，災害対策基本法第57条の規定により，災害に関する通知，要請，伝達，警告等を行

うため，放送機関に放送の要請を行う。

【参考】

被害状況の判断基準

道への災害報告様式

直接即報基準

即報基準

北海道災害情報等報告取扱要領

（旭川市締結協定）

防災情報の共有に係る協定書

北海道総合行政情報ネットワーク連絡所の管理運営に関する協定

災害情報の収集及び伝達に関する協定

災害等における緊急放送に関する協定

災害時における情報発信等に関する協定

災害時における地図製品等の供給に関する協定
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第３節 災害広報・広聴活動

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 災害広報活動

１ 災害時の広報

(1) 初動活動期の広報活動

消防部及び消防団は，現場にて避難等の指示を行う。防災班，広報班及び都市交流班は，

地震による火災が延焼拡大したとき，又は危険物が漏出したときは，ＳＮＳ，広報車等にて

避難等の広報を行う。

(2) 応急活動期の広報

応急対策活動時における広報は，テレビ，ラジオ，災害広報紙，ＳＮＳ，郵便局窓口等に

て行う。

広報班及び都市交流班は，各班からの広報内容を受け付け，報道機関への要請及び災害広

報紙，チラシ等を作成する。防災班は，郵便局との協定に基づき広報内容を提供し，郵便局

窓口等での広報を要請する。

■広報の手段と内容

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 災害広報

活動

１ 災害時の広報
消防部，消防団，広報班，

都市交流班，防災班
○ ○ ○

２ 避難所における広報

広報班，都市交流班，第１，

２避難班，地域活動推進

班，支所班，第１～９教育

班，第２～６特命班，会計

班，調査庶務班，第１～４

調査班，子育て支援班

○

第２ 報道機関

への対応

１ 報道機関への要請 広報班，都市交流班 ○

２ 記者発表 広報班，都市交流班 ○

第３ 広聴活動
１ 相談窓口の設置 防災班 ○ ○

２ 被災者相談 各担当班 ○ ○

住民 ○ 情報収集が困難な方への情報共有に関すること。

自主防災組織等 ○ 情報収集が困難な方への情報共有に関すること。

事業所 －

時 期 手 段 内 容

地震発生直後

○ ＳＮＳ

○ 広報車

○ 現場による指示

○ 避難の指示

○ 住民のとるべき措置
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２ 避難所における広報

広報班，都市交流班，第１，２避難班，地域活動推進班，支所班，第１～９教育班，第２

～６特命班，会計班，調査庶務班，第１～４調査班及び子育て支援班は，避難所にて避難者

への広報を行う。広報に当たっては，市災対本部各部との調整を行い，情報の混乱が生じな

いようにする。避難が長期にわたる場合は，避難者で組織する運営委員会，ボランティアと

協力する。なお，障害者，高齢者等情報の入手が困難な避難者に十分配慮する。

■避難所における広報

第２ 報道機関への対応

１ 報道機関への要請

広報班及び都市交流班は，報道機関に対しテレビ・ラジオ等を通じた広報を要請する。

なお，報道機関に対し，市災対本部内への立入り及び取材の制限，地域や避難所における

取材について，避難者で組織する運営委員会の許可を得て行うように要請する。

２ 記者発表

広報班及び都市交流班は，記者会見場を設置し，記者会見を定時に開いて必要な情報を報

道機関へ提供する。なお，発表内容は，本部会議に諮る。

■記者発表の方法

応急対策活動時

○ テレビ・ラジオ

○ 災害広報紙・チラシ

○ 支所での掲示

○ ＳＮＳ

○ 郵便局窓口

○ その他

○ 被害の状況，余震等の情報

○ 交通状況及びライフライン施設の被

害状況

○ 応急対策の概況，復旧の見通し

○ 食料・飲料水の供給等に関する情報

○ その他必要な事項

○ 災害広報紙の配布

○ 避難所広報板の設置

○ 避難所運営委員会による口頭伝達

○ 手話・外国語ボランティア等による伝達

発表者 総括部長

発表内容

○ 被害の状況

○ 市が実施する応急対策の内容

○ 市民その他への要請
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第３ 広聴活動

１ 相談窓口の設置

防災班は，市民からの問合せや生活相談に対応するため，市役所内に相談窓口を設置する。

２ 被災者相談

市民の相談に対し迅速に対応するため，相談窓口には各部各班の担当者を置く。相談窓口

で扱う主な事項は，次のとおりである。

■相談窓口の主な内容及び担当班

【参考】

（旭川市締結協定）

災害情報の収集及び伝達に関する協定

災害等における緊急放送に関する協定

災害時における情報発信等に関する協定

災害発生時における旭川市と旭川市内郵便局の協力に関する協定

災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書

災害時における相談業務の応援に関する協定

○ 捜索依頼の受付（第１援護班）

○ 食料，飲料水，日用品等の支給に関する情報（第１食料物資班）

○ ごみの相談等（環境庶務班）

○ 仮設住宅の申込み（住宅班）

○ 住宅の応急修理の申込み（建築調査班）※

○ 災害見舞金及び義援金支給の申込み（第１援護班，第４援護班）※

○ 生活資金等の相談等（第１援護班）※

○ 被災建築物の被災度区分判定に関する相談（建築関係団体の協力）

※災害救助法適用の場合
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第４節 応援派遣

■対策の体系

第１ 自衛隊の災害派遣

１ 災害派遣要請の要求及び受入れ

(1) 派遣要請の要求手続き

本部長は，自衛隊の災害派遣の必要があると認められるときは，知事（総合振興局長）

に対して次の事項を明らかにした文書をもって要求する。ただし，緊急を要する場合は，

電話又は無線で要求し，後日文書を送付する。

また，緊急避難や人命救助が急迫し，知事（総合振興局長）に要求するいとまがないと

認められるとき，若しくは通信の途絶等で知事（総合振興局長）に要求できないときは，

直接陸上自衛隊第２師団に通知し，事後，所定の手続きを行う。

なお，本部長はこの通知をしたときは，速やかにその旨を知事（総合振興局長）に通知

する。防災班は，これらの災害派遣要請の要求手続きを行う。

■災害派遣要請の要求手続き

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 自衛隊の

災害派遣

１ 災害派遣要請の要求及

び受入れ

防災班，第１，２

受援班
○

２ 自主派遣 自衛隊 ○

３ 撤収要請の要求 防災班 ○

第２ 国・道・市

町村等への

要請

１ 国・道への要請 防災班 ○ ○

２ 市町村への要請 防災班 ○

３ 受入れ体制
第１，２受援班，

各担当班
○

４ 協定機関・団体への要請 各担当班 ○

５ 応援隊の撤収要請 各担当班 ○

第３ 応援隊の

受入れ

１ 応援隊への対応 防災班，消防部 ○ ○

２ 応援活動への支援 各担当班，渉外班 ○ ○

提出（連絡）先 上川総合振興局地域創生部危機対策室

連絡方法 文書（緊急を要する場合は，電話又は無線で行い，事後文書送付）

要請の要求事項

○ 災害の情況及び派遣要請を要求する事由

○ 派遣を希望する期間

○ 派遣を希望する区域及び活動内容

○ 派遣部隊が展開できる場所

○ 派遣部隊との連絡方法，その他参考となる事項
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■最寄りの自衛隊連絡先

(2) 派遣活動

自衛隊の災害派遣時における支援活動は，次のとおりである。

■自衛隊の活動

(3) 受入れ体制

第１，２受援班は，自衛隊の派遣要請を要求した場合，作業計画の作成，資機材の準備

を行うなど，受入れ体制を整える。また，自衛隊に連絡員の派遣を要請する。

なお，本市には，陸上自衛隊旭川駐屯地があるため，受入れ場所を選定していないが，

必要に応じて，公園など適当な場所を提供する。

(4) 経費の負担区分

次の費用は，市が負担する。その他必要経費については，自衛隊と協議して決定する。

また，派遣部隊は，関係機関又は民間からの宿泊，給食の施設，設備等の提供を受けた

ときには，これを利用することができる。

■ 市が負担する経費

２ 自主派遣

(1) 情報の収集

自衛隊は，震度５弱以上の地震が発生した場合は，当該地震発生地域，その周辺地域等

の被害状況等について航空偵察を実施して，情報を収集する。

(2) 自主派遣

自衛隊においては，災害の発生が突発的で，その救援が緊急を要し，知事（総合振興局

長）の要請を待ついとまがないときは，次の判断基準により部隊等を自主派遣することが

できる。

部隊名 担当部課 所 在 地

第２師団 司令部第３部防衛班 旭川市春光町

○ 被害状況の把握 ○ 避難の援助

○ 行方不明者の捜索救助 ○ 水防活動

○ 消防活動 ○ 道路の啓開

○ 応急医療，救護及び防疫 ○ 人員及び物資の緊急輸送

○ 炊飯及び給水 ○ 物資の無償貸又は譲与

○ 危険物の保安及び除去 ○ その他

○ 資材費及び機器借上料 ○ 電話料及びその施設費 ○ 電気料

○ 水道料 ○ 汲取料
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■自衛隊自主派遣の判断基準

３ 撤収要請の要求

災害派遣の目的が達成されたとき，又はその必要がなくなったときは，本部長は，知事

（総合振興局長）及び派遣部隊の長と協議の上，派遣部隊の撤収要請の要求を行う。

第２ 国・道・市町村等への要請

１ 国・道への要請

(1) 応援，職員の派遣・斡旋要請

防災班は，北海道開発局長（旭川開発建設部長），知事（総合振興局長）に対し，応援

の要請又は職員の派遣・斡旋の要請を行う。

■国への応援要請手続き

■道への応援要請手続き

○ 災害に際し，関係機関に対して災害情報を提供するため，自衛隊が情報収
集を行う必要があると認められる場合

○ 災害に際し，知事等が自衛隊の災害派遣の要請を行うことができないと認
められ，直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合

○ 災害に際し，自衛隊が実施すべき救援活動が明確で，その救援活動が人命
救助に関する場合

○ その他，上記に準じ，特に緊急を要し，知事等からの要請を待ついとまが
ないと認められる場合

要請先 旭川開発建設部

連絡方法 電話又はファックス

応援の要請

○ 災害の状況

○ 応援を必要とする理由

○ 応援を必要とする場所及び活動内容

○ その他必要な事項

要請先 上川総合振興局地域創生部危機対策室

連絡方法 文書（緊急の場合は電話又は無線で行い，事後文書送付）

応援の要請

○ 災害の状況

○ 応援を必要とする理由

○ 応援を希望する物資等の品名及び

数量

○ 応援を必要とする場所及び活動内

容

○ その他必要な事項

職員派遣・

斡旋要請

○ 派遣を要請・斡旋を求める理由

○ 職員の職種別人員数

○ 派遣を必要とする期間

○ 派遣される職員の給与その他勤務

条件

○ その他必要な事項

派遣：災害対策基本法第29条

斡旋：災害対策基本法第30条

地方自治法（昭和22年法

律第67号）第252条の17
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(2) 消防防災ヘリコプターの要請

防災班は，ヘリコプターによる傷病者の搬送，物資の輸送等が必要なときは，「北海道

消防防災ヘリコプター応援協定」に基づき，道に対して消防防災ヘリコプターの出動を要

請する。

■消防防災ヘリコプターの要請手続き

２ 市町村への要請

(1) 市町村への要請

防災班は，道内の市町村への要請が必要な場合，「災害時等における北海道及び市町村

相互の応援等に関する協定」に基づき，知事（総合振興局長）又は市町村の長に対し，応

援の要請を行う。

■市町村への要請手続き

■市町村の応援の種類

(2) 道北市長会構成市への要請

防災班は，必要に応じて，「災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書」

提出（連絡）先 北海道総務部危機対策局危機対策課防災航空室

連絡方法
電話又は無線（速やかに消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票を

ファクシミリで提出）

要請事項

○ 災害の種類

○ 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況

○ 災害現場の気象状況

○ 災害現場の最高指揮者の職・指名及び災害現場との連絡方法

○ 消防防災ヘリコプターの離着陸場の所在地及び地上支援体制

○ 応援に要する資機材の品目及び数量

○ その他必要な事項

連 絡 先 上川総合振興局（地域創生部危機対策室）又は要請先市町村

連絡方法 電話又は無線（事後文書送付）

要請事項

○ 被害の種類及び状況

○ 品名，数量等

○ 車両の種類，規格及び台数

○ 職員の職種別人員

○ 応援の場所及び応援場所への経路

○ 応援の期間

○ 応援の実施に関し，必要な事項

○ 食料，飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及

び斡旋

○ 被災者の救出，医療及び防疫，施設の応急措置等に必要な資機材及び物資の

提供並びに斡旋

○ 災害応急活動に必要な車両等の提供及び斡旋

○ 災害応急活動に必要な職員の派遣

○ 被災者の一時収容のための施設の提供及び斡旋

○ 特に要請のあった事項
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に基づき，道北市長会構成市（旭川市，留萌市，稚内市，芦別市，紋別市，士別市，名寄

市，深川市，富良野市）の長に対し，応援の要請を行う。

■道北市長会構成市への要請手続き

■道北市長会構成市の応援の種類

(3) 中核市への要請

防災班は，必要に応じて，「中核市災害相互応援協定」に基づき，中核市の長に対し，

応援の要請を行う。

■中核市への要請手続き

■中核市の応援の種類

連 絡 先 要請先締結市（連絡担当部局）

連絡方法 電話又は電信（事後文書送付）

要請事項

○ 被害状況

○ 物資等の品名及び数量

○ 職員の職種別人員及び業務内容

○ 応援場所及び応援場所への経路

○ 児童等を受け入れる場合の人数等

○ 住宅を提供する場合の世帯数等

○ 応援の期間

○ 応援の実施に関し，必要な事項

○ 食料，飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及

び斡旋

○ 救護及び救助活動に必要な車両等の提供及び斡旋

○ 被災者の救出，医療，防疫，施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提

供及び斡旋

○ 救護及び応急復旧に必要な職員の派遣

○ 児童及び生徒の受入れ

○ 被災者に対する住宅の提供

○ 特に要請のあった事項

連 絡 先 要請先中核市（連絡担当部局）

連絡方法 電話及び電信（事後文書送付）

要請事項

○ 被害状況

○ 物資等の品名及び数量

○ 職員の職種別人員及び業務内容

○ 応援場所及び応援場所への経路

○ 応援の期間

○ 応援の実施に関し，必要な事項

○ 食料，飲料水及び生活必需品物資並びにその供給に必要な資器材の提供

○ 被災者の救出，医療，防疫，施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提

供

○ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供

○ 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣

○ 特に要請のあった事項
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３ 受入れ体制

自治体の応援隊受入れ予定場所は，第三庁舎周辺の駐車場とする。

４ 協定機関・団体への要請

各担当班は，応援協定に基づき，各団体，民間業者等に対し応急対策活動に必要な物資

その他の応援要請を行う。

５ 応援隊の撤収要請

応援の目的が達成されたとき，又はその必要がなくなったときは，本部長は，要請先と

協議の上，撤収要請を行う。

第３ 応援隊の受入れ

１ 応援隊への対応

各担当班は，応援を求める作業について，作業計画を立案し，応援部隊が派遣された場

合は，その長と協議して各対応を調整する。

応援隊の宿泊施設，食料等は，原則として応援隊側で確保するよう要請する。

２ 応援活動への支援

(1) 必要事項の調整

第１，第２受援班は，各班のニーズを把握し，応援先の機関等と要員，作業内容，資機

材の確保などについて調整を行う。

(2) 現場への案内

各担当班は，応援隊の車両等に同乗し，被災現場への案内等を行う。

【参考】

自衛隊派遣要請の要求様式

北海道消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票

（旭川市締結協定）

北海道広域消防相互応援協定

北海道消防防災ヘリコプター応援協定

防災情報の共有に係る協定書

北海道地方における災害時の応援に関する申し合わせ

災害時の相互応援に関する協定

旭川空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定

北海道総合行政情報ネットワーク連絡所の管理運営に関する協定

災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定
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広域防災に係る相互応援に関する覚書

中核市災害相互応援協定

災害情報の収集及び伝達に関する協定

災害等における緊急放送に関する協定

災害時における情報発信等に関する協定

高速自動車国道救急・救助活動等に関する協定書

災害時の医療救護活動に関する協定

災害時の歯科医療救護活動に関する協定書

災害時における衛生材料等の物資供給の協力に関する協定

災害時における柔道整復師の救護活動に関する協定

災害時における応急生活物資の供給等に関する協定

災害時における機器の調達に関する協定書

災害時における物資調達に関する協定書

災害時における介護用，福祉用具等の調達に関する協定書

災害時における物資供給に関する協定書

災害時における応急生活物資等の供給に関する協定

災害時の物資供給及び店舗営業又は早期再開に関する協定

洪水時における緊急避難場所としての使用及び災害時における応急生活物資の供給等に

関する協定

災害時等における給電車による電力供給に関する協定

災害時における輸送車両提供の協力に関する協定

災害時における資機材のレンタルに関する協定

災害時における電気自動車による電力供給に関する協定

洪水時における地域住民等の緊急避難場所としての施設使用及び災害時における応急生

活物資の供給等に関する協定

災害時における電動車両等の貸与に関する協定

災害時における石油類燃料の優先供給に関する協定書

災害時における応急対策業務に関する協定

災害等の発生時における旭川市と社団法人北海道エルピーガス協会上川支部の応急・復旧

活動の支援に関する協定

災害時協力協定書

災害等に係る調査業務等の災害緊急対応等の協力に関する協定

災害時におけるバスによる緊急輸送の協力に関する協定書

災害時応急対策用貨物自動車による物資の緊急・救援輸送等に関する協定

災害時における物資の保管等に関する協定

災害時における緊急輸送等に関する協定

災害時における公衆浴場等の協力に関する協定書

災害時における遺体搬送等に関する協定書
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災害時における動物救護活動に関する協定

災害発生時における旭川市と旭川市内郵便局の協力に関する協定

災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書

災害時における廃棄物の収集運搬に関する協定書

災害時の救護活動に関する協定

災害時における相談業務の応援に関する協定

災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定

災害時等における協力体制に関する協定

避難所施設使用に関する覚書

福祉避難所の指定に関する協定書

災害時における緊急一時避難施設としての使用に関する協定書

福祉避難所の指定等及び人材派遣に関する協定

災害時における緊急避難場所としての使用に関する協定書

災害時における協力に関する協定

災害時における相互協力に関する協定書

災害時における避難所としての施設使用に関する協定書

福祉避難所の開設に関する協定書

旭川市障害者福祉センターにおける福祉避難所の開設に関する覚書

災害時における緊急避難場所としての施設使用に関する覚書

災害発生時における宿泊施設の提供に関する協定

旭川市の地域防災力向上に関する連携協定
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第５節 救助・救急・消火

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 救助・救急活動

１ 救助情報の収集

(1) 発見者の通報

要救助者を発見した者は，消防機関又は警察署等へ通報する。

(2) 救助情報の収集

第１～３情報管理班は，市，警察署等に通報された救助情報，参集職員からの救助情報

等を収集し，消防部に伝達する。救助情報は消防部で管理する。

(3) 安否情報の収集

要救助者の迅速な把握のため，安否不明者についても,関係機関の協力を得て，積極的に

情報収集を行うものとする。

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 救助・救急

活動

１ 救助情報の収集
消防部，第１～３情

報管理班
○ ○

２ 救助活動

消防部，消防団，総

括部，市民，自主防

災組織，事業所

○ ○

３ 救急活動 消防部，防災班 ○ ○

第２ 消火活動

１ 情報の収集 消防部 ○ ○

２ 消火活動 消防部，消防団 ○ ○

３ 市民・自主防災組織・

事業所の活動

市民，自主防災組織，

事業所
○ ○

４ 通電火災への警戒

消防部，消防団，北

海道電力ネットワー

ク株式会社

○

第３ 消防への

要請

１ 応援隊の要請 防災班 ○

２ 受入れ体制 消防部 ○

第４ 職員のケア 消防部 ○ ○

住民 ○ 救助活動及び初期消火に関すること。

○ 応急手当に関すること。

○ 救護所への搬送に関すること。

○ 初期消火に関すること。

自主防災組織等

事業所
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■救出情報の収集

２ 救助活動

(1) 救助活動

消防部及び消防団は，救助情報に基づいて救助チームを編成し救助活動を行う。消防部

は，次の原則によって救助チームの出動を統括する。警察，自衛隊等の応援部隊が出動し

たときは，地域や作業分担の割り振りを行う。

■救助活動の原則

市民・自主防災組織・事業所等は，二次災害の発生に十分注意しながら連携して地域及

び事業所内の被害状況を調査し，行方不明者の確認を行う。また，崩壊土砂や建物等の下

敷きとなっている者がいるときは，可能な限り協力して救助を行う。

(2) 現地災害対策本部

災害現場で作業拠点が必要な場合は，災害現場に近い公共施設に現地災害対策本部を設

置する。

３ 救急活動

(1) 救護所への搬送

消防部及び消防団は，自主防災組織等と協力し，一般車両，担架等を用いて救助現場か

ら救護所まで負傷者を搬送する。

(2) 救護所から医療施設への搬送

消防部及び消防団は，救急車にて救護所から市内医療施設（救急告示指定病院等）へ搬

送する。市外の医療施設へは，救急車又はヘリコプターにて搬送する。

(3) 応援要請

防災班は，道路の被害等で救急車による搬送ができない場合は，「北海道消防防災ヘリ

コプター応援協定」に基づき，道に対してヘリコプターの出動を要請する。

住 民 警 察 署

消 防 部

参集職員

市災対本部

情報管理班

↓

消防部

通報 伝達

伝達

○ 延焼火災が多発し，多数の救助事象が発生している場合は，延焼危険度が高

い地域を優先する。

○ 多数の救助事象のある場合は，多くの人命を救護できる事象を優先する。

○ 多数の救助事象のある場合は，救命効率の高い事象を優先する。

○ 多数の救助事象のある場合は，生存が確認されている事象を優先する。
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■救急活動の流れ

第２ 消火活動

１ 情報の収集

消防部は，市民，警察等からの火災発生等の情報を収集する。収集すべき情報は，次の

とおりである。

■収集する情報の種類

２ 消火活動

(1) 消火活動

消防部は，延焼の状況等を把握し，次の点に留意して消火活動を効果的に行う。

■消火活動の留意事項

(2) 市災対本部の活動

市災対本部の各関係部は，消防部が行う活動と連携して，次のような活動を行う。

■市災対本部の活動

○ 火災の発生状況 ○ 町内会･自主防災組織等の活動状況

○ 通行可能な道路の状況 ○ 無線通信の状況

○ 使用可能な消防水利の状況

○ 風向き，市街地の建物分布等を考慮し，最も効果的な消防力を投入する。

○ 延焼火災の少ない地区は，集中的に消火活動を実施し，安全地区として確保

する。

○ 延焼火災が発生している地区は，直ちに住民の避難を開始し，必要に応じて

避難路の確保等を最優先で行う。また，安全な方向への避難を呼びかける。

○ 危険物の漏えい等のおそれがある地区は，立入り禁止措置をとり，安全な避

難誘導に努める。

○ 病院，避難所，幹線道路，防災拠点となる施設等の火災防御を優先して行う。

○ 市民等が実施する初期消火活動との連携及び指導に努める。

○ 火災の発生状況及び避難の広報

○ 避難指示等及び避難誘導

救助現場 救護所 医療施設（市内） 医療施設（市外）

消防部

消防団

住民
消防部 消防部

担架

一般車両
救急車 救急車

ヘリコプター
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３ 市民・自主防災組織・事業所の活動

市民・自主防災組織・事業所等は，出火防止措置を行い，火災が発生した場合，消防機

関に通報するとともに，消防機関と連携を保ちつつ，可能な限り，次にあげる消防活動を

行う。

(1) 市民・自主防災組織の活動

市民・自主防災組織は，火災が発生した場合に初期消火及び延焼防止活動を行い，消防

機関が到着した場合にはその指示に従う。

(2) 事業所の活動

事業所は，火災が発生した場合に，次の措置をとる。

■事業所の消火活動等

４ 通電火災への警戒

消防部，消防団及び北海道電力ネットワーク株式会社は，停電回復後の通電火災や再燃

を防止するため，被災地の警戒巡視を行う。また，住民に対し通電火災への警戒について

呼びかける。

第３ 消防への要請

１ 応援隊の要請

本部長は，市単独の対応では困難と認めたときは，「北海道広域消防相互応援協定」に

基づき，道内の消防組織に対し消防隊，救急隊，ヘリコプター等の応援を要請するととも

に消防部は応援部隊が到着したときは，救助活動に関する情報を提供し，指揮及び統括を

行う。

また，必要に応じて，道に対し，緊急消防援助隊の派遣を要請する。

２ 受入れ体制

消防の応援部隊受入れ予定場所は，総合防災センターの駐車場とする。ヘリポートは総

合防災センターのヘリポートを使用する。

○ 避難所の開設及び受入れ

○ 避難者への食料，生活必需品等の供給

○ 交通規制（警察署との連携）

○ 自衛消防隊等による初期消火及び延焼防止活動

○ 必要に応じて従業員，顧客等の避難

○ 周辺地域の住民等に対する必要な情報の伝達

○ 立入り禁止措置等の実施
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第４ 職員のケア

消防部は，消防職員等の惨事ストレス対策を講じる必要がある場合，必要に応じて精神医

等の専門家の派遣を国等に要請する。

【参考】

北海道消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票

（旭川市締結協定）

北海道広域消防相互応援協定

北海道消防防災ヘリコプター応援協定

高速自動車国道救急・救助活動等に関する協定書

災害時における応急対策業務に関する協定
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第６節 医療救護

■対策の体系

第１ 応急医療活動

１ 救護所の設置

(1) 救護所の決定

医事班は，医師会等と調整し，被災情報から救護所の設置場所を決定する。救護所の設

置予定場所は，救急告示病院の前とする。

(2) 救護所の設営

医事班は，救護所となる施設に医療用資器材，電源及び応急医療に必要な資機材を搬送

し設置する。水道が断水しているときは，水道部に緊急給水を要請する。

建築班は，救護所とする建物の応急危険度判定を行い，救護所としての利用可能な措置

をとる。停電のときは，北海道電力ネットワーク株式会社に早期復旧を要請する。

２ 医療救護チームの派遣

医療班は，医療救護チームを編成する。医療班だけでは対応できない場合は，第１保健

班を通じて医師会，歯科医師会，薬剤師会，道等に災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出

動を要請する。

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 応急医療活

動

１ 救護所の設置 医事班，建築班 ○

２ 医療救護チームの派遣

第１保健班，医療班，

医師会，歯科医師会，

薬剤師会等

○ ○

３ 救護所での活動

医療班，医師会，歯

科医師会，薬剤師会

等

○ ○

４ 医薬品・医療資器材等

の確保
医事班 ○ ○

５ 医療体制の確立
第１保健班，消防部，

防災班
○ ○

第２ 被災者等へ

の医療

１ 避難所での医療活動

第１～３保健班，医

療部，医師会，歯科

医師会，薬剤師会等

○ ○ ○

２ 医療情報の提供 第１保健班 ○ ○

３ 人工透析患者等への対

応

第１保健班，医療部，

医師会
○ ○
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３ 救護所での活動

救護所では，原則として次のような活動を行う。

■救護所での活動

４ 医薬品・医療資器材等の確保

(1) 医薬品・医療資器材等の確保

応急医療救護では，市立旭川病院が保有している医薬品，医療資器材等を使用する。不

足するときは，医事班は，旭川薬剤師会及び市内薬品業者から医薬品，医療資器材等を確

保する。

市内での入手が困難なときは，道を通じて医薬品業者，他医療機関等に要請する。

(2) 血液製剤等の確保

医事班は，輸血用の血液及び血液製剤が必要なときは，赤十字血液センター等に供給を

依頼する。また，必要に応じて市民へ献血の呼びかけを行う。

５ 医療体制の確立

(1) 医療情報の収集及び提供

第１保健班は，医師会，歯科医師会及び薬剤師会との連携の下に，市内の医療施設につ

いて，次の医療情報を収集するとともに，避難所の開設状況等，医療体制の確立に必要な

情報の提供を行う。

■収集する医療情報

(2) 医療施設の確保

第１保健班は，医療情報を基に重症者を収容する医療施設を確保する。市内の医療施設

では収容困難なときは，近隣市町村及び道に収容を要請する。

(3) 医療施設への搬送

消防部は，傷病者を救護所から市内及び市外の医療施設へ救急車で搬送する。防災班は，

交通の状況により救急車での搬送が困難な場合は，道，自衛隊等にヘリコプターでの搬送

を要請する。

○ 傷病者の応急手当

○ 負傷者の傷害等の程度の判別（トリアージ）

○ 医療施設への転送の要否及び転送順位の決定

○ 転送困難な患者に対する医療の実施

○ 死亡の確認

○ 助産

○ 救護所での活動記録の作成

○ 医療施設の被害状況 ○ 診療機能の確保状況

○ 空きベッド数及び受入れ可能数 ○ 医薬品，医療資器材等の需給状況

○ その他参考となる事項
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ヘリコプターによる搬送の際は，旭川赤十字病院，旭川医科大学等のヘリポートを使用

する。

■医療救護の流れ

第２ 被災者等への医療

１ 避難所での医療活動

(1) 避難直後の対応

避難した直後に具合が悪くなる要配慮者等を考慮し，医療班は医療救護チームと連携し

て避難所を巡回し，トリアージや応急処置を行う。

(2) 避難所救護センターの設置

第１保健班及び医療部は，避難所生活が長期化するときは，避難所内に救護センターを

設置する。

(3) 健康管理，巡回医療等の実施

第２，３保健班は，救護センターに保健師等を配置し，被災者の健康管理に当たる。

医療部は，市立旭川病院の医師，歯科医師や看護師その他の職員により巡回医療チーム

を編成する。巡回医療チームは，救護センター又は被災地の公民館等で健康診断及び検病

調査を行う。また，感染症等の発生のおそれがあるときは，予防接種を実施する。

第１保健班は，市立旭川病院の巡回医療チームで不足するときは，医師会，歯科医師会，

薬剤師会等に巡回医療チームの編成を要請し，精神科，歯科等を含めた医療救護活動を行

う。

(4) 感染症患者への措置等

医療班は，保健班と連携して感染症患者又は病原菌保菌者が発生したときは，市立旭川

病院等の感染症指定医療機関への入院勧告又は入院措置をとる。

(5) 心の医療活動

第２，３保健班は，避難生活が長期化する場合は，精神科医療機関の協力によりカウン

セリングやメンタルケア資料の作成等を行い，被災者の精神的負担の軽減に努める。

また，必要に応じて道に災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣を要請する。

災害拠点病院

広域の医療施設

救護所（救急告示病院の前）

救急告示病院

市立旭川病院

医師会

歯科医師会

薬剤師会

医療救護チーム

被 災 現 場
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２ 医療情報の提供

第１保健班は，通院患者等のために治療可能な医療施設等の情報を収集し，テレビ・ラ

ジオ，災害広報紙等で提供する。

３ 人工透析患者等への対応

第１保健班は，在宅の人工透析，人工呼吸器装着者等について，市内外の医療機関の対

応状況を確認し，情報提供に努める。

必要に応じて，医療部及び医師会との連携の下に，受入れ可能な医療機関への移動を支

援する。

【参考】

（旭川市締結協定）

災害時の医療救護活動に関する協定

災害時の歯科医療救護活動に関する協定

災害時における衛生材料等の物資供給の協力に関する協定

災害時における柔道整復師の救護活動に関する協定

災害時の医療救護活動に関する協定書
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第７節 避難

■対策の体系

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１
避難活動

１ 地震における避難
の基本

－ ○

２ 避難情報の発令等
防災班，消防部，広報班，都市交
流班

○

３ 避難誘導
消防団，支所班，第２，３，５～
９援護班，施設管理者，自主防災
組織

○

４ 警戒区域の設定 消防部，消防団 ○ ○

第２

避難所の

開設・廃止

１ 避難所の開設

防災班，第１，２避難班，地域活
動推進班，支所班，第１～９教育
班，第２～６特命班，会計班，調
査庶務班，第１～４調査班，子育
て支援班，施設管理者

○

２ 避難所開設の広報 広報班，都市交流班 ○

３ 避難者の受入れ

第１，２避難班，地域活動推進班，
支所班，第１～９教育班，第２～
６特命班，会計班，調査庶務班，
第１～４調査班，子育て支援班

○

４ 避難所の統合・廃止

第１，２避難班，地域活動推進班，
支所班，第１～９教育班，第２～
６特命班，会計班，調査庶務班，
第１～４調査班，子育て支援班

○

第３
避難所の
運営

１ 避難所運営体制

第１，２避難班，地域活動推進班，
支所班，第１～９教育班，第２～
６特命班，会計班，調査庶務班，
第１～４調査班，子育て支援班，
自主防災組織

○

２ 食料・物資の供給

第１，２避難班，地域活動推進班，
支所班，第１～９教育班，第２～
６特命班，会計班，調査庶務班，
第１～４調査班，子育て支援班，
食料物資部

○

３ 避難所の設備・備品
の整備

第１，２避難班，地域活動推進班，
支所班，第１～９教育班，第２～
６特命班，会計班，調査庶務班，
第１～４調査班，子育て支援班，
建築班

○

４ 避難所における衛
生管理

第３，４保健班，第１，２避難班，
地域活動推進班，支所班，第１～
９教育班，第２～６特命班，会計
班，調査庶務班，第１～４調査班，
子育て支援班

○

５ 要配慮者への配慮
第２，３，５～９援護班，庁舎・
車両・物資班

○

６ 避難所の警備

第１，２避難班，地域活動推進班，
支所班，第１～９教育班，第２～
６特命班，会計班，調査庶務班，
第１～４調査班，子育て支援班，
交通防災班，警察署

○

７ 自宅等で生活をす 第１，２避難班，地域活動推進班， ○



震災対策編 第２章 災害応急対策計画 第７節 避難

震-72

■自助・共助の役割

第１ 避難活動

１ 地震における避難の基本

地震が発生した場合，市民は，身の安全が確保された後に，市からの指示がなくても，

自主防災組織等の協力の下，自主的に避難を行う。

なお，建物の損壊又は延焼火災の危険がない場合は，少しでも避難所の混乱を避けるた

めにも，できるだけ自宅に留まることを基本とする。

また，可能な場合は，避難者に対して安全な親戚・知人宅，ホテル・旅館等への避難を

促す。

２ 避難情報の発令等

(1) 避難情報の種類と発令

災害が発生するおそれが高いとき，本部長は，避難を要する地区の避難が必要な住民等

に対し「避難指示」を発令する。ただし，既に災害が発生し，又は切迫しているときは「緊

急安全確保」を発令する。また，災害の状況によって必要な場合は，「高齢者等避難」を

発令する場合がある。

避難指示等の発令に当たり，必要に応じて気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な

助言等を活用し，適切に判断を行うものとする。

■避難情報の発令判断基準

る被災者の把握 支所班，第１～９教育班，第２～
６特命班，会計班，調査庶務班，
第１～４調査班，子育て支援班

第４ 広域避難 防災班 ○

住民 ○ 避難情報の伝達及び避難誘導に関すること。

○ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

○ 避難所の開設及び運営に関すること。
自主防災組織等

事業所 ○ 避難誘導に関すること。

種 類 内 容 基準の目安

高齢者等
避難

災害が発生するおそれがある状況に
おいて，災害危険区域の高齢者等※，
特に避難行動に時間を要する者に避
難を開始させるため，発令するもの

○ 本部長が必要と認めたとき。

避難指示 災害が発生するおそれが高い状況に
おいて，災害危険区域の住民等に避
難を開始させるため，発令するもの

○ 火災の拡大により，住民の生命に危
険が及ぶと認められるとき。

○ がけ崩れ，土石流等の地変が発生す
るおそれがあり，住民の生命に危険が
及ぶと認められるとき。

○ 有毒ガス等の危険物質が流出飛散
するおそれがあり，住民の生命に危険
が及ぶと認められるとき。

○ その他本部長が必要と認めとき。
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※ 高齢者等：避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障

害のある人等，及びその人の避難を支援する人。

(2) 避難情報の伝達

防災班は，避難情報を防災情報システムにより報道機関等を通じ市民に伝達するほか，

緊急速報メール，ＳＮＳ，ケーブルテレビ，コミュニティＦＭ，街頭放送等により市民に

伝達する。

また，避難情報を発令する際には，その対象者を明確にし，取るべき避難行動が分かる

ように伝達する。

消防部，広報班及び都市交流班は，避難情報をＳＮＳ，テレビ，ラジオ，広報車等によ

り市民に伝達する。

本部長は，避難情報を発令したときは，速やかにその旨を知事（総合振興局長）に報告

する。

■避難時の伝達事項

(3) 解除

本部長は，災害による危険がなくなったと判断されるときには，避難情報を解除し，住

民に周知するとともに，速やかにその旨を知事（総合振興局長）に報告する。

■避難指示等の発令権者及び要件

緊急安全

確保

既に災害が発生し，又は切迫してい

る状況にあり，命の危険から緊急に

安全を確保する行動をさせるため，

発令するもの

○ がけ崩れ，土石流等の地変が発生

し，住民の生命に危険が及ぶと認めら

れるとき。

○ 有毒ガス等の危険物質が流出飛散

し，住民の生命に危険が及ぶと認めら

れるとき。

○ その他本部長が必要と認めとき。

○ 避難を要する事由 ○ 避難情報の対象区域

○ 避難先 ○ 避難経路

○ 避難時の服装，携行品等 ○ 避難行動における注意事項

根拠法令 措 置 発令権者 発令要件

災
害
対
策
基
本
法

第 56 条

警報の伝達

及び警告

（高齢者等

避難）

市長

災害により人的被害の発生のおそれがあ

り，避難行動要支援者（高齢者等）など，

特に避難行動に時間を要する者が避難行動

を開始する必要が認められるとき。

第 60 条

避難指示及

び緊急安全

確保

市長

災害が発生し，又は発生するおそれがある

場合において，市民の生命又は身体を災害

から保護し，その他災害の拡大を防止する

ため特に必要があると認めるとき。

知事

災害の発生により市長がその全部又は大部

分の事務を行うことができなくなったと

き。
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３ 避難誘導

住民の避難は徒歩による避難とする。なお，在宅の避難行動要支援者の避難は，地域の

住民が協力して行うが，住民では困難な場合は，第２，第３，第５～９援護班が車両を手

配して避難場所等まで搬送する。

■避難誘導者

４ 警戒区域の設定

災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場合，住民の生命又は身体に対する危

険を防止するため，特に必要と認めるときは，警戒区域を設定する。

消防部又は消防団は，警戒区域の設定に伴い，警察官等の協力を得て実施する。

■警戒区域の設定権者及び要件・内容

第 61 条 避難指示 警察官

市長が避難のための立退きを指示すること

ができないと認められるとき。

市長から要求があったとき。

警察官職務執行

法（昭和 23 年法

律第 136 号）第

４条

避難等の警

告，命令，

措置

警察官
人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそ

れのある天災等，特に急を要するとき。

自衛隊法（昭和

29 年法律第 165

号）第 94 条

避難等の警

告，命令，

措置

災害派遣を

命じられた

自衛官

人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそ

れのある天災等，特に急を要する場合で，

その場に警察官等がいないとき。

水防法（昭和 24

年 法 律 第 193

号）第 29 条

避難指示

知事，知事の

命を受けた

道職員

洪水により著しい危険が切迫していると認

められるとき。

水防管理者

地すべり等防止

法（昭和 33 年法

律第 30 号）第

25 条

避難指示

知事，知事の

命を受けた

道職員

地すべりにより著しい危険が切迫している

と認められるとき。

避難対象 避難誘導担当者

住民 支所班，消防団員，警察官，自主防災組織等

在宅の避難行動要支援者
原則として地域の住民の協力により行う。

※困難な場合は，第２，第３，第５～９援護班が行う。

教育施設・保育施設 教職員

要配慮者利用施設 施設職員

事業所等 施設の防火管理者，管理責任者等

交通機関 施設管理者及び乗務員

設定権者 設 定 の 要 件 ・ 内 容 根拠法令

市 長

災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場合

において，市民の生命又は身体に対する危険を防止す

るため特に必要があると認めるときは，警戒区域を設

定し，災害応急対策に従事する者以外の者に対して当

災害対策基本法

第63条
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第２ 避難所の開設・廃止

１ 避難所の開設

(1) 避難所の決定

防災班は，災害の状況に応じて開設する避難所を決定し，避難部，援護部，教育部，消

防部等に連絡する。開設する避難所は，被災地に近い安全な避難所とし，避難者の過密抑

制を考慮し，できる限り多くの避難所を開設する。

避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう，避難所の開設

状況等を適切に道に報告するものとする。

(2) 避難所の開設

避難所は，第１，２避難班，地域活動推進班，支所班，第１～９教育班，第２～６特命

班，会計班，調査庶務班，第１～４調査班及び子育て支援班（以下「避難所担当班等」と

該区域への立入りを制限し，若しくは禁止し，又は当

該区域からの退去を命ずることができる。

消防長又は

消 防 署 長

ガス，火薬又は危険物の漏えい，飛散，流出等の事故

が発生した場合において，当該事故により火災が発生

するおそれが著しく大であり，かつ，火災が発生した

ならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれが

あると認めるとき，火災警戒区域を設定して，その区

域内における火気の使用を禁止し，又は命令で定める

者以外の者に対してその区域からの退去を命じ，若し

くはその区域への出入を禁止し，若しくは制限するこ

とができる。

消防法第23条の

２

消防吏員又

は消防団員

火災の現場においては，消防警戒区域を設定して，命

令で定める以外の者に対して，その区域からの退去を

命じ，又はその区域への出入を禁止し，若しくは制限

することができる。

消防法第28条

消 防 機 関

に属する者

水防上緊急の必要がある場所においては，警戒区域を

設定し，水防関係者以外の者に対して，その区域への

立入を禁止し，若しくは制限し，又はその区域からの

退去を命ずることができる。

水防法第21条

警 察 官

市長若しくは市長の委任を受けた市職員が現場にい

ないとき，又はこれらの者から要求があったとき。

災害対策基本法

第63条

消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を

受けた消防吏員若しくは消防団員が現場にいないと

き，又は消防長若しくは消防署長から要求があったと

き。

消防法第23条の

２

消防吏員又は消防団長が火災の現場にいないとき，又

は消防吏員又は消防団員の要求があったとき。

消防法第28条

消防機関に属する者がいないとき，又はこれらの者の

要求があったとき。

水防法第21条

災害派遣を命

じられた部隊

等の自衛官

市長若しくは市長の委任を受けた市職員及び警察官

が現場にいないとき。

災害対策基本法

第63条
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いう。）が開設する。避難所として開設する施設を所管する部局は，避難所となる施設の

管理者に開設の協力を要請する。また，必要に応じ，国や独立行政法人が所管する研修施

設やホテル・旅館等についても管理者の同意を得て避難所として開設する。

なお，避難所担当班等は，住民が自主的に避難してきたときは，避難所として開設する

施設と関係する班及び管理者と連携し，体育館等に避難者を誘導する。

(3) 避難所の応急復旧

避難所を開設する場合，避難所担当班等は施設の設備等の状況を確認し，市災対本部へ

連絡する。避難所として開設する施設と関係する班は避難所担当班等と協議し，設備等の

修理が必要な場合は建築班等に修理を要請する。建築班等は，修理内容を確認し協定を活

用するなど応急工事等を手配する。

２ 避難所開設の広報

広報班及び都市交流班は，避難所が開設されたとき，速やかに市民に対して避難所開設

を広報する。

３ 避難者の受入れ

避難所担当班等は，施設管理者と協力して避難所で避難者の受入れを行う。避難者の受

入れにあたっては，収容場所と教育（授業）の場とを明確に区分する。

■避難者の受入れ事項

４ 避難所の統合・廃止

避難所担当班等は，仮設住宅への入居等により避難者が減少したときは，地域単位に避

難所を統合，廃止する。避難所としての使用を終了するときは，避難者で組織する運営委

員会に対し校舎等の清掃を行うよう指導する。

第３ 避難所の運営

１ 避難所運営体制

家屋等が倒壊したことにより居住する場所を失い，避難生活が長期化する場合は，避難

者による自主的な運営組織を確立し避難所を運営する。

また，運営に当たっては，要配慮者，女性，子供，性的マイノリティの方等の意見が十

分に反映されるよう多様なニーズに配慮する。

なお，避難所における生活環境を良好なものとするよう実態とニーズの把握に努めると

ともに，避難所の良好な生活環境の継続的な確保のため，専門家等との定期的な情報交換

○ 居住が安定していない方などの適切な受入れ

○ 体育館など収容スペースへの案内

○ 避難者数等の把握

○ 災害情報等の伝達
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に努める。

(1) 避難所運営組織

避難所の運営は，避難者自らが行うことを原則とし，避難所担当班等はそのために自主

防災組織や町内会等住民組織のリーダーからなる避難所運営委員会を組織するよう援助

し，自主運営を行う体制の整備を図る。

避難所担当班等は，運営委員会が確立した場合でも，委員会やボランティア等との連

絡・調整を十分にとり，相互の協力・連携の下に避難所の管理を行う。

■避難所運営担当者の役割

(2) 避難者の把握

避難所担当班等は，避難所運営委員会（組織されていない場合は，町内会，自主防災組

織等）の協力を得て，避難者カード，避難者名簿を作成し，避難者の状況を早期に把握す

る。

(3) 配慮事項

避難所担当班等は，避難所における生活環境に注意を払うとともに，避難の長期化に備

え，プライバシーの確保，要配慮者，女性，子供，性的マイノリティの方等の多様なニー

ズに配慮する。

■女性への配慮事項

(4) 避難所事務所の開設

避難所担当班等は，避難所内に避難所事務室を開設する。

(5) 避難所運営状況の報告

○ 避難所運営委員会

・運営方法等の決定

・生活ルールの作成

・避難者カード・名簿の作成

・市からの連絡事項の伝達

・食料・物資の配給

・ボランティア等との調整

・避難者の要望等のとりまとめ

・避難所運営記録の作成

○ 市職員

・災害対策本部との連絡

・避難所内の広報

・施設管理者，ボランティア等との調整

・避難所運営記録等帳票の作成支援

○ 女性専用の相談窓口，物干し場，更衣室及びトイレの設置

○ 授乳室の設置

○ 女性による物資配布

○ 防犯ブザーの配布，巡回警備等の実施

○ 避難者名簿の管理徹底

○ メンタルケアの実施 等
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避難所担当班等は，避難所の運営状況について，1日に１度本部へ報告する。また，病

人発生等，特別な事情のある時は，そのつど必要に応じて報告する。

２ 食料・物資の供給

避難所担当班等は，把握した避難者数から食料，生活必需品等の必要量を本部に報告す

る。

なお，一時的な避難を除き，健康管理上，食事に特別な配慮が必要な避難者への対応は

第３保健班との連携を図る。食料，物資等を受け取ったときは，避難所運営委員会（組織

されていない場合は，町内会，自主防災組織等），ボランティア等との協力により避難者

に配給する。

３ 避難所の設備・備品の整備

避難所には，被災者の避難所における生活環境の整備のため，優先順位を考慮して，必

要に応じ，次の設備や備品を整備する。避難所担当班等は，必要な設備や備品を市災対本

部に要請する。建築班は，設備の設置に協力する。

■避難所に整備する設備や備品の例

４ 避難所における衛生管理

(1) 衛生指導

第３，４保健班は，避難所担当班等，避難所運営委員会（組織されていない場合は，町

内会，自主防災組織等），ボランティア等と協力して，避難所の衛生指導等を行い居住環

境の保持に努める。

■避難所の衛生指導

(2) 食中毒等の予防

第４保健班は，食中毒の予防のため，避難所では食料の管理，炊事場の清掃，炊き出し

時の衛生管理を徹底するよう助言する。また，食料供給業者に対しても，衛生管理の徹底

を指導する。

(3) 感染症対策
第３保健班，避難所担当班等は，避難所における感染症対策のため，避難者等の健康状

態を確認するとともに，十分な避難スペースを確保し，定期的に換気を行うなど，避難所
の衛生環境を確保するよう努める。

感染者又は感染が疑われる者が現れた場合は，専用スペースを確保し，他の避難者とは

区画と動線を分けるなど必要な措置を講じる。

○ 畳，マット，カーペット，簡易ベッド ○ 洗濯機・乾燥機，洗濯干し場

○ 間仕切り用パーティション ○ 冷暖房機器 ○ 仮設風呂・シャワー

○ テレビ・ラジオ，Ｗｉ－Ｆｉ等のインターネット接続環境

○ 簡易台所，調理用品 ○ その他必要な設備・備品

○ 水飲み場及びトイレの清掃・消毒 ○ 避難所居住スペースの清掃

○ ごみ置き場の清掃・消毒 ○ 手洗い及びうがいの励行

○ 石けん及び消毒薬品の配布
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５ 要配慮者への配慮

(1) 避難所での配慮

第２，第３，第５～９援護班は，日常生活を営む上でハンディを負う人々にとって避難

所での生活ができる限り支障のないものとなるようにする。

■避難所での要配慮者対策

(2) 福祉避難所の開設

避難所内の一般の避難スペースでの生活が困難な要配慮者に対して，その状況に応じて

福祉避難所を開設する。第２，第３，第５～９援護班は，社会福祉施設，地域の小中学校

の保健室等に協力を求めて福祉避難所を開設し，要配慮者を収容する。更に，施設に不足

が生じた場合について，被災地以外の地域にあるものを含め，旅館やホテル等の活用など

多様な避難所の確保に努める。

(3) 移送手段の確保

庁舎・車両・物資班は，要配慮者を避難所から福祉避難所へ移送するため，福祉避難所

が開設された施設や道等と連携し，移送手段の確保に努める。

６ 避難所の警備

避難所担当班等は，警察署，交通防犯班及び避難所運営委員会（組織されていない場合

は，町内会，自主防災組織等）と連携して，避難所内及びその周辺のパトロールを行う。

７ 自宅，テント，車中泊等，指定避難所以外で生活をする被災者の把握

避難所担当班等は，避難所運営委員会（組織されていない場合は，町内会，自主防災組

織等）及び自主防災組織の協力を得て，自宅，テント，車中泊等，指定避難所以外で生活

を継続している被災者の把握に努め，指定避難所の避難者と同様に，避難所で食料や物資

等の供給，情報の提供をするなど必要な支援を行う。

また，テント，車中泊避難は，エコノミー症候群や排気ガスの充満等，避難所より多く

の危険性があるため，注意喚起を行うとともに，長期にならないよう避難所への入所を勧

める。

第４ 広域避難

防災班は，市内の避難所のみで被災者を収容することが困難な場合は，道内市町村又は道

に対して，広域避難の受入れを要請する。

【参考】

○ 要配慮者専用スペース ○ 間仕切り

○ 視覚・聴覚障害者への情報伝達
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指定避難所等一覧

災害危険箇所（法令指定地）における情報伝達及び避難体制等

災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧

（旭川市締結協定）

災害情報の収集及び伝達に関する協定

災害等における緊急放送に関する協定

災害時における情報発信等に関する協定

災害時における衛生材料等の物資供給の協力に関する協定

災害時における応急生活物資の供給等に関する協定

災害時における機器の調達に関する協定書

災害時における物資調達に関する協定書

災害時における介護用，福祉用具等の調達に関する協定書

災害時における物資供給に関する協定書

災害時における応急生活物資等の供給に関する協定

災害時の物資供給及び店舗営業又は早期再開に関する協定

災害時等における給電車による電力供給に関する協定

災害時における輸送車両提供の協力に関する協定

災害時における資機材のレンタルに関する協定

災害時応急対策用貨物自動車による物資の緊急・救援輸送等に関する協定

災害時における緊急輸送等に関する協定

災害時における公衆浴場等の協力に関する協定書

災害発生時における旭川市と旭川市内郵便局の協力に関する協定

災害時の救護活動に関する協定

避難所施設使用に関する覚書

福祉避難所の指定に関する協定書

災害時における緊急一時避難施設としての使用に関する協定書

福祉避難所の指定等及び人材派遣に関する協定

災害時における緊急避難場所としての使用に関する協定書

災害時における協力に関する協定

災害時における相互協力に関する協定書

災害時における避難所としての施設使用に関する協定書

福祉避難所の開設に関する協定書

旭川市障害者福祉センターにおける福祉避難所の開設に関する覚書

災害時における緊急避難場所としての施設使用に関する覚書

災害時における宿泊施設の提供に関する協定

旭川市の地域防災力向上に関する連携協定

（北海道締結協定）

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定
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第８節 生活救援

■対策の体系

■自助・共助の役割

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 給水活動

１ 優先給水
水道総務班，連絡調達

班，現地広報・給水班
○ ○

２ 備蓄飲料水の活用 庁舎・車両・物資班 ○ ○

３ 給水活動

防災班，第１，２食料物

資班，水道総務班，現地

広報・給水班

○

第２ 食料の供

給

１ 備蓄食料の活用 庁舎・車両・物資班 ○ ○

２ 食料の確保

食料物資部，農政部，第

１，２避難班，地域活動

推進班，支所班，第１～

９教育班，第２～６特命

班，会計班，調査庶務班，

第１～４調査班，子育て

支援班

○ ○

３ 食料の供給

食料物資部，庁舎・車

両・物資班，第１，２避

難班，地域活動推進班，

支所班，第１～９教育

班，第２～６特命班，会

計班，調査庶務班，第１

～４調査班，子育て支援

班

○ ○

４ 炊き出し 食料物資部 ○ ○

第３ 生活必需

品の供給

１ 備蓄品の活用 庁舎・車両・物資班 ○ ○

２ 生活必需品の確保 食料物資部 ○ ○

３ 生活必需品の供給

食料物資部，庁舎・車

両・物資班，第１，２避

難班，地域活動推進班，

支所班，第１～９教育

班，第２～６特命班，会

計班，調査庶務班，第１

～４調査班，子育て支援

班

○ ○

第４ 救援物資

の受入れ

１ 物資拠点の設置 観光支援班，物資管理班 ○

２ 物資の受入れ・管

理

観光支援班，物資管理

班，庁舎・車両・物資班
○ ○

第５ 燃料の供給 食料物資部 ○ ○

住民

○ 家庭内備蓄の活用に関すること。

○ 防災井戸の活用に関すること。

○ 地域住民の給水支援に関すること。
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第１ 給水活動

１ 優先給水

現地広報・給水班は，水道施設の破損等により水の供給が停止した場合，断水地区の重

要施設に対し優先給水を行う。給水は，水道部所有の車両及び資機材を用いて行う。

■優先給水先

２ 備蓄飲料水の活用

市民，事業所等は，災害発生当初は，家庭内及び事業所内の備蓄品で対応することを原

則とする。

３ 給水活動

(1) 需要の把握

水道総務班は，水の供給が停止したときは，給水の必要な地域及び給水活動の規模を決

定するため，水道部の各班等から情報を収集し，需要の把握を行う。

■把握する内容

(2) 防災井戸の利用

断水地区の生活用水の確保のため防災井戸を利用する。また，利用にあたっては，飲用

に適さないことを周知する。給水は，自主防災組織等が協力して行う。

(3) 飲料水の確保

「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」等に基づき，調達業者からペッ

トボトル飲料水を確保する。

(4) 給水活動の準備

水道総務班，連絡調達班及び現地広報・給水班は，次のように給水活動の準備を行う。

■給水活動の準備事項

自主防災組織等

○ 防災井戸の活用に関すること。

○ 地域住民の給水支援に関すること。

○ 食料，生活必需品等の地域住民への配布に関すること。

○ 炊き出しの実施に関すること。

事業所 ○ 事業所内備蓄の活用に関すること。

○ 救護所 ○ 病院

○ 要配慮者利用施設

○ 断水地区の範囲 ○ 断水地区の人口及び世帯数

○ 避難所及び避難者数 ○ 給水所の設置場所

給水拠点の設定 避難所又は被災地の公園等

活動計画作成
給水ルート，給水方法，給水量，人員配置，広報の内容・方

法等
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(5) 給水活動

浄水場から給水拠点までは，水槽積載車で運搬する。給水拠点では，市民自らが持参し

たポリタンク，バケツ，自衛隊の水缶（ウォーターパック）等を活用し，自主防災組織等

と協力して給水する。

なお，復旧に長期を要するときは，応急仮設配管などの措置をとる。

■給水量の基準

第２ 食料の供給

１ 備蓄食料の活用

市民，事業所等は，災害発生当初は，家庭内及び事業所内の備蓄で対応することを原則

とする。

市は，家庭内備蓄が取り出せない避難者に対し，市の備蓄を供給する。

庁舎・車両・物資班は，地震直後に被災地の避難所，福祉施設等に備蓄食料を搬送する。

２ 食料の確保

(1) 食料供給の対象者

食料供給の対象者は，次のとおりである。

■食料供給の対象者

(2) 需要の把握

食料物資部は，被災者や災害対策要員等に食料を供給するため，各部各班からの報告等

により必要な量を把握する。

応援要請 自衛隊及び他水道事業体

給水資機材の確保
水槽積載車は，自衛隊及び他水道事業体

ポリタンク等の備蓄品（不足するときは業者から確保）

○ 発災直後～ １人１日３リットル（飲料水）

○ おおむね１週間～ １人１日20リットル（飲料水・生活用水）

（給水体制の復旧に応じて拡大する。）

○ 避難指示等に基づき避難所に収容された人

○ 住家が被害を受け，炊事の不可能な人

○ 旅行者，市内通過者などで他に食料を得る手段のない人

○ 施設で調理することができない要配慮者利用施設等の入所者

○ 災害応急活動従事者※

○ 食料供給システムが麻痺し，食料の調達が不可能となった人※

※これらの者は，災害救助法の実費弁償の対象外である。
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■需要の把握方法

(3) 食料の確保

食料物資部及び農政部は，報告された必要量を「災害時における応急生活物資の供給等

に関する協定」等に基づき調達業者に要請する。

応急用米穀の確保ができないときは，総合振興局長を通じて知事に要請し，知事の指示

に基づいて農林水産省政策統括官から受領する。

なお，市内だけでは確保が困難なときは，道又は道内市町村に対して食料の供給を要請

する。

３ 食料の供給

(1) 食料の輸送

食料の輸送は，原則として調達業者に依頼する。調達業者が輸送困難なときは，庁舎・

車両・物資班が協定に基づき，輸送業者に要請する。

調達した食料は，一旦，物資保管センターに集積し，そこから各避難所へ庁舎・車両・

物資班が協定に基づき要請した輸送業者等が輸送する。

(2) 食料の分配

避難所では，避難所担当班等が町内会，自主防災組織等又は避難所運営委員会（組織さ

れている場合），ボランティア等の協力により食料を分配する。

４ 炊き出し

炊き出しについては，状況に応じて町内会，自主防災組織等又は避難所運営委員会（組

織されている場合），ボランティア等が行う。なお，食料物資部は要請があり，必要と認

めるときは炊き出しに協力する。

第３ 生活必需品の供給

１ 備蓄品の活用

市民，事業所等は，災害発生当初は，家庭内及び事業所内の備蓄で対応することを原則

とする。

市は，家庭内備蓄が取り出せない避難者に対し，市の備蓄を供給する。

庁舎・車両・物資班は，必要に応じ被災地の避難所，救護所，福祉施設等へ備蓄品を搬送

する。

２ 生活必需品の確保

(1) 生活必需品供給の対象者

生活必需品供給の対象者は，次のとおりである。本部長は，このうち特に必要と認めら

○ 避難所での必要量は，避難所を担当する各班が把握する。

○ 市職員の必要量は人事班が把握する。

○ 把握した食料の必要量は，第１食料物資班に報告する。
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れる者に支給する。

■供給の対象者

主な供給対象は次のとおりとし，必要に応じ支給する。

■主な供給対象

(2) 需要の把握

生活必需品の必要量の把握は，食料と同様に行う。

(3) 生活必需品の調達

食料物資部は，報告された必要量を「災害時における応急生活物資の供給等に関する協

定」等により，調達業者に要請する。なお，市内だけでは確保が困難なときは，道又は道

内市町村に対して物資の供給を要請する。

生活必需品調達の際は，女性用品の確保に配慮する。

３ 生活必需品の供給

(1) 生活必需品の輸送

生活必需品の輸送は，原則として調達業者に依頼する。調達業者が輸送困難なときは，

庁舎・車両・物資班が協定に基づき，輸送業者に要請する。

調達した生活必需品は，一旦，物資保管センターに集積し，そこから各避難所へ庁舎・

車両・物資班が協定に基づき要請した輸送業者等が輸送する。

(2) 生活必需品の分配

各避難場所等を配給場所として，町内会，自主防災組織等又は避難所運営委員会（組織

されている場合），ボランティア等の協力の下に女性に配慮しながら分配する。

第４ 救援物資の受入れ

１ 物資拠点の設置

観光支援班及び物資管理班は，救援物資を受入れ・管理するために旭川市総合体育館又

は大雪アリーナに物資保管センターを開設する。なお，開設した情報については，個人か

らの救援物資が入り込まないよう非公開とする。

○ 避難指示等に基づき避難所に収容された人

○ 災害により住家に被害を受けた人

○ 被服，寝具その他生活上必要な最低限度の家財等を喪失した人

○ 被服，寝具その他生活上必要な物資がないため，直ちに日常生活を営むこ

とが困難な人

○ 指定避難所以外の施設で避難生活を送る人

○ 寝具 ○ 肌着 ○ 食器 ○ 外衣

○ 身の回り品 ○ 日用品 ○ 感染症対策用品
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２ 物資の受入れ・管理

(1) 救援物資の受入れ方針

救援物資提供の申し出があった場合は，企業，自治体，団体等からのまとまった量の物

資のみを受け入れることを原則とし，個人から市への小荷物での物資は受け入れないこと

とする。受入れは，登録制とし市が必要なときに供給を要請する。

(2) 救援物資の受入れ・管理

観光支援班及び物資管理班は，ボランティア等の協力により，物資を受入れ，在庫を管

理する。大量に物資を受け入れる場合は，民間物流会社の協力を得て実施する。

避難所等から物資供給の請求があった場合は，庁舎・車両・物資班を通じて輸送業者に

要諦する。

第５ 燃料の供給

食料物資部は，燃料販売業者から暖房器具に使用する燃料を確保し，避難所に優先的に供

給する。

また，自宅に留まって生活をする市民等に対し，燃料の供給状況について広報する。

【参考】

（旭川市締結協定）

災害時の相互応援に関する協定

災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定

広域防災に係る相互応援に関する覚書

中核市災害相互応援協定

災害時における衛生材料等の物資供給の協力に関する協定

災害時における応急生活物資の供給等に関する協定

災害時における機器の調達に関する協定書

災害時における物資調達に関する協定書

災害時における介護用，福祉用具等の調達に関する協定書

災害時における物資供給に関する協定書

災害時における応急生活物資等の供給に関する協定

災害時の物資供給及び店舗営業又は早期再開に関する協定

災害時等における給電車による電力供給に関する協定

災害時における輸送車両提供の協力に関する協定

災害時における資機材のレンタルに関する協定
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災害時における石油類燃料の優先供給に関する協定書

災害時における応急対策業務に関する協定

災害等の発生時における旭川市と社団法人北海道エルピーガス協会上川支部の応急・復旧

活動の支援に関する協定

災害時応急対策用貨物自動車による物資の緊急・救援輸送等に関する協定

災害時における物資の保管等に関する協定

災害時における公衆浴場等の協力に関する協定書

災害発生時における旭川市と旭川市内郵便局の協力に関する協定

（北海道締結協定）

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

災害時における物資の供給等防災に関する協力協定

災害時並びに日常の防災活動に関する支援及び協力協定
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第９節 交通対策・緊急輸送

■対策の体系

第１ 交通対策

１ 交通情報の収集

交通防犯班は，各道路管理者及び警察署と連絡を取り，交通情報の収集及び整理を行う。

■収集する交通情報

２ 交通規制

警察署又は道路管理者は，応急対策上重要な路線について交通規制を実施する。

第２，４，６土木班は，市管理の道路が，路肩崩壊，亀裂等により交通に支障があると

き，又は緊急輸送のため必要なときは，通行禁止又は制限等の措置をとる。

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 交通対策

１ 交通情報の収集 交通防犯班，警察署 ○ ○ ○

２ 交通規制
第２，４，６土木班，

警察署
○ ○ ○

３ 緊急通行車両等の確認
庁舎・車両・物資班，

警察署
○ ○

４ 緊急輸送道路の確保
第２，４，６土木班，

交通防犯班，警察署
○ ○

５ 緊急除雪

第６土木班，旭川開発

建設部，上川総合振興

局旭川建設管理部

○ ○

６ 放置自動車等の移動

第２，６土木班，旭川

開発建設部，上川総合

振興局旭川建設管理

部

○ ○

第２ 緊急輸送

１ 車両・燃料の確保 庁舎・車両・物資班 ○ ○

２ 緊急輸送 庁舎・車両・物資班 ○

３ 輸送拠点の設置 庁舎・車両・物資班 ○

○ 主要道路，橋りょう等の被害状況及び復旧の見通し

○ 交通規制の実施状況（道路名，区間，迂回路等）

○ 特に危険と認められた道路及び橋りょうの位置

○ その他必要な事項
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■交通規制等の実施者及び状況・内容

３ 緊急通行車両等の確認

(1) 緊急通行車両の確認

総合振興局長又は公安委員会（警察署長）は，使用者の申し出により，応急対策で物資

の輸送等に使用する車両を緊急通行車両として確認する。確認は，総合振興局又は警察署

及び交通検問所で行う。

実施機関 規制を行う状況・内容 根拠法令

公安委員会

災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場

合において，災害応急対策が的確かつ円滑に行われ

るようにするため緊急の必要があると認めるとき

は，緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し，又は

制限することができる。

災害対策基本法第

76条

道路における危険を防止し，その他交通の安全と円

滑を図る必要があると認めるとき，交通整理，歩行

者又は車両等の通行の禁止その他道路における交通

の規制をすることができる。

道路交通法（昭和

35年法律第105号）

第４条

警察署長

道路における危険を防止し，その他交通の安全と円

滑を図る必要があると認めるとき，歩行者又は車両

等の通行の禁止その他の交通の規制のうち，適用期

間の短いものをすることができる。

道路交通法第５条

警察官

通行禁止区域等において，車両その他の物件が緊急

通行車両の通行の妨害となることにより，災害応急

対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認

めるときは，当該車両その他の物件の移動，その他

必要な措置を命ずることができる。

また，措置をとることを命ぜられたものが当該措置

をとらないとき，又は命令の相手方が現場にいない

ときは，自ら当該措置をとることができる。

災害対策基本法第

76条の３第１項，

第２項

道路の損壊，火災の発生その他の事情により道路に

おいて交通の危険が生じるおそれがある場合におい

て，当該道路における危険を防止するため緊急の必

要があると認めるときは，必要な限度において，一

時，歩行者又は車両等の通行を禁止し，又は制限す

ることができる。

道路交通法第６条

第４項

災害派遣を

命じられた

部隊等の自

衛官

警察官がその場にいない場合に限り，通行禁止区域

等において，災害対策基本法第76条の３第１項，第

２項に定められた職務を行うことができる。

災害対策基本法第

76条の３第３項

消防吏員

警察官がその場にいない場合に限り，通行禁止区域

等において，災害対策基本法第76条の３第１項，第

２項に定められた職務を行うことができる。

災害対策基本法第

76条の３第４項

道路管理者

道路の破損，一部流出（崩壊），その他の事由によ

り交通が危険であると認められる場合，道路の構造

を保全し，又は交通の危険を防止するため，区間を

定めて道路の通行を禁止し，又は制限することがで

きる。

道路法（昭和27年

法律第180号）第46

条
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庁舎・車両・物資班は，市の応急対策で使用する車両について，所定の書式に記入し，

総合振興局又は警察署で車両ごとに「緊急通行車両確認証明書」及び「標章」の交付を受

ける。「標章」は車両の前面に掲示する。

(2) 規制対象外車両の確認

公安委員会（警察署長）は，使用者の申し出により，公益上又は社会生活上通行させる

ことがやむを得ないと認められる車両については，緊急通行車両の通行に支障を及ぼさな

い限り，規制対象除外車両として確認する。確認は，警察署及び交通検問所で行う。

庁舎・車両・物資班は，市の応急対策で使用する車両等について，所定の書式に記入し，

警察署で車両ごとに「規制対象除外車両通行証明書」及び「標章」の交付を受ける。「標

章」は車両の前面に掲示する。

４ 緊急輸送道路の確保

第２，４，６土木班は，各道路管理者と連携を図り，緊急輸送道路となる道路の状況を

点検し，交通規制，応急復旧などを行い，通行を確保する。交通防犯班は，道路の通行禁

止，制限等緊急輸送道路における状況について各道路管理者及び警察署と密接な連絡をと

る。

■北海道緊急輸送道路ネットワーク

北海道では，道路管理者，北海道警察等からなる北海道緊急輸送道路ネットワーク計

画等策定協議会により緊急輸送道路のネットワーク化を図るため「北海道緊急輸送道路

ネットワーク計画」を策定している。

５ 緊急除雪

第６土木班は，旭川開発建設部及び上川総合振興局旭川建設管理部と協力して，緊急輸

送道路及び重要路線の除雪を行う。道路管理者だけで実施困難なときは，旭川建設業協会

等や自衛隊に要請する。

■除雪対象路線

第１次緊急輸送道路ネッ

トワーク

道庁所在地(札幌市)，地方中心都市及び国際拠点港湾，

重要港湾，地方港湾(耐震強化岸壁を有するもの)，拠点

空港，公共用ヘリポート，総合病院，自衛隊，警察，消

防等を連絡する道路

第２次緊急輸送道路ネッ

トワーク

第１次緊急輸送道路と市町村役場，主要な防災拠点（行

政機関，公共機関，主要駅，地方港湾(耐震強化岸壁を有

するものを除く)，第３種漁港，第４種漁港(耐震強化岸

壁を有するもの)，地方管理空港，共用空港，その他の空

港，災害医療拠点，備蓄集積拠点，広域避難地等）を連

絡する道路

第３次緊急輸送道路ネッ

トワーク

第１次及び第２次緊急輸送道路とその他の防災拠点を連

絡する道路

○ 緊急輸送道路

○ 市災対本部と防災関係機関とを結ぶ道路

○ 緊急輸送道路と避難所等とを結ぶ道路
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６ 放置自動車等の移動

第２，６土木班，旭川開発建設部及び上川総合振興局旭川建設管理部は，管理する道路

における車両の通行が停止・停滞し，車両等が緊急通行車両の通行の妨害となることによ

り災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり，かつ，緊急の必要があると認

めるときは，区間を指定して，車両その他の物件の占有者，所有者又は管理者（以下「車

両等の占有者等」という。）に対し，当該車両等を付近の道路外の場所へ移動することそ

の他必要な措置をとることを命ずる。

車両等の占有者等が措置をとらない場合や，現場にいない場合は，車両の移動等の必要

な措置をとる。

第２ 緊急輸送

１ 車両・燃料の確保

(1) 市有車両の確保・配車

庁舎・車両・物資班は，市有車両その他の車両を管理し，各班からの配車要請に基づい

て配車を行う。市有車両だけでは不足する場合は，協定に基づき輸送業者に応援を要請し，

各班からの輸送要請に基づいて連絡調整を行う。

(2) 燃料の確保

庁舎・車両・物資班は，市有車両，応援車両等，すべての車両に必要な燃料を燃料販売

業者から調達する。

２ 緊急輸送

(1) 緊急輸送の範囲

市及び防災関係機関が実施する緊急輸送の対象は，次のとおりである。

■緊急輸送の範囲

(2) 広域輸送

緊急輸送は，バス，トラック等による陸上輸送を原則とする。ただし，北海道全域との

広域輸送を行う場合は，鉄道，ヘリコプター及び航空機による輸送を行う。

３ 輸送拠点の設置

(1) 物資拠点

○ 消防，救助救急，医療，救護のための要員及び資機材

○ 医療救護を必要とする人（負傷者等）

○ 災害対策要員

○ 食料，飲料水，生活必需品等の救援物資

○ 応急復旧用資機材

○ 緊急避難を要する避難行動要支援者
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庁舎・車両・物資班は，調達した物資や他都府県市町村等からの救援物資を受入れ，保

管・管理するために，観光支援班及び物資管理班と協力して，旭川市総合体育館又は大雪

アリーナに物資保管センターを開設する。また，不足する場合は，駅，道路などの交通条

件のよい体育館等を物資拠点とする。

(2) へリポートの設置

庁舎・車両・物資班は，臨時へリポートを予定地に開設する。

【参考】

緊急通行車両確認証明書の様式

臨時ヘリポート開設予定地

（旭川市締結協定）

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定

災害時における応急対策業務に関する協定

災害時におけるバスによる緊急輸送の協力に関する協定書

災害応急対策用貨物自動車による物資の緊急・救援輸送等に関する協定書

災害時における物資の保管等に関する協定

災害時における緊急輸送等に関する協定

（北海道締結協定）

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

災害時における応急対策業務に関する協定

災害時における輸送車両提供の協力に関する協定書

災害時における航空機による緊急輸送業務の協力に関する協定

災害時等における船舶による輸送等に関する協定
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第１０節 災害警備

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 警察の災害警備

１ 災害警備体制の確立

警察署は，地震が発生した場合，その災害の規模及び態様に応じて「災害警備計画」に

基づいて災害警備本部等を設置する。

２ 応急対策

(1) 災害情報の収集

警察署の体制を速やかに確立し，災害警備活動に必要な情報収集活動を徹底する。

(2) 避難の指示等

災害対策基本法等の規定に基づき，避難の指示又は警告を行うとともに，市災対本部と

連携して避難先を示す。住民の避難にあたっては，市災対本部及び消防機関と協力し，安

全な経路を選定して誘導する。

(3) 広報

地震が発生した場合は，関係機関と密接な連携を図るとともに，災害の種別，規模及び

態様に応じ，市民の避難，犯罪の予防，交通規制等の措置について迅速な広報に努める。

(4) 救助

消防機関や自主防災組織などと協力して，被災者の救出・救助活動を実施するとともに，

遺体の見分等に当たる。

(5) 交通規制

道路管理者等と連携して，区域及び道路の区間を指定して緊急通行車両及び規制対象外

車両以外の通行を禁止又は制限する。また，通行禁止区域等において，車両等が通行の妨

害となるときは，所有者等に対し移動等の措置を命ずる。

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 警察の災害警

備

１ 災害警備体制の確立 警察署 ○

２ 応急対策 警察署 ○ ○ ○

第２ 被災地の警備
警察署，交通防犯

班
○ ○

住民 ○ 避難所及び被災地の防犯に関すること。

自主防災組織等 ○ 避難所及び被災地の防犯に関すること。

事業所 －
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第２ 被災地の警備

警察署は，交通防犯班と連携し，避難後の無人化した住宅地，商店街等におけるパトロー

ルを行い，犯罪の予防，取締まり等に当たる。
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第１１節 建物対策

■対策の体系

■自助・共助の役割

被災者などに対して健全な住生活の早期確保のため，応急仮設住宅の提供，市営住宅の確

保など次に掲げる対策を迅速に行う。

第１ 被災建築物の応急危険度判定

市は，地震後，余震等による建築物の倒壊や落下物・転倒物による二次被害を防止するた

めに，速やかに建築物の被災の程度を判断し，市民の安全確保を図るために情報を提供する。

建築調査班は，「旭川市被災建築物応急危険度判定実施本部業務マニュアル」（以下「実

施本部業務マニュアル」という。）に基づき，被災建築物の応急危険度判定を実施する。

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 被災建築物

の応急危険度

判定

１ 応急危険度判定の準備 建築調査班 ○

２ 応急危険度判定の実施 建築調査班 ○ ○

第２ 被災宅地の

危険度判定

１ 判定実施体制の準備
都市計画班

○

２ 判定の実施
都市計画班

○ ○

第３ 住家の被災調査 調査部 ○ ○

第４ 応急仮設住

宅

１ 仮設住宅の建設 建築班，住宅班 ○

２ 応急仮設住宅の対象者 住宅班 ○

３ 管理 住宅班 ○

４ 民間賃貸住宅の借り上

げ等の措置
住宅班 ○

第５ 市営住宅の

供給

１ 市営住宅の応急修理 住宅班 ○

２ 市営住宅の確保 住宅班 ○

第６ 住宅の応急

修理
１ 住宅の応急修理 建築調査班 ○

住民 ○ 応急危険度判定及び住家の被災調査への協力に関すること。

自主防災組織等 ○ 仮設住宅入居者の見守りに関すること。

事業所 －
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１ 応急危険度判定の準備

(1) 応急危険度判定実施本部の設置

建築調査班は，市災対本部の下に応急危険度判定実施本部（以下「実施本部」という。）

を設置する。

(2) 判定拠点の設置，判定実施区域及び判定実施順位の決定

実施本部は，被害情報を基に判定拠点の設置について検討し，必要に応じて設置すると

ともに，地震の規模及び被災範囲を推定し，要判定区域を設定し当該区域内の判定対象建

築物棟数を推計する。

また，推計した要判定対象建築物棟数及び判定実施区域をもとに必要な判定士数及び判

定コーディネーター（以下「判定士等」という。）の数を算定する。

(3) 判定士等の確保

実施本部は，必要な判定士等を確保するため，地元判定士等の参集要請や支援本部（道，

振興局）に判定士等の派遣要請を行う。

また，確保した判定士に対し，ガイダンスを実施する。

(4) 資機材の確保

実施本部は，マニュアル，ステッカー等の必要な判定資機材等を確保する。

２ 応急危険度判定の実施

(1) 判定方法

判定は，「北海道震災建築物応急危険度判定マニュアル」によるほか，「実施本部業務

マニュアル」により行い，判定の結果は，「危険（赤）」，「要注意（黄）」，「調査済

（緑）」に区分し，建築物の出入口や危険箇所付近の目立つ位置に３色の判定ステッカー

を貼付する。

■判定の方法

(2) 応急危険度判定を受けた建築物等の所有者への対応

応急危険度判定の開始とともに，建築物等の所有者からの判定結果に対する相談窓口を

設置する。

第２ 被災宅地の危険度判定

市は，大規模な地震又は大雨などにより，宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に，被

害の発生状況を迅速かつ的確に把握し，二次災害を軽減及び防止して市民の安全を確保する

判定対象建物 全ての被災建築物（ただし，被害状況により限定する。）

判定結果の

表示

「危 険」（赤）

(UNSAFE)

建築物の損傷が激しく，倒壊などの危険性が高い場

合であり，立ち入り等ができない。

「要注意」（黄）

(LIMITED ENTRY)

建築物の損傷は認められるが，注意事項に留意する

ことにより立ち入りが可能である。

「調査済」（緑）

(INSPECTED)

建築物の損傷が少ない場合である。「調査済」と判

定するためには，内観調査の実施が必要となる。
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ために，「被災宅地危険度判定業務実施マニュアル」（被災宅地危険度判定連絡協議会）に

基づき，被災宅地の危険度判定を行う。

１ 判定実施体制の準備

(1) 実施本部の設置

都市計画班は，災害対策本部の下に被災宅地危険度判定実施本部を設置する。

判定を実施するときは，市民に対し実施予定区間，期間，問合せ窓口等を周知する。

(2) 判定拠点の設置，判定実施区域及び判定実施順位の決定

必要に応じて，被災地内あるいはその周辺に，判定拠点を設置する。

被災の状況（火災の発生状況，大規模な地すべり・崖崩れの発生状況，被災者の救援状

況，立入禁止区域，避難場所の状況等）を考慮し，判定実施区域のゾーニングを行う。な

お，優先順位付けに当たっては，被災の全般的状況，人的被害の発生状況，二次災害の可

能性，災害復旧に対する影響度等を考慮する。

(3) 判定士等の確保

判定対象宅地数及び判定実施区域をもとに，必要な判定士数を算定する。

実施本部は，必要な判定士等を確保するため，地元判定士の参集要請や支援本部（道）

への連絡調整を行う。必要に応じ，災害対策本部長による道への支援要請を行う。

(4) 資機材の確保

実施本部は，マニュアル，ステッカー等の必要な判定資機材等を確保する。

２ 判定の実施

判定は，「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」（被災宅地危険度判定連絡協議会）

等に基づき，擁壁，宅地地盤，のり面等の対象施設について，クラックや沈下等の被害状

況を調査し，判定を行う。

判定の結果は，危険度により「大：危険宅地（赤）」・「中：要危険宅地（黄）」・「小：調

査済宅地（青）」に区分し，判定結果を宅地等の見やすい場所に表示して，宅地の使用者・

居住者だけではなく，宅地の付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを容易に識別で

きるようにする。

また，判定の結果について被災宅地の所有者等に説明を行い，相談等の対応を行う。

■判定結果の表示

判定区分 判定結果の表示

大 危険宅地（赤） 変状等が特に顕著で危険である。避難立入禁止措置が必

要。

中 要注意宅地（黄） 変状が著しく，当該宅地に立ち入る場合は，時間，人数を

制限するなど十分注意する。

また，変状が進行していれば避難も必要。

小 調査済宅地（青） 変状は見られるが当面は防災上の問題はない。
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第３ 住家の被災調査

市は，家屋の被害状況を把握するために，り災証明の申請のあった住家※等を対象に被災

調査を行う。

被災調査は，「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（内閣府）等に基づいて行い，

航空写真や被災者撮影の写真等を活用するなどし，住家被害の調査・判定を早期に実施でき

るよう努める。

消防部は，消防法に基づき，火災により焼失した家屋等の調査を行う。

住家全壊，住家半壊（大規模半壊・中規模半壊・半壊），準半壊，準半壊に至らない（一

部破損）の認定基準は，下表のとおりである。

■認定基準

被害の程度 認定基準

住家全壊

（全焼・全流出）

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの，すなわち，住家全

部が倒壊，流失，埋没，焼失したもの，または住家の損壊が甚だしく，

補修により元通りに再使用することが困難なもので，具体的には，住家

の損壊，焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の7

0％以上に達した程度のもの，または住家の主要な構成要素の経済的被

害を住家全体に占める損害割合で表し，その住家の損害割合が50％以上

に達した程度のものとする。

住家半壊

（半焼）

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの，すなわち，

住家の損壊が甚だしいが，補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

で，具体的には，損壊部分がその住家の延床面積の20％以上70％未満の

もの，または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損

害割合で表し，その住家の損害割合が20％以上50％未満のものとする。

大規模半壊

居住する住家が半壊し，構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補

修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には，

損壊部分がその住家の延床面積の50％以上70％未満のもの，または住家

の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し，そ

の住家の損害割合が40％以上50％未満のものとする。

中規模半壊

居住する住家が半壊し，居室の壁，床又は天井のいずれかの室内に面す

る部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に

居住することが困難なもの。具体的には，損壊部分がその住家の延床面

積の30％以上50％未満のもの，または住家の主要な構成要素の経済的被

害を住家全体に占める損害割合で表し，その住家の損害割合が30％以上

40％未満のものとする。

半壊
住家半壊（半焼）のうち，大規模半壊，中規模半壊を除くもの。具体的

には，損壊部分がその住家の延床面積の20％以上30％未満のもの，また
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※住家 現実に居住のため使用している建物をいい，社会通念上の住家であるかどうかを問わない。

第４ 応急仮設住宅

１ 応急仮設住宅の建設

(1) 需要の把握

建築班は，被害の程度から応急仮設住宅の概数を把握する。また，住宅班は，災害相談

窓口又は避難所にて，応急仮設住宅入居の申し込みを受け付ける。

(2) 用地の確保

建築班は，応急仮設住宅の需要，ライフライン等の被害，交通の状況等に基づいて，あ

らかじめ調査してある仮設住宅建設可能地から適当な土地を選定する。

(3) 仮設住宅の建設

知事から応急仮設住宅の設置について委任を受けた場合，建築班は，プレハブメーカー，

建設業者等に応急仮設住宅の建設を発注する。

なお，気象条件や要配慮者に配慮して，ストーブの設置，段差の排除等に配慮する。建

築資材等の調達が困難な場合は，道に斡旋を依頼する。

必要に応じて，要配慮者が生活しやすい福祉仮設住宅を建設する。

２ 応急仮設住宅の対象者

(1) 対象者

応急仮設住宅の対象者は，り災証明の発行を受けているなど次の条件に該当する者であ

る。

(2) 入居者の選定

住宅班は，入居対象者の中から，被災者の資力，その他生活条件等を十分調査の上，抽

選その他公正な方法により入居者を選定する。

■入居対象者

は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で

表し，その住家の損害割合が20％以上30％未満のものとする。

準半壊

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので，具体的には，

損壊部分がその住家の延床面積の10％以上20％未満のもの，または住家

の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し，そ

の住家の損害割合が10％以上20％未満のものとする。

○ 住宅が全壊又は全焼した者

○ 居住する住家がない者であること。

○ 自らの資力では住宅を確保できない者で，次に該当する者であること。

・生活保護法（昭和25年法律第144号）の被保護者及び要保護者

・特定の資産のない失業者，寡婦，母子世帯，高齢者，病弱者，身体障害者，

勤労者，小企業者等
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３ 管理

住宅班は，入居者の要望等に応じて，応急仮設住宅設備の修理や改良等の管理を行う。

運営管理に当たっては，安心・安全の確保，孤独死や引きこもりなどを防止するため，

心のケア，入居者によるコミュニティの形成及び運営に努める。また，女性の参画を推進

し，女性をはじめとする生活者の意見を反映できるよう配慮する。

なお，必要に応じて，応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮する。

４ 民間賃貸住宅の借り上げ等の措置

市は，応急仮設住宅を十分確保できない場合は，市営住宅の空室や民間賃貸住宅を借り

上げて提供する。

第５ 市営住宅の供給

１ 市営住宅の応急修理

住宅班は，被災した市営住宅の状況を調査し，修理を発注する。応急修理は，要配慮者

等を優先し，居住に必要不可欠な部分から実施する。

２ 市営住宅の確保

住宅班は，住宅を失った被災者に対して，市営住宅を確保して供給する。入居者の選考

は，応急仮設住宅の対象者と同様に行う。

第６ 住宅の応急修理

１ 住宅の応急修理

市域で発生した災害について，災害救助法が適用された場合は，その定める範囲内にお

いて被災した住宅の応急修理を行う。

(1) 需要の把握

建築調査班は，災害相談窓口又は避難所にて，住宅の応急修理の申し込みを受け付ける。

(2) 応急修理

建築調査班は，応急修理を建築業者に委託する。応急修理の内容は，居室，炊事場，ト

イレ等日常生活に欠くことのできない部分で必要最小限とする。

(3) 対象者

住宅の応急修理の対象者は，り災証明書（又はそれに代わるもの）の発行等を受けてお

り，次に該当する者とする。

■応急修理の対象者

・住宅が半壊，半焼し，又はこれらに準ずる程度の損傷を受け，自らの資力では応

急修理をすることができない者
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【参考】

（旭川市締結挙定）

災害時における応急対策業務に関する協定

（北海道締結協定）

災害時における応急対策業務に関する協定

災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定

・大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者
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第１２節 防疫・清掃

■対策の体系

■自助・共助の役割

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 防疫活

動
１ 防疫活動 第２～４保健班 ○ ○

第２ し尿の

処理

１ 仮設トイレの設置 環境庶務班 ○ ○ ○

２ し尿の処理
環境庶務班，ごみ収

集班，ごみ処理班
○ ○ ○

第３ 災害廃

棄物の処

理

１ がれき等の処理
環境庶務班，ごみ処

理班
○ ○

２ 避難所ごみ等の処理
環境庶務班，ごみ収

集班，ごみ処理班

３ 思い出の品の処理 環境庶務班 ○ ○

第４ 一般廃棄物の処理
環境庶務班，ごみ収

集班，ごみ処理班
○ ○

第５ 障害物

の除去

１ 住宅関係の障害物の除去 第６土木班 ○ ○

２ 河川関係の障害物の除去 第６土木班 ○ ○

３ 主要道路上の障害物の除去 第６土木班 ○ ○

第６ 動物対

策

１ 収容場所の確保 第４保健班 ○ ○

２ ペット同行避難への対応

第１，２避難班，地

域活動推進班，支所

班，第１～９教育

班，第２～６特命

班，会計班，調査庶

務班，第１～４調査

班，子育て支援班

○ ○

３ 被災動物救護本部の活動 第４保健班 ○ ○

住民
○ 感染症の予防に関すること。

○ 同行避難したペットの飼育に関すること。

自主防災組織等 ○ 感染症の予防に関すること。

事業所 －
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第１ 防疫活動

１ 防疫活動

(1) 防疫用資器材・薬品の調達

防疫用資器材・薬剤は，原則として旭川市保健所の所有物を使用する。不足する場合は，

市内薬品販売業者から調達する。

(2) 消毒の実施等

第４保健班は，必要に応じ，家庭等における消毒方法を指導するほか，所定の方法によ

り次の地域の消毒を行う。

■防疫対象地域

(3) 感染症の予防

第２～４保健班は，感染症の予防対策が必要な場合は，予防措置等を迅速に実施する。

■感染症の予防措置

第２ し尿の処理（旭川市災害廃棄物処理計画参照）

１ 仮設トイレの設置

(1) 必要数の算出

環境庶務班は，避難所の設置状況及び上下水道の損傷状況に応じ，仮設トイレの必要数

を算出する。

○ 堤防被害及び水道管被害によって浸水し，感染症及び病害虫の発生のおそ

れがあると認められる区域（浸水被害後に，一定の程度で被害場所が乾燥し

て消毒効果が見込める区域）

○ 感染症患者が多く発生している地域

○ 避難所

○ その他衛生状況が良好でない地域

○ 臨時予防接種に関する指示及び命令（予防接種法（昭和23年法律第68号）

第６条）（※）

○ 感染症の病原体に汚染された場所の消毒（感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第27条）

○ ねずみ族，昆虫等の駆除（同第28条）

○ 物件に係わる措置（同第29条）

○ 死体の移動の制限（同第30条）

○ 生活の用に供される水の使用制限等（同第31条）

○ 建物に係わる措置（同第32条）

○ 交通の制限又は遮断（同第33条）

※指示及び命令は医師が実施
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なお，冬期における屋外トイレは，寒さなどにより利用環境が悪化するとともに，水道

凍結も予想されることから，冬期間でも使用可能なトイレの調達方法を検討し，必要な台

数の確保に努める。

(2) 設置

環境庶務班は，協定等に基づき，仮設トイレの必要数を確保し，設置する。

(3) 広報

環境庶務班は，仮設トイレの設置箇所，維持管理等について，市民へ広報する。

２ し尿の処理

(1) 処理方法の決定

環境庶務班は，し尿の発生量を推計し，し尿の収集運搬及び処理方法を決定する。

(2) 収集運搬

ごみ収集班は，仮設トイレのし尿の収集運搬を行う。

(3) 処理

ごみ処理班は，し尿を処理する。し尿処理施設が被災した場合は早急に復旧させる。

第３ 災害廃棄物の処理（旭川市災害廃棄物処理計画参照）

１ がれき等の処理

(1) 仮置場の設置

環境庶務班は，破壊された建造物の破片など（以下「がれき等」という。）の発生量を

推計し，がれき等の仮置場を確保する。

(2) 広報

環境庶務班は，がれき等の仮置場の場所，分別方法等について，市民へ広報する。

(3) 搬入管理

ごみ処理班は，仮置場への搬入受付及び分別指導を行う。

(4) 処理

ごみ処理班は，仮置場に搬入されたがれき等を適正に処理する。処理施設が被災した場

合は早急に復旧させる。また，有害廃棄物を早期に処理し，アスベストが混入しないよう

適切に除去する。

２ 避難所ごみ等の処理

(1) 処理方法の決定

環境庶務班は，避難所や被災により家庭から排出されるごみ（以下「避難所ごみ等」と

いう。）の発生量を推計し，避難所ごみ等の収集運搬及び処理方法を決定する。

(2) 広報

環境庶務班は，避難所ごみ等の排出場所，分別方法等について，市民へ広報する。

(3) 収集運搬

ごみ収集班は，避難所ごみ等の収集運搬を行う。

(4) 処理



震災対策編 第２章 災害応急対策計画 第 12 節 防疫・清掃

震-105

ごみ処理班は，避難所ごみ等を処理する。処理施設が被災した場合は早急に復旧させる。

３ 思い出の品の処理

(1) 回収

環境庶務班は，発見された思い出の品を回収する。

(2) 保管・管理

環境庶務班は，回収した思い出の品についてリストを作成し，保管する。

(3) 返却

環境庶務班は，思い出の品について周知を行い，返却希望者の受付及び返却を行う。

第４ 一般廃棄物の処理

被災地域以外で発生する廃棄物は平常時と同様に処理する。平常時の処理により難い場

合，環境庶務班は新たに処理方法を決定する。

第５ 障害物の除去

１ 住宅関係の障害物の除去

市長（本部長）は，災害により運ばれた土砂，材木など日常生活に著しい支障を及ぼす

障害物の除去について，次のとおり実施する。

(1) 除去の対象

住宅関係の障害物除去の対象者は，次のとおりとする。

■障害物除去の対象者

(2) 除去の方法

障害物の除去は，必要最小限の日常生活が営める状態にすることとする。除去作業につ

いては第６土木班が，協定等を活用し民間業者に協力を要請する。防災班は，必要に応じ

て知事（総合振興局長）に自衛隊の派遣要請を要求する。なお，他の所有者の敷地内で作

業を行う必要があるときは，可能な限り所有者の同意を得る。

除去した障害物は，遊休地等に集積し，廃棄すべきものと保管すべきものとを明確に区

分する。

２ 河川関係の障害物の除去

第６土木班は，市管理の河川，公共下水道，排水路等の巡視を行うとともに，災害によ

って発生した障害物を除去する。市のみで除去できないときは，協定等を活用し，応援を

○ 当面の日常生活が営み得ない状態にある者

○ 住家の被害程度は，半壊又は床上浸水した者

○ 自らの資力では障害物の除去ができない者
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要請する。防災班は，必要に応じて知事（総合振興局長）に自衛隊の派遣要請を要求する。

除去した障害物は，遊休地等に集積し，廃棄すべきものと保管すべきものとを明確に区

分する。

３ 主要道路上の障害物の除去

第６土木班は，市管理の道路の巡視を行い，交通に支障を及ぼしている障害物を除去す

る。市のみでは除去できないときは，協定等を活用し応援を要請する。防災班は，必要に

応じて知事（総合振興局長）に自衛隊の派遣要請を要求する。

警察及び道路管理者は，交通に支障を及ぼしている車両を発見した場合，その所有者に

対し，移動等の措置を要請する。所有者が移動等の措置を行えない場合，警察及び道路管

理者が代わりに実施する。

除去した障害物は，遊休地等に集積し，廃棄すべきものと保管すべきものとを明確に区

分する。

第６ 動物対策

１ 収容場所の確保

第４保健班は，平常時と同様に飼い主が不明なペットを旭川市動物愛護センターあにま

あるに収容するが，収容場所が不足する場合は，新規に保護施設を設置する。

２ ペット同行避難への対応

避難所担当班等は，ペット同行避難に備えて，避難所のグラウンド等にペット専用のス

ペースを確保する。

また，盲導犬，介助犬等を除いたペットの建物内への持ち込みは，原則として禁止し，

ペットの飼養は所有者の自己責任で行うようルールを徹底する。

３ 被災動物救護本部の活動

第４保健班は，道及び保健所設置市並びに獣医師会と連携し，「災害時における動物救

護活動に関する協定書」に基づき，被災動物救護本部を設置し，放浪動物の保護，関係団

体への協力要請など，救護活動を行なう。

【参考】

（旭川市締結協定）

北海道地方における災害時の応援に関する申し合わせ

災害時における応急生活物資の供給等に関する協定

災害時における機器の調達に関する協定書

災害時における物資供給に関する協定書

災害時における応急生活物資等の供給に関する協定

災害時における資機材のレンタルに関する協定

災害時における応急対策業務に関する協定
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災害時協力協定書

災害時における動物救護活動に関する協定

災害時における廃棄物の収集運搬に関する協定書
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第１３節 行方不明者の捜索・遺体の処理

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 行方不明者の捜索

１ 行方不明者情報の収集

捜索の対象は，災害により行方不明の状態にあり，かつ周囲の事情により死亡している

と推定される者とする。第１，４援護班は，災害相談窓口で受け付けた捜索願い及び行方

不明者の情報を収集し，行方不明者のリストを作成する。行方不明者のリストは，警察署

に提出する。

２ 捜索活動

警察署，消防部，消防団等は，捜索チームを編成し，行方不明者リストに基づき捜索活

動を実施する。

なお，防災班は，警察及び消防の力だけでは捜索が困難と認めたときは，知事（総合振

興局長）に自衛隊の災害派遣要請を要求する。

行方不明者を発見し，すでに死亡していると認められるときは，警察官の見分を受ける。

遺体の見分は，市が指定した遺体安置所で行う。

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 行方不明

者の捜索

１ 行方不明者情報の収

集
警察署，第１，４援護班 ○ ○ ○

２ 捜索活動 警察署，消防部，消防団 ○ ○ ○

第２ 遺体の処

理

１ 遺体の安置 第１，４，６～９援護班 ○ ○

２ 遺体処理の実施
警察署，第１，４，６～

９援護班
○ ○

第 ３ 遺 体 の

火・埋葬

１ 遺体の火・埋葬
第１，４，６～９援護班，

第１避難班
○ ○

２ 遺骨の保管 第１，４，６～９援護班 ○ ○

住民 －

自主防災組織等
○ 地域住民の安否確認に関すること。

○ 行方不明者の通報に関すること。

事業所 －
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第２ 遺体の処理

１ 遺体の安置

(1) 遺体安置所の設置

第１，４，６～９援護班は，被災地に近い公共施設に遺体安置所を開設する。

(2) 納棺用品の調達

第１，４，６～９援護班は，葬儀業者に納棺用品，ドライアイス等の供給を要請する。

２ 遺体処理の実施

遺体安置所で警察が遺体の見分を行った後，医師は，遺体の洗浄，縫合，消毒等の処理

及び検案を行う。第１，４，６～９援護班は，道に対し，医師の派遣を要請する。

検案が終了した遺体は，遺族へ引き渡すが，引渡しに時間を要する場合，市は一時的に

遺体の保存を行う。

第３ 遺体の火・埋葬

１ 遺体の火・埋葬

(1) 火・埋葬許可証の発行

第１，４，６～９援護班は，火・埋葬許可証を発行する。

(2) 火・埋葬

遺体は市内の火葬場にて火葬する。第１避難班は，遺体が多数のため，市内の火葬場で

処理できないときは，近隣市町村の火葬場に火葬を依頼する。遺族では遺体の搬送が困難

なときは，葬儀業者等に協力を要請する。

２ 遺骨の保管

第１，４，６～９援護班は，引取り手のない遺骨等を遺留品とともに保管する。

【参考】

（旭川市締結協定）

災害時における遺体搬送等に関する協定書
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第１４節 公共施設等の応急復旧対策

■対策の体系

第１ ライフライン施設

ライフラインの応急対策は，各ライフライン機関があらかじめ定めた防災業務計画等に基

づいて実施する。

市災対本部は，防災関係機関連絡室の連絡員等を通じて各ライフライン施設の被害，供給

状況等の情報を収集する。また，本部長は各ライフライン機関に対して，重要施設等の復旧

の要請を行う。

１ 上水道施設

(1) 応急活動体制の確立

水道総務班は，被害が発生した場合は，必要な要員を動員し，応急活動体制を確立する。

(2) 応急活動

配水調整班及び水源班は，水道管等の被害状況を調査する。地震により浄水場等の施設

が被災し，機能が停止した場合は，緊急止水をした上で機能回復作業を行う。

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ ライフラ

イン施設

１ 上水道施設

水道総務班，連絡調達

班，現地広報・給水班，

配水調整班，水源班

○ ○ ○

２ 下水道施設

水道総務班，連絡調達

班，下水道班，処理場

班

○ ○ ○

３ 電力施設
北海道電力ネットワ

ーク株式会社
○ ○ ○

４ ガス施設 旭川ガス株式会社 ○ ○ ○

５ 通信施設
東日本電信電話株式

会社
○ ○ ○

６ 市有建物の暖房施設 建築班 ○ ○ ○

第２ 交通施設

１ 道路・橋りょう
第１，３，４，６土木

班
○ ○ ○

２ 河川施設 第４，６土木班 ○ ○ ○

３ 鉄道施設
北海道旅客鉄道株式

会社
○ ○ ○

４ バス等の施設
バス事業者，トラック

事業者
○ ○ ○

第３ 公共施設 各施設管理者 ○ ○ ○
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(3) 上水道の復旧対策

配水調整班及び水源班は，被害状況を調査し，復旧計画を作成する。復旧計画に基づき

次のような復旧作業を実施する。

■上水道施設の復旧作業

２ 下水道施設

(1) 応急活動体制の確立

水道総務班は，管渠等の被害が発生した場合は，必要な要員を動員して応急活動体制を

確立する。

(2) 応急活動

下水道班及び処理場班は，被害状況の調査及び施設の点検を実施し，下水道機能の低下，

二次災害の防止活動を行う。

(3) 下水道の復旧対策

下水道班及び処理場班は，施設の重要度及び危険度を考慮し，詳細な被害調査を実施し，

復旧計画を作成する。復旧計画に基づき次のような復旧作業を行う。

■下水道施設の復旧作業

３ 電力施設

電気施設の応急復旧対策は，北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社

が定める「防災業務計画」に基づいて行われる。

(1) 活動態勢

発令基準に従い警戒態勢，非常態勢及び特別非常態勢を発令し，体制を整備する。

(2) 情報収集・提供

所定の系統に従い，社内外の情報を収集し，復旧対策を樹立するとともに，停電，復旧

見込みなどの状況について，旭川市に連絡する。また，旭川市災害対策本部が設置された

場合は，速やかに連絡員を派遣し，設備被害状況及び復旧見込みなどの情報提供を行う。

(3) 通信確保

本，支店，重要発電所の相互間の主要通信回線に対しては，迂回ルート構成を考慮する

とともに，通信機器用予備電源の正常運転に十分な注意を払い通信の確保を図る。なお，

災害地域の現業機関には，臨時電話の仮設などを考慮する。

○ 管類等の資機材の確保

○ 復旧に必要な人員の確保

○ 被害状況，復旧の見込み等の広報

○ 他水道事業体への応援要請

○ 資機材の確保

○ 復旧に必要な人員の確保

○ 被害状況，復旧の見込み等の広報

○ 他下水道事業体への応援要請
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(4) 広報

災害時の停電，復旧見込みなどの状況について，ホームページ，ＳＮＳ（ツイッター，

フェイスブック），ラジオ，テレビ及び報道機関などを通じて，速やかに一般公衆に周知

を図る。

(5) 要員の確保

支店は被害の状況により，要員が不足した場合は，本店に要員の確保を要請し，本店は

要員を融通する。

なお，被害が極めて大きく，管内の工事力に余力のない場合，又は工事力を動員しても

なお応援隊を必要と判断される場合には，対策組織の長は，本店を通じて知事に対して自

衛隊の派遣を要請する。

(6) 資材等の調達

社内における調達を図り，なお，かつ不足するときは，関連工事会社，他電力会社等か

らの融通等により調達を図る。

なお，必要により指定地方行政機関，地方公共団体等に対し，労務施設及び設備又は物

資の確保について応援を求める。

(7) 応急工事

災害に伴う応急工事については，恒久的復旧工事との関連及び情勢の緊急度を勘案して，

二次災害の防止に配慮しつつ，迅速，適切に実施する。

４ ガス施設

ガス施設の管理者は，地震時には，ガス事業法（昭和29年法律第51号）第30条により定

められた「保安規程」及び「ガス漏洩及び導管事故等処理要領」その他災害対策に関する

諸規程によるほか，警察・消防機関と連携を密にし，二次災害の防止に努める。

５ 通信施設

東日本電信電話株式会社は，地震が発生した場合は，電気通信設備の予防措置，災害応

急対策，災害復旧等に対する適切な措置をとる。

(1) 地震時の活動体制

地震が発生した場合は，非常態勢を発令し対処する。この場合，道，市町村及び各防災

機関と密接な連携を保ち相互協力に努める。

(2) 設備，資機材の点検及び出動準備

地震の発生とともに，設備及び資機材の点検等を行う。

(3) 応急措置

電気通信設備に被害が発生した場合，当該設備及び回線の復旧に関し応急措置をとる。

この場合，重要通信の確保に留意し，地震の状況及び電気通信設備の被害状況に応じて，

電気通信事業法（昭和59年法律第86号）に定められた復旧順位に従って実施する。

(4) 広報

地震が発生し，通信が途絶若しくは利用の制限を行ったときは，利用制限の措置状況及

び被災した設備の復旧状況を，テレビ，ラジオ，新聞掲載及び広報車により地域の住民に

周知する。



震災対策編 第２章 災害応急対策計画 第 14 節 公共施設等の応急復旧対策

震-113

６ 市有建物の暖房施設

冬期に災害が発生した場合，次の対策を速やかに実施する。

(1) 応急活動

建築班（設備課）は，重要施設の暖房・給油設備等の被害状況を調査し，協定を活用す

るなど応急工事等を手配する。

(2) 燃料の調達

各施設管理者は，施設に必要な燃料を販売業者から調達する。

第２ 交通施設

１ 道路・橋りょう

地震が発生した場合，各道路管理者等は，所管の道路，橋りょうについて被害状況を把

握し，緊急輸送道路を最優先に，道路交通の確保を図る。第２，４，６土木班は，市所管

道路について，通行の禁止又は制限等の措置などを講じるとともに，被災道路，橋りょう

については，応急措置を行う。

(1) 状況の把握

第３，６土木班は，所管道路の巡回，緊急点検を行い，道路及び占用物の状況を把握す

る。

(2) 道路の啓開

第６土木班は，液状化等による路面の亀裂，路肩の崩壊，がけ崩れ等により通行に支障

がある場合は，障害物の除去を行い，迅速に啓開する。また，危険箇所には道路標識や警

戒要員を配置するなどの措置を取る。なお，道路の啓開は，緊急輸送等に必要な路線を優

先的に行う。

(3) 道路・橋りょうの復旧対策

第４，６土木班は，緊急巡回及び緊急点検によって得られた情報を整理検討の上，応急

復旧の方針を決定し，応急復旧を行う。

(4) 応援要請

第１，４，６土木班は，道路の啓開，応急復旧等を行うときは，重機，資機材，復旧要

員等の応援を旭川建設業協会に要請する。

なお，防災班は，必要に応じて知事（総合振興局長）に自衛隊の派遣要請を要求する。

２ 河川施設

(1) 状況の把握

第６土木班は，所管の河川施設の巡回を行い堤防等河川施設の状況を把握する。

また，北海道開発局等関係機関との連携をとる。

(2) 応急対策

第４，６土木班は，所管の河川施設が被災した場合は，二次災害等の発生を予防するよ

う応急措置をとる。
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３ 鉄道施設

鉄道施設の応急復旧対策は，北海道旅客鉄道株式会社が定めた「防災業務計画」に基づ

いて行われる。

(1) 駅舎，駅構内等

駅所長は，災害の状況及び駅区周辺の被害状況を正確かつ迅速に把握し，所属社員を指

導して放送案内，避難誘導，出火防止，初期消火，防御体制の確立，営業の中止，情報の

収集，救護等随時的確な措置をとる。

(2) 客車運行中

旅客走行中に災害が発生した場合は，関係乗務員は，冷静に状況を判断し，旅客への災

害概況の周知及び乗車中の社員への協力要請，付近住民への救急手配の依頼を行うととも

に，避難誘導，災害情報の伝達等の措置をとる。

(3) 貨車運行

危険品積タンク車に事故が発生し，貨物の漏えいその他により火災，爆発，中毒，又は

そのおそれのあるときは，関係業務機関，協力化学企業等に連絡するとともに，消防機関

及び警察機関に速やかに事故の状況を通報し，必要によりその出動を要請する。また，引

火性液体等が流出したときは，出火防止の処置をとり，タンク貨車を安全な場所に隔離す

る。

なお，可燃性ガス，有毒ガス等が噴出して周辺，風下等に危険性のおそれのあるときは，

直ちに危険範囲にある関係者及び住民の避難措置をとり，緊急措置要員のほかは，すべて

事故現場の立入りを禁止する。

４ バス等の施設

(1) バス停留所等

各事業所長は，災害の状況及びバス停留所周辺の被害状況を正確かつ迅速に把握し，所

属社員を指導して安全確認，防御体制の確立，情報の収集，救護等随時的確な措置をとる。

(2) 旅客走行中

旅客走行中に災害が発生した場合は，関係乗務員は，冷静に状況を判断し，旅客への災

害概況の周知及び乗車中の社員への協力要請，付近住民への救急手配の依頼を行うととも

に，避難誘導，災害情報の伝達等の措置をとる。

(3) トラック運行

危険物積載トラック車両に事故が発生し，貨物の漏えいその他により火災，爆発，中毒

又はそのおそれのあるときは，関係業務機関，協力化学企業等に連絡するとともに，消防

機関及び警察機関に速やかに事故の状況を通報し，必要によりその出動を要請する。

また，引火性液体等が流出したときは，出火防止の処置をとり，トラック車両を安全な

場所に隔離する。

なお，可燃性ガス又は有毒ガスが噴出して周辺，風下等に危険性のおそれのあるときは，

直ちに危険範囲にある関係者及び住民の避難措置をとり，緊急措置要員のほかは，すべて

事故現場の立ち入りを禁止する。
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第３ 公共施設

各施設管理者は，所管施設の被災状況を調査し，施設利用者等の安全確保を図るため，避

難誘導措置を行うとともに，二次災害の防止等の応急措置を行う。

【参考】

（旭川市締結協定）

防災情報の共有に係る協定書

北海道地方における災害時の応援に関する申し合わせ

災害時における石油類燃料の優先供給に関する協定書

災害時における応急対策業務に関する協定

災害等の発生時における旭川市と社団法人北海道エルピーガス協会上川支部の応急・復旧

活動の支援に関する協定

災害時協力協定書
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第１５節 農業対策

■対策の体系

第１ 農林業対策

１ 応急対策

(1) 状況の把握

農林整備班は，農業用施設の巡回及び点検を行い農業用施設等の状況を把握する。

特に，ダム管理規程に基づきダムの臨時点検を行い，異常かつ重大な状態が発見された

ときは，関係機関に通報し管理体制を強化する。

東和土地改良区又は旭川土地改良区は，一定規模以上又は決壊時に甚大な影響を与える

おそれのあるものと指定された防災重点ため池について，臨時点検を行い，異常かつ重大

な状態が発見されたときは，関係機関に周知する。

(2) 情報の伝達経路

(3) 被害調査

農業振興班及び農林整備班は，地震による農林業の被害調査を行う。

■被害調査の項目

東和土地改良区

旭川市

旭川土地改良区
FAX 等

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 農林業対

策
１ 応急対策

農業振興班，農林整備

班，東和土地改良区，

旭川土地改良区

○ ○

第２ 畜産業対

策

１ 被害調査 農業振興班 ○ ○

２ 家畜の保護 農業振興班 ○ ○

３ 死亡家畜の処理 農業振興班 ○ ○

農業被害
○ 農地 ○ 農作物 ○ 農業用施設 ○ ダム

○ 防災重点ため池

林業被害 ○ 林地 ○ 治山施設 ○ 林道 ○ 林産物
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第２ 畜産業対策

１ 被害調査

農業振興班は，家畜や畜舎等の営農施設の地震による被害調査を行う。

２ 家畜の保護

農業振興班は，被害調査結果により，被災農家が家畜飼料等の確保ができないと認めら

れるときは，文書をもって総合振興局長に対して応急飼料の斡旋を要請する。

また，畜舎の倒壊により家畜に被害が生じたときは，道，農業共済組合，獣医師等と協

力して家畜救護班を編成し，家畜の治療等の救護に当たる。

■応急飼料の斡旋方法

３ 死亡家畜の処理

農業振興班は，家畜が死亡したときは，所有者が死亡獣畜取扱場に運搬して処理するよ

う指導する。

また，運搬することが困難な場合は，旭川市保健所長の許可を得て処理する。

要 請 先 上川総合振興局産業振興部農務課

要請事項

飼料

○ 家畜の種類及び頭羽数

○ 飼料の種類及び数量

○ 購入予算額

○ 農家戸数等参考になる事項

転飼

○ 家畜の種類及び頭数

○ 転飼希望期間

○ 管理方法

○ 転飼予算額

○ 農家戸数等参考になる事項
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第１６節 文教・保育対策

■対策の体系

第１ 応急保育

１ 園児等の安否確認

保育所等及び幼稚園の園長等は，地震が発生した場合は，園児等の無事を確認し，安全

な空地あるいは避難所に避難させる。保護者の引き取りがあった場合は，園児等を帰宅さ

せる。

また，迎えのない園児等は，一時的に保護する。

休日，夜間等に地震が発生した場合，子育て支援班は，園長等を通じて園児等及び職員

の安否の確認を行うとともに，保護者の所在及び安否情報の把握に努める。

２ 応急保育の実施

保育所等の園長等は，子育て支援班と連携し，施設の被害状況の把握に努める。既存施

設において保育の実施ができない場合，臨時的な保育所を設け，保育を実施する。

交通機関の不通，保護者の被災等で通園に支障をきたす場合は，近隣の保育所等で保育

することができる。

また，災害に関する理由により，緊急に保育が必要な場合は，保育措置の手続きを省き，

一時的保育を行うよう努める。

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 応急保育
１ 園児等の安否確認 子育て支援班 ○

２ 応急保育の実施 子育て支援班 ○ ○

第２ 応急教育

１ 児童及び生徒等の安否

確認
第２教育班 ○

２ 避難所開設への協力

第１，２避難班，地域

活動推進班，支所班，

第１～９教育班，第２

～６特命班，会計班，

調査庶務班，第１～４

調査班，子育て支援班，

○

３ 応急教育活動 第２教育班 ○ ○

４ 学校施設の応急復旧 第１教育班 ○ ○

第３ 社会教育

施設等の対

策

１ 社会教育施設等の応急

措置
第４～９教育班 ○ ○

２ 文化財に対する措置 第５教育班 ○
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第２ 応急教育

１ 児童及び生徒等の安否確認

各学校では，児童及び生徒が在校時に地震が発生した場合，生徒の無事を確認し安全な

空地あるいは避難所に，児童及び生徒を避難させる。

また，被災状況等に応じて，保護者の引き取り，集団下校等の措置をとる。

休日，夜間等に地震が発生した場合は，第２教育班は，学校長を通じて，児童，生徒及

び教職員の安否の確認を行う。

２ 避難所開設への協力

各学校長は，避難所の開設・運営に協力する。

３ 応急教育活動

(1) 場所の確保

学校長は，施設の被害状況を調査し，第２教育班と連携を取りつつ，応急教育のための

場所を確保する。

■応急教育の場所

(2) 応急教育の準備

第２教育班及び学校長は，臨時の学級編制を行い，児童，生徒及び保護者に授業再開を

周知する。

教職員が被災し，十分な人員を確保できない場合は，北海道教育委員会と連携して学級

編制の組み替え，近隣学校からの応援等により対処する。

(3) 応急教育の要領

応急教育において実施する学習指導及び生徒指導については，特別計画を立案する。授

業不可能な場合にあっても，家庭学習の方法等について指導する。

■応急教育の留意事項

被害の程度 応急教育のための予定場所

校舎の一部が被害を受けた場合 ○ 被害を免れた学校内施設

校舎の全体が被害を受けた場合
○ 公民館等の公共施設

○ 隣接学校の校舎

特定の地域について相当大きな

被害を受けた場合

○ 最も近い被災のない地域の学校又は公共施設

○ 応急仮設校舎の設置

学習指導
教科書，学用品等の損失状況を考慮する。特に，健康指導，生活指導及

び安全教育を指導する。

生徒指導

○ 児童及び生徒相互の助け合い精神を育て，災害時の集団生活を指導

する。

○ 関係機関，医師会及びその他専門家と連携・協力して，児童及び生

徒の「こころのケア」対策を行う。
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(4) 学校給食

学校給食は，災害復旧又は社会の混乱が沈静化するまで原則として行わない。

(5) 避難所との区分

第２教育班，学校長及び教職員は，校舎が避難所として使用されることになったときに

は，避難所担当班等と協議して，避難所のスペースの他に応急教育の場を確保し，相互に

学業や避難生活を妨げないように配慮する。

(6) 学用品の給与

災害により学用品を失った児童及び生徒に対し，必要な教材及び学用品を給与する。第

２教育班は，学校長を通じて給与の対象となる児童及び生徒数を把握し，り災者名簿及び

学籍簿と照合する。

学用品及び文房具については被害状況別及び小中学校別に学用品購入（配分）計画表を

作成する。教科書，文房具及び学用品は，市内の業者から一括購入し，学校ごとに分配す

る｡

４ 学校施設の応急復旧

第１教育班は，学校施設が被災した場合，被害を調査して補強・修理等の応急措置を行

う。

第３ 社会教育施設等の対策

１ 社会教育施設等の応急措置

第４～９教育班は，施設管理者等と連携し，地震後，建物倒壊，火災等により危険な場

合は，避難誘導措置をとり，利用者の安全の確保に努める。

社会教育施設等が被災した場合，各班は，補強・修理等の応急措置を行う。

また，被災した社会教育施設等を避難所及び物資拠点として一時使用する場合又は利用

者に開放する場合には，学校施設の応急修理に準じて修理を行い，安全を確認の上，使用

する。

２ 文化財に対する措置

第５教育班は，文化財に被害が発生したときには，北海道教育委員会へ報告し，必要な

措置を講ずる。

【参考】

（旭川市締結協定）

災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書
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第１７節 災害ボランティア対策

■対策の体系

第１ 災害ボランティア活動

１ 災害ボランティアの活動分野

大規模な災害の場合，応急対策の実施にあたり，多くの人員を必要とするため，専門及

び一般ボランティアの協力を得ることが必要となる。

災害ボランティアの活動分野は，次のとおりである。

■災害ボランティアの主な活動分野

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 災害ボラ

ンティア活

動

１ 災害ボランティアの活動

分野
－ ○ ○

２ 市の役割
地域活動推進班，

第１援護班
○ ○

第２ 一般ボラ

ンティアへ

の対応

１ 災害ボランティアセンタ

ーの設置

地域活動推進班，

第１援護班，社会

福祉協議会

○ ○

２ 一般ボランティアの受入

れ

地域活動推進班，

第１援護班，社会

福祉協議会

○ ○

第３ 専門ボランティアへの対応 各班 ○ ○

区 分 活 動 内 容

一般ボランテ

ィア

○ 災害・安否・生活情報の収集及び伝達

○ 避難所の運営補助

○ 食料・水の配布，その他の災害救助活動

○ 要配慮者・避難者等の生活支援

○ その他危険のない軽作業

専門ボランテ

ィア

○ 救急・救助（消防職団員ＯＢ）

○ 医療・看護（医療従事者）

○ 土砂災害危険箇所の調査（斜面判定士）

○ 高齢者・障害者等の介護（社会福祉士，介護士，手話通訳等）

○ 非常通信（アマチュア無線技士）

○ 資機材の輸送，特殊車両等の操作（特殊車両等の運転資格者等）

○ 外国語通訳

○ ボランティアコーディネート（ボランティアコーディネーター）



震災対策編 第２章 災害応急対策計画 第 17 節 災害ボランティア対策

震-122

２ 市の役割

地域活動推進班及び第１援護班は，社会福祉協議会，ボランティア団体・ＮＰＯ等との

連携を図り，災害時におけるボランティア活動が円滑かつ有効に機能するために，情報提

供及び活動支援を主とした次の活動を行う。

■災害ボランティア活動に対する市の主な活動

第２ 一般ボランティアへの対応

１ 災害ボランティアセンターの設置

社会福祉協議会は，必要に応じ，災害時における災害ボランティア活動に関する様々な

情報を収集及び管理してボランティアの活動を円滑にするため，災害ボランティアセンタ

ー等を速やかに開設する。

災害ボランティアセンターは，旭川市ときわ市民ホール（旭川市５条通４丁目）及び旭

川勤労者体育センター（旭川市６条通４丁目）に設置するものとする。ただし，旭川市と

きわ市民ホール又は旭川勤労者体育センターが被災等により利用困難な場合には，旭川市

はこれに代わる場所を確保して社会福祉協議会に提供するものとする。

災害ボランティアセンターの活動内容は，次のとおりである。

なお，ボランティアの受付や活動内容の割り振りなどは，ボランティアコーディネータ

ー等に委ねる。

■災害ボランティアセンターの主な活動内容

○ 必要に応じて社会福祉協議会の災害ボランティアセンターに要員を派遣し，

ボランティア関係団体との連絡調整を図る。

○ ライフラインの復旧，交通規制や公共交通機関の復旧，防災対策の状況など，

行政による被災地全体の情報をボランティア関係団体に適切に提供する。

○ ボランティアの活動拠点となる施設の確保や活動が円滑に実施できるよう電

話，ファクシミリ，事務機器等を提供する。

○ 災害ボランティアの健康管理について配慮する。

○ ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努め，その情報をボランティ

アコーディネーター等に提供する。

○ 市，道社会福祉協議会災害ボランティア対策本部等との連絡調整

○ 被災状況等の情報収集及び提供と被災者のニーズや活動状況の把握

○ ボランティア活動の企画・実施等のコーディネート

○ 災害ボランティアの受入れ

○ 災害ボランティアの保険の加入

○ ボランティア活動の支援及び活動に必要な資機材の調達

○ ボランティア登録者への活動要請

○ 各関係機関，報道機関等に対する情報提供及び広報
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２ 一般ボランティアの受入れ

一般ボランティアの受入れは，災害ボランティアセンターの窓口にて受付け，登録を行

う。

■一般ボランティア受入れの流れ

第３ 専門ボランティアへの対応

事前に登録されたボランティアに関しては，担当する各班が受入れを行う。

不足する場合は，社会福祉協議会や道等と連携し，要員を確保する。

ボランティア：活動の申入れ・問合せ（現地）

ボランティアコーディネーター（災害ボランティアセンター）

：受入れ・活動内容の割り振り等

ボランティア：活動参加

○ ボランティア活動の記録管理
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第１８節 要配慮者対策

■対策の体系

■自助・共助の役割

市は，「旭川市避難行動要支援者避難支援の手引き（全体計画）」に基づき，自主防災組織，

福祉関係団体等と協力し，要配慮者対策を行う。

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 要配慮者

への対応

１ 避難行動要支援者の安

全確認

第２，３，５～９援護

班
○

２ 避難所での支援

第２，３，５～９援護

班，広報班，都市交流

班，第１，２避難班，

地域活動推進班，支所

班，第１～９教育班，

第２～６特命班，会計

班，調査庶務班，第１

～４調査班，子育て支

援班，医療班

○ ○

３ 被災した在宅の避難行

動要支援者への支援

第２，３，５～９援護

班
○ ○

４ 仮設住宅での支援
第２，３，５～９援護

班
○

第２ 要配慮者

利用施設入

居者への対

策

１ 地震発生時の安全確保 各施設管理者 ○

２ 施設における生活の確

保
各施設管理者 ○ ○

第３ 外国人へ

の対応

１ 外国人への広報 都市交流班 ○ ○ ○

２ 外国人への援助

都市交流班，第１，２

避難班，地域活動推進

班，支所班，第１～９

教育班，第２～６特命

班，会計班，調査庶務

班，第１～４調査班，

子育て支援班

○ ○ ○

第４ 観光客へ

の対応

１ 安全確保 観光支援班 ○

２ 一時滞在施設の確保 観光支援班 ○

３ 帰宅支援 観光支援班 ○ ○

住民 ○ 地域の要配慮者の支援に関すること。

自主防災組織等 ○ 地域の要配慮者の支援に関すること。

事業所 ○ 観光客の支援に関すること。
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第１ 要配慮者への対応

１ 避難行動要支援者の安全確認

(1) 安否確認

第２，３，５～９援護班は，町内会・自主防災組織・福祉関係団体などの避難支援等関係

者と協力して避難区域の在宅避難行動要支援者の安否確認を行う。所在が不明な者について

も，避難支援等関係者と協力し，確認を行う。

また，災害の状況によって，移送の要否等を検討する。

(2) 避難誘導

避難行動要支援者の避難誘導は，原則として地域の町内会，自主防災組織等の避難支援等

関係者が行う。

第２，３，５～９援護班は，高齢者，幼児，傷病者及び歩行困難な避難行動要支援者の避

難支援を行う。

２ 避難所での支援

(1) 避難所における援護対策

医療班は，避難直後に具合の悪くなる要配慮者に対し，医療救護チームと協力してトリア

ージを行い，健康状態を確認する。

また，第２，３，５～９援護班は，避難所担当班等，避難所運営委員会及びボランティア

と協力して，要配慮者用の設備，スペースの確保等を行う。

■避難所における要配慮者への支援

(2) 広報活動への配慮

広報班，都市交流班，避難所担当班等は，援護部やボランティアの協力を得て，伝言や手

話等で広報を行い，視聴覚障害者に配慮する。

(3) 巡回ケアサービス等の実施

第２，３，５～９援護班は，避難所の要配慮者に対して，医師，歯科医師，保健師等によ

る巡回ケアサービスを行うとともに，ヘルパー，ボランティア等による相談，介助等を行う。

(4) 社会福祉施設等への入所

避難所の要配慮者は，状況に応じて可能な限り，地域の身近な福祉避難所や地域の拠点と

なる福祉避難所としている社会福祉施設等の協力を求め入所させる。

３ 被災した在宅の避難行動要支援者への支援

トリアージ及び応急処置
○ 避難直後に具合が悪くなる要配慮者等のトリア

ージ及び応急措置

ケアサービスリストの作成
○ 必要となる介護・介助要員・用具の種別・規模

○ その他介護に必要な状況

必要な設備
○ 踏み板等，段差の解消 ○ 簡易ベッド

○ パーティション（間仕切り）

要配慮者専用スペースの確保 ○ 可能な限り少人数部屋 ○ トイレ
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第２，３，５～９援護班は，災害によるショック及び避難生活の長期化に対応するため，

被災地等において，児童相談員，ケースワーカー等による心や今後の生活設計等の各種の相

談に応じるとともに，社会福祉士，介護福祉士等による避難行動要支援者への巡回相談や，

ボランティアによるホームヘルプサービスの実施に努める。

４ 仮設住宅での支援

第２，３，５～９援護班は，仮設住宅においても，巡回ケアサービス，広報活動等を行い，

要配慮者の生活を支援する。

第２ 要配慮者利用施設入居者への対策

１ 地震発生時の安全確保

各要配慮者利用施設では，地震により入所者が負傷した場合は，救護所等に移送する。火

災の発生や建物倒壊の危険性があるときは，入所者の安否を確認し，近隣の住民等の協力を

要請して避難措置をとる。火災が発生した場合，可能な限り職員は初期消火を行う。

市は，要配慮者利用施設の状況を把握し，避難等の支援を行う。

２ 施設における生活の確保

各施設管理者は，地震によりライフライン等が断たれ，食料，飲料水，生活必需品等が不

足した場合，必要とする品目，数量等を確認の上，食料物資部又は水道部に供給を要請する。

第３ 外国人への対応

１ 外国人への広報

都市交流班は，外国語の広報紙を作成し，地震情報，安否情報，被災情報等を提供すると

ともに，ボランティア等の協力により災害時の広報を行う。

２ 外国人への援助

都市交流班，避難所担当班等は，外国語の通訳・翻訳ができるボランティアを確保し，外

国人に対する援助策や情報提供を実施する。

第４ 観光客への対応

１ 安全確保

(1) 避難誘導

観光事業者，交通機関等は，口頭や放送等により観光客に呼びかけ，安全な場所へ避難誘

導する。

(2) 観光客の把握
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観光支援班は，観光事業者，交通機関等と連携し，観光客の安否，滞在場所，人数等を把

握する。

２ 一時滞在施設の確保

観光支援班は，観光事業者，交通機関等と連携し，必要に応じて，一時的に観光客が滞在

する施設を確保する。

３ 帰宅支援

観光支援班は，観光客に対し，災害情報，交通機関の復旧状況等について情報提供する。

長期にわたり帰宅が困難となる場合は，道，バス協会等と連携し，帰宅手段の確保に努め

る。

【参考】

（旭川市締結協定）

福祉避難所の指定に関する協定書

避難所施設使用に関する協定書

災害時における介護用，福祉用具等の調達に関する協定書

福祉避難所の指定等及び人材派遣に関する協定

（北海道締結協定）

災害時における帰宅者支援に関する協定
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第１９節 災害救助法の適用

第１ 災害救助法の適用基準

１ 災害救助法の適用

災害救助法の適用基準は，災害救助法施行令（昭和22年政令第225号）第１条第１項第

１号～第４号の規定による。本市における具体的適用は次のいずれか１つに該当する場合

である。

■災害救助法の適用基準

（注１）上記(3)の「多数の世帯」という場合の世帯数

(3)で定める災害の多数の世帯（(4)の場合も含む。）は，次に掲げる理由から確定数では

示していない。

ア 被害の進行が緩慢か急激か，死傷者が生じているか等の被害態様により異なること。

イ 四囲の状況に応じて個々に判断されるべきものであること。

ウ 現に各市町村の救助活動に任せられない程度の被害か否かで判断されるもので，各市

町村の人口，その他の規模だけではなく現実の救助体制等によっても異なること。

ただし，災害弔慰金の支給等に関する法律施行令等から多数の世帯とは，最低５世帯以上は

必要と考えられる。

なお，住家の滅失が５世帯を下回り，滅失世帯が多数と認められないため，(3)に該当しない

災害であっても(4)の定めるところ等により，法による救助の途は開かれている。

（注２）上記(4)の府令で定める特別な事情

被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし，又

は被災者の救出について特殊の技術を必要とする場合であり，具体的には，次のような場合

であること。

ア 被害地域が他の村落から隔離又は孤立しているため，生活必需品等の補給が極めて困難

な場合で，被災者の救助に特殊の補給方法を必要とする場合。

イ 有毒ガスの発生，放射性物質の放出等のため，被災者の救助が極めて困難であり，その

指 標 と な る 被 害 項 目 滅失世帯数 該当条項

(1) 市内の住家が滅失した世帯の数 市 150世帯以上 第１項第１号

(2) 道内の住家が滅失した世帯の数，か

つ市内の住家が滅失した世帯の数

道 2,500世帯以上

かつ市75世帯以上

第１項第２号

(3) 道内の住家が滅失した世帯の数，か

つ市で多数の世帯の住家が滅失

道12,000世帯以上 第１項第３号

前段（注１）

(4) 災害が隔絶した地域に発生したもの

である等，被災者の救護を著しく困難

とする府令で定める特別の事情がある

場合で，かつ，市で多数の世帯の住家

が滅失した場合

第１項第３号

後段

（注２）

(5) 多数の者が生命又は身体に危害を受

け，又は受けるおそれが生じた場合で

あって，府令で定める基準に該当する

場合

第１項第４号

（注３）
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ために特殊の技術を必要とする場合。

ウ 水害により，被災者が孤立し救助が極めて困難であるため，ボートによる救出等の特殊

の技術を必要とする場合。

（注３）上記(5)の府令で定める基準

ア 災害が発生し，又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が，避難して継続

的に救助を必要とする場合であり，具体的には次のような場合であること。

(ｱ) 火山噴火，有毒ガスの発生，放射線物質の放出等のため，多数の住民が避難の指示

を受けて避難生活を余儀なくされる場合

(ｲ) 船舶の沈没，交通事故，爆発事故等の事故により多数の者が死傷した場合

(ｳ) M8.0以上の南海トラフ地震発生後（半割れ後）の津波及びその後の大規模地震等発

生に備え，避難生活を余儀なくされる場合

イ 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし，

又は被災者の救出について特殊の技術を必要とする場合とは，具体的には次のような場

合であること。

(ｱ) 交通路の途絶のため多数の登山者等が放置すれば飢餓状態に陥る場合

(ｲ) 火山噴火，有毒ガス発生等のため多数の者が危険にさらされている場合

(ｳ) 豪雪により多数の者が危険状態となる場合

ａ 平年に比して，短時間の異常な降雪及び積雪による住家の倒壊等又はその危険性の

増大

ｂ 平年，孤立したことのない集落の交通途絶による孤立化

ｃ 雪崩れ発生による人命及び住宅被害の発生

※１ 令第１条第１項第１号～第３号に該当する可能性はあっても，夜間等で被害状況の確認が困

難な場合に，多数の者が死傷し，又は危険にさらされ，迅速な救助が必要であれば，第４号に

該当することができる。

※２ 第４号の基準は，災害による被害の発生前に適用することができるものであるため，生命又

は身体に対する危害のおそれの程度を十分に検討のうえ，適用の判断すること。

２ 被害状況の判断基準

本市における被害程度の判断は，北海道地域防災計画で定める「災害情報等報告取扱要

領（昭和59年10月15日消防災第267号）４ 被害状況判定基準」によって行う。

第２ 滅失世帯の算定基準

１ 滅失世帯の算定

住家※１が滅失した世帯※２の数の算定は，住家の「全壊（全焼・流失）」した世帯を基準

とする。半壊等については，災害救助法施行令第１条第２項の規定により以下のとおり，

みなし換算を行う。

■滅失世帯の算定方法

滅失住家

１世帯

住 家 被 害 状 況 算定根拠

全壊，全焼又は流失 １世帯

半壊又は半焼 ２世帯

床上浸水，土砂の堆積等により一時的に居住不能の

状態
３世帯
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２ 住家被害程度の認定

住家の被害程度の認定を行う上で，おおよその基準は次のとおりとする。

■被害の認定基準

※１「住家」とは，現実に居住のために使用している者がいる建物をいい，現実に居住する

ために使用している建物であれば，社会通念上の住宅であるかどうかは問わない。

（注１）一般に非住家として取り扱われるような土蔵，小屋等であっても現実に住家とし

て人が居住している建物であれば住家とする。

（注２）法による救助を実施するか否かの判断は，住家に被害を受けた世帯数をもって行

うことから，一般に住家として取り扱われる住宅であっても，その住宅に居住する

者がいない場合は，世帯数としては数えない。

※２「世帯」とは，

ア 生計を一にしている実際の生活単位をいうものである。したがって，同一家屋内の親

子であっても，明らかに生活の実態が別々であれば２世帯として差し支えない。

イ マンション，アパート等のように１棟の建物内に，それぞれの世帯が独立した生計を

営んでいる場合は，それぞれ２世帯として取り扱うこと。

ウ 台所，浴場又は便所等が別棟であったり，離れが別棟にあったりするような場合は，

建物の被害は複数棟となるが，世帯数は，これら生活に必要な部分を合わせてそこに生

活している世帯が１であれば１世帯となる。

第３ 災害救助法の適用手続き

１ 災害救助法の適用要請

市域の災害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当し，又は該当する見込みであると

きは，市長は直ちにその旨を総合振興局長に報告する。その場合には，次に掲げる事項に

ついて，口頭又は電話をもって要請し，後日文書によりあらためて要請する。

被害の区分 認 定 の 基 準

住家が滅失したも

の（全壊，全焼又

は流失）

住家がその住居のための基本的機能を喪失したもの，すなわち，

住家全部が倒壊，流失，埋没，焼失したもの，または住家の損壊

が甚だしく，補修により元通りに再使用することが困難なもの

で，具体的には，住家の損壊，焼失もしくは流失した部分の床面

積がその住家の延床面積の70％以上に達した程度のもの，または

住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割

合で表し，その住家の損害割合が50％以上に達した程度のもの。

住家の半壊，半焼

する等著しく損傷

したもの（半壊又

は半焼）

住家がその住居のための基本的機能の一部を喪失したもの，すな

わち，住家の損壊が甚だしいが，補修すれば元通りに再使用でき

る程度のもので，具体的には，損壊部分がその住家の延床面積の

20％以上70％未満のもの，または住家の主要な構成要素の経済的

被害を住家全体に占める損害割合で表し，その住家の損害割合が

20％以上50％未満のもの。

住家が床上浸

水，土砂の堆積

等により一時的

に居住すること

ができない状態

となったもの

上記２項目に該当しない場合であって，浸水がその住家の床上に

達した程度のもの，又は土砂，竹木等の堆積等により一時的に居

住することができない状態となったもの。
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■総合振興局長への主な報告事項

２ 適用要請の特例

災害の事態が急迫して，知事による救助の実施を待つことができない場合には，市長は，

災害救助法の規定による救助に着手するとともに，その状況を直ちに総合振興局長に報告

し，その後の処置に関して指示を受ける。

３ 特別基準の適用申請

災害救助の対象数量及び期間については，特別な事情のある場合，特別基準の適用を申

請できる。適用申請は知事に対して行うが，期間延長については救助期間内に行う必要が

ある。

第４ 救助の実施者，救助の内容等

１ 救助の実施者

災害救助法による救助は知事が行い，市長はこれを補助する。

ただし，災害救助法第13条第１項の規定に基づき，知事から事務委任を受けた救助につ

いては，市長がこれを行う。

■救助の種類

２ 救助の内容等

救助の程度，方法，期間，実費弁償等の救助の内容については，災害救助法施行令に基

○ 災害発生の日時及び場所

○ 災害の原因及び被害の状況

○ 既にとった救助措置及びとろうとする救助措置

○ その他必要な事項

○ 避難所の設置

○ 応急仮設住宅の供与

○ 炊き出しその他食品の給与

○ 飲料水の供給

○ 被服，寝具その他生活必需品の給与又は貸与

○ 医療

○ 助産

○ 被災者の救出

○ 被災した住宅の応急修理

○ 学用品の給与

○ 埋葬

○ 死体の捜索

○ 死体の処理

○ 障害物の除去

○ 輸送費及び賃金職員等雇上費
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づく内閣府令等による。

【参考】

災害救助法による救助の内容等

被害状況の判断基準



第３章 災害復旧計画
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第１節 市民生活復旧への支援

※担当名は，災害対策の事務分掌での部課名を使用することにより，分かりにくい対策が

あるので，通常事務の部課名等を使用する。

第１ 被災者への支援

１ 被災者台帳の作成

(1) 被災者台帳の作成

防災課は，被災者への支援を総合的かつ効率的に実施するため，個々の被災者の被害状

況，支援の実施状況，支援に当たっての配慮事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成

し，全庁的に共有を図る。

■被災者台帳の項目

項 目 担 当

第１ 被災者への

支援

１ 被災者台帳の作成 防災課

２ 安否情報の提供 防災課

３ 災害弔慰金等の支給 福祉保険課

４ 災害援護資金等の貸付け 福祉保険課

５ 災害復興住宅資金の融資 住宅金融支援機構

６ り災証明書の発行 防災課，総務部

７ 災害公営住宅の供給 市営住宅課

８ 市税等の減免等
税制課，市民税課，資産税課，納税管理

課，納税推進課，国民健康保険課

９ 職業の斡旋 旭川公共職業安定所

第２ 地域経済の

復旧支援

１ 農林業への支援 農政課

２ 中小企業への融資 経済部

第３ 義援金の受

付・配分

１ 義援金の受付 福祉保険課，国民健康保険課

２ 義援金の配分 福祉保険課，国民健康保険課

３ 北海道による義援金の募

集及び配分
北海道

○ 氏名

○ 生年月日

○ 性別

○ 住所又は居所

○ 住家の被害その他市長が定める種類の被害状況

○ 援護の実施状況

○ 要配慮者の場合は，その旨及び要配慮者に該当する事由

○ 電話番号その他連絡先

○ 世帯の構成

○ り災証明書の交付状況

○ 市長が台帳情報を市外の者に提供することに被災者本人が同意している場合に
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(2) 被災者台帳の利用

防災課は，必要に応じて市災対本部内において被災者台帳を利用する。

また，台帳情報の提供について申請があった場合は，不当な目的でない場合を除いて情

報提供を行う。

被災者が自らに適した支援制度を利用して生活再建に取り組むことができるよう，災害

ケースマネジメントの実施等により，見守り・相談の機会や被災者台帳等を利用したきめ

細かな支援を行うとともに，被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努

める。

２ 安否情報の提供

防災課は，被災者の安否情報について家族，親族等から照会があったときは，避難者名

簿，行方不明者名簿，被災者台帳等を活用し，照会された市民等の安否情報を確認する。

回答の際は，被災者や第三者の利益を侵害しないように配慮するほか，照会に対して適

切に回答し，又は備えるため，必要な限度で当該情報を利用し，必要に応じて関係自治体，

警察等に対して，被災者に関する情報提供を求める。

３ 災害弔慰金等の支給

(1) 災害弔慰金

福祉保険課は，「旭川市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき，自然災害により

死亡した市民の遺族に対し災害弔慰金を支給する。

(2) 災害障害見舞金

福祉保険課は，「旭川市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき，自然災害により

精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対して災害障害見舞金を支給する。

(3) 被災者生活再建資金

福祉保険課は，自然災害により居住する住宅に著しい被害を受けた世帯に対し，被災者

生活再建支援法（平成10年法律第66号）に基づき，全都道府県が拠出した基金から支給さ

れる支援金の支給申請を受け付ける。

４ 災害援護資金等の貸付け

(1) 災害援護資金

福祉保険課は，「旭川市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき，自然災害により

被害を受けた世帯の世帯主に対して災害援護資金を貸付ける。

(2) 生活福祉資金

社会福祉協議会は，災害救助法が適用にならない災害によって被害を受けた低所得世帯

に対して生活福祉資金を貸付ける。

なお，「旭川市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づく災害援護資金の貸付対象と

は，その提供先

○ 上記の提供先に台帳情報を提供した場合には，その旨及び日時

○ 被災者台帳の作成に当たり，行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番

号を利用する場合には，当該被災者に係る個人番号

○ その他被災者の援護の実施に関し，市長が必要と認める事項
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なる世帯は，原則としてこの資金の貸付け対象とならない。

５ 災害復興住宅資金の融資

住宅金融支援機構は，災害により住宅を失い，又は破損した者が住宅の建設，補修，購

入，宅地整備等を行えるよう災害復興住宅資金を融資する。

６ り災証明書の発行

家屋の被害調査の結果から「り災台帳」を作成し，被災者の「り災証明書」発行申請に

対し，り災台帳で確認の上，発行する。なお，り災台帳で確認できないときでも，申請者

の立証資料を基に客観的に判断できるときは「り災証明書」を発行する。

「旭川市り災証明等取扱要綱」に基づき，次の事項とする。

■り災証明書等の担当及び証明事項

７ 災害公営住宅の供給

災害公営住宅は，大規模な災害が発生し，住宅の被害が次の条件の１つに達した場合に，

低所得り災世帯のため，国庫から補助を受け整備し入居させるものである。市営住宅課は，

災害公営住宅の整備及び管理を行う。

■災害公営住宅の適用条件（公営住宅法（昭和20年法律第193号）第８条）

８ 市税等の減免等

税制課，市民税課，資産税課，納税管理課及び納税推進課は，災害によって被害を受け

た市民に対して市民税等の減免，納税延期及び徴収猶予を行う。

■租税の減免等の種類

担 当 証 明 の 範 囲

防災課･ 総務部 家屋の全壊，大規模半壊，中規模半壊，半壊，準半壊，準半壊

に至らないもの

○ 地震，暴風雨，洪水又はその他異常な天然現象による災害の場合

・被災地全域の滅失戸数が500戸以上のとき

・１市町村の区域内の滅失戸数が200戸以上のとき

・滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の１割以上のとき

○ 火災による場合

・被災地域の滅失戸数が200戸以上のとき

・滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の１割以上のとき

種類 内容

納税期限の延長

災害により，納税義務者等が期限内に申告その他の書類の提出

又は市税を納付もしくは納入することができないと認めると

きは，当該期限の延長を行う。

徴収猶予
災害により財産に被害を受けた納税義務者等が市税を一時に

納付し，又は納入することができないと認められるときは，そ
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■税等の減免の内容

９ 職業の斡旋

公共職業安定所は，災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため，離職

者の発生状況，求人及び求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに，以下の措置を

行い，離職者の早期再就職の斡旋を行う。経済総務課では，市民にこれらの情報を提供す

る。

■職業安定所の職業の斡旋

第２ 地域経済の復旧支援

１ 農林業への融資

農政課は，災害により被害を受けた農林業者に対し，道，農業協同組合等の協力を得て

災害復旧融資制度の広報等の支援策を行う。

■農林業への融資

２ 中小企業への融資

経済部は，災害により被害を受けた中小企業が再建と経営の安定を図るため，復旧に必

要な資金及び事業費の融資を促進する。

の者の申請に基づき，１年以内において徴収を猶予する。なお，

やむを得ない理由があると認められるときは，更に１年以内の

延長を行う。（地方税法（昭和25年法律第226号）第15条）

減免
被災した納税（納付）義務者に対し，該当する各税目等につい

て減免を行う。

税 目 減 免 の 内 容

個 人 の 市 民 税 被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。

固定資産税・都市計画税 災害により著しく価値が減じた固定資産について行う。

国 民 健 康 保 険 料
被災した納税（納付）義務者の状況に応じて減免を行う。

軽 自 動 車 税

特 別 土 地 保 有 税 災害により著しく価値を減じた土地について行う。

○ 被災者のための臨時職業相談窓口の設置

○ 公共職業安定所に出頭することが困難な地域において，臨時職業相談所の開

設又は巡回職業相談の実施

○ 職業訓練受講指示又は職業転換給付金制度等の活用

○ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（昭和

30年法律第136号）の規定に基づいた，指定された天災に基づく被害を受けた

農林漁業者に必要な資金融資（農業協同組合，金融機関）

○ 日本政策金融公庫による復旧資金融資（農業協同組合・金融機関）
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■中小企業への融資制度

第３ 義援金の受付・配分

１ 義援金の受付

福祉保険課及び国民健康保険課は，義援金受付窓口を設置し，受付記録を作成して保管

の手続きを行うとともに，寄託者に受領書を発行する。

被災者に配分するまでの間，市指定金融機関に専用口座をつくり保管する。

２ 義援金の配分

福祉保険課及び国民健康保険課は，義援金を受け付ける場合，又は北海道災害義援金配

分委員会から義援金が配分される場合，旭川市附属機関の設置等に関する条例（平成29年

旭川市条例第11号）に基づき，外部委員を含めた義援金配分委員会を組織し，同委員会に

おいて，被災者数，被災者世帯数，被災状況等を考慮して義援金の配分に必要な事項を決

定する。

３ 北海道による義援金の募集及び配分

道は，災害による被災者を救護するための災害義援金の募集及び配分を必要とするとき

は，北海道義援金募集委員会及び北海道義援金配分委員会を設置し，これに当たる。

【参考】

被災者生活再建支援法に基づく支援

北海道災害義援金募集委員会会則

北海道災害義援金配分委員会会則

（旭川市締結協定）

災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書

（北海道締結協定）

災害時における隊友会の協力に関する協定

○ 一般金融機関及び政府系金融機関の融資

○ 中小企業総合振興資金等の融資

○ 信用保証協会による融資の保証

○ 災害融資特別県費預託等
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第２節 災害復旧事業の推進

第１ 災害復旧事業の推進

道及び市は，災害復旧事業の推進にあたっては，民生の安定及び社会経済活動の早期回復

を目指し，再び被災しないよう災害の防止を図るため，法律に基づいて，次にあげる復旧事

業を迅速に実施する。

■公共施設の災害復旧事業の種類

第２ 激甚法による災害復旧事業

道及び市は，激甚災害が発生した場合には，災害の状況を速やかに調査し，実情を把握し

て早期に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年法律第150号，

以下「激甚法」という。）の指定を受け，公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施で

きるよう措置する。

災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）の基準に

ついては，「激甚災害指定基準」（昭和37年12月7日・中央防災会議決定）と「局地激甚災害

指定基準」（昭和43年11月22日・中央防災会議決定）の２つがあり，この基準により指定を

○ 公共土木施設災害復旧事業計画

・河川

・砂防設備

・林地荒廃防止施設

・地すべり防止施設

・急傾斜地崩壊防止施設

・道路

・下水道

・公園

○ 農林水産業施設災害復旧事業計画

○ 都市施設災害復旧事業計画

○ 上水道災害復旧事業計画

○ 住宅災害復旧事業計画

○ 空港施設災害復旧事業計画

○ 社会福祉施設災害復旧事業計画

○ 公共医療施設，病院等災害復旧事業計画

○ 学校教育施設災害復旧事業計画

○ 社会教育施設災害復旧事業計画

○ その他災害復旧事業計画
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受ける。

「激甚法」により財政援助等を受ける事業は，次のとおりである。

■激甚法による財政援助

助 成 区 分 財 政 援 助 を 受 け る 事 業 等

公共土木施設

災害復旧事業

等に関する特

別の財政援助

○ 公共土木施設災害復旧事業

○ 公共土木施設災害関連事業

○ 公立学校施設災害復旧事業

○ 公営住宅災害復旧事業

○ 生活保護施設災害復旧事業

○ 児童福祉施設災害復旧事業

○ 老人福祉施設災害復旧事業

○ 身体障害者更正援護施設災害復旧事業

○ 知的障害者更正施設又は知的障害者授産施設災害復旧事業

○ 女性自立支援施設災害復旧事業

○ 感染症指定医療機関災害復旧事業

○ 感染症予防事業

○ 堆積土砂排除事業

○ 湛水排除事業

農林水産業に

関する特別の

助成

○ 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置

○ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例

○ 開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助

○ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する

暫定措置の特例

○ 森林災害復旧事業に対する補助

○ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助

○ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助

中小企業に関

する特別の助

成

○ 中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）による災害関

係保証の特例

○ 小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和31年法律第115

号）による貸付金等の償還期間等の特例

○ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助

○ 中小企業者に対する資金の融通に関する特例

その他の財政

援助及び助成

○ 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助

○ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助

○ 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例

○ 母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）による国の貸

付けの特例

○ 水防資材費の補助の特例

○ り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例

○ 産業労働者住宅建設資金融通の特例

○ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等

○ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）による求職者給付に関

する特例
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第３節 災害復興計画の推進

第１ 災害復興体制の確立

大規模な災害が発生した場合は，市長を本部長とする「災害復興本部」を設置し，「災害

復興基本計画」を策定する。災害復興事業については，復興のための都市づくりをはじめと

し，経済復興や市民生活の再建など，市民生活すべてにわたる分野を対象とする。

第２ 災害復興の推進

災害復興事業のうち都市づくりに関する分野の復興については，平常時から進めるまちづ

くり計画を生かしながら，被害状況を的確に計画・事業に反映することができるよう被害状

況の早期把握に努めるとともに，被害状況や基盤整備状況などの地域特性に応じた復興計画

を策定し，速やかな事業の実現を図る。事業の実施にあたっては，必要に応じて関連諸制度

を活用しながら，良好な市街地の形成と都市機能の更新を図る。
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第１節 災害防止対策の推進

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 水害対策の推進

◇現状と方針

項 目 担 当

第１ 水害対策の推進
土木総務課，土木建設課，都市計画課，上下水道部，

警防課，防災課，他関係各課

第２ 土砂災害対策の推進
土木総務課，土木管理課，土木事業所，公園みどり課，

都市計画課，建築指導課，防災課

第３ ため池の防災対策の推進 農林整備課

第４ 風害対策の推進
土木総務課，建築指導課，防災課，他関係各課，各施

設管理者

第５ 雪害対策の推進 土木総務課，雪対策課，土木事業所，警防課，防災課

第６ 火山災害対策の推進 防災課

住民

○ 災害危険箇所の把握に関すること。自主防災組織等

事業所

本市は，牛朱別川，忠別川及び美瑛川が石狩川に合流する上，下流は神居古潭で狭めら

れているため，洪水の発生しやすい土地である。そのため，牛朱別川の流路切替えや堤防

の構築など，水害を防止する対策が行われている。

しかし，近年，集中豪雨による水害が全国各地で発生し，甚大な被害を引き起こすこと

も少なくない。また，本市においても中小河川の氾濫などが発生している。今後も引き続

き河川改修等の整備を推進し，水害の危険を解消するとともに，都市型水害の発生を抑制

する対策等を推進する。

■治水対策の推進 河川の増水等による洪水や浸水被害を防止又は軽減するため，石狩

川等の一級河川の治水対策を国及び道に要請するとともに，次の対策

を推進する。

○ 普通河川等の改修整備の推進

○ 河川整備の重要性の啓発

■雨水管渠の整備 住宅地区等の排水不良による浸水被害を解消するため，次の対策を

推進する。

○ 雨水管渠の整備
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■上下水道の施設

浸水対策の推進

河川氾濫等の災害時においても一定の機能を確保し，施設被害によ

る社会的影響を最小限にするため，上下水道施設の浸水対策を推進す

る。

■流出抑制対策の

促進

造成地等では舗装等により降雨時に排水路へ雨水が一度に集中し，

浸水被害が発生する危険性があるため，「旭川市雨水流出抑制に関す

る指導要綱」に基づき，公共施設及び大型の民間施設に対し，次の対

策を推進する。

○ 貯留施設や地下浸透設備等の整備及び指導

■水防体制の確立 洪水による被害を軽減するためには，迅速かつ適切な水防活動が必

要であるため，旭川開発建設部，道と連携し，次の対策を推進する。

○ 河川の観測施設及び情報連絡機器の整備

○ 水防資機材の備蓄

○ 水防訓練の実施

■避難に関する情

報伝達体制の整

備

自主防災組織等と連携して避難に関する情報の伝達体制，特に要配

慮者に対応できる伝達体制を整備する。

■避難情報の発令

体制の整備

降雨等により水害の発生又は水害の発生のおそれが認められるこ

とにより避難を要する事態の発生を想定した避難情報の判断・伝達マ

ニュアルを作成し，時期を逸しない避難情報の発令のための情報収

集，分析，判断等の体制を整備する。

■避難情報の伝達

体制の整備

避難情報が発令された場合を想定し，放送機関等を通じた迅速な情

報伝達の体制を整備する。

■警戒区域設定体

制の整備

災害発生時において広範囲の区域で立入りを制限又は禁止する必

要がある場合を想定し，関係機関と連携した警戒区域設定体制を整備

し，防災訓練等により習熟を図る。

■避難体制の周知 水害発生時に住民の避難行動が迅速的確に実施できるよう指定避

難所等の周知及び避難行動について指導・啓発を実施する。特に震災

時の避難行動との違いについて留意する。

○ 洪水ハザードマップ等の周知

○ 災害リスクととるべき行動の理解促進

○ 避難訓練等の実施

○ 地域ごとの避難計画の策定指導

○ 水害に係る避難誘導標識等の検討

○ 危険箇所等の周知

■自主防災組織等

による避難体制

の整備推進

自主防災組織等は，避難を要する事態を想定して，避難行動要支援

者等に留意した避難体制を整備する。

特に浸水によって徒歩での避難が困難と予想される地域にあって

は，想定される浸水深より高い床面の鉄筋コンクリート造等の建物管

理者等との話し合いを通じて，付近住民が一時的に避難できる体制を

整備する必要がある。また，市は，その様な地域における自主防災組

織等の要望を聞き，浸水想定区域の指定緊急避難場所（屋内施設）の

整備を図る。
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第２ 土砂災害対策の推進

◇現状と方針

第３ ため池の防災対策の推進

◇現状と方針

■施設避難体制の

整備推進

浸水想定区域内の地下施設，主として高齢者等の要配慮者が利用す

る施設等に対して，洪水時に利用者が円滑かつ迅速な避難ができるよ

う，避難確保計画の作成，訓練の実施等，避難体制の整備推進を図る。

■施設浸水防止体

制の整備推進

浸水想定区域内の地下施設，大規模工場等に対して，洪水時に施設

内への浸水を防止できるよう，浸水防止計画の作成，訓練の実施等，

浸水防止体制の整備推進を図る。

■自衛水防組織の

設置推進

浸水想定区域内の地下街，主として高齢者等の要配慮者が利用する

施設，大規模工場等に対して，自主的な水防の取組を促進するため，

自衛水防組織の設置推進を図る。

■移送体制の整備 山間部等において道路寸断等により孤立するおそれのある地域に

ついて，応援要請を含め，住民を緊急的に移送する体制を整備する。

市内には，法指定の急傾斜地崩壊危険区域，土砂災害警戒区域等が多数指定されている

ため，住民の避難体制を整備する。

■警戒避難体制の

整備

危険区域の住民に対して，土砂災害の危険性を周知し，降雨時の警

戒避難体制を確立する。また，土砂災害警戒区域等の指定区域は，警

戒区域ごとの警戒避難体制を整備し，道と連携して次の対策を推進す

る。

○ パンフレット，土砂災害ハザードマップ等による危険区域等の

周知

○ 土砂災害ハザードマップによる警戒と避難に関する周知

○ 危険箇所等への標識等の設置

○ 危険箇所等の点検パトロール

○ 要配慮者が利用する施設及び住民への情報伝達，避難体制の整

備及び確立支援

○ 土砂災害特別警戒区域内の住宅等の新規立地の制限，既存住宅

の移転促進等の対策の推進

■災害防止工事の

促進

災害の危険性のある箇所は，災害の未然防止のために，旭川開発建

設部，道に対して次の対策を要請する。

○ 急傾斜地崩壊防止工事，砂防工事等の促進

市内及び隣接する町にあるため池のうち４か所について，北海道により一定規模以上又
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第４ 風害対策の推進

◇現状と方針

第５ 雪害対策の推進

◇現状と方針

は決壊時に甚大な影響を与えるおそれがある「防災重点ため池」として指定された。

このため，ため池の決壊などによる災害を防止する対策を推進する。

■非常時における

緊急体制の整備

防災重点ため池について，降雨時における住民に対する災害の危険

性の周知をはじめ，関係機関と連携し，次の対策を推進する。

○ ため池ハザードマップによる浸水想定区域の周知

○ ため池ハザードマップによる警戒と避難に関する周知

○ 防災重点ため池の点検パトロール

○ 関係機関との連絡体制の整備

近年，全国各地で突風により，人的被害及び住家被害が多数発生していることから，人

的被害及び家屋，公共施設，農作物等の被害を予防するため，市民の防災意識の高揚を図

るとともに，状況に応じて施設管理者に対して，看板やアンテナ等の固定など強風による

落下防止対策等の徹底を図る。

■応急対策の充実 物資，資機材，人員等災害時の対応を応援する体制を充実する。

○ 民間業者，団体等と応援協定の締結

○ 協定締結先との運用方法等の連携強化

■防災意識の高揚 風による人的被害，家屋その他建築物の倒壊，農作物などの被害を

防止するため次の対策を推進する。

○ 防災講習等を通じた普及啓発

○ 報道機関等を通じた広報

本市は，日本でも有数の積雪寒冷地であり，積雪により市民生活はかなり制約を受ける。

そこで，安全で円滑な交通を確保し，市民生活や産業活動を支えるため雪対策を推進する。

■雪に強いまちづ

くり

子供から高齢者まで市民全てが快適に安心して生活できるように

雪に強いまちづくりを推進する。

○ 雪堆積スペースや歩行者空間の確保など雪に強い住環境の整

備を推進

○ 本市の気候特性に適した住宅の普及推進

○ 自力での屋根雪処理が不可能な世帯に対してボランティアの

協力体制の推進

○ 雪に強い道路構造を確保するための対策の推進

■雪処理施設の確 大雪時にも円滑な雪処理を実施するために，次の対策を推進する。
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第６ 火山災害対策の推進

◇現状と方針

【参考】

災害危険箇所一覧

災害危険箇所（法令指定地）における情報伝達及び避難体制等

避難施設と要配慮者利用施設等を結ぶ避難路候補一覧

保 ○ 恒久的な雪処理施設の整備・更新

○ 流雪溝・消流雪用水導入事業の推進

○ 河川敷地等を利用した雪堆積場の確保

■雪害・融雪対策

の充実

災害時に迅速かつ適切な応急対策を実施できるよう北海道雪害対

策実施要綱に準じ，また，「旭川市雪対策基本計画」に基づき，次の

対策を推進する。

○ 雪害時における消防体制の強化充実

○ 暴風雪・地吹雪対応マニュアルに基づく対応の充実

○ 安定した除排雪体制の確保

○ 市民協働による地域除雪活動の充実

○ 除雪弱者への支援制度の充実

○ 地域総合除雪体制の充実

○ 市民や関係機関との情報共有体制の構築

■積雪・寒冷対策

の充実

積雪・寒冷期において災害が発生した場合，他の季節に発生する災

害に比べて被害の拡大や避難所，避難路等の確保に支障が生じること

から，次の対策を推進する。

○ 道路交通及び航空輸送の確保

○ 孤立地区におけるヘリコプター離発着場の確保

○ 指定避難所における暖房対策の推進

○ 応急対策マニュアルの作成

本市域においては，火山噴火現象により人命に影響を及ぼす危険性はないと考えられる

が，風向きによっては，降灰が及ぶ危険性があるため，火山観測の実施及び市民に対する

知識の普及啓発を図る。

■火山観測 旭川地方気象台は，十勝岳及び大雪山について，地震計，遠方カメ

ラ等を用い，震動，地殻変動等について観測する。

■防災知識の普及

啓発

旭川地方気象台と連携し，火山に関する知識や火山噴火の特性な

ど，火山防災に関する知識の普及啓発を図る。

○ リーフレットの配布
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第２節 災害に強い組織・人の形成

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 防災体制の整備

◇現状と方針

項 目 担 当

第１ 防災体制の整備 防災課，各施設，保育所等，幼稚園，学校

第２ 自主防災活動の推進 防災課，予防指導課，市民安心課

第３ 防災訓練の実施 各部

第４ 防災知識の普及 各部

住民
○ 防災意識の向上に関すること。

○ 地域の自主防災活動への参加に関すること。

自主防災組織等 ○ 地域の自主防災活動の実施に関すること。

事業所等

○ 防災組織の編成，防災訓練等の実施に関すること。

○ 職員，従業員等への防災知識の普及に関すること。

○ 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定及びマニュアルの作成に関すること。

○ 保育所等，幼稚園及び学校と保護者を含めた防災体制の整備に関す

ること。

災害発生時に迅速な対策を実施するためには，市や学校等の防災体制づくりが必要であ

る。

今後も，都市環境の変化に応じて，市や学校等の防災体制を見直し，引き続き防災関係

機関との連携を図る。

■市及び市施設の

防災体制の整備

災害発生時に市及び市施設は，迅速かつ適切な防災活動ができるよう

に，次の対策を推進する。

○ 市組織の改編に伴う事務分掌等の見直し

○ 災害時優先業務の絞り込み，役割の分担等，防災体制の構築

○ 各職員の役割，行動等の周知徹底

○ 業務継続計画，災害時受援計画の見直し

○ 各応急対策マニュアル及び防災行動計画（タイムライン）の作成

○ 災害予防対策の推進

■保育所等，幼稚

園及び学校の防

災体制の整備

災害発生時に保育所等（認可外保育施設を含む。以下同じ。），幼稚

園及び学校は，園児，児童及び生徒の安全を確保し，迅速かつ適切な行

動がとれるよう災害時の行動をあらかじめ定め，教職員，園児，児童，

生徒，保護者等への周知徹底を行う。

○ 職員の任務分担，参集方法，保護者との連絡方法，緊急通学路の

設定など防災に関する計画の作成

○ 教職員，園児，児童，生徒，保護者等に対する計画の周知徹底
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第２ 自主防災活動の推進

◇現状と方針

■防災関係機関と

の連携

本市に係る防災に関する方針や各機関との連携を図るため，次の対策

を推進する。

○ 防災会議の定期的開催

○ 市と他機関との連携についての協議

○ 防災講習会等における協力（水害･土砂災害・防災気象情報に関

する専門家の派遣等）

地域における防災は，市民の一人ひとりが，自分の住む地域は自分が守るとの観点から，

共助としての地域住民，自主防災組織，事業所等の役割を明確にし，それぞれ自主防災活

動を行うことが必要である。本市では，町内会等による自主防災組織の結成を推進し各種

支援を行っている。また，各事業所では，自衛消防隊を組織するなどして，消防関係法令

に基づく防火管理体制を確立している。

今後も，自主防災組織の結成及び活動を推進し，地域住民が一致団結して，消防団と連

携を行い，初期消火活動や救出・救護活動をはじめ，高齢者や障害者等の要配慮者の避難

誘導等の防災活動が効果的に行われるよう協力体制の確立を図り，自衛消防隊の設置を要

する事業所等において，消防関係法令の周知徹底，防災要員等の資質の向上，その他の事

業所において，自主的な防災組織の設置・育成など，防災体制の整備・強化に努める。

また，水防法に基づく浸水想定区域内の要配慮者利用施設，大規模工場等における自主

的な避難確保・浸水防止の取組のほか，自衛水防組織を設置した場合の支援を行う。

■自主防災組織結

成の促進

自主防災組織が結成できるよう次の対策を推進する。

○ 町内会等への自主防災組織結成の働きかけ

○ 自主防災活動への女性参加の推進

■自主防災組織の

育成

自主防災組織の活動が効果的に行われるように，次の対策を推進す

る。

○ 防災指導員講習等の開催による自主防災組織のリーダーの養

成

○ 防災訓練，防災研修会等の実施の促進及び指導

○ 各地区の危険情報等の提供

○ 防災モデル地区の指定

■自主防災組織へ

の支援

災害時及び訓練で使用するため，次のような資機材等に関する支援

を推進する。

○ 防災井戸及び防災資機材の保守並びに点検

○ 防災指導員の育成

■事業継続計画

（ＢＣＰ）等の

策定

各事業所は，災害による被害を軽減するため，事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）を策定する。

また，災害発生時に職員が迅速かつ適切に行動できるよう，行動マ

ニュアルを作成する。

旭川商工会議所及びあさひかわ商工会は，中小企業等による事業継
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第３ 防災訓練の実施

◇現状と方針

続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進するた

め，本市と連携して，事業継続力強化支援計画の策定に努めるものと

する。

災害時に適切な行動をとるためには，平常時の訓練の積み重ねによって実践的な行動力

を身に付けることが必要である。

本市では，防災訓練を通じて技能の向上を図ってきたが，今後も大規模災害の発生等，

様々な条件を想定して，防災関係機関，自主防災組織，ボランティア，要配慮者を含めた

地域住民等と連携した地域特性，災害リスクに応じた効果的な防災訓練を実施する。

■総合防災訓練の

実施

市，自衛隊，警察，各ライフライン機関，市民等が参加する総合防

災訓練を実施する。

○ 大規模災害を想定した防災訓練

■個別防災訓練の

実施

総合防災訓練を補完するため，次の個別訓練を実施する。

○ 水防訓練

○ 消防訓練

○ 救助訓練

○ 情報通信訓練

○ 職員非常参集訓練

○ 防災図上訓練

○ 各部局別の訓練

○ 避難訓練（市立旭川病院等の市有施設，要配慮者利用施設等）

■保育園・学校等

の防災訓練

保育所等や幼稚園及び学校は，災害発生時に適切な行動がとれるよ

う実践的な防災訓練を実施する。特に，水害・土砂災害のリスクがあ

る保育所等や幼稚園及び学校においては，避難確保計画に基づき避難

訓練・防災教育を実施する。

市は，保育所等や幼稚園及び学校において地域の災害リスクに基づ

いた定期的な防災訓練を，様々な条件に配慮し，きめ細かく実施又は

行うよう指導し，災害時の避難行動，基本的な防災用資機材の操作方

法等の習熟を図るものとする。

■防災訓練の主な

内容

防災訓練の内容は，次のとおりである。

○ 情報収集・伝達訓練 ○ 広報訓練

○ 災害対策本部運営訓練 ○ 火災防御訓練

○ 緊急輸送訓練 ○ ライフライン復旧訓練

○ ガス漏えい事故処理訓練 ○ 避難訓練

○ 救出・救護訓練 ○ 交通規制訓練

○ 炊き出し・給水訓練 ○ 水防訓練

○ 避難所運営訓練
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第４ 防災知識の普及

◇現状と方針

災害時に適切な行動をとるためには，あらかじめ災害知識，災害時の行動基準や関係機

関との連携について習熟しておくことが重要である。本市では，これまでに市の広報紙等

を通じて防災知識の普及を図ってきた。今後も，洪水ハザードマップ等により居住する地

域の災害リスクや住宅の条件等を考慮した上でとるべき行動や適切な避難先を判断できる

よう周知に努めるとともに，安全な場所にいる人まで避難所等に行く必要がないこと，避

難先として安全な親戚・知人宅等も選択肢としてあること，警戒レベル４で「危険な場所

から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解促進に努めるなど，あらゆ

る機会を通じて，防災知識の普及を図る。

また，防災知識の普及に当たっては，要配慮者に十分配慮し，地域において避難行動要

支援者を支援する体制が確立されるように努め，被災時の男女のニーズの違いなど男女双

方の視点に十分配慮し，地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災知識の

普及啓発を推進する。

■防災広報の推進 市民，事業所等に防災知識を普及するために，防災広報を推進す

る。広報の内容は次のとおりである。

○ 風水害，雪害及び火山災害対策に対する心得並びに一般知識

○ ３日分以上の備蓄，医薬品，ペット用品等の準備

○ 災害情報の正確な入手方法

○ 救出・救護に関する事項

○ 避難情報の意味と内容の周知

○ 避難場所，避難路，避難方法等避難対策に関する事項

○ 避難行動要支援者への配慮事項等

また，広報手段は次のとおりである。

○ テレビ，ラジオ，新聞，インターネット，ＳＮＳ等の利用

○ 広報紙及び広報車両の利用

○ 映画，ビデオ等による普及

○ パンフレット等の作成及び配布

○ 講習会，講演会等の開催及び訓練の実施

■職員研修の推進 危機管理体制の理解と行動力を高めるため，職員に対し，次のよ

うな研修を実施する。

○ 職員研修の実施等による，防災知識の普及啓発

○ 各職場における業務マニュアル等の習熟

■防災気象情報の知

識の普及啓発

旭川地方気象台と協力し，防災気象情報の内容や利用心得につい

て普及啓発に努める。

○ 予報，特別警報・警報・注意報，その他の気象情報の内容

■避難行動要支援者

の避難支援の普及

啓発

地域において避難行動要支援者を支援する体制が確立されるよ

う，避難行動要支援者の避難支援について普及啓発する。

また，防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支

援センター・ケアマネジャー）の連携により，高齢者の避難行動に
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【参考】

（旭川市締結協定）

災害時における地図製品等の供給等に関する協定

対する理解の促進を図る。

○ 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の普及啓

発

■普及啓発の時期と

手段

防災の日，防災週間，水防月間，土砂災害防止月間，防災とボラ

ンティアの日，防災とボランティア週間等に普及内容により最も効

果のある時期を選び，次のような手段で防災知識の普及を図る。

○ 防災用品等の展示

○ 写真パネル展

○ 防災研修会

■過去の災害教訓の

伝承

市民の防災意識の向上を図るため，災害に関する資料の収集及び

公開，講演会等の実施等により，過去の大規模災害の教訓を後世に

伝承する。
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第３節 消防力の向上

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 消防体制の整備

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第４節 第１「消防体制の整備」に準拠する。

第２ 救急救助体制の整備

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第４節 第２「救急救助体制の整備」に準拠する。

項 目 担 当

第１ 消防体制の整備 消防本部，土木部，上下水道部

第２ 救急救助体制の整備 消防本部

第３ 火災の予防 消防本部

住民

○ 応急手当・救護の講習に関すること。

○ 家庭の出火防止に関すること。

○ 防火クラブへの参加に関すること。

自主防災組織等 ○ 地域の初期消火訓練，応急手当・救護の講習に関すること。

事業所

○ 事業所の出火防止に関すること。

○ 事業所の初期消火訓練に関すること。

○ 応急手当・救護の講習に関すること。

災害発生時には，同時に多くの被災地で救助・消火活動が必要となる。本市では，市街

地の拡大にあわせて，消防署の新設や消防車両等の充実を図ってきた。

今後も，地域の実情に応じて，消防資機材及び水利の整備や消防団の活性化等，消防力

の強化を推進する。

救急体制の充実は，災害時だけでなく日常の事故や病気等に対しても重要なことである。

本市では，救急需要に併せて資機材の整備など救急体制の整備を図ってきた。

今後は，救急救助業務の高度化，あるいは大規模・特殊災害に対応するため，高度な技

術・資機材を有する救助隊の整備を推進する。
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第３ 火災の予防

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第４節 第３「火災の予防」に準拠する。

災害による出火防止や被害の軽減を図るためには，市民一人ひとりが防火に対する知識

を持つとともに，特に事業所においては，消防用設備等の維持管理，防火・防災管理体制

を強化することが重要である。

本市では，消防法等に基づきこれらの対策を推進してきた。今後も，市民の防火意識の

高揚を図るとともに，事業所における防火管理体制の充実強化を図る。
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第４節 避難環境の整備

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の整備

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第５節 第１「指定緊急避難場所及び指定避難所の整備」

に準拠する。

第２ 避難体制の整備

◇現状と方針

項 目 担 当

第１ 指定緊急避難場所及び指定避

難所の整備
防災課

第２ 避難体制の整備
防災課，予防指導課，市民安心課，消防署，保健所，

他関係各課

住民
○ 避難場所，避難所及び避難経路の把握に関すること。

○ 避難訓練への参加に関すること。

自主防災組織等

○ 避難場所，避難所及び避難経路の把握に関すること。

○ 避難計画の作成に関すること。

○ 避難訓練に関すること。

事業所

○ 避難場所，避難所及び避難経路の把握に関すること。

○ 避難計画の作成に関すること。

○ 避難訓練に関すること。

本市では，災害時の指定緊急避難場所及び指定避難所（以下「避難場所等」という。）

として，大規模な公園，小中学校，高等学校等を避難場所等に指定している。災害時には，

一時に多数の避難者が集中するため，また，長期にわたる避難生活が必要になるおそれが

あるため，災害の状況や地域の実情にあわせた対応が必要となる。今後も適正な避難場所

等の確保，整備及び周知に努める。

災害時に迅速かつ安全に避難するためには，地域や事業所ごとに避難誘導体制や避難経

路等をあらかじめ定めておくことが重要である。

本市では，今後も自主防災組織，町内会，事業所等が行う自主防災活動への指導や助言

を通じ，市民や事業所が中心となった避難体制の確立を促進する。
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対策の内容は，震災対策編 第１章 第５節 第２「避難体制の整備」に準拠する。

【参考】

指定避難所等一覧

（旭川市締結協定）

避難場所広告付看板に関する協定

浸水・誘導標識設置協定
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第５節 応急対策のための環境整備

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 情報収集・伝達手段の整備

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第６節 第１「情報収集・伝達手段の整備」に準拠する。

第２ 応急医療体制の整備

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第６節 第２「応急医療体制の整備」に準拠する。

項 目 担 当

第１ 情報収集・伝達手段の整備 防災課，指令課，情報政策課

第２ 応急医療体制の整備
市立旭川病院事務局，保健総務課，警防課，

防災課

第３ 緊急輸送体制の整備 防災課

第４ 給水体制の整備 上下水道部

第５ 物資供給体制の整備 経済部

第６ 備蓄体制の整備 防災課

第７ 応援体制の整備 防災課

第８ 宅地対策の整備 都市計画課

第９ 災害ボランティア活動の環境整備 地域活動推進課，福祉保険課

第10 文教対策の整備 学校教育部

住民
○ 情報収集手段の把握に関すること。

○ 家庭内備蓄に関すること。

自主防災組織等 ○ 情報収集手段の把握に関すること。

事業所
○ 情報収集手段の把握に関すること。

○ 事業所内備蓄に関すること。

大規模な災害が発生したときは，被害情報，道路の情報，避難の状況等を迅速に把握し，

分析することによって的確かつ素早い対応が可能である。本市においては，防災行政無線

による関係機関とのネットワークや通信衛星を利用した無線ネットワークを導入してお

り，今後も，情報通信網を充実させる。

災害時には同時に多数の負傷者が発生するため，通常の医療体制では対応が困難となる。

また，災害後にはストレス等による精神医療等も必要となる。

本市では，医師会及び歯科医師会との連携により，災害時の医療体制の確立を推進する。
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第３ 緊急輸送体制の整備

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第６節 第３「緊急輸送体制の整備」に準拠する。

第４ 給水体制の整備

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第６節 第４「給水体制の整備」に準拠する。

第５ 物資供給体制の整備

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第６節 第５「物資供給体制の整備」に準拠する。

第６ 備蓄体制の整備

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第６節 第６「備蓄体制の整備」に準拠する。

災害時には，食料，生活必需品，資機材等を緊急に輸送する必要がある。

本市では，輸送業者との応援協定を締結し，災害時における緊急輸送体制を確立してい

るが，更に迅速な輸送の確保に向け体制の整備を図る。

災害により水道施設が被災した場合は，復旧までに飲料水・生活用水等の給水活動が必

要となる。

本市では，給水活動に備えて，給水車や給水資機材の備蓄を進め，さらに，これら資機

材の確保等給水体制の整備を推進する。

災害発生時には，流通経済が停止するために物資の入手が困難な被災者に，食料，生活

必需品等を供給する必要がある。

本市では，これに備えて必要な物資の備蓄に努めるほか，大手スーパー等との協定締結

による流通備蓄の活用など，今後も必要に応じた体制整備を推進する。

また，地域内の備蓄物資や物資拠点について物資調達・輸送調整等支援システムにあら

かじめ登録し，供給事業者の保有量と併せ，備蓄量等の把握に努める。

災害対策基本法では，住民等の責務として，食品，飲料水その他の生活必需物資の備蓄，

その他の自ら災害に備えるための手段を講ずること定めている。

本市では，旭川市備蓄計画に基づき，各家庭や事業所における備蓄を推進するとともに，

災害発生直後におけるり災者への供給を目的とした公的備蓄を計画的に進める。
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第７ 応援体制の整備

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第６節 第７「応援体制の整備」に準拠する。

第８ 宅地対策の整備

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第６節 第９「宅地対策の整備」に準拠する。

第９ 災害ボランティア活動の環境整備

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第６節 第 10「災害ボランティア活動の環境整備」に

準拠する。

第 10 文教対策の整備

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第６節 第 11「文教対策の整備」に準拠する。

大規模災害が発生した場合，市単独での対応は困難であり，各業者，道あるいは全国か

らの応援を必要とする。

本市では，民間業者，団体，道，道内全市町村・中核市等と応援協定を締結している。

今後も必要に応じ応援協定を締結し，応援体制の充実を図る。

大雨により，宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に，被害の発生状況を迅速かつ的

確に把握し，二次災害を軽減及び防止して市民の安全を確保することが必要である。

そのため，本市では道と連携して被災宅地危険度判定を実施し，宅地対策を推進する。

本市では，災害時のボランティアの活動支援体制づくりを推進するため，社会福祉協議

会や市内ボランティア団体との協力体制を整備する。

災害時には学校施設の被災等により児童，生徒等の安全確保，教育活動の確保等が文教

対策で必要となる。このため，学校管理者等は防災上必要な体制の整備及び児童，生徒等

の安全確保を推進する。
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第６節 要配慮者対策のための環境整備

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 要配慮者への街づくり対策

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第７節 第１「要配慮者への街づくり対策」に準拠する。

第２ 在宅の避難行動要支援者への対策

◇現状と方針

項 目 担 当

第１ 要配慮者への街づくり対策 福祉保険部，土木建設課，公共建築課

第２ 在宅の避難行動要支援者への

対策

福祉保険課，長寿社会課，介護保険課，障害福祉課，

地域活動推進課，健康推進課，子育て助成課，おや

こ応援課，市民安心課

第３ 要配慮者利用施設の対策
福祉保険課，障害福祉課，長寿社会課，介護保険課，

予防指導課，他関係各課

第４ 外国人への対策 都市交流課

第５ 観光客への対策 観光課

住民 ○ 要配慮者の把握及び避難行動要支援者の避難支援に関すること。

自主防災組織等
○ 要配慮者の把握及び避難行動要支援者の避難支援体制の整備に関

すること。

事業所 ○ 観光客対策に関すること。（観光事業者，交通機関等）

災害時に障害者，高齢者等の要配慮者が円滑な避難行動や避難所生活をするには，ふだ

んから要配慮者の行動を視野に入れた施設整備をすることが必要である。

本市では，引き続き要配慮者にとって行動の障害となるものをなくすよう努め，要配慮

者にやさしい環境づくりを推進する。

災害時には，避難行動や避難所生活，あるいは災害後の混乱のなかでの在宅ケアなど避

難行動要支援者に対する支援が必要である。

本市では，在宅の避難行動要支援者の避難支援等を行うため，避難支援等関係者となる

消防機関，警察，自衛隊，地域住民が自主的に結成する自主防災組織や町内会等の住民組

織，社会福祉協議会，民生委員児童委員連絡協議会，その他（福祉事業者，障害者団体等）

適当と認めるものに対して避難行動要支援者名簿を提供する。
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対策の内容は，震災対策編 第１章 第７節 第２「在宅の避難行動要支援者への対策」に準

拠する。

第３ 要配慮者利用施設の対策

◇現状と方針

■要配慮者利用施設とは

また，避難支援等関係者と連携し，個々の避難行動要支援者ごとの個別避難計画の作成

に努める。

避難行動要支援者名簿の管理については，庁舎等の被災等の事態が生じた場合において

も要配慮者の安全の確保等に支障が生じないよう，電子媒体での管理に加え，紙媒体でも

最新の情報を保管するよう努める。

災害時には，在宅の避難行動要支援者だけでなく，要配慮者利用施設の利用者の安全確

保と生活支援も必要である。

本市では，今後も各施設で防災計画を作成し，災害時の防災対策を整備するよう指導す

る。

■災害時の防災計画の

策定

各施設において，水防法による要配慮者施設避難確保計画な

どの避難活動や生活物資の確保などを定めた防災計画を策定

する。

■災害時の生活確保 各施設において，電気・水道等の供給停止に備えて，施設入

所者が最低限度に生活維持に必要な食料，飲料水，医薬品等の

備蓄に努めるとともに，施設の機能の応急復旧等に必要な防災

資機材の整備に努める。特に，病院，要配慮者に関わる社会福

祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は，発災後72時間の

事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるもの

とする。

■浸水想定区域内の要

配慮者利用施設への

情報伝達

各施設の利用者が，円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよ

う，洪水予報等及び避難に関する情報等を電話，ＦＡＸなどに

より施設管理者等に伝達する体制を整備する。

■土砂災害警戒区域等

内の要配慮者利用施

設への情報伝達

各施設の利用者が，円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよ

う，洪水予報等及び避難に関する情報等を電話，ＦＡＸなどに

より施設管理者等に伝達する体制を整備する。

高齢者施設（介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム），介護老人保健施設，介護療養

型医療施設，認知症対応型共同生活介護（グループホーム），地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム），養護老人ホーム，軽費老人ホ

ーム，生活支援ハウス，サービス付き高齢者向け住宅，高齢者共同住宅（グループハ

ウス等）），障害児（者）施設（障害福祉サービス等事業所，地域活動支援センター，
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なお，本計画で定める要配慮者利用施設の名称，住所，伝達手段等については，資料編

に定める。

第４ 外国人への対策

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第７節 第４「外国人への対策」に準拠する。

第５ 観光客への対策

◇現状と方針

対策の内容は，震災対策編 第１章 第７節 第５「観光客への対策」に準拠する。

【参考】

災害危険箇所（法令指定地）における情報伝達及び避難体制等

災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧

避難施設と要配慮者利用施設等を結ぶ避難路候補一覧

障害児通所支援等事業所（障害児入所施設），日中一時支援事業所，視覚障害者情報提

供施設），保育所（認可保育所，認定こども園，地域型保育事業所，私立認可外保育

施設，事業所内保育施設，地域保育所），放課後児童クラブ，幼稚園，小学校，中学

校，特別支援学校（盲学校，聾学校，養護学校）病院，診療所（有床に限る。）及び

助産所など

日本語の理解が十分でない外国人は，災害時の対応や避難生活などに大きなハンディキ

ャップを持っている。本市では，このような外国人を要配慮者と位置付け，外国人への防

災対策を推進する。

本市には，観光施設や空港があり，道内外から多くの観光客や来訪者が訪れる。そのた

め，市は，観光事業者，交通機関等と連携し，観光客への防災対策を推進する。



第２章 災害応急対策計画
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第１節 災害応急体制の確立

■対策の体系

第１ 災害応急体制の確立

本市の災害応急体制は，次のとおりである。

■市の防災体制

項 目 担 当

第１ 災害応急体制の確立 防災課，各部

第２ 準備体制 防災課，各部

第３ 災害警戒配

備体制

１ 災害警戒配備体制

防災課，各部
２ 災害警戒配備体制の解除

３ 災害対策本部体制への移

行

第４ 災害対策本

部体制

１ 市災対本部の設置
防災班，交通防犯班，要員支援班，

各部
２ 市災対本部の運営

３ 市災対本部の廃止

第５ 参集・配備
１ 参集場所

防災班，要員支援班，各部
２ 参集指示

第６ 事務分掌 各部

体制 配備基準 内容 配備人員

災害警戒

配備体制

○ 次の状況において，災害の発生する

おそれがあるため警戒が必要なとき。

・大雨警報が発表され，かつ，洪水警

報が発表された場合

・土砂災害警戒情報が発表された場合

・暴風警報・暴風雪警報・大雪警報が

発表された場合

○ 次の状況において，限定的な災害対

策を必要とするとき。

・市域の一部に極小規模の災害が発生

し，又は発生するおそれがある場合

・大規模な火災・爆発・事故が発生し

た場合

○ その他市長が必要と認めたとき。

気象の状況により災

害の発生のおそれが

ある場合又は限定的

な災害対策を必要と

する場合の体制

この体制を

必要とする

部局での配

備又は災害

対策本部に

準じた配備

災
害
対
策
本
部

体
制

第１

非常

配備

○ 次の状況において，総合的な災害対

策を必要とするとき，又は市長が必要

と認めたとき。

・市域で局地的な災害が発生し，又は

発生するおそれが大きい場合

災害への応急対策又

は危険箇所の警戒等

のため，各関係部局

の必要人員をもって

活動に当たり，状況

災害対策本

部関係部職

員のおおむ

ね３分の１

の人員
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第２ 情報収集

気象情報等の災害に関する情報が発表された場合，各部局は状況に応じ，情報収集等の必

要な措置を行い，次の体制に備える。

第３ 災害警戒配備体制

災害に関する情報を収集し，災害の発生に対処するために，旭川市災害警戒配備要綱に基

づき災害警戒配備体制をとる。

１ 災害警戒配備体制

(1) 配備決定及び配備基準

市長は，警戒活動をする必要があると認められる場合，災害警戒配備体制をとることを

決定し，防災安全部長に通知する。

配備基準は次のとおりである。

体制 配備基準 内容 配備人員

・大規模な火災・爆発・事故が発生し，

被害が拡大するおそれがある場合

によって第２非常配

備に移行できる体制

第２

非常

配備

○ 次の状況において，総合的な災害対

策を必要とするとき，又は市長（本部

長）が必要と認めたとき。

・市域の数地区で相当規模の災害が発

生し，又は発生するおそれが大きい

場合

・極めて大規模な火災・爆発・事故が

発生した場合

第１非常配備の体制

を強化し，円滑に応

急対策活動に当た

り，状況によって第

３非常配備に移行で

きる体制

災害対策本

部関係部職

員のおおむ

ね３分の２

の人員

第３

非常

配備

○ 次の状況において，総合的な災害対

策を必要とするとき，又は市長（本部

長）が必要と認めたとき。

・市域の全域に被害をもたらす災害が

発生し，又は発生するおそれが大き

い場合

市の組織及び機能の

全てを挙げて応急対

策活動に対処する体

制

災害対策本

部関係部職

員の全員
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■災害警戒配備体制の配備基準

(2) 配備の連絡

防災安全部長は，災害の状況に応じ必要な部局へ災害警戒配備体制をとるよう通知する。

■配備の伝達経路

(3) 活動内容等

災害警戒配備体制は，準備体制から引き続き，災害危険拡大等の情報収集及び連絡を行

うとともに，限定的な災害活動等の活動を行う。主な活動は，おおむね次のとおりである。

■災害警戒配備体制の活動

２ 災害警戒配備体制の解除

市長は，災害のおそれが解消したとき，あるいは事態が収束したときは，災害警戒配備

体制を解除する。

３ 災害対策本部体制への移行

市長は，被害が拡大し，又は拡大のおそれがある場合で，総合的な災害対策を必要とす

るときは，市災対本部を設置し，災害対策本部体制へ移行する。

気象情報等

市 長

副市長

各部局

情報収集

通知，指示

防災安全部長

○ 次の状況において，災害の発生するおそれがあるため警戒が必要なとき。

・大雨警報が発表され，かつ，洪水警報が発表された場合

・土砂災害警戒情報が発表された場合

・暴風警報，暴風雪警報，大雪警報が発表された場合

○ 次の状況において，限定的な災害対策を必要とするとき。

・市域の一部に極小規模の災害が発生し，又は発生するおそれがある場合

・大規模な火災・爆発・事故が発生した場合

○ その他市長が必要と認めたとき。

○ 災害情報等の収集・伝達 ○ 河川，急傾斜地等の警戒，監視

○ 小規模な災害への応急対策活動 ○ 住民等への情報の伝達

○ 各部局所管施設の状況把握 ○ 関係機関等との連絡調整

○ 避難所の開設
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第４ 災害対策本部体制

市長は，市域に災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，災害対策基本法第23条の

２に基づき，市災対本部を設置する。

１ 市災対本部の設置

(1) 設置基準

市長は，次の基準によって必要と認められる場合，市災対本部を設置する。

■市災対本部の設置基準

(2) 市災対本部設置

ア 市災対本部は市役所内に置く。

本部室は市役所総合庁舎に設置する。ただし，これにより難いと本部長が認めた場合

は，本部長が適当と認めた場所に設置する。

イ 市災対本部を設置したときは，市役所総合庁舎正面玄関又は本部室を設置した建物正

面玄関及び本部室前に「旭川市災害対策本部」等の標識を掲示する。

(3) 現地災害対策本部

被災地において応急活動拠点を設置する必要が生じたときは，被災地の近くに現地対策

本部（以下「現地本部」という。）を設置する。

また，道及び関係機関との協議により，道が定める合同本部設置要綱に基づいた，災害

対策現地合同本部が設置された場合，人員，機材等の派遣応援を行う。

(4) 市災対本部設置の通知

防災安全部長は，市災対本部を設置した場合，各部長及び防災関係機関にその旨を通知

する。

２ 市災対本部の運営

(1) 組織

市災対本部の組織及び役割は，次のとおりである。

■市災対本部の組織

次の区分の状況において，総合的な災害対策を必要とするとき，又は市長が

必要と認めたとき。

○ 市域で局地的な災害が発生し，又は発生するおそれが大きい場合

○ 大規模な火災・爆発・事故が発生し，被害が拡大するおそれがある場合

本部長 市 長
本部の事務を総理し，所属の職員を指揮監督

する。

副本部長 副市長
本部長を補佐し，本部長に事故あるときは，

その職務を代理する。
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(2) 本部長の職務の代理

市災対本部の指揮など，災害応急対策に係る本部長の権限に関して，本部長に事故等が

あり判断を仰ぐことができない場合は，次の順に職務を代理する。

■本部長の職務の代理

(3) 本部会議

ア 本部会議は，本部長が開催し，災害応急対策の基本方針等を協議，決定するとともに，

各部の調整・連絡を行う。

イ 本部会議は，災害等の状況等により，一部の構成員をもって開くことができる。

ウ 本部会議構成員は，会議の招集の必要がある場合，総括部長を通じ本部長に要請する。

■本部会議の概要

(4) 本部連絡員

本部長が指定する班は，本部連絡員を本部室に派遣する。本部連絡員は，本部室に常駐

し，情報の収集・伝達，資料の収集等を行う。

(5) 防災関係機関連絡室

市災対本部と防災関係機関との連携を図るため，市災対本部に防災関係機関連絡室を設

置する。防災関係機関からは，連絡員を派遣するよう要請する。

(6) 長期化への配慮

災害対応の長期化に備え，ローテーションを組んで対応に当たる等，災害対応へ従事す

本部員

常勤監査委員，教育長，

水道事業管理者，病院

事業管理者，部長職※，

会計管理者

本部会議を構成し，災害対策の方針等を決定

するとともに，所管の部の事務に従事する。

※部長職・・・旭川市庁議規則第３条第５号

及び第６号の職にある者

班 長 市長が指名する課長職 本部員の命を受け，班の事務を処理する。

班に属すべ

き職員
市長が指名する職員 上司の命を受け，災害対策事務に従事する。

第１位 副本部長（防災安全部の事務を担当する副市長）

第２位 副本部長（他の副市長）

第３位 総括部長（防災安全部長）

第４位 総務部長

構 成 本部長，副本部長，本部員及び本部長が指名する職員

協議事項

○ 市災対本部の非常配備体制の設定，切替及び廃止

○ 災害情報及び被害情報の分析と対策活動の基本方針の決定

○ 本部長の指示

○ 応援の要請

○ その他災害対策に関する重要事項

開催場所 市役所総合庁舎又は本部長が適当と認めた場所
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る職員の健康を確保する。

(7) 市職員のストレス対策

災害対応従事職員の惨事ストレス対策を講じる必要がある場合は，精神科医等の派遣を

国等に要請する。

３ 現地本部の運営

(1) 組織

現地本部の組織及び役割は，次のとおりである。

■現地本部の組織

(2) 設置場所

被災地に近い支所等の市有施設又は学校に置く。

(3) 活動内容

ア 被災現場での指揮

イ 関係機関との連絡調整

(4) 現地本部の廃止

本部長は，災害現場において災害応急対策がおおむね完了するなど，現地本部が必要な

くなったと認めるときは，現地本部を廃止する。

４ 市災対本部の廃止

本部長は，災害発生後における応急措置が完了したと認めたときは，市災対本部を廃止

する。

総括部長は，各部長，本部連絡員及び防災関係機関にその旨を通知する。

第５ 参集・配備

１ 参集場所

(1) 勤務時間内の参集場所

所属場所を参集場所とする。

(2) 勤務時間外の参集及び参集場所

勤務時間外の参集場所は，原則的に所属先とする。

ただし，所属先に直行が困難な場合は，居住地に近い支所又は最寄りの市有施設に参集

する。

現地災害対策本部長 副本部長，本部員，

その他の災対本部職

員から本部長が指名

現地災害対策本部の事務を掌理する。

現地災害対策本部員 現地災害対策本部で所管の事務を処理する。

その他の職員 上司の命を受け，現地本部に従事する。
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２ 参集指示

参集における各部局の非常配備体制は，先に示した市の防災体制に基づき，各部局にお

いて計画するものとし，各部必要な職員に参集を指示する場合は，次の経路に従って行う。

■参集指示の伝達経路

参集指示の方法は，勤務時間内の場合，口頭等で行う。

勤務時間外の場合は，電話等により行う。

第６ 事務分掌

災害対策に当たる各部各班の役割は，「災害対策の事務分掌」のとおりとし，各班は，被

害の発生状況・災害の経過等に伴って，部内各班と協力して対策に当たる。

「災害対策の事務分掌」は，市災対本部廃止後に，引き続き災害対応が必要な場合にもあ

てはまるものとし，全庁的に対応に当たることとする。

【参考】

旭川市災害対策本部条例

旭川市災害警戒配備要綱

総括部長（防災安全部長） 防災班

班員

情報伝達 配備の決定・参集指示
各部への参集指示の伝達

本部長（市長）
部長 班長
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■市災対本部の組織図

地域振興部

（地域振興部）

地域振興班（地域振興課），都市計画班（都市計画課），交通

空港班（交通空港課）

調査部

（税務部）

調査庶務班（税制課），第１調査班（市民税課），第２調査班

（資産税課），第３調査班（納税管理課），第４調査班（納税

推進課）

避難部

（市民生活部）

第１避難班（市民生活課），第２避難班（市民課），地域活動

推進班（地域活動推進課），支所班（各支所）

環境清掃部

（環境部）

環境庶務班，ごみ収集班，ごみ処理班（環境総務課，廃棄物政

策課，清掃施設整備課，廃棄物処理課，環境指導課，クリーン

センター）

援護部

（福祉保険部）

第１援護班（福祉保険課），第２援護班（長寿社会課，介護保

険課），第３援護班（障害福祉課），第４援護班（国民健康保

険課），第５援護班（指導監査課），第６援護班（生活支援課），

第７援護班（保護第１課），第８援護班（保護第２課），第９

援護班（保護第３課）

保健部

（保健所）

第１保健班（保健総務課），第２保健班（保健予防課），第３

保健班（健康推進課），第４保健班（衛生検査課，動物愛護セ

ンター）第５保健班（食肉衛生検査所）

子育て支援部

（子育て支援部）

子育て支援班（子育て支援課，子育て助成課，こども育成課，

おやこ応援課，子ども総合相談センター，愛育センター)

観光支援部

（観光スポーツ部）

観光支援班（観光課），物資管理班（スポーツ推進課，スポー

ツ施設整備課）

食料物資部

（経済部）

第１食料物資班（経済総務課，経済交流課），第２食料物資班

（産業振興課，企業立地課，工芸センター），工芸技術センタ

ー，旭山動物園

農政部

（農政部）

農政班（農政課），農業振興班（農業振興課），農林整備班（農

林整備課），農業センター

建築部

（建築部）

住宅班（建築総務課，市営住宅課），建築調査班（建築指導課），

建築班（公共建築課，設備課）

土木部

（土木部）

第１土木班（土木総務課），第２土木班（土木管理課），第３

土木班（用地課），第４土木班（土木建設課），第５土木班（公

園みどり課），第６土木班（雪対策課，土木事業所）

医療部

（市立旭川病院事務局）

医療庶務班（経営管理課），医事班（医事課，薬剤科，臨床器

材科），医療班（医局，看護部 他）

消防部

（消防本部）

消防庶務班（総務課），予防指導班（予防指導課），警防班（警

防課），指令班（指令課），市民安心班（市民安心課），南消

防班（南消防署），北消防班（北消防署），消防特命班（上川

消防署，鷹栖消防署）

第１教育部

（学校教育部）

第１教育班（教育政策課，学校施設課），第２教育班（学務課，

教職員課，教育指導課），第３教育班（学校保健課）

第２教育部

（社会教育部）

第４教育班（社会教育課），第５教育班（文化振興課），第６

教育班（公民館事業課），第７教育班（中央図書館），第８教

育班（科学館），第９教育班（博物館）

水道部

（上下水道部）

水道総務班（総務課），連絡調達班（経営企画課），現地広報・

給水班（管路管理課），配水調整班（管路管理課，水道施設課），

水源班（浄水課），下水道班（管路管理課，下水道施設課），

処理場班（下水処理センター），市民対応班（料金課）

会計部 会計班（会計課）

各部本部会議

本部員

常勤監査委員

水道事業管理者

病院事業管理者

教育長

部長職

会計管理者

本部長（市長）

副本部長（副市長）

総括部(防災安全部)

防災班(防災課),交通防

犯班(交通防犯課)

総務部(総務部)

総務班(総務課),庁舎・車

両・物資班(管財課,庁舎

建設課,契約課,工事検査

課),要員支援班(人事課,

職員厚生課)

情報管理部

(行財政改革推進部)

第１情報管理班(行政改

革課),第２情報管理班

（情報政策課），第３情

報管理班(公共施設マネ

ジメント課)

特命部

第１特命班(議会事務局),

第２特命班(農業委員会事

務局),第３特命班(選挙管

理委員会事務局),第４特

命班(監査事務局),第５特

命班(いじめ防止対策推進

部),第６特命班(女性活躍

推進部)

受援・広報部

（総合政策部）
第１受援班 (政策調整

課),第２受援班(財政課,

公立大学課)，秘書班(秘

書課),広報班(広報広聴

課)，都市交流班(都市交

流課)

本部事務局



風水害・雪害・火山災害対策編 第２章 災害応急対策計画 第１節 災害応急体制の確立

風-29

■災害対策の事務分掌

部 班名（平常時の課） 事務分掌

総括部
（防災安全
部）

防災班
（防災課）

１ 市災対本部の総括に関すること。
２ 市災対本部の設置，運営及び廃止に関すること。
３ 自衛隊派遣要請に関すること。
４ 国及び道に対する要請及び報告に関すること。
５ 市災対本部の非常配備体制に関すること。
６ 気象の予報，特別警報・警報・注意報，情報等の受理及び
伝達に関すること。

７ 被災者相談窓口の開設に関すること。
８ 日赤救助活動との連絡調整に関すること。
９ 部内の総括に関すること。
10 り災証明及びり災届出証明に関すること。

交通防犯班
（交通防犯課）

１ 災害による交通対策に関すること。
２ 市災対本部の設置，運営及び廃止に関すること。
３ 被災地の防犯に関すること。

総務部
（総務部）

総務班
（総務課）

１ 市災対本部の庶務及び各部との連絡調整に関すること。
２ 防災会議及び防災関係機関との連絡調整に関すること。
３ 部内の総括に関すること。
４ り災証明及びり災届出証明に関すること。
５ 災害に係る他自治体との連絡調整に関すること。

庁舎・車両・物資班
（管財課，庁舎建設
課，契約課,工事検査
課）

１ 災害時の車両確保及び配車に関すること。
２ 被災地への応急物資の輸送に関すること。
３ 市庁舎の応急措置及び復旧対策に関すること。
４ 災害対策用の燃料の確保に関すること。
５ 緊急通行車両確認証明書の交付申請に関すること。
６ 災害物資の購入及び調達に関すること。

要員支援班
（人事課，職員厚生
課）

１ 災害時における職員の動員に関すること。
２ 災害対策業務従事職員への食料及び物資の供給に関するこ
と。

３ 災害に係る職員の公務災害補償に関すること。
４ 職員の安否確認に関すること。

情報管理部
（行財政改
革推進部）

第１情報管理班
（行政改革課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 市情報システムの被害調査及び応急対策に関すること。
３ 市災対本部のネットワークの構築に関すること。
４ 情報の収集及び整理に関すること。

第２情報管理班
（情報政策課）

１ 市情報システムの被害調査及び応急対策に関すること。
２ 市災対本部のネットワークの構築に関すること。
３ 情報の収集及び整理に関すること。

第３情報管理班
（公共施設マネジメ
ント課）

１ 情報の収集及び整理に関すること。

受援・広報部
（総合政策
部）

第１受援班
（政策調整課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 自衛隊及び他自治体等の応援隊の受入れに関すること。

第２受援班
（財政課，公立大学
課）

１ 災害に係る財政に関すること。
２ 自衛隊及び他自治体等の応援隊の受入れに関すること。

秘書班
（秘書課）

１ 本部長及び副本部長の秘書に関すること。
２ 災害見舞者及び視察者の接待に関すること。

広報班
（広報広聴課）

１ 報道機関との連絡調整に関すること。
２ 市民広報に関すること。

都市交流班
（都市交流課）

１ 外国人への情報提供及び相談に関すること。
２ 市民広報に関すること。

特命部
第１特命班
(議会事務局）

１ 部内の総括及び連絡調整に関すること。
２ 議長，副議長及び各議員への連絡に関すること。
３ 特命事項に関すること。
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部 班名（平常時の課） 事務分掌

第２特命班
(農業委員会事務局）

１ 特命事項に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第３特命班
(選挙管理委員会事
務局）

１ 特命事項に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第４特命班
(監査事務局）

１ 特命事項に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第５特命班（いじめ
防止対策推進部）

１ 特命事項に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第６特命班
（女性活躍推進部）

１ 特命事項に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

地域振興部
（地域振興
部）

地域振興班
（地域振興課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 部内各班の調整に関すること。

都市計画班
（都市計画課）

１ 危険区域の巡視に関すること。
２ 被災宅地の危険度判定に関すること。

交通空港班
（交通空港課）

１ 空港の被害調査及び応急対策に関すること。

調査部
（税務部）

調査庶務班
（税制課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

３ り災台帳の作成に関すること。
４ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

第１調査班
（市民税課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

第２調査班
（資産税課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

第３調査班
（納税管理課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

第４調査班
（納税推進課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

避難部
（市民生活
部）

第１避難班
（市民生活課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 避難所の総括，開設及び管理に関すること。
３ 火葬場の確保に関すること。
４ 被災者の相談に関すること。

第２避難班
（市民課）

１ 避難所の開設及び管理に関すること。
２ 被災者の相談に関すること。

地域活動推進班
（地域活動推進課）

１ 住民組織との連絡及び協力に関すること。
２ ボランティアに関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること。
４ 被災者の相談に関すること。

支所班
（神居支所，江丹支所，

永山支所，東旭川支所，

神楽支所，西神楽支所，

東鷹栖支所）

１ 避難所の開設及び管理に関すること。
２ 区域内の広報，被災者相談，各種申請等に関すること。

環境清掃部
（環境部）

環境庶務班
（環境総務課，廃棄
物政策課，清掃施設

１ 部内の総括に関すること。
２ 災害廃棄物（し尿を含む。）の処理方法に関すること。
３ 仮設トイレの設置に関すること。
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部 班名（平常時の課） 事務分掌

整備課，廃棄物処理
課，環境指導課，ク
リーンセンター）

ごみ収集班
（廃棄物処理課，ク
リーンセンター）

１ 災害廃棄物（し尿を含む。）の収集運搬に関すること。

ごみ処理班
（廃棄物政策課，廃
棄物処理課，環境指
導課，ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ）

１ 災害廃棄物（し尿を含む。）の処理に関すること。

援護部

（福祉保険

部）

第１援護班

（福祉保険課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 義援金に関すること。

３ 行方不明者の情報収集に関すること。

４ 遺体の収容，火葬及び埋葬に関すること。

５ ボランティアに関すること。

第２援護班

（長寿社会課，介護

保険課）

１ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に関

すること。

２ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

第３援護班

（障害福祉課）

１ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に関

すること。

２ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

第４援護班

（国民健康保険課）

１ 危険区域の巡視に関すること。

２ 義援金に関すること。

３ 行方不明者の情報収集に関すること。

４ 遺体の収容，火葬及び埋葬に関すること。

第５援護班

（指導監査課）

１ 危険区域の巡視に関すること。

２ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に関

すること。

３ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

第６援護班

（生活支援課）

１ 危険区域の巡視に関すること。

２ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に関

すること。

３ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

４ 遺体の収容，火葬及び埋葬に関すること。

第７援護班

（保護第１課）

１ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に関

すること。

２ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

３ 遺体の収容，火葬及び埋葬に関すること。

第８援護班

（保護第２課）

１ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に関

すること。

２ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

３ 遺体の収容，火葬及び埋葬に関すること。

第９援護班

（保護第３課）

１ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に関

すること。

２ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

３ 遺体の収容，火葬及び埋葬に関すること。

保健部

（保健所）

第１保健班

（保健総務課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 被災者の医療対策の総括に関すること。

３ 旭川市医師会，旭川歯科医師会及び旭川薬剤師会との連絡

調整に関すること。

４ 被災地の医薬品，衛生材料等の需給に関すること。
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部 班名（平常時の課） 事務分掌

第２保健班

（保健予防課）

１ 被災者の健康保持に関すること。

２ 所管する要配慮者の保健に関すること。

第３保健班

（健康推進課）

１ 被災者の健康保持に関すること。

２ 所管する要配慮者の保健に関すること。

第４保健班

（衛生検査課，動物

愛護センター）

１ 被災地の防疫に関すること。

２ ペット対策に関すること。

３ 被災地の環境衛生保持及び食品衛生保持に関すること。

第５保健班

（食肉衛生検査所）

１ 施設の被災調査及び応急対策に関すること。

子育て支援

部（子育て支

援部）

子育て支援班

（子育て支援課，子

育て助成課，こども

育成課，おやこ応援

課，子ども総合相談

センター，愛育セン

ター）

１ 部内の総括に関すること。

２ 応急保育に関すること。

３ 園児の安否確認及び保護に関すること。

４ 危険区域の巡視に関すること。

５ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に関

すること。

６ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

７ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

観光支援部

(観光スポー

ツ部)

観光支援班

（観光課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 観光客の安否確認及び安全確保に関すること。

３ 物資保管センターの確保及び運営に関すること。

物資管理班

（スポーツ推進課，

スポーツ施設整備

課）

１ 物資保管センターの確保及び運営に関すること。

２ 観光客の安否確認及び安全確保に関すること。

食料物資部

（経済部）

第１食料物資班

（経済総務課，経済

交流課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 応急食料及び生活必需品の調達並びに供給に関すること。

３ 市民が使用する燃料の確保に関すること。

第２食料物資班

（産業振興課，企業

立地課，工芸センタ

ー）

１ 応急食料及び生活必需品の調達並びに供給に関すること。

２ 市民が使用する燃料の確保に関すること。

３ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。

工業技術センター １ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。

旭山動物園 １ 来園者の安否確認及び保護に関すること。

農政部

（農政部）

農政班

（農政課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 被災農家の支援に関すること。

３ 応急食料の調達及び供給に関すること。

農業振興班

（農業振興課）

１ 応急食料の調達及び供給に関すること。

２ 被災農家の支援に関すること。

３ 家畜対策に関すること。

農林整備班

（農林整備課）

１ 応急食料の調達及び供給に関すること。

２ 被災農家の支援に関すること。

農業センター
１ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。

２ 被災農家の支援に関すること。

建築部

（建築部）

住宅班

（建築総務課，市営

住宅課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 応急仮設住宅入居者の決定に関すること。

３ 応急仮設住宅の管理に関すること。

建築調査班

（建築指導課）

１ 被災建築物の応急危険度判定及び応急対策に関すること。

２ 災害救助法（昭和22年法律第118号）適用時における住宅の

応急修理に関すること。

建築班

（公共建築課，設備

課）

１ 応急仮設住宅の設置に関すること。

２ 避難所及び救護所の応急措置等に関すること。

３ 公共施設の危険度判定及び応急対策に関すること。
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部 班名（平常時の課） 事務分掌

土木部

（土木部）

第１土木班

（土木総務課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 応急資材の調達及び配分に関すること。

第２土木班

（土木管理課）

１ 交通規制等の措置に関すること。

第３土木班

（用地課）

１ 危険区域の巡視に関すること。

第４土木班

（土木建設課）

１ 道路，橋りょう，河川等の被害調査及び応急対策に関する

こと。

２ 道路・河川関係の災害復旧工事に関すること。

土木部
（土木部）

第５土木班
（公園みどり課）

１ 公園，緑地等の被害調査及び応急対策に関すること。
２ 危険区域の巡視に関すること。

第６土木班
（雪対策課，土木事
業所）

１ 道路，橋りょう，河川，排水路等の応急修理に関すること。
２ 障害物の除去に関すること。
３ 緊急除雪に関すること。
４ 危険区域の巡視に関すること。

医療部（市立
旭川病院事
務局）

医療庶務班
（経営管理課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 災害情報の受理，収集及び報告に関すること。
３ 入院患者及び通院患者の避難誘導に関すること。
４ 被災者の応急医療及び収容の事務に関すること。

医事班
(医事課，薬剤科，臨
床器材科）

１ 救護所の設置及び管理に関すること。
２ 入院患者及び通院患者の避難誘導に関すること。
３ 医療，歯科医療及び助産の薬品並びに資器材等の調達に関
すること。

医療班
（医局，看護部他）

１ 被災者の応急医療救護，収容，介助及び看護に関すること。
２ 入院患者及び通院患者の避難誘導並びに救護に関するこ
と。

３ 助産に関すること。

消防部
（消防本部）

消防庶務班
(総務課)

１ 部内の総括に関すること。
２ 緊急必要資材の調達及び補給に関すること。

予防指導班
(予防指導課)

１ 災害の予防広報及び警戒広報に関すること。
２ 火災警報に関すること。
３ 災害記録に関すること。
４ 災害の情報収集及び連絡報告に関すること。

警防班
(警防課)

１ 災害活動の記録に関すること。
２ 消防機関への応援要請に関すること。
３ 消防用車両の配車計画に関すること。
４ 水防に関すること。
５ 医療機関との連携に関すること。

指令班
（指令課）

１ 通信の運用及び確保に関すること。
２ 情報の収集及び伝達に関すること。

市民安心班
（市民安心課）

１ 消防団員の動員に関すること。
２ 消防団員の公務災害補償に関すること。
３ 災害の予防広報及び警戒広報に関すること。
４ 災害の情報収集及び連絡報告に関すること。

南消防班
（南消防署）

１ 災害の警戒及び防御に関すること。
２ 消防部隊の指揮に関すること。
３ 人命救助及び破壊消防に関すること。
４ 区域内の消防活動に関すること。
５ 行方不明者の捜索活動に関すること。

北消防班
（北消防署）

１ 災害の警戒及び防御に関すること。
２ 消防部隊の指揮に関すること。
３ 人命救助及び破壊消防に関すること。
４ 区域内の消防活動に関すること。
５ 行方不明者の捜索活動に関すること。
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部 班名（平常時の課） 事務分掌

消防特命班
(上川消防署，鷹栖消
防署）

１ 部内の緊急応援に関すること。
２ その他特命事項に関すること。

第１教育部
( 学 校 教 育
部)

第１教育班
（教育政策課，学校
施設課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 各学校及び教育関係機関との連絡調整に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること。

第２教育班
（学務課，教職員課，
教育指導課)

１ 児童及び生徒の安否確認に関すること。
２ 応急教育に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること。

第３教育班
(学校保健課)

１ 被災児童，生徒及び学校施設の衛生管理に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第２教育部
（社会教育
部）

第４教育班
（社会教育課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第５教育班
(文化振興課)

１ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第６教育班
（公民館事業課）

１ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第７教育班
（中央図書館）

１ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第８教育班
（科学館）

１ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

第９教育班
（博物館）

１ 施設利用者の安否確認及び保護に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

水道部
( 上 下 水 道
部)

水道総務班
(総務課)

１ 部内の総括に関すること。
２ 人員，車両等の調達及び確保に関すること。
３ 災害情報の受理，収集及び報告に関すること。
４ 関係機関等との連絡調整及び応援の要請・受入れに関する
こと。

連絡調達班
（経営企画課）

１ 住民組織との連絡調整に関すること。
２ 応急資材の調達に関すること。

現地広報・給水班
(管路管理課)

１ 飲料水の応急給水及び広報活動に関すること。

配水調整班
（管路管理課，水道
施設課）

１ 配水管等の被害調査及び応急対策・復旧に関すること。

水源班
（浄水課）

１ 浄水場施設等の被害調査及び応急対策・復旧に関すること。

下水道班
（管路管理課，下水
道施設課）

１ 下水道管渠等の被害調査及び応急対策・復旧に関すること。

処理場班
（下水処理センタ
ー）

１ 下水処理場等の被害調査及び応急対策・復旧に関すること。

市民対応班
（料金課）

１ 上下水道の市民対応に関すること。

会計部
(会計課)

会計班
(会計課）

１ 災害関係経費の出納に関すること。
２ 避難所の開設及び管理に関すること。

共通事項

・所属員の安否及び参集状況の把握に関すること。

・所管の被害調査，応急対策，復旧等に関すること。

・本部長の特命事項に関すること。
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第２節 情報の収集・伝達

■対策の体系

■自助・共助の役割

情報の収集・伝達の流れは次のとおりである。

発見者

警察・消防

気象台等

被害状況の調査

被害調査

被害報告

参集職員 気象庁，気象台

北海道

異常現象の通報

通報

通報

見聞情報の報告

気象情報伝達

気象情報伝達
調査員の派遣

伝達

■住家・人的被害

■各部門別被害

■道への報告

災害対策本部

市民・施設

項 目 担 当

第１ 災害関連

情 報 の 収

集・伝達

１ 気象情報等の発表
気象庁，旭川地方気象台，旭川開発建設部，

上川総合振興局旭川建設管理部

２ 気象情報等の収集・伝達 防災班

第２ 被害情報

の収集・調

査・報告

１ 災害情報等の収集・整理

調査部，各施設所管班，第１～３情報管理

班，防災班，都市計画班，第３～６土木班，

第４～６援護班，子育て支援班，消防部

２ 被害調査 各調査担当班，防災班

３ 被害報告 防災班

第３ 災害時通

信伝達体制

１ 電話による通信
各部，各施設管理者，東日本電信電話株式

会社

２ 公衆通信設備以外の通

信
各部，各施設管理者，各防災関係機関

住民 ○ 地域の被害情報の通報に関すること。

自主防災組織等 ○ 地域の被害情報の集約・通報に関すること。

事業所 ○ 地域の被害情報の通報に関すること。
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第１ 災害関連情報の収集・伝達

１ 気象情報等の発表

市域に関する気象情報等は，次のとおりである。

(1) 気象に関する予報，特別警報・警報・注意報及び気象情報等

旭川地方気象台は，次のような気象に関する予報，特別警報・警報・注意報及び気象情

報等を発表する。

■注意報・警報・特別警報の種類及び気象情報

(2) 土砂災害警戒情報

旭川地方気象台と上川総合振興局旭川建設管理部は，大雨による土砂災害発生の危険度

が高まったとき，市町村長が避難指示等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考とな

るよう，該当市町村名を明示して土砂災害警戒情報を発表する。

(3) 水防活動用気象注意報・気象警報

旭川地方気象台は，水防活動の利用に適合する注意報・警報（下表の左欄）を発表する。

ただし，発表は，一般の利用に適合する注意報・警報（下表の右欄）をもって代える。

■水防活動用気象注意報・気象警報の種類

注

意

報

気象注意報

風雪注意報・強風注意報・大雨注意報・大雪注意報・濃霧注意報・

雷注意報・乾燥注意報・着雪注意報・霜注意報・低温注意報・融雪

注意報・なだれ注意報

洪水注意報・浸水注意報・地面現象注意報

※浸水注意報・地面現象注意報は，大雨注意報などの気象注意報に含めて発表する。

警

報

気象警報 暴風警報・暴風雪警報・大雨警報・大雪警報

洪水警報・浸水警報・地面現象警報

※浸水警報・地面現象警報は，大雨警報などの気象警報に含めて発表する。

特別警報 暴風特別警報・暴風雪特別警報・大雨特別警報・大雪特別警報

気象情報 注意報・警報を補完する情報

記録的短時間

大雨情報

大雨警報発表時に，現在の降雨がその地域にとって災害の発生につ

ながるような，まれにしか観測しない雨量であることを知らせるた

めに発表

早期注意情報（警

報級の可能性）

警報級の現象が５日先までに予想されるときに，その可能性を高さ

に応じて[高]，[中]の２段階で伝える情報

竜巻注意情報
積乱雲の下で発生する竜巻，ダウンバースト等による激しい突風に

対して注意を呼びかける情報

水防活動用気象注意報 大雨注意報

水防活動用気象警報 大雨警報

水防活動用洪水注意報 洪水注意報

水防活動用洪水警報 洪水警報
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(4) 洪水予報（洪水予報指定河川）

北海道開発局旭川開発建設部は，洪水により経済上重大な損害が生ずるおそれのあるも

のとして指定した河川について，旭川地方気象台と共同して洪水のおそれがあると認めら

れるときは，水位又は流量を，氾濫した後においては水位若しくは流量又は氾濫により浸

水する区域及びその水深を示した洪水予報を行う。

■洪水予報の発表基準

■洪水予報指定河川の基準地点と基準水位

(5) 水位情報（水位周知河川）

北海道開発局旭川開発建設部又は上川総合振興局旭川建設管理部は，洪水予報指定河川

以外の河川で洪水により経済上相当な損害が生ずるおそれがあるものとして指定した河

川については，避難判断水位を定め，水位がこれに達したときは，水位又は流量等を示し

た情報を関係機関等へ周知する。

■水位周知河川の基準地点と避難判断水位

予報の種類 発表基準

氾濫注意情報
基準地点の水位が氾濫注意水位に到達し，水位がさらに上昇する

ことが予想されるとき。

氾濫警戒情報

①基準地点の水位が避難判断水位に到達し，水位がさらに上昇す

ることが予想されるとき。

②基準地点の水位が氾濫危険水位に到達することが予想されると

き。

氾濫危険情報 基準地点の水位が氾濫危険水位に到達したとき。

氾濫発生情報 予報実施区域内で氾濫が発生したとき。

水系名 河川名 基準地点
氾濫注意

水位

避難判断

水位

氾濫危険

水位

石狩川

石狩川上流
旭橋(永山橋下流)水位観測所 106.40ｍ 106.90ｍ 107.70ｍ

旭橋(永山橋上流)水位観測所 106.40ｍ 109.00ｍ 109.40ｍ

石狩川下流
伊納水位観測所 92.20ｍ 93.90ｍ 94.90ｍ

納内水位観測所 58.90ｍ 59.20ｍ 60.10ｍ

忠別川 暁橋水位観測所 210.20ｍ 210.50ｍ 211.00ｍ

美瑛川 西神楽水位観測所 137.80ｍ 139.20ｍ 139.90ｍ

牛朱別川 中央橋水位観測所 109.80ｍ 110.10ｍ 110.30ｍ

水系名 河川名 基準地点 避難判断水位

石狩川

オサラッペ川 鷹栖橋水位観測所 106.00ｍ

辺別川 18号水位観測所 152.00ｍ

江丹別川
萬代橋水位観測所 133.21ｍ

嵐山水位観測所 99.87ｍ

ぺーパン川 ぺーパン川水位観測所 139.08ｍ

倉沼川 倉沼川水位観測所 167.70ｍ

ポン川 ポン川水位観測所 136.92ｍ

永山新川・ 北永水位観測所 136.10ｍ
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(6) 水防警報

北海道開発局旭川開発建設部又は上川総合振興局旭川建設管理部は，水防警報を行うと

指定した河川について，洪水予報，気象予報等により又は自ら水位，流量及びその他の河

川の状況の判断により，水防を行う必要があると認められるとき，石狩川上流部の水防警

報を発表する。

(7) 火災気象通報（林野火災気象通報を兼ねる）

旭川地方気象台は，消防法第22条に基づき，次のような気象状況のとき，火災気象通報

の発表及び終了の通報を行う。市長は，この通報を受けたとき，又は気象の状況から火災

の予防上危険であると認めたときは，火災に関する警報を発令することができる。

なお，火災気象通報は林野火災気象通報を兼ねるものとする。

■旭川地方気象台の火災気象通報の基準

■旭川市の火災に関する警報の基準（「旭川市火災予防規則」）

(8) 火山情報

旭川地方気象台は，火山に関する情報を発表する。情報の種類，内容は第22節「火山災

害対策」に記述する。

２ 気象情報等の収集・伝達

防災班は，気象庁及び旭川地方気象台が発表する気象情報等を迅速に収集し，住民や関

係機関等に伝達する。

気象情報等の収集・伝達経路は，次のとおりである。

防災班は，市に伝達された情報を収集し，関係機関等に伝達する。また，浸水想定区域

内又は土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設，浸水想定区域内にある大規模工場へ

の伝達は，施設に関係する各部から洪水予報等及び土砂に関する情報を電話，ＦＡＸ等で

伝達する。

牛朱別川 鹿島橋水位観測所 137.50ｍ

比布川 比布川水位観測所 158.26ｍ

牛朱別川・当麻川 当麻川水位観測所 160.34ｍ

○ 実効湿度が60%以下で最小湿度が30%以下の場合

○ 平均風速12m/s以上［旭川16m/s以上］が予想される場合

ただし，平均風速が12m/s以上［旭川16m/s以上］であっても降雨及び降雪の

状況によっては，火災気象通報を行わない場合がある。

○ 実効湿度が60％以下で最小湿度が30％以下であって，最大風速が12m/s以上の

とき，又は12m/s以上になる見込みがあるとき。

○ 平均風速が17m/s以上のとき，又は17m/s以上になる見込みがあるとき。
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■予報，特別警報・警報・注意報及び情報等の伝達経路

■土砂災害警戒情報の伝達経路

市 民

FAX

ＷＥＢ
メール

旭川市（防災安全部防災課）

庁内放送 関係部 消防本部指令課

各消防署

気 象 庁

旭川地方気象台

防災情報提供システム

北海道

専用線

上川総合振興局

旭川建設管理部

ＮＨＫ

旭川 上川総合振興局

消防庁

気象業務支援

センター

報道機関

旭川地方気象台

北海道ＮＨＫ

旭川

市 民

FAX

ＷＥＢ
メール

防災情報提供システム

旭川市（防災安全部防災課）

庁内放送 関係部 消防本部指令課

各消防署

気 象 庁

NTT 東日本・西日本

特別警報・
警 報 の み

上川総合振興局

消防庁
気象業務支援

センター

報道機関
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■洪水予報（指定河川洪水予報）の伝達経路

■水位情報（水位周知河川）の伝達経路

■水防警報の伝達経路

■火災気象通報の伝達経路

旭川地方気象台

上川総合振興局

（危機対策室）

旭川市

FAX 等

北海道

旭川開発建設部

上川総合振興局

（危機対策室）
旭川市

上川総合振興局旭川建設管理部

国河川

道河川

FAX 等

旭川開発建設部

上川総合振興局

（危機対策室）
旭川市

上川総合振興局旭川建設管理部

国河川

道河川

FAX 等

旭川開発建設部

旭川地方気象台

気象庁

上川総合振興局

（危機対策室）

旭川市

FAX

防災情報提供ｼｽﾃﾑ WEB・メール

NTT 東日本・西日本

北海道

警報のみ
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■浸水想定区域への伝達経路（指定河川洪水予報・水位情報）

■土砂災害警戒区域への伝達経路（土砂災害に関する情報）

市 民

気象庁

旭川地方気象台

NHK
旭川

上川総合振興局
（危機対策室）

気象業務支援
センター

報道機関

上川総合振興局
旭川建設管理部

要配慮者利用施設

大規模工場

Web

ﾒｰﾙ

広報車・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｹｰﾌﾞﾙ TV

ｺﾐｭﾆﾃｨ FM・街頭放送等
電話・FAX 等

旭川開発建設部

旭 川 市

指定河川洪水予報

水位情報

NTT 東日本・西日本 北海道

警報のみ

市 民

気象庁

旭川地方気象台

上川総合振興局

（危機対策室）

気象業務支援

センター

報道機関

上川総合振興局

旭川建設管理部

要配慮者利用施設

旭 川 市

（土砂災害警戒情報）

Web

ﾒｰﾙ

広報車・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｹｰﾌﾞﾙ TV

ｺﾐｭﾆﾃｨ FM・街頭放送等
電話・FAX 等

NHK
旭川

北海道消防庁
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■特別警報等の伝達経路

第２ 被害情報の収集・調査・報告

１ 災害情報等の収集・整理

(1) 異常現象の通報

災害が発生するおそれのある異常な現象（異常水位，がけ崩れ，火災等）を発見した者，

土砂災害危険箇所等において前兆現象（湧き水，ひび割れ等）を発見した者又はその通報

を受けた警察官等は，直ちに市（防災班）に通報する。

通報を受けた市（防災班）は，その旨を気象台その他の機関に通報する。

(2) 警戒・巡視活動

異常現象の通報を受けたとき，又は災害の発生が予測されるときは，都市計画班，第３

～６土木班，第４～６援護班，子育て支援班，消防部は，それぞれ所管の現場に要員を派

遣し，警戒・巡視活動を行う。

(3) 被害状況の調査

調査部は，家屋被害に関する情報を収集するとともに，必要に応じて被害調査チームを

編成し，災害現場の巡視を行うなど，家屋被害状況の把握に努める。

また，各部は所管する施設の被害状況を調査する。

把握した被害状況は，第１情報管理班に報告する。

(4)アマチュア無線による情報の収集

防災班は，「災害情報の収集及び伝達に関する協定」に基づきアマチュア無線による情

報収集を要請する。

(5)被害情報の整理

第１～３情報管理班は，通報を受けた情報，警戒・巡視の情報等を集約し整理する。

(6) 関係機関への通報

防災班は，必要に応じて災害情報を関係機関に通報する。

北海道

上川総合振興局

（危機対策室）

ＮＨＫ

気

象

庁

消防庁

報道機関

旭

川

市

市

民

旭
川
地
方
気
象
台

NTT 東日本・西日本



風水害・雪害・火山災害対策編 第２章 災害応急対策計画 第２節 情報の収集・伝達

風-43

■災害情報等の通報先

(7) ライフラインの情報収集

防災班は，ライフライン施設の被害，供給状況等の情報を，防災関係機関連絡室に配備

されている連絡員等から収集する。

■ライフライン情報

２ 被害調査

(1) 被害の調査

各調査担当班は，災害の危険が解消した段階で，「被害状況の判断基準」による被害調

査を行う。各調査担当班が行う判定基準による調査対象は，次のとおりである。

■部門別調査の担当及び対象

○ 上川総合振興局（地域創生部危機対策室）

○ 旭川中央警察署（警備課）

○ 旭川東警察署（警備課）

○ 旭川開発建設部（防災対策官）

○ 旭川地方気象台（現業）

○ 上川総合振興局旭川建設管理部（維持管理課）

○ 異常現象によって災害の影響があると予想される隣接市町村

○ ライフライン施設の被害状況 ○ 供給停止区域

○ 交通の運行状況及び道路の状況 ○ 各機関の対策の状況

調査担当部 調査担当班 調 査 対 象

調査部
調査庶務班，第１～

第４調査班
住家及び当該住家の居住者に係る人的被害

農政部
農業振興班 農業作物及び畜産被害

農林整備班 農業施設被害及び林業被害

土木部 第４，６土木班 所管の河川，道路及び橋りょう被害

土木部，地域

振興・広報部

第３，５，６土木班，

都市計画班

所管の施設及び所管の土砂災害警戒区域に

おけるがけ崩れ

水道部
配水調整班，水源班，

下水道班，処理場班

水道施設被害

下水道施設被害

援護部 第１援護班 社会福祉施設被害

保健部 第１保健班 病院被害

環境清掃部 環境庶務班 廃棄物処理施設被害

避難部 第１避難班 火葬場被害

観光支援部 物資管理班 社会体育施設被害

食料物資部
第１食料物資班 商業被害

第２食料物資班 工業被害

第１教育部 第１教育班 学校教育施設被害

第２教育部 第４教育班 社会教育施設被害
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(2) 被害のとりまとめ

各調査担当班は，調査した被害結果をまとめ，防災班に提出する。

３ 被害報告

(1) 国に対する報告

防災班は，消防庁が定める火災・災害等即報要領に基づき，火災・災害等のうち一定規

模以上のもの（「直接即報基準」に該当する火災・災害等）を覚知した場合は，第１報に

ついては，直接消防庁に報告する。また，消防庁長官から要請があった場合については，

第１報後の報告についても，引き続き消防庁に報告する。ただし，直接即報基準のうち火

災等即報及び救急・救助即報については消防部が担当する。

(2) 道に対する報告

防災班は，北海道地域防災計画で定める災害情報等報告取扱要領に基づく報告の対象及

び消防庁が定める火災・災害等即報要領に基づく火災・災害等（「即報基準」に該当する

火災・災害等）を覚知した場合は，災害情報及び被害状況を道に報告する。ただし，即報

基準のうち火災等即報及び救急・救助事故即報については消防部が担当する。

■報告の内容及び方法

(3) 道への報告ができない場合の措置

防災班は，道への報告ができない場合，直接国（総務省消防庁）に報告する。

第３ 災害時通信伝達体制

災害発生時において，施設の損壊や回線のふくそう等により，東日本電信電話株式会社等

の一般回線電話が非常にかかりにくくなることが予想される。

各部，各施設管理者及び各防災関係機関は，次のとおり情報伝達手段を確保し，迅速な応

急対策活動の実施を図る。

１ 電話による通信

災害時において電話回線が異常にふくそうし，かかりにくい場合には，災害時優先電話

を利用し通信の確保を図る。

報告の種類 内 容 報告の方法 報告先

災害情報 災害の経過に応じ，逐次報告

電話又は無

線等

上川総合振興局

地域創生部

危機対策室

被害状況報告

（速報）
被害発生後，直ちに件数のみ報告

被害状況報告

（中間報告）

被害状況が判明次第，報告

報告内容に変化→その都度報告

被害状況報告

（最終報告）
応急措置完了後，15日以内に報告 文書
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２ 公衆通信設備以外の通信

(1) 旭川市防災行政無線

市が保有する防災行政無線を用いて通信を行う。

(2) 北海道総合行政情報ネットワークシステムによる通信

道の本庁，各総合振興局，各振興局及び出先機関並びに他市町村等との通信に使用する。

(3) 通信設備の優先使用

災害発生時，応急処置の実施に必要な通信のため緊急かつ特別の必要がある場合，災害

対策基本法第57条，第79条等法令の定めに基づき，電気通信設備の優先利用，有線電気通

信設備若しくは無線設備を使用し，通信の確保を図る。

(4) 北海道地方非常通信協議会加入無線局等による通信

上記(1)から(3)に掲げる通信施設を使用又は利用して通信を行うことができない場合，

若しくは通信を行うことが著しく困難である場合は，北海道地方非常通信協議会加入無線

局等へ協力を要請する。

(5) 通信途絶時の放送要請

前記(4)の通信系統によっても通信を行うことができない場合又は著しく困難である場

合は，災害対策基本法第57条の規定により，災害に関する通知，要請，伝達，警告等を行

うため，放送機関に放送の要請を行う。

【参考】

被害状況の判断基準

北海道への災害報告様式

直接即報基準

即報基準

北海道災害情報等報告取扱要領

（旭川市締結協定）

防災情報の共有に係る協定書

北海道総合行政情報ネットワーク連絡所の管理運営に関する協定

災害情報の収集及び伝達に関する協定

災害等における緊急放送に関する協定

災害時における情報発信等に関する協定

災害時における地図製品等の供給に関する協定
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第３節 災害広報・広聴活動

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 災害広報活動

災害が発生し，又は発生するおそれがあるとき，消防部及び消防団は，現場にて避難等の

指示を行う。防災班，広報班及び都市交流班は，ＳＮＳ，広報車等にて避難等の広報を行う。

また，広報班，都市交流班及び避難所担当班等は，避難所にて避難者への広報を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第３節 第１「災害広報活動」に準拠する。

第２ 報道機関への対応

広報班及び都市交流班は，報道機関に対しテレビ・ラジオ等を通じた広報を要請する。

また，広報班及び都市交流班は，記者会見場を設置し，記者会見を定時に開いて必要な情

報を報道機関へ提供する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第３節 第２「報道機関への対応」に準拠する。

項 目 担 当

第１ 災害広報

活動

１ 災害時の広報
消防部，消防団，広報班，都市交流班，防

災班

２ 避難所における広報

広報班，都市交流班，第１，２避難班，地

域活動推進班，支所班，第１～９教育班，

第２～６特命班，会計班，調査庶務班，第

１～４調査班，子育て支援班

第２ 報道機関

への対応

１ 報道機関への要請 広報班，都市交流班

２ 記者発表 広報班，都市交流班

第３ 広聴活動
１ 相談窓口の設置 防災班

２ 被災者相談 各担当班

住民 ○ 情報収集が困難な方への情報共有に関すること。

自主防災組織等 ○ 情報収集が困難な方への情報共有に関すること。

事業所 －
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第３ 広聴活動

防災班は，市民からの問合せや生活相談に対応するため，市役所内に相談窓口を設置する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第３節 第３「広聴活動」に準拠する。

【参考】

（旭川市締結協定）

災害情報の収集及び伝達に関する協定

災害等における緊急放送に関する協定

災害時における情報発信等に関する協定

災害発生時における旭川市と旭川市内郵便局の協力に関する協定

災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書

災害時における相談業務の応援に関する協定
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第４節 応援派遣

■対策の体系

第１ 自衛隊の災害派遣

本部長は，自衛隊の災害派遣の必要があると認められるときは，知事（総合振興局長）に

対して派遣要請を要求する。

第１，２受援班は，自衛隊の派遣要請を要求した場合，作業計画の作成，資機材の準備を

行うなど，受入れ体制を整える。また，自衛隊に連絡員の派遣を要請する。

災害派遣の目的が達成されたとき，又はその必要がなくなったときは，本部長は，知事（総

合振興局長）及び派遣部隊の長と協議の上，派遣部隊の撤収要請の要求を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第４節 第１「自衛隊の災害派遣」に準拠する。

第２ 国・道・市町村等への要請

防災班は，北海道開発局長（旭川開発建設部），知事（総合振興局長），市町村の長等に対

し，応援の要請を行う。

また，必要に応じて，「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」に基づき，道に対して消

防防災ヘリコプターの出動を要請する。

各担当班は，応援協定に基づき，各団体，民間業者等に対し応急対策活動に必要な物資そ

の他の応援要請を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第４節 第２「国・道・市町村等への要請」に準拠す

る。

項 目 担 当

第１ 自衛隊の

災害派遣

１ 災害派遣要請の要求及び受

入れ
防災班，第１，２受援班

２ 自主派遣 自衛隊

３ 撤収要請の要求 防災班

第２ 国・道・市

町村等への

要請

１ 国・道への要請 防災班

２ 市町村への要請 防災班

３ 受入れ体制 第１，２受援班，各担当班

４ 協定機関・団体への要請 各担当班

５ 応援隊の撤収要請 各担当班

第３ 応援隊の

受入れ

１ 応援隊への対応 防災班，消防部

２ 応援活動への支援 各担当班，渉外班
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第３ 応援隊の受入れ

各担当班は，応援を求める作業について，作業計画を立案し，応援部隊が派遣された場合

は，その長と協議して各対応を調整する。

第１，２受援班は，各班のニーズを把握し，応援先の機関等と要員，作業内容，資機材の

確保などについて調整を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第４節 第３「応援隊の受入れ」に準拠する。

【参考】

自衛隊派遣要請の要求様式

北海道消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票

（旭川市締結協定）

北海道広域消防相互応援協定

北海道消防防災ヘリコプター応援協定

防災情報の共有に係る協定書

北海道地方における災害時の応援に関する申し合わせ

災害時の相互応援に関する協定

旭川空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定

北海道総合行政情報ネットワーク連絡所の管理運営に関する協定

災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定

広域防災に係る相互応援に関する覚書

中核市災害相互応援協定

災害情報の収集及び伝達に関する協定

災害等における緊急放送に関する協定

災害時における情報発信等に関する協定

高速自動車国道救急・救助活動等に関する協定書

災害時の医療救護活動に関する協定

災害時の歯科医療救護活動に関する協定書

災害時における衛生材料等の物資供給の協力に関する協定

災害時における柔道整復師の救護活動に関する協定

災害時における応急生活物資の供給等に関する協定

災害時における機器の調達に関する協定書

災害時における物資調達に関する協定書

災害時における介護用，福祉用具等の調達に関する協定書

災害時における物資供給に関する協定書

災害時における応急生活物資等の供給に関する協定

災害時の物資供給及び店舗営業又は早期再開に関する協定
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洪水時における緊急避難場所としての使用及び災害時における応急生活物資の供給等に

関する協定

災害時等における給電車による電力供給に関する協定

災害時における輸送車両提供の協力に関する協定

災害時における資機材のレンタルに関する協定

災害時における電気自動車による電力供給に関する協定

洪水時における地域住民等の緊急避難場所としての施設使用及び災害時における応急生

活物資の供給等に関する協定

災害時における電動車両等の貸与に関する協定

災害時における石油類燃料の優先供給に関する協定書

災害時における応急対策業務に関する協定

災害等の発生時における旭川市と社団法人北海道エルピーガス協会上川支部の応急・復旧

活動の支援に関する協定

災害時協力協定書

災害等に係る調査業務等の災害緊急対応等の協力に関する協定

災害時におけるバスによる緊急輸送の協力に関する協定書

災害時応急対策用貨物自動車による物資の緊急・救援輸送等に関する協定

災害時における物資の保管等に関する協定

災害時における緊急輸送等に関する協定

災害時における公衆浴場等の協力に関する協定書

災害時における遺体搬送等に関する協定書

災害時における動物救護活動に関する協定

災害発生時における旭川市と旭川市内郵便局の協力に関する協定

災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書

災害時における廃棄物の収集運搬に関する協定書

災害時の救護活動に関する協定

災害時における相談業務の応援に関する協定

災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定

災害時等における協力体制に関する協定

避難所施設使用に関する覚書

福祉避難所の指定に関する協定書

災害時における緊急一時避難施設としての使用に関する協定書

福祉避難所の指定等及び人材派遣に関する協定

災害時における緊急避難場所としての使用に関する協定書

災害時における協力に関する協定

災害時における相互協力に関する協定書

災害時における避難所としての施設使用に関する協定書

福祉避難所の開設に関する協定書
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旭川市障害者福祉センターにおける福祉避難所の開設に関する覚書

災害時における緊急避難場所としての施設使用に関する覚書

災害発生時における宿泊施設の提供に関する協定

旭川市の地域防災力向上に関する連携協定
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第５節 水防活動

市内の河川における水害の発生及び拡大の防止については，水防法に基づいて，水防管理

者（市長）による「旭川市水防計画」が別に定められており，水防活動はこれに基づいて実

施する。

■対策の体系

第１ 水防組織

水防管理者（市長）は，洪水等による水害が発生するおそれのある場合，市役所内に水防

本部を設置する。

ただし，災害対策本部が設置されたときは，その組織内に吸収され，水防に関する事務は

市災対本部にて行う。

第２ 水防活動

各班は，次の水防活動を行う。

なお，防災班は，必要に応じて知事（総合振興局長）に自衛隊の派遣要請を要求する。

■水防活動

項 目 担 当

第１ 水防組織 防災班，消防部，水道部，土木部，消防団

第２ 水防活動 消防部，消防団，防災班，土木部，水道部

担 当 活 動 内 容

防災班

○ 関係機関等との連絡調整

○ 通信連絡機能の確保

○ 気象予報等の受理伝達

土木部

○ 所管する河川，排水路等の被害調査及び応急対策

○ 所管する河川の巡視警戒

○ 所管施設に必要な応急資材の調達及び分配

○ 所管施設に必要な水防資材の輸送

○ 河川における樋門操作等の応急対策

消防部，消防団

○ 水防作業

○ 重要水防区域の巡視

○ 人命救助

○ 水災の警報，警戒広報，情報収集及び通信

○ 消防職団員の動員

水道部 ○ 河川における樋門操作等の応急対策
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【参考】

（旭川市締結協定）

北海道地方における災害時の応援に関する申し合わせ

災害時における応急対策業務に関する協定
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第６節 救助・救急・消火

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 救助・救急活動

要救助者を発見した者は，消防機関又は警察署等へ通報する。

消防部及び消防団は，救助情報に基づいて救助チームを編成し救助活動を行う。また，自

主防災組織等と協力し，救助現場から救護所まで負傷者を搬送する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第５節 第１「救助・救急活動」に準拠する。

第２ 消火活動

消防部は，市民，警察等からの火災発生等の情報を収集し，消火活動を行う。

市民・自主防災組織・事業所等は，出火防止措置を行い，火災が発生した場合，消防機関

に通報するとともに，消防機関との連携を保ちつつ，可能な限り，初期消火活動等を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第５節 第２「消火活動」に準拠する。

項 目 担 当

第１ 救助・救急

活動

１ 救助情報の収集 消防部，第１～３情報管理班

２ 救助活動
消防部，消防団，総括部，市民，自主防災

組織，事業所

３ 救急活動 消防部，防災班

第２ 消火活動

１ 情報の収集 消防部

２ 消火活動 消防部，消防団

３ 市民・自主防災組

織・事業所の活動
市民，自主防災組織，事業所

第３ 消防への要

請

１ 応援隊の要請 防災班

２ 受入れ体制 消防部

第４ 職員のケア 消防部

住民 ○ 救助活動及び初期消火に関すること。

○ 応急手当に関すること。

○ 救護所への搬送に関すること。

○ 初期消火に関すること。

自主防災組織等

事業所
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第３ 消防への要請

本部長は，市単独の対応では困難と認めたときは，「北海道広域消防相互応援協定」に基

づき，道内の消防組織に対し消防隊，救急隊，ヘリコプター等の応援を要請する。

また，必要に応じて，道に対し，緊急消防援助隊の派遣を要請する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第５節 第３「消防への要請」に準拠する。

第４ 職員のケア

対策の内容は，震災対策編 第２章 第５節 第４「職員のケア」に準拠する。

【参考】

北海道消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票

（旭川市締結協定）

北海道広域消防相互応援協定

北海道消防防災ヘリコプター応援協定

高速自動車国道救急・救助活動等に関する協定書

災害時における応急対策業務に関する協定
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第７節 医療救護

■対策の体系

第１ 応急医療活動

医事班は，医師会等と調整し，被災情報から救護所の設置場所を決定し，救護所となる施

設に医療用資器材，電源及び応急医療に必要な資機材を搬送し設置する。

また，医療救護チームを編成する。

第１保健班は，医師会，歯科医師会及び薬剤師会との連携の下に，市内の医療施設につい

て，情報を収集し，重症者を収容する医療施設を確保するとともに，避難所の開設状況等，

医療体制の確立に必要な情報の提供に努める。

消防部は，傷病者を救護所から市内及び市外の医療施設へ救急車で搬送する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第６節 第１「応急医療活動」に準拠する。

第２ 被災者等への医療

避難した直後に具合が悪くなる要配慮者等を考慮し，医療班は医療救護チームと連携して

避難所を巡回し，トリアージや応急処置を行う。

第２，３保健班は，救護センターに保健師等を配置し，被災者の健康管理に当たる。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第６節 第２「被災者等への医療」に準拠する。

【参考】

（旭川市締結協定）

項 目 担 当

第１ 応急医療

活動

１ 救護所の設置 医事班，建築班

２ 医療救護チームの派遣
第１保健班，医療班，医師会，歯科医師

会，薬剤師会等

３ 救護所での活動
医療班，医師会，歯科医師会，薬剤師会

等

４ 医薬品・医療資器材等の

確保
医事班

５ 医療体制の確立 第１保健班，消防部，防災班

第２ 被災者等

への医療

１ 避難所での医療活動
第１～３保健班，医療部，医師会，歯科

医師会，薬剤師会等

２ 医療情報の提供 第１保健班

３ 人工透析患者等への対応 第１保健班，医療部，医師会



風水害・雪害・火山災害対策編 第２章 災害応急対策計画 第７節 医療救護

風-57

災害時の医療救護活動に関する協定

災害時の歯科医療救護活動に関する協定

災害時における衛生材料等の物資供給の協力に関する協定

災害時における柔道整復師の救護活動に関する協定
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第８節 避難

■対策の体系

項 目 担 当

第１ 避難活動

１ 風水害における避難

の基本
－

２ 避難情報の発令等 防災班，消防部，広報班，都市交流班 等

３ 避難誘導
消防団，支所班，第２，３，５～９援護班，

施設管理者，自主防災組織

４ 警戒区域の設定 消防部，消防団

５ 雪害及び火山災害に

おける避難

防災班，消防部，消防団，広報班，都市交流

班，支所班，第２，３，５～９援護班，施設

管理者，自主防災組織

第２ 避難所の

開設・廃止

１ 避難所の開設

防災班，第１，２避難班，地域活動推進班，

支所班，第１～９教育班，第２～６特命班，

会計班，調査庶務班，第１～４調査班，子育

て支援班，施設管理者

２ 避難所開設の広報 広報班，都市交流班

３ 避難者の受入れ

第１，２避難班，地域活動推進班，支所班，

第１～９教育班，第２～６特命班，会計班，

調査庶務班，第１～４調査班，子育て支援班

４ 避難所の統合・廃止

第１，２避難班，地域活動推進班，支所班，

第１～９教育班，第２～６特命班，会計班，

調査庶務班，第１～４調査班，子育て支援班

第３ 避難所の

運営

１ 避難所運営体制

第１，２避難班，地域活動推進班，支所班，

第１～９教育班，第２～６特命班，会計班，

調査庶務班，第１～４調査班，子育て支援班，

自主防災組織

２ 食料・物資の供給

第１，２避難班，地域活動推進班，支所班，

第１～９教育班，第２～６特命班，会計班，

調査庶務班，第１～４調査班，子育て支援班，

食料物資部

３ 避難所設備の設置

第１，２避難班，地域活動推進班，支所班，

第１～９教育班，第２～６特命班，会計班，

調査庶務班，第１～４調査班，子育て支援班，

建築班

４ 避難所における衛生

管理

第３，４保健班，第１，２避難班，地域活動

推進班，支所班，第１～９教育班，第２～６

特命班，会計班，調査庶務班，第１～４調査

班，子育て支援班

５ 要配慮者への配慮
第２，３，５～９援護班，庁舎・車両・物資

班

６ 避難所の警備

第１，２避難班，地域活動推進班，支所班，

第１～９教育班，第２～６特命班，会計班，

調査庶務班，第１～４調査班，子育て支援班，

交通防災班，警察署

７ 自宅等で生活をする

被災者の把握

第１，２避難班，地域活動推進班，支所班，

第１～９教育班，第２～６特命班，会計班，
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■自助・共助の役割

第１ 避難活動

１ 風水害における避難の基本

風水害における避難は，被害の発生前に，気象情報等に基づく安全な親戚・知人宅，ホ

テル・旅館等への自主避難，あるいは市からの避難情報の発令に基づいた指定緊急避難場

所への事前避難を基本とする。

特に，避難に時間を要する避難行動要支援者は，地域を中心とした支援により早めの避

難を行うことを基本とする。

また，ハザードマップ等を踏まえ，自宅等で身の安全を確保できる場合は，住民自らの

判断で「屋内安全確保」を行うことを基本とする。

２ 避難情報の発令等

(1) 避難情報の種類と発令

災害が発生し，又は発生するおそれがあるとき，本部長は，避難を要する地区の避難が

必要な住民等に対し「【警戒レベル３】高齢者等避難」の発令を行う。次に，避難が必要

な場合には通常の避難行動ができる住民に対しては「【警戒レベル４】避難指示」の発令

を行う。既に災害が発生し，又は切迫しているときは，「【警戒レベル５】緊急安全確保」

を発令する。

避難指示等の発令に当たり，必要に応じて気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な

助言等を活用し，適切に判断を行うものとする。

(2) 避難情報の発令により避難が必要な住民等に求める行動

洪水等・土砂災害における避難情報の発令により避難が必要な住民等がとるべき行動等

は，次のとおりである。

調査庶務班，第１～４調査班，子育て支援班

第４ 広域避難 防災班

住民 ○ 避難情報の伝達及び避難誘導に関すること。

○ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

○ 避難所の開設及び運営に関すること。
自主防災組織等

事業所 ○ 避難誘導に関すること。

種 類 避難が必要な住民等がとるべき行動等

【警戒レベル３】

高齢者等避難

●災害のおそれあり

●危険な場所から高齢者等は避難

・高齢者等※１は危険な場所から避難（立退き避難又は屋内安全確

保※２）する。

・高齢者等以外の人も必要に応じ，出勤等の外出を控えるなど普段

の行動を見合わせ始めたり，避難の準備をしたり，自主的に避難

するタイミングである。
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※１ 高齢者等：避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障

害のある人等，及びその人の避難を支援する人。

※２ 屋内安全確保：上階への垂直避難や高層階に留まること等により，屋内で身の安全を確

保すること。

注 突発的な災害の場合，避難情報の発令が間に合わないこともあるため，自ら警戒レベル相

当情報等を確認し避難の必要性を判断するとともに，身の危険を感じたら躊躇なく自発的に

避難する。

(3) 洪水等の避難情報の発令判断基準

避難情報の発令に当たっては，次の内容を判断の基準とするが，河川状況や気象状況

等も含めて総合的に判断する。

・特に，突発性が高く予想が困難な土砂災害の危険性がある区域や

急激な水位上昇のおそれがある河川沿いでは，避難準備が整い次

第，当該災害に対応した指定緊急避難場所へ立退き避難すること

が強く望まれる。

【警戒レベル４】

避難指示

●災害のおそれ高い

●危険な場所から全員避難

・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。

【警戒レベル５】

緊急安全確保

●災害発生又は切迫

●直ちに安全確保

・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険であ

る場合，近隣の堅固な建物へ退避する等，命を守るための最善の

行動をとる。

・市が災害発生を確実に把握できるものではないため，災害が発生

した場合に，必ず発令されるものではないことに留意する。

区分

種類
洪水予報指定河川 水位周知河川 左記以外の中小河川，内水等

【警戒レ

ベル３】

高齢者等

避難

○ 氾濫警戒情報（警

戒レベル３相当情

報［洪水］）が発表

された場合。

○ 洪水警報が発表

された場合。

○ 避難判断水位（レ

ベル３水位）に到達

した場合。

○ 大雨警報（浸水害）及び

洪水警報が発表された場

合。

○ 近隣での浸水，河川の増

水により浸水の危険が高

いと判断された場合。

〇 水門操作が予測される

場合

○ 軽微な漏水・浸食等が発見された場合。

○ 高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が，夜間

から明け方に接近・通過することが予想される場合。

【警戒レ

ベル４】

避難指示

○ 氾濫危険情報（警

戒レベル４相当情

報［洪水］）が発表

された場合。

○ 氾濫危険水位（レ

ベル４水位）に到達

した場合。

○ 近隣での浸水が拡大し

ている場合。

○ 排水先の河川の水位が

高くなり，排水ポンプの運

転停止水位に到達するこ

とが見込まれる場合。



風水害・雪害・火山災害対策編 第２章 災害応急対策計画 第８節 避難

風-61

※「洪水予報指定河川」とは，水防法により，洪水により国民経済上重大な損害が生ずる

おそれがあるとして指定した河川で，指定河川洪水予報が発表される。

※「水位周知河川」とは，水防法により，洪水予報指定河川以外の河川で，洪水により国

民経済上重大な損害が生ずるおそれがあるとして指定した河川で，水位情報が発表され

る。

(4) 土砂災害の避難情報の発令判断基準

土砂災害における避難情報の発令判断基準は，次のとおりである。

(5) 屋内での待機等の指示

本部長は，避難のための立ち退きを行うことにより，かえって生命又は身体に危険が及

ぶおそれがある場合に，屋内での待機等の安全確保措置をとることを指示する。

○ 水門の閉扉が予測され

る場合

○ 異常な漏水・浸食等が発見された場合。

○ 避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が，夜間から

明け方に接近・通過することが予想される場合。

【警戒レ

ベル５】

緊急安全

確保

○ 氾濫発生情報（警

戒レベル５相当情

報［洪水］）が発表

された場合。

○ 決壊や越水・溢水が発生した場合。

種 類 内 容

【警戒レベル

３】

高齢者等避難

○ 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報［土砂災害］）が発

表され，かつ，北海道土砂災害警戒情報システムにおいて，［実況又

は予想で大雨警報の土壌雨量指数基準に到達］（警戒レベル３相当情

報［土砂災害］）する場合。

○ 数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達することが

想定される場合。

○ 大雨注意報が発表され，当該注意報の中で，夜間～翌日早朝に大雨

警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報［土砂災害］）に切り替え

る可能性が高い旨に言及されている場合。

【警戒レベル

４】

避難指示

○ 避難情報の対象となる地域又はその近隣地で，土砂災害の前兆現象

が発見された場合。

○ 土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報［土砂災害］）が発表さ

れた場合。

○ 北海道土砂災害警戒情報システムにおいて，［予想で土砂災害警戒

情報の基準に到達］（警戒レベル４相当情報［土砂災害］）する場合。

【警戒レベル

５】

緊急安全確保

○ 土砂災害が発生した場合。
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(6) 避難情報の伝達

防災班は，避難情報を防災情報システムにより報道機関等を通じ市民に伝達するほか，

緊急速報メール，ＳＮＳ，ケーブルテレビ，コミュニティＦＭ，街頭放送等により市民に

伝達する。

また，避難情報を発令する際には，その対象者を明確にし，取るべき避難行動が分かる

ように伝達する。

消防部，広報班及び都市交流班は，避難情報をＳＮＳ，テレビ，ラジオ，広報車等によ

り市民に伝達する。また，浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施

設，浸水想定区域内にある大規模工場への伝達は，施設に関係する各部から避難情報を電

話，ＦＡＸ等で伝達する。

本部長は，避難情報を発令したときは，速やかにその旨を知事（総合振興局長）に報告

する。

■避難時の伝達事項

■避難情報の伝達経路

(3) 解除

本部長は，災害による危険がなくなったと判断されるときには，避難情報を解除し，住

民に周知するとともに，速やかにその旨を知事（総合振興局長）に報告する。

■避難指示等の発令権者及び要件

防災情報システム

旭川市

・浸水想定区域・土砂災害警戒区域

内の要配慮者利用施設

・浸水想定区域内の大規模工場

北海道

市 民

報道機関携帯ﾒｰﾙ

(登録者)

Web 入力

上川総合振興局（危機対策室）

報告（電話・FAX）

広報車・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｹｰﾌﾞﾙ TV
ｺﾐｭﾆﾃｨ FM・街頭放送等

報告（FAX）

電話・FAX 等

○ 避難を要する事由 ○ 避難情報の対象区域

○ 避難先 ○ 避難経路

○ 避難時の服装，携行品等 ○ 避難行動における注意事項

根拠法令 措置 発令権者 発令要件
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３ 避難誘導

(1) 避難誘導

避難誘導は，災害の規模及び状況に応じて，最も近い避難場所等まで次のとおり行う。

避難は原則として徒歩とする。なお，在宅の避難行動要支援者の避難は，地域の住民が協

力し車両を活用するなどして行うが，住民では困難な場合は，第２，第３，第５～９援護

班が車両を手配して避難所まで搬送する。

(2) 浸水想定区域内のバスによる避難支援

洪水による浸水想定区域で浸水深が深くなる地区は，主に避難行動要支援者のためにバ

スによる避難支援を行う。

援護部，消防団又は浸水想定区域内の要配慮者施設の職員等で避難誘導する者は，避難

者をバスに乗車させ安全な避難場所に輸送する。

なお，バスによる避難支援は，総括部が判断し，協定先に要請するとともに，避難担当

者に連絡する。

(3) 指定緊急避難場所（屋内施設）の活用

洪水による浸水想定区域で浸水深が深くなる地区には，浸水により安全な指定避難所へ

災
害
対
策
基
本
法

第 56 条

警報の伝達

及び警告

（高齢者等

避難）

市長

災害により人的被害の発生のおそれがあ

り，避難行動要支援者(高齢者等)など，

特に避難行動に時間を要する者が避難行

動を開始する必要が認められるとき。

第 60 条

避難指示

及び

緊急安全確

保

市長

災害が発生し，又は発生するおそれがあ

る場合において，市民の生命又は身体を

災害から保護し，その他災害の拡大を防

止するため特に必要があると認めると

き。

知事

災害の発生により市長がその全部又は大

部分の事務を行うことができなくなった

とき。

第 61 条 避難指示 警察官

市長が避難のための立退きを指示するこ

とができないと認められるとき。

市長から要求があったとき。

警察官職務執

行法第 4条

避難等の警

告，命令，

措置

警察官
人の生命若しくは身体に危険を及ぼすお

それのある天災等，特に急を要するとき。

自衛隊法第 94

条

避難等の警

告，命令，

措置

災害派遣を

命じられた

自衛官

人の生命若しくは身体に危険を及ぼすお

それのある天災等，特に急を要する場合

で，その場に警察官等がいないとき。

水防法第 29 条 避難指示

知事，知事の

命を受けた

道職員

洪水により著しい危険が切迫していると

認められるとき。

水防管理者

地すべり等防

止法第 25 条
避難指示

知事，知事の

命を受けた

道職員

地すべりにより著しい危険が切迫してい

ると認められるとき。
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の避難が困難になることを想定し，屋内の指定緊急避難場所を指定している。バスの運行

が不可能な浸水深になり，安全な指定避難所への避難が困難になった場合，消防団，援護

部，その他の避難誘導を担当する職員は，避難が遅れた者を，近くにある屋内の指定緊急

避難場所に誘導する。

■避難誘導者

４ 警戒区域の設定

災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場合，住民の生命又は身体に対する危

険を防止するため，特に必要と認めるときは，警戒区域を設定する。

消防部又は消防団は，警戒区域の設定に伴い，警察官等の協力を得て実施する。

■警戒区域の設定権者及び要件・内容

避難対象 避難誘導担当者

住民 支所班，消防団員，警察官，自主防災組織等

在宅の避難行動要支援者
原則として地域の住民の協力により行う。

※困難な場合は，第２，第３，第５～９援護班が行う。

教育施設・保育施設 教職員

要配慮者利用施設 施設職員

事業所等 施設の防火・防災管理者及び管理責任者等

交通機関 施設管理者及び乗務員

設定権者 設定の要件・内容 根拠法令

市 長

災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場合に

おいて，市民の生命又は身体に対する危険を防止するた

め特に必要があると認めるときは，警戒区域を設定し，

災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域

への立入りを制限し，若しくは禁止し，又は当該区域か

らの退去を命ずることができる。

災害対策基

本法第63条

消 防 長 又 は

消 防 署 長

ガス，火薬又は危険物の漏えい，飛散，流出等の事故が

発生した場合において，当該事故により火災が発生する

おそれが著しく大であり，かつ，火災が発生したならば

人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認

めるとき，火災警戒区域を設定して，その区域内におけ

る火気の使用を禁止し，又は命令で定める者以外の者に

対してその区域からの退去を命じ，若しくはその区域へ

の出入を禁止し，若しくは制限することができる。

消防法第23

条の２

消防吏員又は

消 防 団 員

火災の現場においては，消防警戒区域を設定して，命令

で定める以外の者に対して，その区域からの退去を命

じ，又はその区域への出入を禁止し若しくは制限するこ

とができる。

消防法第28

条

消 防 機 関

に 属 す る 者

水防上緊急の必要がある場所においては，警戒区域を設

定し，水防関係者以外の者に対して，その区域への立入

を禁止し，若しくは制限し，又はその区域からの退去を

命ずることができる。

水防法第21

条
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５ 雪害及び火山災害における避難

雪害及び火山災害における避難に対しては，避難情報の発令基準はないが，災害の状況

により市長が判断し避難情報の発令を行う。

なお，避難情報の伝達，避難誘導，警戒区域の設定等の対策にあっては，風水害の対策

を準用する。

第２ 避難所の開設・廃止

防災班は，災害の状況に応じて開設する避難所を決定し，第１，２避難班，地域活動推進

班，支所班，援護部，第１，２教育部，消防部等に連絡する。開設する避難所は，被災地に

最も近く安全な避難所とする。

避難所は，避難所担当班等が開設する。避難所として開設する施設を所管する部局は，避

難所となる施設の管理者に開設の協力を要請する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第７節 第２「避難所の開設・廃止」に準拠する。

第３ 避難所の運営

浸水や土砂災害により家屋等が被災し，避難生活が長期化する場合は，避難者による自主

的な運営組織を確立し避難所を運営する。

なお，運営に当たっては，要配慮者，女性，子供，性的マイノリティの方等の意見が十分

に反映されるよう多様なニーズに配慮する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第７節 第３「避難所の運営」に準拠する。

第４ 広域避難

対策の内容は，震災対策編 第２章 第７節 第４「広域避難」に準拠する。

【参考】

指定避難所等一覧

警 察 官

市長若しくは市長の委任を受けた市職員が現場にいな

いとき，又はこれらの者から要求があったとき。

災害対策基

本法第63条

消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受

けた消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき，又

は消防長若しくは消防署長から要求があったとき。

消防法第23

条の２

消防吏員又は消防団長が火災の現場にいないとき，又は

消防吏員又は消防団員の要求があったとき。

消防法第28

条

消防機関に属する者がいないとき，又はこれらの者の要

求があったとき。

水防法第21

条

災害派遣を命

じられた部隊

等 の 自 衛 官

市長若しくは市長の委任を受けた市職員及び警察官が

現場にいないとき。

災害対策基

本法第63条
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災害危険箇所（法令指定地）における情報伝達及び避難体制等

災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧

（旭川市締結協定）

災害情報の収集及び伝達に関する協定

災害等における緊急放送に関する協定

災害時における情報発信等に関する協定

災害時における衛生材料等の物資供給の協力に関する協定

災害時における応急生活物資の供給等に関する協定

災害時における機器の調達に関する協定書

災害時における物資調達に関する協定書

災害時における介護用，福祉用具等の調達に関する協定書

災害時における物資供給に関する協定書

災害時における応急生活物資等の供給に関する協定

災害時の物資供給及び店舗営業又は早期再開に関する協定

洪水時における緊急避難場所としての使用及び災害時における応急生活物資の供給等に

関する協定

災害時等における給電車による電力供給に関する協定

災害時における輸送車両提供の協力に関する協定

災害時における資機材のレンタルに関する協定

災害時応急対策用貨物自動車による物資の緊急・救援輸送等に関する協定

災害時における緊急輸送等に関する協定

災害時における公衆浴場等の協力に関する協定書

災害発生時における旭川市と旭川市内郵便局の協力に関する協定

災害時の救護活動に関する協定

避難所施設使用に関する覚書

福祉避難所の指定に関する協定書

災害時における緊急一時避難施設としての使用に関する協定書

福祉避難所の指定等及び人材派遣に関する協定

災害時における緊急避難場所としての使用に関する協定書

災害時における協力に関する協定

災害時における相互協力に関する協定書

災害時における避難所としての施設使用に関する協定書

福祉避難所の開設に関する協定書

旭川市障害者福祉センターにおける福祉避難所の開設に関する覚書

災害時における緊急避難場所としての施設使用に関する覚書

災害時における宿泊施設の提供に関する協定

旭川市の地域防災力向上に関する連携協定

（北海道締結協定）

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定
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第９節 生活救援

■対策の体系

■自助・共助の役割

項 目 担 当

第１ 給水活動

１ 優先給水
水道総務班，連絡調達班，現地広報・給

水班

２ 備蓄飲料水の活用 庁舎・車両・物資班

３ 給水活動 水道総務班，現地広報・給水班

第２ 食料の供給

１ 備蓄食料の活用 庁舎・車両・物資班

２ 食料の確保

食料物資部，農政部，第１，２避難班，

地域活動推進班，支所班，第１～９教育

班，第２～６特命班，会計班，調査庶務

班，第１～４調査班，子育て支援班

３ 食料の供給

食料物資部，庁舎・車両・物資班，第１，

２避難班，地域活動推進班，支所班，第

１～９教育班，第２～６特命班，会計班，

調査庶務班，第１～４調査班，子育て支

援班

４ 炊き出し 食料物資部

第３ 生活必需品

の供給

１ 備蓄品の活用 庁舎・車両・物資班

２ 生活必需品の確保 食料物資部

３ 生活必需品の供給

食料物資部，庁舎・車両・物資班，第１，

２避難班，地域活動推進班，支所班，第

１～９教育班，第２～６特命班，会計班，

調査庶務班，第１～４調査班，子育て支

援班

第４ 救援物資の

受入れ

１ 物資拠点の設置 観光支援班，物資管理班

２ 物資の受入れ・管理
観光支援班，物資管理班，庁舎・車両・

物資班

第５ 燃料の供給 食料物資部

住民

○ 家庭内備蓄の活用に関すること。

○ 防災井戸の活用に関すること。

○ 地域住民の給水支援に関すること。

自主防災組織等

○ 防災井戸の活用に関すること。

○ 地域住民の給水支援に関すること。

○ 食料，生活必需品等の地域住民への配布に関すること。

○ 炊き出しの実施に関すること。

事業所 ○ 事業所内備蓄の活用に関すること。
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第１ 給水活動

現地広報・給水班は，水道施設の破損等により水の供給が停止した場合，断水地区の重要

施設に対し優先給水を行う。

市民，事業所等は，災害発生当初は，家庭内及び事業所内の備蓄品で対応することを原則

とする。

水道総務班，連絡調達班及び現地広報・給水班は，給水拠点の設定，給水資機材の確保等

を行い，給水活動を実施する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第８節 第１「給水活動」に準拠する。

第２ 食料の供給

市民，事業所等は，災害発生当初は，家庭内及び事業所内の備蓄で対応することを原則と

する。

市は，家庭内備蓄が取り出せない避難者に対し，市の備蓄を供給する。

食料物資部及び農政部は，報告された必要量を「災害時における応急生活物資の供給等に

関する協定」に基づき調達業者に要請する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第８節 第２「食料の供給」に準拠する。

第３ 生活必需品の供給

市民，事業所等は，災害発生当初は，家庭内及び事業所内の備蓄で対応することを原則と

する。

市は，家庭内備蓄が取り出せない避難者に対し，市の備蓄を供給する。

食料物資部は，報告された必要量を「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」

等により，調達業者に要請する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第８節 第３「生活必需品の供給」に準拠する。

第４ 救援物資の受入れ

観光支援班及び物資管理班は，救援物資を受入れ・管理するために旭川市総合体育館又は

大雪アリーナに物資保管センターを開設する。

救援物資提供の申し出があった場合は，企業，自治体，団体等からのまとまった量の物資

のみを受け入れることを原則とし，個人から市への小荷物での物資は受け入れないこととす

る。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第８節 第４「救援物資の受入れ」に準拠する。
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第５ 燃料の供給

食料物資部は，燃料販売業者から暖房器具に使用する燃料を確保し，避難所に優先的に供

給する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第８節 第５「燃料の供給」に準拠する。

【参考】

（旭川市締結協定）

災害時の相互応援に関する協定

災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定

広域防災に係る相互応援に関する覚書

中核市災害相互応援協定

災害時における衛生材料等の物資供給の協力に関する協定

災害時における応急生活物資の供給等に関する協定

災害時における機器の調達に関する協定書

災害時における物資調達に関する協定書

災害時における介護用，福祉用具等の調達に関する協定書

災害時における物資供給に関する協定書

災害時における応急生活物資等の供給に関する協定

災害時の物資供給及び店舗営業又は早期再開に関する協定

洪水時における緊急避難場所としての使用及び災害時における応急生活物資の供給等に

関する協定

災害時等における給電車による電力供給に関する協定

災害時における輸送車両提供の協力に関する協定

災害時における資機材のレンタルに関する協定

災害時における石油類燃料の優先供給に関する協定書

災害時における応急対策業務に関する協定

災害等の発生時における旭川市と社団法人北海道エルピーガス協会上川支部の応急・復旧

活動の支援に関する協定

災害時応急対策用貨物自動車による物資の緊急・救援輸送等に関する協定

災害時における物資の保管等に関する協定

災害時における公衆浴場等の協力に関する協定書

災害発生時における旭川市と旭川市内郵便局の協力に関する協定

（北海道締結協定）

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

災害時における物資の供給等防災に関する協力協定

災害時並びに日常の防災活動に関する支援及び協力協定
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第１０節 交通対策・緊急輸送

■対策の体系

第１ 交通対策

交通防犯班は，各道路管理者及び警察署と連絡を取り，交通情報の収集及び整理を行う。

警察署又は道路管理者は，応急対策上重要な路線について交通規制を実施する。

総合振興局長又は公安委員会（警察署長）は，緊急通行車両の確認を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第９節 第１「交通対策」に準拠する。

第２ 緊急輸送

庁舎・車両・物資班は，緊急輸送等に使用する市有車両その他の車両を管理するとともに，

市有車両だけでは不足する場合は，協定に基づき輸送業者に応援を要請する。また，すべて

の燃料の確保を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第９節 第２「緊急輸送」に準拠する。

【参考】

緊急通行車両確認証明書の様式

臨時ヘリポート開設予定地

（旭川市締結協定）

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定

災害時における応急対策業務に関する協定

災害時におけるバスによる緊急輸送の協力に関する協定書

項 目 担 当

第１ 交通対策

１ 交通情報の収集 交通防犯班，警察署

２ 交通規制 第２，４，６土木班，警察署

３ 緊急通行車両等の確認 庁舎・車両・物資班，警察署

４ 緊急輸送道路の確保 第２，４，６土木班，交通防犯班，警察署

５ 緊急除雪
第６土木班，旭川開発建設部，上川総合振

興局旭川建設管理部

６ 放置自動車等の移動
第２，６土木班，旭川開発建設部，上川総

合振興局旭川建設管理部

第２ 緊急輸送

１ 車両・燃料の確保 庁舎・車両・物資班

２ 緊急輸送 庁舎・車両・物資班

３ 輸送拠点の設置 庁舎・車両・物資班



風水害・雪害・火山災害対策編 第２章 災害応急対策計画 第 10 節 交通対策・緊急輸送

風-71

災害応急対策用貨物自動車による物資の緊急・救援輸送等に関する協定書

災害時における物資の保管等に関する協定

災害時における緊急輸送等に関する協定

（北海道締結協定）

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

災害時における応急対策業務に関する協定

災害時における輸送車両提供の協力に関する協定書

災害時における航空機による緊急輸送業務の協力に関する協定

災害時等における船舶による輸送等に関する協定
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第１１節 災害警備

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 警察の災害警備

警察署は，災害が発生した場合，その災害の規模及び態様に応じて「災害警備計画」に基

づいて災害警備本部等を設置し，情報収集，避難の指示，広報，救助，交通規制等の応急対

策を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第10節 第１「警察の災害警備」に準拠する。

第２ 被災地の警備

対策の内容は，震災対策編 第２章 第10節 第２「被災地の警備」に準拠する。

項 目 担 当

第１ 警察の災害警備
１ 災害警備体制の確立 警察署

２ 応急対策 警察署

第２ 被災地の警備 警察署，交通防犯班

住民 ○ 避難所及び被災地の防犯に関すること。

自主防災組織等 ○ 避難所及び被災地の防犯に関すること。

事業所 －
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第１２節 建物対策

■対策の体系

■自助・共助の役割

被災者などに対して健全な住生活の早期確保のため，応急仮設住宅の提供，市営住宅の確

保など次に掲げる対策を迅速に行う。

第１ 被災宅地の危険度判定

大雨等による宅地の二次災害を軽減，防止するため，都市計画班は，宅地の危険度判定を

行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第11節 第２「被災宅地の危険度判定」に準拠する。

第２ 住家の被災調査

調査部は，家屋の被害状況を把握するために，り災証明の申請のあった住家等を対象に被

災調査を行う。

消防部は，消防法に基づき，火災により焼失した家屋等の調査を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第11節 第３「住家の被災調査」に準拠する。

項 目 担 当

第１ 被災宅地の危険

度判定

１ 判定実施体制の準備 都市計画班

２ 判定の実施 都市計画班

第２ 住家の被災調査 調査部

第３ 応急仮設住宅

１ 仮設住宅の建設 建築班，住宅班

２ 応急仮設住宅の対象者 住宅班

３ 管理 住宅班

４ 民間賃貸住宅の借り上

げ等の措置
住宅班

第４ 市営住宅の供給
１ 市営住宅の応急修理 住宅班

２ 市営住宅の確保 住宅班

第５ 住宅の応急修理 １ 住宅の応急修理 建築調査班

市民 ○ 住家の被災調査への協力に関すること。

自主防災組織等 ○ 仮設住宅入居者の見守りに関すること。

事業所 －
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第３ 応急仮設住宅

建築班は，住家を失った被災者のために，応急仮設住宅入居の申し込みを受け付ける。

住宅班は，入居対象者の中から，被災者の資力，その他生活条件等を十分調査の上，抽選

その他公正な方法により入居者を選定する。応急仮設住宅入居後は，設備等の修理，改良等

の管理を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第11節 第４「応急仮設住宅」に準拠する。

第４ 市営住宅の供給

住宅班は，被災した市営住宅の応急修理や応急仮設住宅としての市営住宅を確保供給する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第11節 第５「市営住宅の供給」に準拠する。

第５ 住宅の応急修理

建築調査班は，市域で発生した災害について災害救助法が適用された場合は，その定める

範囲内において被災した住宅の応急修理に関する事務を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第11節 第６「住宅の応急修理」に準拠する。

【参考】

（旭川市締結挙定）

災害時における応急対策業務に関する協定

（北海道締結協定）

災害時における応急対策業務に関する協定

災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定
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第１３節 防疫・清掃

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 防疫活動

第２～４保健班は，感染症の予防のため，防疫に関する活動を実施する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第12節 第１「防疫活動」に準拠する。

第２ し尿の処理

環境庶務班，ごみ収集班及びごみ処理班は，断水等によりトイレが使用できなくなった場

合，仮設トイレ設置等の対策を実施する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第12節 第２「し尿の処理」に準拠する。

項 目 担 当

第１ 防疫活動 １ 防疫活動 第２～４保健班

第２ し尿の処

理

１ 仮設トイレの設置 環境庶務班

２ し尿の処理 環境庶務班，ごみ収集班，ごみ処理班

第３ 災害廃棄

物の処理

１ がれき等の処理 環境庶務班，ごみ処理班

２ 避難所ごみ等の処理 環境庶務班，ごみ収集班，ごみ処理班

３ 思い出の品の処理 環境庶務班

第４ 一般廃棄物の処理 環境庶務班，ごみ収集班，ごみ処理班

第５ 障害物の

除去

１ 住宅関係の障害物の除去 第６土木班

２ 河川関係の障害物の除去 第６土木班

３ 主要道路上の障害物の除去 第６土木班

第６ 動物対策

１ 放浪動物への対応 第４保健班

２ ペット同行避難への対応

第１，２避難班，地域活動推進班，支

所班，第１～９教育班，第２～６特命

班，会計班，調査庶務班，第１～４調

査班，子育て支援班

３ 被災動物救護本部の活動 第４保健班

住民
○ 感染症の予防に関すること。

○ 同行避難したペットの飼育に関すること。

自主防災組織等 ○ 感染症の予防に関すること。

事業所 －
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第３ 災害廃棄物の処理

環境庶務班，ごみ収集班及びごみ処理班は，災害で発生したごみや災害廃棄物の処理を実

施する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第12節 第３「災害廃棄物の処理」に準拠する。

第４ 一般廃棄物の処理

対策の内容は，震災対策編 第２章 第12節 第４「一般廃棄物の処理」に準拠する。

第５ 障害物の除去

第６土木班は，対象となる被災者の住居の土砂等，市管理の河川及び道路等の障害物を除

去する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第12節 第５「障害物の除去」に準拠する。

第６ 動物対策

第４保健班は，平常時と同様に飼い主が不明なペットを旭川市動物愛護センターあにまあ

るに収容する。

また，避難者がペットを同行して避難した場合，避難所担当班等は，避難所のグラウンド

等にペット専用のスペースを確保する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第12節 第６「動物対策」に準拠する。

【参考】

（旭川市締結協定）

北海道地方における災害時の応援に関する申し合わせ

災害時における応急生活物資の供給等に関する協定

災害時における機器の調達に関する協定書

災害時における物資供給に関する協定書

災害時における応急生活物資等の供給に関する協定

災害時における資機材のレンタルに関する協定

災害時における応急対策業務に関する協定

災害時協力協定書

災害時における動物救護活動に関する協定

災害時における廃棄物の収集運搬に関する協定書
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第１４節 行方不明者の捜索・遺体の処理

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 行方不明者の捜索

第１，４援護班は，災害相談窓口で受け付けた捜索願い及び行方不明者の情報を収集する。

警察署，消防部，消防団等は，捜索チームを編成し，行方不明者の捜索活動を実施する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第13節 第１「行方不明者の捜索」に準拠する。

第２ 遺体の処理

第１，４，６～９援護班は，遺体安置所を開設する。

また，警察の見分，医師による検案が終了した遺体を遺族に引き渡す。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第13節 第２「遺体の処理」に準拠する。

第３ 遺体の火・埋葬

第１，４，６～９援護班は，火・埋葬許可証を発行する。

遺体は，市内の火葬場等で火葬を実施する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第13節 第３「遺体の火・埋葬」に準拠する。

【参考】

（旭川市締結協定）

災害時における遺体搬送等に関する協定書

項 目 担 当

第１ 行方不明者

の捜索

１ 行方不明者情報の収集 警察署，第１，４援護班

２ 捜索活動 警察署，消防部，消防団

第２ 遺体の処理
１ 遺体の安置 第１，４，６～９援護班

２ 遺体処理の実施 警察署，第１，４，６～９援護班

第３ 遺体の火・

埋葬

１ 遺体の火・埋葬 第１，４，６～９援護班

２ 遺骨の保管 第１，４，６～９援護班

市民 －

自主防災組織等
○ 地域住民の安否確認に関すること。

○ 行方不明者の通報に関すること。

事業所 －
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第１５節 公共施設等の応急復旧対策

■対策の体系

第１ ライフライン施設

ライフラインの応急対策は，各ライフライン機関があらかじめ定めた防災業務計画等に基

づいて実施する。

市災対本部は，防災関係機関連絡室の連絡員等を通じて各ライフライン施設の被害，供給

状況等の情報を収集する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第 14 節 第１「ライフライン施設」に準拠する。

第２ 交通施設

道路管理者及び河川管理者は，所管する道路，橋りょう，河川施設等の応急措置を行う。

北海道旅客鉄道株式会社，バス事業者は，あらかじめさだめられた計画に基づいて，安全

確保や施設の応急復旧対策を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第 14 節 第２「交通施設」に準拠する。

第３ 公共施設

対策の内容は，震災対策編 第２章 第14節 第３「公共施設」に準拠する。

項 目 担 当

第１ ライフラ

イン施設

１ 上水道施設
水道総務班，連絡調達班，現地広報・給水

班

２ 下水道施設
水道総務班，連絡調達班，下水道班，処理

場班

３ 電力施設 北海道電力ネットワーク株式会社

４ ガス施設 旭川ガス株式会社

５ 通信施設 東日本電信電話株式会社

６ 市有建物の暖房施設 建築班

第２ 交通施設

１ 道路・橋りょう 第１，３，４，６土木班

２ 河川施設 第４，６土木班

３ 鉄道施設 北海道旅客鉄道株式会社

４ バス等の施設 バス事業者，トラック事業者

第３ 公共施設 各施設管理者
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【参考】

（旭川市締結協定）

防災情報の共有に係る協定書

北海道地方における災害時の応援に関する申し合わせ

災害時における石油類燃料の優先供給に関する協定書

災害時における応急対策業務に関する協定

災害等の発生時における旭川市と社団法人北海道エルピーガス協会上川支部の応急・復旧

活動の支援に関する協定

災害時協力協定書
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第１６節 農業対策

■対策の体系

第１ 農林業対策

農業振興班及び農林整備班は，施設の点検及び被害調査を実施する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第15節 第１「農林業対策」に準拠する。

第２ 畜産業対策

農業振興班は，家畜や畜舎等の営農施設の被害調査，家畜の保護等の支援を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第15節 第２「畜産業対策」に準拠する。

項 目 担 当

第１ 農林業対策 １ 応急対策
農業振興班，農林整備班，東和土地改良区，

旭川土地改良区

第２ 畜産業対策

１ 被害調査 農業振興班

２ 家畜の保護 農業振興班

３ 死亡家畜の処理 農業振興班
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第１７節 文教・保育対策

■対策の体系

第１ 応急保育

保育所等及び幼稚園の園長等は，災害が発生した場合は，園児の無事を確認し，避難所に

避難させるなど，安全確保を行う。

また，既存施設において保育の実施ができない場合や，保護者の被災等で通園に支障をき

たす場合は，応急保育を実施する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第16節 第１「応急保育」に準拠する。

第２ 応急教育

各学校では，児童及び生徒が在校時に災害が発生した場合，生徒の無事を確認し，学校に

留まるなど，安全確保を行う。

また，災害により学用品を失った児童及び生徒に対し，学用品の給与等を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第16節 第２「応急教育」に準拠する。

第３ 社会教育施設等の対策

第４～９教育班は，施設管理者等と連携し利用者の安全の確保に努める。

第５教育班は，文化財に被害が発生したときには，必要な措置を講ずる。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第16節 第３「社会教育施設等の対策」に準拠する。

【参考】

（旭川市締結協定）

災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書

項 目 担 当

第１ 応急保育
１ 園児等の安否確認 子育て支援班

２ 応急保育の実施 子育て支援班

第２ 応急教育

１ 児童，生徒等の安否確認 第２教育班

２ 避難所開設への協力

第１，２避難班，地域活動推進班，

支所班，第１～９教育班，第２～６

特命班，会計班，調査庶務班，第１～

４調査班，子育て支援班

３ 応急教育活動 第２教育班

４ 学校施設の応急復旧 第１教育班

第３ 社会教育施

設等の対策

１ 社会教育施設等の応急措置 第４～９教育班

２ 文化財に対する措置 第５教育班



風水害・雪害・火山災害対策編 第２章 災害応急対策計画 第 18 節 防災ボランティア対策

風-82

第１８節 災害ボランティア対策

■対策の体系

第１ 災害ボランティア活動

地域活動推進班及び第１援護班は，社会福祉協議会，ボランティア団体・ＮＰＯ等との連

携を図り，災害時におけるボランティア活動が円滑かつ有効に機能するために，情報提供及

び活動支援を主とした活動を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第17節 第１「災害ボランティア活動」に準拠する。

第２ 一般ボランティアへの対応

社会福祉協議会は，必要に応じ，災害時における災害ボランティア活動に関する様々な情

報を収集及び管理してボランティアの活動を円滑にするため，災害ボランティアセンター等

を開設する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第17節 第２「一般ボランティアへの対応」に準拠す

る。

第３ 専門ボランティアへの対応

事前に登録されたボランティアに関しては，担当する各班が受入れを行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第17節 第３「専門ボランティアへの対応」に準拠す

る。

項 目 担 当

第１ ボランテ

ィア活動

１ 災害ボランティアの活動

分野
－

２ 市の役割 地域活動推進班，第１援護班

第２ 一般ボラ

ンティアへ

の対応

１ 災害ボランティアセンタ

ーの設置

地域活動推進班，第１援護班，社会福

祉協議会

２ 一般ボランティアの受入

れ

地域活動推進班，第１援護班，社会福

祉協議会

第３ 専門ボランティアへの対応 各班
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第１９節 要配慮者対策

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 要配慮者への対応

市は，「旭川市避難行動要支援者避難支援の手引き（全体計画）」に基づき，自主防災組

織，福祉関係団体等と協力し，避難行動要支援者の安否確認，避難所及び在宅の要配慮者の

支援等を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第18節 第１「要配慮者への対応」に準拠する。

項 目 担 当

第１ 要配慮者

への対応

１ 避難行動要支援者の

安全確認
第２，３，５～９援護班

２ 避難所での支援

第２，３，５～９援護班，広報班，都市交

流班，第１，２避難班，地域活動推進班，

支所班，第１～９教育班，調査庶務班，第１

～４調査班，子育て支援班

３ 被災した在宅の避難

行動要支援者への支援
第２，３，５～９援護班

４ 仮設住宅での支援 第２，３，５～９援護班

第２ 要配慮者

利用施設入

居者への対

策

１ 災害発生時の安全確

保
各施設管理者

２ 施設における生活の

確保
各施設管理者

第３ 外国人へ

の対応

１ 外国人への広報 都市交流班

２ 外国人への援助

都市交流班，第１，２避難班，地域活動推

進班，支所班，第１～９教育班，第２～６

特命班，会計班，調査庶務班，第１～４調

査班，子育て支援班

第４ 観光客へ

の対応

１ 安全確保 観光支援班

２ 一時滞在施設の確保 観光支援班

３ 帰宅支援 観光支援班

住民 ○ 地域の要配慮者の支援に関すること。

自主防災組織等 ○ 地域の要配慮者の支援に関すること。

事業所 ○ 観光客の支援に関すること。
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第２ 要配慮者利用施設入居者への対策

各要配慮者利用施設の管理者は，入所者の安全確保及び施設の生活を確保する。

市は，要配慮者利用施設の状況を把握し，避難等の支援を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第18節 第２「要配慮者利用施設入居者への対策」に

準拠する。

第３ 外国人への対応

都市交流班は，外国語の広報紙の作成，通訳・翻訳ボランティアを確保し，外国人に対す

る援助策や情報提供を実施する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第18節 第３「外国人への対応」に準拠する。

第４ 観光客への対応

観光事業者，交通機関等は，観光客の安全を確保する。観光支援班は，観光事業者，交通

機関等と連携して帰宅支援を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第18節 第４「観光客への対応」に準拠する。

【参考】

（旭川市締結協定）

福祉避難所の指定に関する協定書

避難所施設使用に関する協定書

災害時における介護用，福祉用具等の調達に関する協定書

福祉避難所の指定等及び人材派遣に関する協定

（北海道締結協定）

災害時における帰宅者支援に関する協定
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第２０節 災害救助法の適用

第１ 災害救助法の適用基準

災害救助法の適用基準は，災害救助法施行令第１条第１項第１号～第４号の規定による。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第19節 第１「災害救助法の適用基準」に準拠する。

第２ 滅失世帯の算定基準

対策の内容は，震災対策編 第２章 第19節 第２「滅失世帯の算定基準」に準拠する。

第３ 災害救助法の適用手続き

市域の災害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当し，又は該当する見込みであるとき

は，市長は直ちにその旨を総合振興局長に報告する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第19節 第３「災害救助法の適用手続き」に準拠する。

第４ 救助の実施者，救助の内容等

災害救助法による救助は知事が行い，市長はこれを補助する。

ただし，災害救助法第30条第１項の規定により，必要により通知される救助については，

市長がこれを行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第19節 第４「救助の実施者，救助の内容等」に準拠

する。

【参考】

災害救助法による救助の内容等

被害状況の判断基準
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第２１節 雪害対策

■対策の体系

■自助・共助の役割

第１ 情報収集・伝達

１ 情報収集

防災班は，気象庁が発表する注意報，警報等降雪に関する気象情報を収集する。

２ 市民への広報

広報班及び都市交流班は，豪雪が予想される場合，必要に応じて，ＳＮＳ，広報車等に

より，降雪や積雪の予想，積雪への備え，外出の抑制等に関する注意喚起の広報を行う。

また，交通機関の運行情報等の生活支援情報についても収集し，広報を行う。

第２ 除雪等対策

１ 除雪

第６土木班は，市民，除雪業者，除雪センターと連携し，迅速に除雪，倒木等の除去，

防滑砂の散布等の対策を実施する。

２ 豪雪時等の対応

暴風雪や豪雪に対しては，旭川市雪害対策要綱，暴風雪・地吹雪対応マニュアルに基づ

き，除雪及び道路利用者の安全確保を図る。

項 目 担 当

第１ 情報の収集・

伝達

１ 情報収集 防災班

２ 市民への広報 広報班，都市交流班

第２ 除雪等対策

１ 除雪 第６土木班

２ 豪雪時の対応 ※旭川市雪害対策要綱等に基づく

３ 放置自動車等の移動
第２，６土木班，旭川開発建設部，上川

総合振興局旭川建設管理部

第３ 被災者への支

援
１ 要配慮者の安否確認 第２，３，５～９援護班

住民 ○ 除雪作業に関すること。

○ 要配慮者の安否確認に関すること。自主防災組織等

事業所 ○ 除雪作業に関すること。
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３ 放置自動車等の移動

第２，６土木班，旭川開発建設部及び上川総合振興局旭川建設管理部は，管理する道路

における車両の通行が停止・停滞し，車両等が緊急通行車両の通行の妨害となることによ

り災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり，かつ，緊急の必要があると認

めるときは，区間を指定して，車両その他の物件の占有者，所有者又は管理者（以下「車

両等の占有者等」という。）に対し，当該車両等を付近の道路外の場所へ移動することそ

の他必要な措置をとることを命ずる。

車両等の占有者等が措置をとらない場合や，現場にいない場合は，車両の移動等の必要

な措置をとる。

第３ 被災者への支援

１ 要配慮者の安否確認

第２，３，５～９援護班は，自主防災組織等と連携し，豪雪により生活支障が予想され

る場合は，地域の要配慮者の安否を確認し，必要な支援を行う。
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第２２節 火山災害対策

■対策の体系

■自助・共助の役割

市域においては，火山噴火現象により人命に影響を及ぼす危険性はないと考えられるが，

風向きによっては，降灰によって市民の生活に影響が及ぶことが想定されるため，以下のと

おり，応急対策を実施する。

第１ 情報の収集・伝達

１ 火山情報の収集

防災班は，大雪山，十勝岳等が噴火した場合，気象庁の発表する火山警報等の情報を収

集する。

特に，降灰については，降灰予報及び風向き等の情報を収集する。

■気象庁が発表する火山に関する情報

項 目 担 当

第１ 情報の収集・

伝達

１ 火山情報の収集 防災班

２ 市民への広報 広報班，都市交流班

第２ 降灰対策
１ 警備，交通規制 警察署

２ 道路の清掃 第６土木班

第３ 災害復旧 各部

住民

○ 火山灰の収集，運搬に関すること。自主防災組織等

事業所

情報名 概要

噴火警報(火口

周辺)・噴火警報

(居住地域)

噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山現象(大きな噴石，火砕

流融雪型火山泥流等，発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達

し，避難までの時間的猶予がほとんどない火山現象)の発生が予想さ

れる場合やその危険が及ぶ範囲の拡大が予想される場合に火山名，

「警戒が必要な範囲」(生命に危険を及ぼす範囲)を明示して発表。

「警戒が必要な範囲」が居住地域まで及ぶ場合は「噴火警報(居住地

域)」，火口周辺に限られる場合は「噴火警報(火口周辺)として発表。

「噴火警報(居住地域)」は，警戒が必要な居住地域を含む市町村に

対する火山現象特別警報に位置付けられる。

噴火予報
火山活動の状況が静穏である場合，あるいは火山活動の状況が噴火

警報に及ばない程度と予想される場合に発表。
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情報名 概要

火山の状況に関

する解説情報

噴火警戒レベルの引き上げ基準に現状達していないが，噴火警戒レ

ベルを引き上げる可能性があると判断した場合には，火山の状況に

関する解説情報（臨時）」を発表。また，現状，噴火警戒レベルを

引き上げる可能性は低いが，火山活動に変化がみられるなど，火山

活動の状況を伝える必要がある場合等には，「火山の状況に関する

解説情報」を発表。

噴火に関する火

山観測報

噴火が発生したことや，噴火に関する情報（噴火の発生時刻・噴煙

高度・噴煙の流れる方向・噴火に伴って観測された火山現象等）を

噴火後直ちに発表。

降灰予報

○ 降灰予報（定時）

・噴火警報発表中の火山で，噴火により人々の生活等に影響を及

ぼす降灰が予想される場合に，定期的(３時間毎)に発表。

・18時間先（３時間区切り）までに噴火した場合に予想される，

降灰範囲や小さな噴石の落下範囲を提供。

○ 降灰予報（速報）

・噴火の発生を通報する「噴火に関する火山観測報」を受けて発

表。

・降灰予報(定時)を発表中の火山では，降灰への防災対応が必要

となる「やや多量」以上の降灰が予想された場合に発表。

・降灰予報(定時)が未発表の火山では，噴火に伴う降灰域を速や

かに伝えるため，予想された降灰が「少量」のみであっても必

要に応じて発表。

・事前計算された降灰予報結果から適切なものを抽出することで，

噴火後速やかに（５～10分程度で）発表。

・噴火発生から1時間以内に予想される，降灰量分布や小さな噴石

の落下範囲を提供。

○ 降灰予報（詳細）

・噴火の観測情報（噴火時刻，噴煙高など）を用いて，より制度

の高い降灰予測計算を行って発表。

・降灰予報(定時)を発表中の火山では，降灰への防災対応が必要

となる「やや多量」以上の降灰が予想された場合に発表。

・降灰予報(定時)が未発表の火山では，噴火に伴う降灰域を速や

かに伝えるため，予想された降灰が「少量」のみであっても必

要に応じて発表。

・降灰予報(速報)を発表した場合には，予想降灰量によらず，降

灰予報(詳細)も発表。

・降灰予測計算結果に基づき，噴火後20～30分程度で発表。

・噴火発生から６時間先まで(１時間ごと)に予想される降灰量分

布や，降灰開始時刻を提供。

火山ガス予報
居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合

に，火山ガスの濃度が高まる可能性のある地域を発表。

月間火山概況
前月１か月間の火山活動の状況等を取りまとめた資料。毎月上旬に

全国版と各地方版を発表。
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■降灰予報で使用する降灰量階級表

※富士山ハザードマップ検討委員会(2004)による想定

２ 市民への広報

広報班及び都市交流班は，降灰予報等により市域に降灰のおそれがある場合は，ＳＮＳ，

広報車等により，降灰の予想，外出，健康被害防止等への注意喚起について市民に周知す

る。

第２ 降灰対策

１ 警備，交通規制

降灰により社会的な混乱や，視界不良等による交通の混乱が発生することが想定される

ため，警察署は，警備，交通規制等を行う。

２ 道路の清掃

降灰により，交通への影響が生じる場合，道路の清掃を行う。

第３ 災害復旧

火山災害により，地域の破壊，経済への損害等が生じた場合，市は，道及び関係機関と連

携し，被害の状況，地域特性，被災者の意向等を勘案し，迅速かつ円滑に復旧対策を実施す

る。

名
称

表現例 影響ととるべき行動

その他の影響厚さ
キーワード

イメージ
人 道路

路面 視界

多
量

1mm 以上

【外出を控える】

完全に
覆われ
る

視界不
良とな
る

外出を控える
慢性のぜんそくや慢
性閉塞性肺疾患（肺
気腫など）が悪化し
健康な人でも目・
鼻・のど・呼吸器な
どの異常を訴える人
が出始める

運転を控える
降ってくる火山灰や
積もった火山灰をま
きあげて視界不良と
なり，通行規制や速
度制限等の影響が生
じる

がいしへの火
山灰付着によ
る停電発生や
上水道の水質
低下及び給水
停止のおそれ
がある

や
や
多
量

0.1mm以上

1mm 未満

【注意】

白線が
見えに
くい

明らか
に降っ
ている

マスク等で防護
喘息患者や呼吸器疾
患を持つ人は症状悪
化のおそれがある

徐行運転する
短時間で強く降る場
合は視界不良のおそ
れがある
道路の白線が見えな
くなるおそれがある
(およそ 0.1～0.2mm)
で鹿児島市は除灰作
業を開始

稲などの農作
物が収穫でき
なくなったり，
鉄道のポイン
ト故障等によ
り運転見合わ
せのおそれが
ある

少
量
0.1mm未満

うっす
ら積も
る

降って
いるの
がよう
やくわ
かる

窓を閉める
火山灰が衣服や身体
に付着する
目に入ったときは痛
みを伴う

フロントガラスの除灰
火山灰がフロントガ
ラスなどに付着し，
視界不良の原因とな
るおそれがある

航空機の運航
不可※
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第１節 市民生活復旧への支援

※担当名は，災害対策の事務分掌での部課名を使用することにより，分かりにくい対策があ

るので，通常事務の部課名等を使用する。

第１ 被災者への支援

市は，被災者に対し，法令等に基づき，被災者台帳の作成，安否情報の提供，税の減免，災

害弔慰金の支給，災害援護資金の貸付け等の生活支援を行う。

対策の内容は，震災対策編 第３章 第１節 第１「被災者への支援」に準拠する。

基づき

第２ 地域経済の復旧支援

市は，災害の状況に応じて，農林業者や中小企業者へ資金融資等を行う。

対策の内容は，震災対策編 第３章 第１節 第２「地域経済の復旧支援」に準拠する。

第３ 義援金の受付・配分

市は，義援金を募集し，被災者に配分する。

対策の内容は，震災対策編 第３章 第１節 第３「義援金の受付・配分」に準拠する。

項 目 担 当

第１ 被災者への

支援

１ 被災者台帳の作成 防災課

２ 安否情報の提供 防災課

３ 災害弔慰金等の支給 福祉保険課

４ 災害援護資金等の貸付け 福祉保険課

５ 災害復興住宅資金の融資 住宅金融支援機構

６ り災証明書の発行 防災課，総務部

７ 災害公営住宅の供給 市営住宅課

８ 市税等の減免等
税制課，市民税課，資産税課，納税管

理課，納税推進課，国民健康保険課

９ 職業の斡旋 旭川公共職業安定所

第２ 地域経済の

復旧支援

１ 農林業への支援 農政課

２ 中小企業への融資 経済部

第３ 義援金の受

付・配分

１ 義援金の受付 福祉保険課，国民健康保険課

２ 義援金の配分 福祉保険課，国民健康保険課

３ 北海道による義援金の募

集及び配分
北海道
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【参考】

被災者生活再建支援法に基づく支援

北海道災害義援金募集委員会会則

北海道災害義援金配分委員会会則

（旭川市締結協定）

災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書

（北海道締結協定）

災害時における隊友会の協力に関する協定
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第２節 災害復旧事業の推進

第１ 災害復旧事業の推進

道及び市は，災害復旧事業の推進にあたっては，民生の安定，社会経済活動の早期回復を

目指し，再び被災しないよう災害の防止を図るため，法律に基づいて復旧事業を実施する。

対策の内容は，震災対策編 第３章 第２節 第１「災害復旧事業の推進」に準拠する。

第２ 激甚法による災害復旧事業

道及び市は，激甚災害が発生した場合には，災害の状況を速やかに調査し，実情を把握し

て早期に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の指定を受け，公共

施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置する。

対策の内容は，震災対策編 第３章 第２節 第２「激甚法による災害復旧事業」に準拠す

る。
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第３節 災害復興計画の推進

第１ 災害復興体制の確立

大規模な災害が発生した場合は，市長を本部長とする「災害復興本部」を設置し，「災害

復興基本計画」を策定し災害復興事業を実施する。

対策の内容は，震災対策編 第３章 第３節 第１「災害復興体制の確立」に準拠する。

第２ 災害復興の推進

災害復興事業の実施にあたっては，必要に応じて関連諸制度を活用しながら，良好な市街

地の形成と都市機能の更新を図る。

対策の内容は，震災対策編 第３章 第３節 第２「災害復興の推進」に準拠する。
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第１節 事故災害に対する体制

社会・産業の高度化，複雑化及び多様化に伴い，高度な交通・輸送体系の形成，多様な危

険物等の利用の増大，トンネル・橋りょう等の道路構造の大規模化等が進展している｡

この様な社会・産業構造の変化により，大規模な事故による被害（事故災害）について防

災対策をより充実させるため，次のとおり，事故災害に対する体制を定める。

第１ 基本方針

事故災害への対策は，原則として，第１に事故の原因者※，第２に消防機関及び警察が対応

に当たる。

次のような大規模事故により甚大な被害が発生する場合，あるいは市民等へ影響が及ぶお

それがある場合，市は，事故の原因者，消防機関，警察等と連携して対応に当たる。

なお，市，防災関係機関等の業務大綱は総則編に，本編に定めた事項以外については，震

災対策編を準用する。

※事故の原因者・・・事故を発生させた事業者，施設管理者，機関等を指す。

■大規模事故の種類

第２ 災害応急体制の確立

１ 災害応急体制の確立

本市の防災体制は，次のとおりである。

○ 航空機の墜落・炎上等の事故

○ 鉄道事故

○ 道路災害

○ 危険物の漏出，爆発，炎上

○ 大規模な火災

○ 林野火災

○ 大規模な停電
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■市の災害応急体制

２ 情報収集

事故災害に関する情報が伝達された場合，各部局は状況に応じ，情報収集等の必要な措

置を行い，次の体制に備える。

３ 災害警戒配備体制

市長は，警戒活動をする必要があると認められる場合，災害警戒配備体制をとることを

決定し，防災安全部長に通知する。

防災安全部長は，災害の状況に応じ必要な部局へ体制をとるよう通知する。

なお，準備体制及び災害警戒配備体制は，風水害・雪害・火山災害対策編を準用する。

４ 災害対策本部体制

市長は，被害が拡大し，又は拡大のおそれがある場合で，総合的な災害対策を必要とす

体制 配備基準 内容 配備人員

災害警戒

配備体制

○ 次の状況において，限定的

な災害対策を必要とすると

き。

・市域の一部に極小規模の災

害が発生し，又は発生する

おそれがある場合

・大規模な火災・爆発・事故

が発生した場合

○ その他市長が必要と認め

たとき。

災害が発生し，又は発生する

おそれがあり，限定的な災害

対策を必要とする場合の体

制

この体制を必

要とする部局

での配備又は

災害対策本部

に準じた配備

災

害

対

策

本

部

体

制

第１

非常

配備

○ 次の状況において，総合的

な災害対策を必要とすると

き，又は市長が必要と認めた

とき。

・大規模な火災・爆発・事故

が発生し，被害が拡大する

おそれがある場合

災害への応急対策又は危険

箇所の警戒等のため，各関係

部局の必要人員をもって活

動に当たり，状況によって第

２非常配備に移行できる体

制

災害対策本部

関係部職員の

おおむね３分

の１の人員

第２

非常

配備

○ 次の状況において，総合的

な災害対策を必要とすると

き，又は市長（本部長）が必

要と認めたとき。

・極めて大規模な火災・爆発

・事故が発生した場合

第１非常配備の体制を強化

し，円滑に応急対策活動に当

たり，状況によって第３非常

配備に移行できる体制

災害対策本部

関係部職員の

おおむね３分

の２の人員

第３

非常

配備

○ 次の状況において，総合的

な災害対策を必要とすると

き，又は市長（本部長）が必

要と認めたとき。

・全市域に被害をもたらす災

害が発生し，又は発生する

おそれがある場合

市の組織及び機能の全てを

挙げて応急対策活動に対処

する体制

災害対策本部

関係部職員の

全員
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るときは，市災対本部を設置し，災害対策本部体制へ移行する。

防災安全部長は，市災対本部を設置した場合，各部長，本部連絡員及び防災関係機関に

その旨を通知する。

なお，災害対策本部体制に関する組織，事務分掌，運営等は，震災対策編を準用する。

５ 現地災害対策本部の設置

現場での指揮が必要と判断した場合，現地災害対策本部を設置する。

また，道及び関係機関との協議により，道が定める合同本部設置要綱に基づいた，災害

（事故）対策現地合同本部が設置された場合，本部に人員，機材等の派遣応援を行う。

第３ 災害救助法の適用

災害救助法の適用については，震災対策編に定めるところによる。

大規模事故時の災害救助法の適用は，住家に被害が生じた場合（災害救助法施行令第１条

第１項第１号から第３号）のほか，多数の者が継続して避難を要するときや救出に特殊な技

術を要するときなど多数の者が生命又は身体に危害を受け，又は受けるおそれが生じた場合

（同第４号）に適用する。

【参考】

旭川市災害対策本部条例

旭川市災害警戒配備要綱

災害救助法による救助の内容等

被害状況の判断基準



事故災害対策編 第２節 航空災害対策

事-4

第２節 航空災害対策

第１ 基本方針

旭川空港及びその周辺並びにその他の地域において，航空機の墜落炎上等により多数の死

傷者を伴う大規模な事故（以下｢航空災害｣という｡）が発生し，又はまさに発生しようとして

いる場合に，早期に初動体制を確立し，その拡大を防御し被害の軽減を図ることとする｡

第２ 災害予防計画

市は，関係機関と連携し，それぞれの組織を通じて相互に協力し，航空災害を未然に防止

するため，必要な予防対策を実施する｡

１ 情報収集・伝達体制の整備

市は，関係機関とともに，航空災害が旭川空港区域内及びその周辺で発生し，又は旭川

行政区域内で発生した場合に，円滑に情報収集・伝達が行える体制を整備する。

２ 協力，応援体制の整備

航空災害に関しては，市だけで対応することは難しく，道，北海道エアポート株式会社

旭川空港事業所，東京航空局旭川空港出張所，航空会社，関係機関等との連携が不可欠で

あるため，災害時に迅速に対応できる協力・応援体制を整備する。

３ 訓練の実施

北海道エアポート株式会社旭川空港事業所は，「旭川空港及びその周辺における消火救

難活動に関する協定」に基づき，旭川市消防本部及び大雪消防組合と連携し，緊急事態に

おける消火及び救難活動を円滑に行うため，総合訓練を定期的に実施する。

また，「旭川空港医療救護活動に関する協定書」に基づき，北海道エアポート株式会社

旭川空港事業所は，旭川市医師会と連携し，消火救難訓練を実施する。

第３ 災害応急対策計画

１ 災害応急体制

市長は，航空災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，その状況に応じて災害応

急体制を整え，その地域に係る災害応急対策を実施する｡
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２ 情報収集・伝達

(1) 連絡系統

航空災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場合，次の連絡系統により，情報

収集・伝達を行う。

■連絡系統（旭川空港区域内及びその周辺で発生した場合）

■連絡系統（本市行政区域内で発生した場合）

(2) 実施事項

市は，災害発生後，直ちに通信手段を確保し，災害情報の収集に努めるとともに，把握

した情報について迅速に他の関係機関に連絡する｡

また，関係機関と緊密な情報交換を行い，情報の確認・共有化，応急対策の調整等を行

う。

発見者 警察署

近隣消防機関

当該航空運送事業者

国（消防庁）

旭川市

(消防本部)

上川総合振興局

（危機対策室）

北海道エアポート(株)旭川空港事業所

東京航空局旭川空港出張所

北海道

北海道警察本部

旭川市

(防災課)

旭川市

(交通空港課)

旭川市 地域振興部長 防災安全部長 市長・副市長

各部長

東京航空局旭川空港出張所

北海道エアポート(株)旭川空港事業所

上川総合振興局（危機対策室）

国（消防庁）

北海道警察本部

北海道（危機対策局）

警察署

旭川市医師会，旭川医科大学病院

東神楽町（総務課）

旭川市消防本部，大雪消防組合東消防署

空港消防隊

（情報交換）

国土交通省航空局，東京航空局

航空運送事業者
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■収集する情報

３ 広域応援

市は，大規模な航空災害で単独では十分な応急対策を実施できない場合，国，道，自衛

隊，他の消防機関及び他市町村に対し，応援を要請する。

４ 災害広報，情報提供

(1) 市民等への広報

市又は北海道エアポート株式会社旭川空港事業所は，市民，旅客等に対し，事故発生状

況や地域への影響等について，報道機関を通じ，又はＳＮＳ，広報車等にて広報を行う。

■広報の内容

(2) 被災者の家族等への情報提供

市又は北海道エアポート株式会社旭川空港事業所は，被災者の家族等からの問合せに対

応する体制を整え，次の事項について，適切に提供する｡

■情報提供の内容

５ 避難

航空会社は，旅客等を安全な場所に避難誘導する。

市は，必要に応じて，災害現場に近い避難所を開設する。また，航空災害により影響を

受ける区域の市民に対して，避難情報を発令し，安全な地域に避難所等を開設し，収容す

る。

事故航空機に関する情報
○ 事故航空機の便名・発着地・機種等

○ 乗客及び乗務員の住所・氏名等

被害情報
○ 事故機の状態・二次被害の可能性等

○ 被災者の有無・人数・程度・対応状況等

応急対策の実施状況
○ 市，関係機関等の活動状況

○ 避難に関する情報

被災者に関する情報
○ 負傷者の受入れ医療機関名，人数及び受入状況

○ 遺体仮安置状況

旭川空港，ライフライン等

の復旧に関する情報

○ 旭川空港の運航再開の見込み

○ 被災地における上下水道，ガス，電気，道路等の

被害状況・復旧の見込み

○ 航空災害の状況 ○ 旅客，乗務員等の安否情報

○ 医療機関等の情報 ○ 関係機関の災害応急対策に関する情報

○ 航空輸送復旧の見通し ○ 避難の必要性等，地域に与える影響

○ その他必要な事項

○ 航空災害の状況 ○ 家族等の安否情報

○ 医療機関等の情報 ○ 関係機関の災害応急対策に関する情報

○ その他必要な事項



事故災害対策編 第２節 航空災害対策

事-7

６ 消防活動

航空災害による火災が発生した場合，消防本部は，関係機関と連携し，化学消防車，化

学消火薬剤等による消火活動を行う。

また，必要に応じて，消防警戒区域を設定する。

７ 救助救出活動

市は，関係機関と連携し，救助救出活動を行う。

８ 医療救護活動

市又は北海道エアポート株式会社旭川空港事業所は，旭川市医師会等と連携して救護所

を設置し，救出現場から救護所まで負傷者を搬送し，トリアージ及び応急処置を行う。医

療施設への搬送が必要な場合，道等と連携し，救急車又はヘリコプターで搬送する。

９ 遺体の収容等

市又は北海道エアポート株式会社旭川空港事業所は，東神楽町と連携し，被災地付近の

公共施設等に遺体安置所を開設する。

また，事故機内等で発見した遺体を遺体安置所に収容し，警察による検視及び医師によ

る検案を行い，身元確認と身元引受け者の発見に努める。

10 交通規制

警察は，災害の拡大防止及び交通の確保のため，通行禁止又は制限等の必要な交通規制

を行う｡

11 防疫及び廃棄物処理等

災害に係る航空機が国際線である場合，市は，空港検疫所等と密接に連携し，消毒の実

施や防疫用薬剤等の調達等を行う。

第４ 災害復旧計画

航空災害により，地域の壊滅，又は社会経済活動への甚大な被害が生じた場合，市は，被

災の状況，地域の特性，被災者の意向等を踏まえ，関係機関との密接な連携のもと，迅速か

つ円滑に復旧を進める｡

【参考】

（旭川市締結協定）

旭川空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定
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第３節 鉄道災害対策

第１ 基本方針

鉄軌道における列車の衝突等により，多数の死傷者を伴う大規模な災害（以下｢鉄道災害｣

という。）が発生し，又はまさに発生しようとしている場合に，早期に初動体制を確立し，

その拡大を防御し被害の軽減を図ることとする｡

第２ 災害予防計画

市は，関係機関と連携し，それぞれの組織を通じて相互に協力し，鉄道災害を未然に防止

するため必要な予防対策を実施する｡

１ 情報収集・伝達体制の整備

市及び北海道旅客鉄道株式会社旭川支社は，鉄道災害が市内及びその周辺で発生した場

合に，円滑に情報収集・伝達が行える体制を整備する。

２ 事業者による対策

北海道旅客鉄道株式会社旭川支社は，鉄道災害を防ぐため，次の事項を実施する。

(1) 踏切における自動車との衝突，置き石等による列車の脱線等を防止するため，事故防止

に関する知識を広く一般に普及するよう努める｡

(2) 鉄道災害の発生に際し，迅速かつ適切な措置を講ずることができるよう，運行管理体制

の充実に努める｡

(3) 自然災害等から鉄軌道の保全を図るため，特別警報，警報，注意報，その他の気象情報

等の収集に努めるとともに，異常を迅速に発見できるよう，施設等の点検を行い，速やか

な対応を図る。

(4) 職員の非常参集体制，応急活動のためのマニュアルの作成等，災害応急体制を整備する｡

(5) 旅客の避難体制の整備に努めるほか，火災による被害の拡大を最小限とするため，初期

消火体制の整備に努める｡

(6) 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し，災害時の活動手順，関係機関と

の連携等について徹底を図るとともに，体制の改善等，必要な措置を講ずる｡

(7) 災害の発生後，原因究明を行い，その成果を速やかに安全対策に反映させることにより，

再発防止に努める｡
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第３ 災害応急対策計画

１ 災害応急体制

市長は，鉄道災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，その状況に応じて災害応

急体制を整え，その地域に係る災害応急対策を実施する｡

２ 情報収集・伝達

(1) 連絡系統

鉄道災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場合，次の連絡系統により，情報

収集・伝達を行う｡

■連絡系統

(2) 実施事項

市は，災害発生後，直ちに通信手段を確保し，災害情報の収集に努めるとともに，把握

した情報について迅速に他の関係機関に連絡する｡

また，関係機関と緊密な情報交換を行い，情報の確認・共有化，応急対策の調整等を行

う。

３ 広域応援

市は，大規模な鉄道災害で単独では十分な応急対策を実施できない場合，国，道，自衛

隊，他の消防機関及び他市町村に対し，応援を要請する。

４ 災害広報，情報提供

(1) 市民等への広報

市は，市民，旅客等に対し，事故発生状況や地域への影響等について，報道機関を通じ，

又はＳＮＳ，広報車等にて広報を行う。

■広報の内容

○ 鉄道災害の状況 ○ 旅客，乗務員等の安否情報

○ 医療機関等の情報 ○ 関係機関の災害応急対策に関する情報

○ 鉄道輸送復旧の見通し ○ 避難の必要性等，地域に与える影響

○ その他必要な事項

JR北海道

北海道警察本部

（情報交換）

上川総合振興局

（危機対策室）

北海道運輸局 北海道（危機対策局）

警察署

旭川市

（防災課，消防本部）

国（消防庁）
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(2) 被災者の家族等への情報提供

市は，被災者の家族等からの問合せに対応する体制を整え，次の事項について，適切に

提供する｡

■情報提供の内容

５ 避難

北海道旅客鉄道株式会社旭川支社は，旅客等を安全な場所に避難誘導する。

市は，必要に応じて，災害現場に近い避難所を開設する。また，鉄道災害により影響を

受ける区域の市民に対して，避難情報を発令し，安全な地域に避難所等を開設し，収容す

る。

６ 消防活動

鉄道災害による火災が発生した場合，北海道旅客鉄道株式会社旭川支社は，初期消火に

努める。

消防本部は，関係機関と連携し，消火活動を行う。

また，必要に応じて，消防警戒区域を設定する。

７ 救助救出活動

北海道旅客鉄道株式会社旭川支社は，事故災害発生直後における負傷者の救助救出活動

を行う。

市は，関係機関と連携し，救助救出活動を行う。

８ 医療救護活動

市は，旭川市医師会等と連携して救護所を設置し，救出現場から救護所まで負傷者を搬

送し，トリアージ及び応急処置を行う。医療施設への搬送が必要な場合，道等と連携し，

救急車又はヘリコプターで搬送する。

９ 遺体の収容等

市は，必要に応じ，災害現場付近の公共施設等に遺体安置所を開設し，北海道旅客鉄道

株式会社旭川支社に連絡する。

また，事故車両等で発見した遺体を遺体安置所に収容し，警察による検視及び医師によ

る検案を行い，身元確認と身元引受け者の発見に努める。

10 交通規制

警察は，災害の拡大防止及び交通の確保のため，通行禁止又は制限等の必要な交通規制

を行う｡

○ 鉄道災害の状況 ○ 家族等の安否情報 ○ 医療機関等の情報

○ 関係機関の災害応急対策に関する情報 ○ その他必要な事項
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11 危険物等流出対策

鉄道災害により危険物等が流出し，又はそのおそれがある場合は，北海道旅客鉄道株式

会社旭川支社は，関係機関と連携し，危険物等による二次災害の防止に努める。

なお，対象とする危険物等は，第５節の定義を準用する。

第４ 災害復旧計画

北海道旅客鉄道株式会社旭川支社は，被災施設及び車両の迅速な復旧に努めるとともに，

可能な限り復旧予定時期を明らかにするよう努める｡
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第４節 道路災害対策

第１ 基本方針

道路構造物の被災又は国道，高速自動車国道等における車両の衝突等により，大規模な救

助救出活動や消火活動等が必要とされている災害（以下｢道路災害｣という｡）が発生し，又は

まさに発生しようとしている場合に，早期に初動体制を確立し，その拡大を防御し被害の軽

減を図ることとする｡

第２ 災害予防計画

市は，関係機関と連携し，それぞれの組織を通じて相互に協力し，道路災害を未然に防止

するため必要な予防対策を実施する｡

１ 情報収集・伝達体制の整備

市は，関係機関とともに，道路災害が市内及びその周辺で発生した場合に，円滑に情報

収集・伝達が行える体制を整備する。

２ 道路管理者による対策

道路管理者は，道路災害を防止するため，次の対策を実施する。

(1) トンネルや橋りょう等，道路施設の点検体制を強化し，施設等の現況の把握に努めると

ともに異常を迅速に発見し，速やかな応急対策を図るために情報の収集，連絡体制の整備

を図る。また，異常が発見され，災害が発生するおそれがある場合に，道路利用者にその

情報を迅速に提供するための体制の整備を図る。

(2) 道路災害を予防するため，必要な施設の整備を図るとともに，道路施設の安全を確保す

るため必要な体制の整備に努める。

(3) 道路災害を未然に防止するため，安全性・信頼性の高い道路ネットワーク整備を計画的

かつ総合的に実施する｡

(4) 職員の非常参集体制，応急活動のためのマニュアルの作成等，災害応急体制を整備する｡

(5) 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し，道路災害等の情報伝達，活動手

順等について徹底を図るとともに，必要に応じ体制の改善等の必要な措置を講ずる｡

(6) 道路災害時に，施設，設備の被害情報の把握及び応急復旧を行うため，あらかじめ体制，

資機材を整備する｡

(7) 道路利用者に対して道路災害時の対応等の防災知識の普及・啓発を図る。

(8) 道路災害の原因究明のための総合的な調査研究を行い，その成果を踏まえ再発防止対策

を実施する｡
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第３ 災害応急対策計画

１ 災害応急体制

市長は，道路災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，その状況に応じて災害応

急体制を整え，その地域に係る災害応急対策を実施する｡

２ 情報収集・伝達

(1) 連絡系統

道路災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場合，次の連絡系統により，情報

収集・伝達を行う｡

■連絡系統（国道で発生した場合）

■連絡系統（道道で発生した場合）

開発建設部道路事務所

北海道（建設部）

北海道（危機対策局）

上川総合振興局

（危機対策室）

旭川市

（防災課，消防本部）

警察署

北海道運輸局

国（消防庁）

北海道警察本部

上川総合振興局

（建設管理部）

（情報交換）

北海道開発局

道路事務所等

北海道警察本部

（情報交換）

警察署

北海道（危機対策局）

上川総合振興局

（危機対策室）

旭川市

（防災課，消防本部）

北海道運輸局

国（消防庁）

北海道開発局

上川総合振興局

（建設管理部）

開発建設部
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■連絡系統（市道で発生した場合）

(2) 実施事項

市は，災害発生後，直ちに通信手段を確保し，災害情報の収集に努めるとともに，把握

した情報について迅速に他の関係機関に連絡する｡

また，関係機関と緊密な情報交換を行い，情報の確認・共有化，応急対策の調整等を行

う。

３ 広域応援

市は，大規模な道路災害で単独では十分な応急対策を実施できない場合，国，道，自衛

隊，他の消防機関及び他市町村に対し，応援を要請する。

４ 災害広報，情報提供

(1) 市民等への広報

市は，市民，道路利用者等に対し，事故発生状況や地域への影響等について，報道機関

を通じ，又はＳＮＳ，広報車等にて広報を行う。

■広報の内容

(2) 被災者の家族等への情報提供

市は，被災者の家族等からの問合せに対応する体制を整え，次の事項について，適切に

提供する｡

■情報提供の内容

５ 避難

道路管理者は，道路利用者等を安全な場所に避難誘導する。

市は，必要に応じて，災害現場に近い避難所を開設する。

また，道路災害により影響を受ける区域の市民に対して，避難情報を発令し，安全な地

域に避難所等を開設し，収容する。

旭川市

（防災課，消防本部）

北海道警察本部

（情報交換）

警察署

北海道（危機対策局）

上川総合振興局

（危機対策室）

北海道運輸局

国（消防庁）

○ 道路災害の状況 ○ 家族等の安否情報

○ 医療機関等の情報 ○ 関係機関の災害応急対策に関する情報

○ 施設の復旧状況 ○ 避難の必要性等，地域に与える影響

○ その他必要な事項

○ 道路災害の状況 ○ 家族等の安否情報

○ 医療機関等の情報 ○ 関係機関の災害応急対策に関する情報

○ その他必要な事項
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６ 消防活動

道路災害による火災が発生した場合，道路管理者は，初期消火に努める。

消防本部は，関係機関と連携し，消火活動を行う。

また，必要に応じて，消防警戒区域を設定する。

７ 救助救出活動

道路管理者は，事故災害発生直後における負傷者の救助救出活動を行う。

市は，関係機関と連携し，救助救出活動を行う。

８ 医療救護活動

市は，旭川市医師会等と連携して救護所を設置し，救出現場から救護所まで負傷者を搬

送し，トリアージ及び応急処置を行う。医療施設への搬送が必要な場合，道等と連携し，

救急車又はヘリコプターで搬送する。

９ 遺体の収容等

市は，必要に応じ，災害現場付近の公共施設等に遺体安置所を開設し，道路管理者に連

絡する。

また，事故車両等で発見した遺体を遺体安置所に収容し，警察による検視及び医師によ

る検案を行い，身元確認と身元引受け者の発見に努める。

10 交通規制

警察及び道路管理者は，災害の拡大防止及び交通の確保のため，通行禁止又は制限等の

必要な交通規制を行う｡

11 危険物等流出対策

道路災害により危険物等が流出し，又はそのおそれがある場合は，道路管理者は，関係

機関と連携し，危険物等による二次災害の防止に努める。

なお，対象とする危険物等は，第５節の定義を準用する。

第４ 災害復旧計画

道路管理者は，迅速な道路施設の復旧のため，次の事項を実施する。

(1) 道路の被災に伴う障害物の除去及び仮設等の応急復旧を迅速，かつ，的確に行い，早期

の道路交通の確保に努める｡

(2) 関係機関と協力し，あらかじめ定められた物資・資材の調達計画，人材の応援計画等を

活用するなどし，迅速かつ円滑に被災施設の復旧を行う｡

(3) 類似の災害の再発防止のために，被災箇所以外の道路施設について緊急点検を行う｡

(4) 災害復旧に当たっては，可能な限り復旧予定時期を明確化するよう努める。
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第５ 高速自動車国道事故等対策

高速自動車国道において車両の衝突若しくは炎上又は積載物の爆発，炎上若しくは転落等

によって，大規模な消火活動，救助救出活動等を必要とされる事故等が発生した場合，次の

対策を行う｡

１ 情報収集・伝達

高速自動車国道において事故が発生した場合，次の連絡系統により情報収集・伝達を行う。

■連絡系統（高速自動車国道で発生した場合）

２ 事故等対策現地本部の設置

市は，関係機関と連携し，的確に現場の状況把握を行うとともに，関係機関の諸活動の

相互調整を行うため，事故現場に事故等対策現地本部を設置する。

３ 事故等の対策通報

事故等の対策通報は，次の系統により速やかに行う｡

■連絡系統

【参考】

（旭川市締結協定）

高速自動車国道救急・救助活動等に関する協定書

旭川市

（防災課，消防本部）

関係機関

（消防職員，高速道路

交通警察隊，東日本高

速道路（株）を除く）

事故等対策現地本部

（消防職員，高速道路交通警

察隊，東日本高速道路（株））

事故等対策連絡本部

（北海道）

国（消防庁）

（情報交換）

上川総合振興局

（危機対策室）

高速道路交通警察隊

北海道運輸局

北海道警察本部

東日本高速道路（株）

道路管制センター

北海道（危機対策局）

旭川市

（防災課，消防本部）
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第５節 危険物等災害対策

第１ 基本方針

危険物等（危険物，火薬類，高圧ガス，毒物・劇物，放射性物質）の漏洩，流出，火災，

爆発等（以下「危険物等災害」という。）により死傷者が多数発生する等の災害が発生し，

又はまさに発生しようとしている場合に，早期に初動体制を確立し，その拡大を防御し被害

の軽減を図ることとする｡

第２ 災害予防計画

市は，関係機関と連携し，それぞれの組織を通じて相互に協力し，危険物等災害を未然に

防止するため必要な予防対策を実施する｡

１ 危険物等の定義

(1) 危険物

消防法（昭和23年法律第186号）第２条第７項に規定されているもの

《例》石油類（ガソリン，灯油，軽油，重油）等

(2) 火薬類

火薬類取締法（昭和25年法律第149号）第２条に規定されているもの

《例》火薬，爆薬，火工品（工業雷管，電気雷管等）等

(3) 高圧ガス

高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第２条に規定されているもの

《例》液化石油ガス（ＬＰＧ），アセチレン，アンモニア等

(4) 毒物・劇物

毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第２条に規定されているもの

《例》毒物（シアン化水素，シアン化ナトリウム等），劇物（ホルムアルデヒド，塩素等）

等

(5) 放射性物質

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号）等によ

りそれぞれ規定され，放射性同位元素，核燃料物質及び核原料物質を総称したもの

２ 消防本部による対策

消防本部は，危険物災害を防ぐため，次の事項を実施する。

(1) 指定数量以上の危険物を貯蔵し，又は取り扱う危険物施設に対して，消防法の規定に基

づく施設等の整備促進，保守点検の実施及び適正な維持管理について指導する。

(2) 事業者の自主保安体制確立を図るため，予防規程の作成，従事者に対する保安教育の実

施，自衛消防組織の編成，危険物保安監督者の選任等について指導する｡
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(3) 火災予防上の観点から事業所の実態を把握し，施設等の保守管理等による自主保安体制

の確立等適切な指導を行う｡

３ 事業者による対策

危険物等災害の発生を未然に防止するため，危険物等の貯蔵・取扱い等を行う事業者が

とるべき対応は次のとおりとする｡

(1) 消防法の定める設備基準，保安基準を遵守するとともに，予防規程の作成，従業者に対

する保安教育の実施，自衛消防組織の設置，危険物保安監督者の選任等による自主保安体

制の確立を図るものとする｡

(2) 危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の該当性並び

に被害想定の確認を行うとともに，確認の結果，風水害により危険物等災害の拡大が想定

される場合は，防災のため必要な措置の検討や，応急対策に係る計画の作成等の実施に努

めるものとする。

(3) 危険物の流出その他の事故が発生したときは，直ちに，流出及び拡散の防止，危険物の

除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じるとともに，消防機関，警察へ通

報するものとする｡

第３ 災害応急対策計画

１ 災害応急体制

市長は，危険物等災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，その状況に応じて災

害応急体制を整え，その地域に係る災害応急対策を実施する｡

２ 情報収集・伝達

(1) 連絡系統

危険物等災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場合，次の連絡系統により，

情報収集・伝達を行う｡

■連絡系統

火薬類・
高圧ガスのみ

毒物・劇物のみ

北海道警察本部

（情報交換）

上川総合振興局

（保健環境部）
発生事業所等

旭川市

（防災課，消防本部）

警察署

上川総合振興局

（産業振興部）

上川総合振興局

（危機対策室）

北海道

（保健福祉部）

北海道

（経済部）

北海道

（危機対策局）

国

（消防庁）
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(2) 実施事項

市は，災害発生時後，直ちに通信手段を確保し，災害情報の収集に努めるとともに，把

握した情報について迅速に他の関係機関に連絡する｡

また，関係機関と緊密な情報交換を行い，情報の確認，共有化，応急対策の調整等を行

う。

３ 広域応援

市は，大規模な危険物等災害で単独では十分な応急対策を実施できない場合，国，道，

自衛隊，他の消防機関及び他市町村に対し，応援を要請する。

４ 災害拡大防止

道，市及び消防機関は，危険物の流出・拡散の防止，流出した危険物等の除去，環境モ

ニタリングをはじめ，事業者に対する応急措置命令，危険物等関係施設の緊急使用停止命

令など，災害の拡大防止を図るため，応急措置を実施する。

５ 災害広報，情報提供

(1) 市民等への広報

市は，市民等に対し，事故発生状況や地域への影響等について，報道機関を通じ，又は

ＳＮＳ，広報車等にて広報を行う。

■広報の内容

(2) 被災者の家族等への情報提供

市は，被災者の家族等からの問合せに対応する体制を整え，次の事項について，適切に

提供する｡

■情報提供の内容

○ 災害の状況

○ 被災者の安否情報

○ 危険物等の種類，性状など人体・環境に与える影響

○ 医療機関等の情報

○ 関係機関の災害応急対策に関する情報

○ 避難の必要性等，地域に与える影響

○ その他必要な事項

○ 災害の状況

○ 被災者の安否情報

○ 危険物等の種類，性状など人体・環境に与える影響

○ 医療機関等の情報

○ 関係機関の災害応急対策に関する情報

○ その他必要な事項
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６ 避難

市は，危険物等災害により影響を受ける区域の市民に対して，爆発性・引火性・有毒性

といった危険物等の特殊性を考慮して避難情報を発令し，安全な地域に避難所等を開設し

て収容する。

７ 消防活動

危険物等災害による火災が発生した場合，施設管理者は，自衛消防組織等により，初期

消火に努める。

消防本部は，関係機関と連携し，化学消防車，化学消火薬剤，中和剤，ガス検知器等を

活用し，危険物等の性状に合った適切な消防活動を実施する｡また，必要に応じて，消防警

戒区域を設定する。

８ 救助救出活動

施設管理者は，事故災害発生直後における負傷者の救助救出活動を行う。

市は，関係機関と連携し，救助救出活動を行う。

９ 医療救護活動

市は，旭川市医師会等と連携して救護所を設置し，救出現場から救護所まで負傷者を搬

送し，トリアージ及び応急処置を行う。医療施設への搬送が必要な場合，道等と連携し，

救急車又はヘリコプターで搬送する。

10 遺体の収容等

市は，必要に応じ，災害現場付近の公共施設等に遺体安置所を開設し，施設管理者に連

絡する。

また，事故車両等で発見した遺体を遺体安置所に収容し，警察による検視及び医師によ

る検案を行い，身元確認と身元引受け者の発見に努める。

11 交通規制

警察は，災害の拡大防止及び交通の確保のため，通行禁止又は制限等の必要な交通規制

を行う｡

第４ 災害復旧計画

大規模な危険物等災害により，地域の壊滅，又は社会経済活動への甚大な被害が生じた場

合，市は，被災の状況，地域の特性，被災者の意向等を踏まえ，関係機関との密接な連携の

もと，迅速かつ円滑に復旧を進める｡
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第６節 大規模な火事災害対策

第１ 基本方針

死傷者が多数発生する等大規模な火事災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場

合に，早期に初動体制を確立し，その拡大を防御し被害の軽減を図ることとする｡

第２ 災害予防計画

市は，関係機関と連携し，それぞれの組織を通じて相互に協力し，火事災害を未然に防止

するため必要な予防対策を実施する｡

１ 大規模な火事災害に強いまちづくり

市は，延焼拡大の防止を図るため，建築物や公共施設の不燃化，空地・緑地等の連続的

な配置による延焼遮断帯の形成，防火地域及び準防火地域の的確な指定等により，大規模

な火事災害に強いまちづくりを推進する｡

２ 火災発生，被害拡大危険区域の把握及び周知

市は，災害応急対策の円滑な実施を図るため，火災発生又は延焼拡大の危険性のある区

域を把握のうえ，被害想定を作成するよう努める｡

また，木造の建築物が多い地域等，大規模な火災につながる危険性の高い地域について，

平時から住民周知に努める。

３ 予防査察の実施

消防本部は，多数の人が出入りする高層建築物，地下街，ホテル，デパート，病院，事

業所等の防火対象物に対して，消防法に基づく消防用設備等の整備促進，保守点検の実施

及び適正な維持管理について指導する｡

４ 防火管理者制度の推進

消防本部は，防火管理に関する講習会を開催し，防火管理者の知識の向上を図るととも

に，防火管理者を定めるべき防火対象物における自衛消防体制の強化を図るため，防火管

理者の選任，消防計画の作成，消防訓練の実施等について指導する。

５ 防火思想の普及

消防本部は，年２回（春，秋期）の全道火災予防運動，防災週間等を通じて，各種広報

媒体を活用することにより，住民の防火思想の普及を図る。

また，消防団と連携し，高齢者宅の防火訪問を実施する等，要配慮者対策に十分配慮す

る｡
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６ 自主防災組織の育成強化

市は，地域の自主防災組織，女性（婦人）防火クラブ等の民間防火組織の結成支援及び

育成指導の強化を図り，初期消火訓練等の自主的火災予防運動の実践を推進する。

７ 消防水利の確保

市は，同時多発火災や消火栓の使用不能等に備えて，防火水槽の配備，河川水の活用等

により，消防水利の多様化及び確保に努める｡

８ 消防体制の整備

消防本部は，消防職団員の非常招集方法，消火部隊の編成及び運用，消防用機械・資機

材の整備，災害時の情報通信手段等について十分に検討を行い，大規模な火事災害の対応

力を高めることとする｡

９ 防災訓練の実践

市は，関係機関，地域住民等と相互に連携して実践的な消火救助救出等の訓練を実施し，

災害時の活動手順，関係機関との連携等について徹底を図るとともに，訓練後には評価を

行い，必要に応じ体制等の改善を行う｡

10 火災警報

市長は，道から火災気象通報を受け，又は火災警報発令条件となり，火災予防上危険で

あると認めるときは，消防法第22条に基づく火災警報を発令する。

第３ 災害応急対策計画

１ 災害応急体制

市長は，大規模な火事災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，その状況に応じ

て災害応急体制を整え，その地域に係る災害応急対策を実施する｡

２ 情報収集・伝達

(1) 連絡系統

大規模な火事災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場合，次の連絡系統によ

り，情報収集・伝達を行う｡

■連絡系統

発見者等

北海道

（危機対策局）

（情報交換）

旭川市

（防災課，消防本部）

上川総合振興局

（危機対策室）

北海道警察本部

国

（消防庁）

警察署
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(2) 実施事項

市は，火事災害発生後，直ちに通信手段を確保し，災害情報の収集に努めるとともに，

把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡する｡

また，関係機関と緊密な情報交換を行い，情報の確認，共有化，応急対策の調整等を行

う。

３ 広域応援

市は，大規模な火事災害で単独では十分な応急対策を実施できない場合，国，道，自衛

隊，他の消防機関及び他市町村に対し，応援を要請する。

４ 災害広報，情報提供

(1) 市民等への広報

市は，市民，道路利用者等に対し，事故発生状況や地域への影響等について，報道機関

を通じ，又はＳＮＳ，広報車等にて広報を行う。

また，強風下での火災等，延焼のおそれの大きい場合には，消防本部と連携し，住民が

的確に行動できるよう，周辺住民へ早期の情報提供に努める。

■広報の内容

(2) 被災者の家族等への情報提供

市は，被災者の家族等からの問合せに対応する体制を整え，次の事項について，適切に

提供する｡

■情報提供の内容

５ 避難

市は，火事災害により影響を受ける区域の市民に対して，避難情報を発令し，安全な地

域に避難所等を開設し，収容する。

６ 消防活動

消防本部は，関係機関と連携し，次の事項を実施する。

(1) 現場活動情報等の連絡整理を行い，速やかに火災の状況を把握する。

(2) 避難場所・避難通路の確保及び重要かつ危険度の高い箇所・地域を優先しながら活動を

実施する。

○ 火事災害の状況 ○ 被災者の安否情報

○ 医療機関等の情報 ○ 関係機関の災害応急対策に関する情報

○ 避難の必要性等，地域に与える影響

○ その他必要な事項

○ 火事災害の状況 ○ 被災者の安否情報

○ 医療機関等の情報 ○ 関係機関の災害応急対策に関する情報

○ その他必要な事項
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(3) 消火，飛火警戒等においては，近隣住民，自主防災組織等の協力を得て，効果的な活動

を実施する｡

７ 救助救出活動

市は，関係機関と連携し，救助救出活動を行う。

８ 医療救護活動

市は，旭川市医師会等と連携して救護所を設置し，救出現場から救護所まで負傷者を搬

送し，トリアージ及び応急処置を行う。医療施設への搬送が必要な場合，道等と連携し，

救急車又はヘリコプターで搬送する。

９ 遺体の収容等

市は，必要に応じ，災害現場付近の公共施設等に遺体安置所を開設する。

また，火災現場等で発見した遺体を遺体安置所に収容し，警察による検視及び医師によ

る検案を行い，身元確認と身元引受け者の発見に努める。

10 交通規制

警察は，火事災害の拡大防止及び交通の確保のため，通行禁止又は制限等の必要な交通

規制を行う｡

第４ 災害復旧計画

大規模な火事災害により，地域の壊滅，又は社会経済活動への甚大な被害が生じた場合，

市は，被災の状況，地域の特性，被災者の意向等を踏まえ，関係機関との密接な連携のもと，

迅速かつ円滑に復旧を進める｡
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第７節 林野火災対策

第１ 基本方針

広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場合に，

早期に初動体制を確立し，その拡大を防御し被害の軽減を図ることとする｡

第２ 予防対策計画

市は，関係機関と連携し，それぞれの組織を通じて相互に協力し，林野火災を未然に防止

するため必要な予防対策を実施する｡

林野火災発生原因のほとんどが人為的なものであることを踏まえ，市は，次の対策を実施

する｡

１ 一般入林者対策

登山，ハイキング，山菜採取，魚釣等の入林者への対策として，次の事項を実施する｡

(1) たばこ及びたき火の不始末による出火の危険性について，報道媒体，標語，ポスター，

広報車，看板・標識，ＳＮＳ等を活用するとともに，関係機関の協力を得ながら広く周知

する｡

(2) 入林の承認申請や届出等について指導する。

(3) 火災警報発令又は気象条件が急変した際は，必要に応じて入林の制限を実施する。

(4) 観光関係者による予防意識の啓発を図る｡

２ 火入れ対策

林野火災危険期間（おおむね３～６月）中の火入れは極力避けるようにするとともに，

火入れを行おうとする者に対して次の事項を指導する｡

(1) 森林法（昭和26年法律第249号）及び市条例の規定に基づく市長の許可を取得させ，火入

れ方法を指導し，許可附帯条件を遵守させる。

(2) 火災警報発令又は気象状況急変の際は，一切の火入れを中止させる｡

(3) 火入れ跡地の完全消火を図り，責任者に確認させる｡

(4) 火入れ（造林のための地ごしらえ，害虫駆除等）に該当しないたき火等の焼却行為につ

いても，特に気象状況に十分留意するよう指導する｡

３ 消火資機材等の整備

(1) 林野火災消火資機材等は，地域に適合した機材を配備し，常に緊急時に対処できるよう

整備点検する｡

(2) ヘリコプターによる空中消火を積極的に推進するため，ヘリコプター離発着の適地をあ

らかじめ選定する｡
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４ 林野火災予消防対策協議会

林野火災の予消防対策を推進するため，次の林野火災予消防対策協議会において，相互

の連絡，情報交換，指導等を行う。

(1) 全道協議会

全道の予消防対策については，関係機関により構成する北海道林野火災予消防対策協議

会が推進する｡

(2) 地区協議会

上川総合振興局の予消防対策については，関係機関により構成する上川地区林野火災予

消防対策協議会が推進する｡

(3) 市協議会

市の予消防対策については，当該地域を管轄する関係機関により構成された旭川市林野

火災予消防対策協議会が推進する。

５ 気象情報対策

林野火災の発生及び広域化は，気象条件が極めて大きな要因であるため，関係機関は次

により特別警報，警報，注意報，その他の気象情報等の迅速な伝達を行い，林野火災の予

防に万全を期する｡

(1) 火災気象通報（林野火災気象通報を兼ねる）

林野火災気象通報は，火災気象通報の一部として気象官署が発表及び終了の通報を行う｡

(2) 伝達系統

火災気象通報（林野火災気象通報を兼ねる）の伝達系統は，次のとおりとする｡

■伝達系統

市は，通報を受けた後，消防機関へ通報するものとする。

また，市長は，通報を受けたとき，又は気象の状況が火災予防上危険であると認めたとき

は，消防法第22条第３項の規定に基づき火災に関する警報を発令することができる。

火災に関する警報を発した場合は，消防機関，関係機関，一般住民等への周知を図るもの

とする。

上川総合振興局

（危機対策室）

住民

関係機関

旭川地方気象台

北海道

旭川市

（防災課）
消防本部，消防機関
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第３ 災害応急対策計画

１ 災害応急体制

市長は，林野火災が発生し，又は発生するおそれがある場合，その状況に応じて災害応

急体制を整え，その地域に係る災害応急対策を実施する｡

２ 情報収集・伝達

(1) 連絡系統

林野火災が発生し，又はまさに発生しようとしている場合，次の連絡系統により，情報

収集・伝達を行う｡

■連絡系統

(2) 実施事項

市は，林野火災後，直ちに通信手段を確保し，災害情報の収集に努めるとともに，把握し

た情報について迅速に他の関係機関に連絡するとともに，林野火災被害状況調書の提出を

速やかに行う。

また，関係機関と緊密な情報交換を行い，情報の確認，共有化，応急対策の調整等を行

う。

３ 広域応援

市は，林野火災の規模により単独では十分な応急対策を実施できない場合，国，道，自

衛隊，他の消防機関及び他市町村に対し，応援を要請する。

４ 災害広報，情報提供

(1) 市民等への広報

市は，市民，道路利用者等に対し，事故発生状況や地域への影響等について，報道機関

を通じ，又はＳＮＳ，広報車等にて広報を行う。

■広報の内容

北海道

(危機対策課

・森林整備課

防災航空室)

森林所有者

関係機関（森林組合等）

国

（消防庁）

消防機関

(消防本部)

発見者等

警察署

上川総合振興局

（危機対策室）

旭川市

(防災課)

○ 林野火災の状況 ○ 被災者の安否情報
○ 医療機関等の情報 ○ 関係機関の災害応急対策に関する情報
○ 避難の必要性等，地域に与える影響
○ その他必要な事項
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(2) 被災者の家族等への情報提供

市は，被災者の家族等からの問合せに対応する体制を整え，次の事項について，適切に

提供する｡

■情報提供の内容

５ 避難

市は，林野火災により影響を受ける区域の市民に対して，避難情報を発令し，安全な地域

に避難所等を開設し，収容する。

６ 消防活動

消防本部は，関係機関と連携し，次のとおり消火活動を行う。

(1) 林野火災防御図の活用，適切な消火部隊の配置，森林愛護組合の出動協力等により，効

果的な地上消火を行う｡

(2) 住家への延焼拡大の危険性がある場合，林野火災が広域化する場合等には，ヘリコプタ

ーの要請等により空中消火を実施する｡

７ 交通規制

警察は，林野火災の拡大防止及び交通の確保のため，通行禁止又は制限等の必要な交通

規制を行う｡

第４ 災害復旧計画

林野火災により，地域の壊滅，又は社会経済活動への甚大な被害が生じた場合，市は，被

災の状況，地域の特性，被災者の意向等を踏まえ，関係機関との密接な連携のもと，迅速か

つ円滑に復旧を進める｡

○ 林野火災の状況 ○ 被災者の安否情報

○ 医療機関等の情報 ○ 関係機関の災害応急対策に関する情報

○ その他必要な事項



事故災害対策編 第８節 大規模停電災害対策

事-29

第８節 大規模停電災害対策

第１ 基本方針

大規模停電により，市民の生命，身体，財産に被害が生じた場合，又は生じるおそれがあ

る場合に，早期に初動体制を確立して，その拡大を防御し，被害の軽減を図るため，関係機

関が実施する各種の予防，応急対策について定める。

第２ 予防対策計画

関係機関は，それぞれの組織を通じて相互に協力するとともに，大規模停電災害を未然に

防止し，又は被害を軽減するため，必要な対策を実施する｡

１ 北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社

(1) 電力施設及び設備被害の軽減，復旧の迅速化を図るため，別に定める「防災業務計画」

によって両社一体となり災害予防措置を講ずる｡

(2) 電力設備については，国の基準等に基づく耐震性を確保することはもとより，設備構成

の多重化や系統監視・制御システム等により電力供給システム全体としての耐震性機能を

確保する。

(3) 災害対策を円滑かつ適切に推進するため，関係機関と連携し，防災訓練を実施するなど，

災害発生時に対策が有効に機能することを確認する。

２ 関係機関

(1) 災害時における応急活動等に関し，あらかじめ協定の締結を行うなど，平常時から関係

機関相互の連携体制の強化を図る。

(2) 非常用電源を整備するとともに，その燃料を満量にしておくなど，停電時に対応できる

電源を確保する｡

(3) 市民に向けて，通電火災といった大規模停電時に起こりうる事故等について周知を行う｡

(4) 関係機関と相互に連携して，実践的な防災訓練を実施し，災害時の活動手順，関係機関

との連携等について，徹底を図るとともに，体制の改善等，必要な措置を講ずる｡

(5) 関係機関と相互に連携して，電力供給がひっ迫した際の連絡体制や節電対策を整備する。

(6) 大規模な災害発生のおそれがある場合，それぞれが所有する電源車，発電機等の配備状

況等を確認の上，リスト化するよう努める。

３ 病院等の防災上重要な施設

病院等の医療機関その他の防災上重要な施設は，非常用電源を整備するとともに，その

燃料を満量にしておくなど，停電時に対応できる電源の確保に努める。
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第３ 災害応急対策計画

市及び関係機関は，大規模停電による災害から住民等の身体，生命の保護を図るため，そ

の状況に応じて災害応急体制を整え，相互に連携を図りながら応急対策を実施する｡

１ 情報通信

(1) 情報通信連絡系統

大規模停電災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は，次のと

おりとする｡

■連絡系統

(2) 実施事項

ア 関係機関は，災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。

イ 関係機関は，災害情報の収集に努めるとともに，把握した情報について迅速に他の機

関に連絡する。

ウ 関係機関は，相互に緊密な情報交換を行い，情報の確認，共有化，応急対策の調整等

を行う。

２ 災害広報

災害応急対策の実施に当たり，正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図

るため，停電地域の住民に対して行う災害広報は，震災対策編 第２章 第３節 第１「災

害広報活動」の定めによるほか，次により実施する。

(1) 実施機関

市，北海道，北海道警察，北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社

(2) 実施事項

実施機関は，地域住民や帰宅困難者などからの問合せ等に対応する体制を整えるほか，

地域住民等に役立つ次の情報について，正確に，きめ細かく，適切に提供する。また，情

報提供は多言語で実施するなど，外国人に対して十分に配慮する。

ア 停電及び停電に伴う災害の状況

北海道電力㈱本店 北海道電力ネットワーク㈱道北統括支店

上川総合振興局

旭川市

消防署・警察署等

その他関係機関
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イ 関係機関の災害応急対策に関する情報

ウ 停電の復旧の見通し

エ 避難の必要性等，地域に与える影響

オ その他必要な事項

３ 災害応急体制

(1) 市

市は，大規模停電災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，その状況に応じて災

害応急体制を整え，その地域に係る災害応急対策を実施する。

(2) 北海道

知事は，大規模停電災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，その状況に応じ北

海道地域防災計画第３章第１節「組織計画」の定めるところにより災害応急対策を実施す

る｡

(3) 防災関係機関

関係機関の長は，大規模停電災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，その状況

に応じて応急活動体制を整え，関係機関と連携をとりながら，その所管に係る災害応急対

策を実施する｡

(4) 北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社

ア 電力施設及び設備被害の軽減，復旧の迅速化を図るため，別に定める「防災業務計画」

によって両社一体となって災害応急対策を講ずる。

イ 早期の停電復旧活動を行うために，防災体制を発令，対策要員を招集し，非常事態対

策組織を設置して非常災害対策活動を実施する。

ウ 大規模な災害が発生し，北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社の

みで早期停電解消が困難な場合に備え，関係機関及び他電力会社との連携・協力体制も

整備する。

４ 消防活動

大規模停電災害時における消防活動については，震災対策編 第２章 第５節「救助・

救急・消火」の定めにより実施する。

５ 医療救護

大規模停電災害時における医療救護については，震災対策編 第２章 第６節「医療救

護」の定めにより実施する。

６ 交通対策

大規模停電災害時における交通対策については，震災対策編 第２章 第９節「交通対

策・緊急輸送」の定めにより実施する。

７ 避難所対策

大規模停電災害時における避難所対策については，震災対策編 第２章 第７節「避難」

の定めにより実施する。
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８ 応急電力対策

（1）緊急的な電力供給

北海道電力ネットワーク株式会社は，道や市町村等と優先度を協議の上，関係機関，医

療機関，避難施設等へ発電機車などによる緊急的な電力供給を行う｡

（2）通信機器等の充電対策

関係機関は，必要に応じて，スマートフォンや携帯電話，その他充電が必要となる機器

等を有している被災者に対して，庁舎や管理施設等を開放し，電源の提供や民間事業者等

と連携して充電機器等の提供に努める。

９ 給水対策

大規模停電災害時における給水対策については，震災対策編 第２章 第８節 第１「給

水活動」の定めにより実施する。

１０ 石油類燃料の供給対策

大規模停電災害時における石油類燃料の供給対策については，震災対策編 第２章 第

８節 第５「燃料の供給」の定めるところによる。

１１ 防犯対策

大規模停電災害時における防犯対策については，震災対策編 第２章 第１０節「災害

警備」の定めるところによる。

１２ 自衛隊派遣要請

大規模停電災害時における自衛隊派遣要請については，震災対策編 第２章 第４節

第１「自衛隊の災害派遣」の定めるところによる。

１３ 広域応援

市は，災害の規模により，それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合，

国，道，自衛隊，他の消防機関及び他市町村に対し，応援を要請する。

第４ 災害復旧計画

大規模な停電災害により，地域の壊滅，又は社会経済活動への甚大な被害が生じた場合，

市は，被災の状況，地域の特性，被災者の意向等を踏まえ，関係機関との密接な連携のもと，

迅速かつ円滑に復旧を進める｡
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１ 条例等

１－１ 旭川市防災基本条例

旭川市防災基本条例

平成 27 年３月 25 日条例第 16 号

旭川市は，多くの川が流れる地理的条件から，かつては，度重なる水害に見舞われていましたが，

治水対策が進んだことにより，市街地での水害が大幅に減少したほか，地震の発生が少ない地域で

あることから，現在では，自然災害が比較的少ないまちであると言われています。

しかしながら，未曽有の被害をもたらした東日本大震災をはじめとして，想定をはるかに超える自

然災害が各地で数多く発生し，私たちは，災害の脅威と防災の重要性を改めて思い知らされました。

市では，これまでも関係機関と連携し，防災対策の充実強化に努めてきましたが，これらの自然災

害への対応から得られた教訓を踏まえ，災害による被害を最小限にとどめ，災害から市民の生命と

暮らしを守るためには，自らの安全を自らで守る自助，地域において互いに助け合う共助及び市や

関係機関が市民を災害から守る公助の理念に基づき，市民，事業者及び市が，それぞれの役割を十

分に踏まえながら緊密に連携し，防災対策の推進に取り組むことが必要不可欠です。

ここに，市民，事業者及び市の責務を明らかにすることにより，協力して防災対策を推進し，市民

が安全で安心して暮らすことのできるまちの実現を目指し，この条例を制定します。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は，防災のための対策（以下「防災対策」という。）に関し基本理念を定め，市民，

事業者及び自主防災組織等（以下「市民等」という。）並びに市の責務を明らかにするとともに，

災害予防，災害応急対策及び災害復旧に関する基本的な事項を定めることにより，防災対策を総

合的かつ計画的に推進し，もって市民等が安全で安心して暮らすことができる災害に強いまちの

実現を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。

(１) 災害 暴風，竜巻，豪雨，豪雪，洪水，崖崩れ，土石流，地震，噴火，地滑りその他の異

常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに

類する大規模な事故により生ずる被害をいう。

(２) 防災 災害を未然に防止し，災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ，及び災害の

復旧を図ることをいう。

(３) 防災関係機関 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第２条第

４号に規定する指定地方行政機関，陸上自衛隊，警察，同条第５号に規定する指定公共機関，

同条第６号に規定する指定地方公共機関及び地域防災計画（法第 16 条第１項の規定に基づき

設置された旭川市防災会議が法第 42 条第１項の規定に基づき作成した地域防災計画をいう。

以下同じ。）に定めるその他の機関をいう。

(４) 自主防災組織等 自主防災組織（法第２条の２第２号に規定する自主防災組織をいう。以

下同じ。）その他の地域において防災を主たる目的として自主的な防災活動を行う団体をいう。

(５) 要配慮者 高齢者，障害者，乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。

(６) 避難行動要支援者 要配慮者のうち，災害が発生し，又は発生するおそれがある場合に自

改正 令和３年11月10日条例第65号
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ら避難することが困難な者であって，その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を

要するものをいう。

（基本理念）

第３条 防災対策は，自助（市民及び事業者が自らの安全を自らで守ることをいう。），共助（市民

等が地域において互いに助け合うことをいう。）及び公助（市及び防災関係機関が実施する対策を

いう。）の理念を基本として，市民等及び市がそれぞれの責務に応じ，連携を図りながら相互に協

力することにより，着実に実施されなければならない。

（地域防災計画への反映）

第４条 旭川市防災会議は，地域防災計画を修正するに当たり，前条に規定する基本理念（以下「基

本理念」という。）を反映させなければならない。

（市民の責務）

第５条 市民は，基本理念にのっとり，日常的に災害の発生に備える意識を高めるとともに，自ら

災害に備えるため，平常時から次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。

(１) 自らが居住し，又は使用する建築物及び工作物（以下「建築物等」という。）の耐震性の確

認，耐震改修の実施その他の対策

(２) 家具の転倒防止対策

(３) 災害時における初期消火，被災者の救助，応急手当その他の初期活動を円滑に行うための

準備

(４) 食品，飲料水その他の生活必需物資の備蓄

(５) 外出先からの帰宅方法及び家族間の連絡方法の確認

(６) 避難所及び避難場所の位置並びに避難の経路及び方法の確認

(７) 前各号に掲げるもののほか，日常の防災対策に関し必要な事項

２ 市民は，国，北海道，市及び防災関係機関が実施する防災対策に協力するよう努めるものとす

る。

３ 市民は，自主防災組織等の活動に積極的に参画するよう努めるものとする。

（事業者の責務）

第６条 事業者は，基本理念にのっとり，日常的に災害の発生に備える意識を高めるとともに，災

害に備えるため，平常時から次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。

(１) その所有し，又は管理する建築物等の耐震性の確認，耐震改修の実施その他の対策

(２) 事業活動で使用する物品，機器設備等の転倒防止対策

(３) 災害時における初期消火，被災者の救助，応急手当その他の初期活動を円滑に行うための

準備

(４) 災害時に従業員及び事業所に来所する者（以下この項において「従業員等」という。）を一

時的に避難させる場所の確保

(５) 食品，飲料水その他災害時において必要となる物資の備蓄

(６) 避難所及び避難場所の位置並びに避難の経路及び方法の確認並びに従業員等への周知

(７) 災害時における情報の収集及び伝達の方法の確認及びその手段の確保並びにその方法の従

業員等への周知

(８) 前各号に掲げるもののほか，日常の防災対策に関し必要な事項

２ 事業者は，国，北海道，市及び防災関係機関が実施する防災対策に協力するよう努めるものと

する。

３ 事業者は，災害時に，その所有し，又は管理する施設の利用者及び従業員の安全の確保に努め

るものとする。

４ 事業者は，災害時に事業を中断しないよう，又は中断した場合においてはできるだけ早期に再
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開できるよう，事業を継続する体制の整備に努めるものとする。

５ 事業者は，災害時に，その有する能力を活用して，市民の安全に配慮した対策を実施するよう

努めるものとする。

（自主防災組織等の責務）

第７条 自主防災組織等は，基本理念にのっとり，地域住民と協力して，地域における防災対策を

実施するよう努めるものとする。

２ 自主防災組織等は，国，北海道，市及び防災関係機関が実施する防災対策に協力するよう努め

るものとする。

（市の責務）

第８条 市は，基本理念にのっとり，市民の生命，身体及び財産を災害から保護するため，防災対

策を総合的に推進するとともに，次に掲げる施策を実施するよう努めなければならない。

(１) 防災に関する計画の策定及び体制の整備

(２) 国，北海道，防災関係機関及び市民等と連携した防災対策の実施

(３) 被災者支援のための体制整備

(４) 市民等の防災意識の高揚及び災害に対する対応力の向上のための啓発活動

(５) 建築物等の耐震診断及び耐震改修の実施その他の対策に関する指導，助言及び支援

(６) 市が所有する建築物の必要に応じた耐震診断及び耐震改修の実施

(７) 市が管理する道路，橋りょう，河川，排水路施設，上下水道施設等の安全の確保

(８) 避難者等に必要な食品，飲料水その他の物資の備蓄

(９) 前各号に掲げるもののほか，防災対策の推進に必要な事項

第２章 基本方針

（基本方針）

第９条 市は，基本理念にのっとり，次に掲げる事項を基本として，防災対策を推進するよう努め

なければならない。

(１) 市民等との協働により，本市における防災体制を推進すること。

(２) 災害時の備えを中心とした災害に強いまちづくりを推進すること。

(３) 地域特性に応じた防災対策を推進すること。

第３章 災害予防

第１節 地域防災力の向上

（防災教育，防災訓練等の実施）

第 10 条 市民は，地域で開催される防災訓練，市又は防災関係機関が提供する防災に関する情報

等により，防災に関する知識の習得及び家庭，職場等を通じた防災に関する意識の高揚に努める

ものとする。

２ 事業者は，従業員に対する防災教育及び防災訓練の実施に努めるものとする。

３ 市は，防災関係機関と連携して，防災教育，防災訓練その他市民等が防災に関する知識を習得

し，又は防災に関する意識の高揚を図るための機会を確保するために必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。

４ 市は，防災関係機関と連携して，学校，児童福祉施設その他の施設において，幼児，児童，生

徒及び学生が防災に関する理解を深め，及び災害時において適切に行動することができるよう，

防災教育，防災訓練の実施に対する支援その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（自主防災組織に対する支援等）
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第 11 条 市は，自主防災組織を育成し，及び自主防災組織の活動を支援するため，防災関係機関

と 連携して，必要な訓練及び研修の実施並びに自主的な防災意識の高揚に努めなければならな

い。

２ 市は，自主防災組織の活動が円滑に行われるよう指導的役割を担う人材の育成その他の必要な

支援に努めなければならない。

（ボランティア活動への支援等）

第 12 条 市は，災害時においてボランティアによる支援活動が円滑に実施されるよう，受入体制

の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第２節 災害に強いまちづくりの推進

（体制の整備）

第 13 条 市は，災害時に必要な業務を継続することができるよう，災害応急対策等の実施体制の

整備に努めなければならない。

（災害に強いまちづくりの推進）

第 14 条 市は，道路，河川，公園等の都市基盤の整備，市街地の再整備その他の事業を通じて，

災害に強いまちづくりを総合的に推進するよう努めなければならない。

（避難行動要支援者情報の管理等）

第 15 条 市は，避難行動要支援者に対する情報の提供及び避難の支援が円滑に行われるよう，体

制の整備に努めなければならない。

２ 市は，自主防災組織等と連携して，避難行動要支援者が避難等の支援を受ける際に必要となる

情報をあらかじめ提供することができ，かつ，その情報が適切に管理される環境づくりに努めな

ければならない。

（協定の締結）

第 16 条 市は，災害時の避難場所の提供，災害に関する情報の市民等への提供，災害時に必要と

する物資又は資機材の供給，緊急輸送の確保その他災害対応対策及び災害復旧に関して，事業者

との協定の締結に努めるものとする。

（防災に関する情報の提供等）

第 17 条 市は，国，北海道及び防災関係機関と連携して，防災に関する情報の収集及び整理を行

い，その情報を市民等に適切に提供するものとする。

第３節 地域の特性に応じた防災対策の推進

（積雪寒冷期における防災対策の推進）

第 18 条 市は，積雪寒冷という本市の地域特性に応じ，国，北海道及び防災関係機関と連携し，

積雪又は融雪による災害への対策を推進するための体制の整備を図るとともに，積雪寒冷期にお

ける適切な情報の提供，避難路及び避難場所の確保等の対策を進めるよう努めなければならない。

（孤立地区対策の推進）

第 19条 市は，災害時に交通が途絶する地区（以下この条において「孤立地区」という。）の発生

に備え，国，北海道及び防災関係機関と連携し，孤立地区に対する物資の輸送，情報の提供等の

防災対策を推進するための体制の整備を図るよう努めなければならない。

第４章 災害応急対策

（情報の収集等）

第 20 条 市は，災害が発生し，又は発生するおそれがある場合には，国，北海道及び防災関係機

関と連携して，当該災害に関する情報を収集し，共有するとともに，速やかに市民等に当該災害
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に関する情報を提供するよう努めなければならない。

（災害応急体制の確立）

第 21 条 市は，災害が発生し，又は発生するおそれがある場合には，国，北海道及び防災関係機

関と連携して，被災者の救助その他の災害応急対策を的確に実施するために必要な体制を速やか

に確立し，法令等に基づき必要な災害応急対策を実施するものとする。

（円滑な避難等）

第 22 条 市民は，災害が発生し，又は発生するおそれがある場合には，自ら当該災害に関する情

報を収集し，不要な外出の自粛，安全な場所への自主的な避難その他当該災害による危険を回避

する行動をとるよう努めるものとする。

２ 市民は，災害が発生し，又は発生するおそれがある場合において，法令等に基づき避難準備情

報の発表，避難の指示又は緊急安全確保措置の指示があったときは，これに応じて速やかに避難

等の行動をとるものとする。

３ 事業者は，災害時に，その所有し，又は管理する施設の利用者及び従業員に対し，災害時に関

する情報の提供，避難の誘導その他必要な措置をとるよう努めるものとする。

４ 自主防災組織等は，災害時に，安全を確保した上で，地域の住民等に対し災害時に関する情報

の伝達，避難の誘導その他必要な措置をとるよう努めるものとする。

（地域における共助）

第 23 条 市民等は，災害時に避難が必要な場合には，避難行動要支援者その他の要配慮者が円滑

に避難することができるよう配慮するとともに，近隣住民への周知を行う等地域において相互に

助け合うよう努めるものとする。

（ボランティアによる支援活動）

第 24 条 ボランティアは，災害時において，市と連携を図り，被災地の状況に応じた支援活動を

実施するよう努めるものとする。

第５章 災害復旧

第 25 条 市は，災害復旧に関し，災害からの復興を視野に入れ，国，北海道及び防災関係機関と

連携して，速やかに施設の復旧及び被災者の援護に必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。

第６章 その他の施策

（災害に係る検証）

第 26 条 市は，市内で大規模な災害が発生した場合その他それ以外の災害に関し必要があると認

める場合には，国，北海道及び防災関係機関の協力を得て，当該災害に係る防災対策等について

の検証を行うものとする。

２ 市は，前項の検証の結果を公表するとともに，防災対策に反映させるものとする。

（財政上の措置）

第 27 条 市は，防災対策に関する施策を推進するため，必要な財政上の措置を講ずるよう努める

ものとする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成 27 年４月１日から施行する。

（検討）

２ 市長は，この条例の施行の日から起算して５年を経過するごとに，社会経済情勢の変化等を勘

案し，この条例の施行の状況等について検討を加え，その結果に基づいて，必要な措置を講ずる
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ものとする。

附 則

この条例は，令和３年 11 月 10 日から施行する。

１－２ 旭川市防災会議条例

旭川市防災会議条例

昭和38年３月29日条例第11号

（目的）

第１条 この条例は，災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき旭

川市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

（所掌事務）

第２条 防災会議は，次の各号に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 旭川市地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。

⑵ 水防法（昭和24年法律第193号）第33条第１項の規定に基づく水防計画に関し調査審議す

ること。

⑶ 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

⑷ 前号に規定する重要事項に関し，市長に意見を述べること。

⑸ 前各号に掲げるもののほか，法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

（会長及び委員）

第３条 防災会議は，会長及び委員をもつて組織する。

２ 会長は，市長をもつて充てる。

３ 会長は，会務を総理する。

４ 会長に事故あるときは，あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

５ 委員は，次に掲げる者をもつて充てる。

⑴ 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

⑵ 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者

⑶ 北海道の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

⑷ 北海道警察の警察官のうちから市長が任命する者

⑸ 市長がその部内の職員のうちから指名する者

⑹ 教育長

⑺ 消防長及び旭川市消防団長

⑻ 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

⑼ 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうち市長が任命する者

⑽ 市長が適当と認めて任命する者

６ 前項の委員の定数は，30人とする。

７ 第５項第８号から第10号までの委員の任期は２年とする。ただし補欠の委員の任期は，そ

改正 昭和53年４月１日条例第16号 平成12年３月31日条例第５号

平成13年３月26日条例第５号 平成17年９月22日条例第41号

平成24年３月23日条例第11号 平成24年９月14日条例第46号
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の前任者の残任期間とする。

８ 前項の委員は，再任されることができる。

（議事等）

第４条 前各条に定めるもののほか，防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項

は，会長が防災会議にはかつて定める。

附 則

１ この条例は，公布の日から施行する。

２ 旭川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和31年旭川市

条例第44号）の一部を次のように改正する。

附 則（昭和53年４月１日条例第16号抄）

１ この条例は，昭和53年４月１日から施行する。

附 則（平成12年３月31日条例第５号）

１ この条例は，平成12年４月１日から施行する。

２ 旭川市水防協議会条例（昭和28年旭川市条例第29号）は，廃止する。

附 則（平成13年３月26日条例第５号）

１ この条例は，平成13年４月１日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市防災会議条例第３条第５項の規定に基づき最初に任命され

る同項第８号及び第９号に規定するそれぞれの委員の任期は，同条第７項の規定にかかわら

ず，平成１年６月30日までとする。

附 則（平成17年９月22日条例第41号）

この条例は，公布の日から施行し，改正後の旭川市防災会議条例及び旭川市消防団員等公務

災害補償条例の規定は，平成17年７月１日から適用する。

附 則（平成24年３月23日条例第11号）

この条例は，公布の日から施行し，改正後の旭川市防災会議条例の規定は，平成23年12月27

日から適用する。

附 則（平成24年９月14日条例第46号）

１ この条例は，交付の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市防災会議条例第３条第５項の規定に基づき平成26年６月30

日以前に任命される同項第８号から第10号までに規定するそれぞれの委員の任期は，同条第

７項の規定にかかわらず，同日までとする。
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１－３ 旭川市防災会議運営規程

旭川市防災会議運営規程

（趣旨）

第１条 旭川市防災会議（以下「会議」という。）の運営について，災害対策基本法（昭和36

年法律第223号），災害対策基本法施行令（昭和36年政令第286号）に定めるもののほかこの

規程の定めるところによる。

（会議の招集）

第２条 会議は必要の都度防災会議の会長（以下「会長」という。）が招集し，会議の議長と

なる。

２ 委員は必要があると認めるときは，会長に対して防災会議の招集を求めることができるも

のとする。

（会長の職務代理）

第３条 旭川市防災会議条例第３条第４項の規定により会長に事故があるときは，その職務を

代行する防災会議委員（以下「委員」という。）を次のとおり指名する。

⑴ 防災安全部の事務を担当する副市長の職にある委員

⑵ 他の事務を担当する副市長の職にある委員

（委員の代理出席）

第４条 委員は，やむを得ない事情により会議に出席できないときは，その代理の者を出席さ

せることができる。

（議事）

第５条 防災会議は委員（代理の者を含む。本条において同じ。）の過半数が出席しなければ

会議を開き議決することができない。

２ 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは議長の決するところによる。

（専決処分）

第６条 会長は，会議を招集する暇がなく，その他やむを得ない事情があると認めるときは専

決処分をすることができる。

２ 会長は，前項の規定により専決処分をしたときは次の会議にこれを報告し，承認を求めな

ければならない。

（委員以外の出席）

第７条 会長は，必要があると認めるときは，議事に関係のある市職員を会議に参画させ意見

を述べさせることができる。

（庶務）

第８条 会議の庶務は，旭川市防災安全部防災課において処理する。

附 則

この規程は，昭和19年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成15年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成19年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成26年４月１日から施行する。
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１－４ 旭川市災害対策本部条例

旭川市災害対策本部条例

昭和38年３月29日条例第12号

改正 平成８年３月29日 条例第４号 平成24年９月14日 条例第47号

平成29年３月24日 条例第15号

（目的）

第１条 この条例は，災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条第７項の規定に基づき，

旭川市災害対策本部（以下「本部」という。）に関し，必要な事項を定めることを目的とす

る。

（組織）

第２条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は本部の事務を総理し，所属の職員を指

揮監督する。

２ 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）は，本部長を補佐し，本部長に事故があ

るときはその職務を代理する。

３ 災害対策本部員（以下「本部員」という。）その他の職員は本部長の命を受け，本部の事

務に従事する。

（部）

第３条 本部に部を置くことができる。

２ 部に属すべき本部員その他の職員は，本部長が定める。

３ 部には部長を置き本部長の指名する本部員がこれにあたる。

４ 部長は部の事務を掌理する。

（現地災害対策本部）

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き，

副本部長，本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもつて充てる。

２ 現地災害対策本部長は，現地災害対策本部の事務を掌理する。

（雑則）

第５条 前各条に定めるもののほか本部に関し必要な事項は本部長が定める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

附 則（平成８年３月29日条例第４号）

この条例は，公布の日から施行する。

附 則（平成24年９月14日条例第47号）

この条例は，公布の日から施行し，改正後の旭川市災害対策本部条例の規定は，平成24年６

月27日から適用する。

附 則（平成29年３月24日条例第15号）

この条例は，公布の日から施行する。
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１－５ 旭川市災害警戒配備要綱

旭川市災害警戒配備要綱

（総則）

第１条 この要綱は旭川市域において，災害が発生し，または災害が発生するおそれがある場

合に，災害に関する情報を収集し，災害やその発生に対処する体制について定めるものとする。

（配備の決定）

第２条 市長は，災害やその発生に対処する必要があると認められる場合，災害警戒配備の決

定をし，防災安全部長へ通知する。

（配備の基準）

第３条 災害警戒配備体制をとる基準は次のとおりとする。

⑴ 市域に震度４の地震が発生したとき。

⑵ 次の状況において，災害の発生するおそれがあるため警戒が必要なとき。

ア 大雨警報が発表され，かつ，洪水警報が発表された場合

イ 土砂災害警戒情報が発表された場合

ウ 暴風警報，暴風雪警報，大雪警報が発表された場合

⑶ 次の状況において，限定的な災害対策を必要とするとき。

ア 市域の一部に極小規模の災害が発生し，又は発生するおそれがある場合

イ 大規模な火災・爆発・事故が発生した場合

⑷ その他市長が必要と認めたとき。

（配備の連絡）

第４条 防災安全部長は市長の命を受け，災害の状況に応じ必要な部局へ災害警戒配備体制を

とるよう通知する。

（配備の内容）

第５条 各部局長は，災害警戒配備及び旭川市地域防災計画に定める災害対策本部の非常配備

体制を迅速に行えるよう，あらかじめ配備要員等の体制を定めておくものとする。

なお，各部局長は部局内の災害警戒配備体制及び非常配備体制に変更があった場合は，速

やかに防災安全部長に通知するものとする。

（活動内容）

第６条 災害警戒配備体制における，主な活動は次のとおりである。処理すべき事態が発生し

たときは災害対策の各部事務分掌により対処するものとする。

⑴ 災害情報等の収集及び伝達

⑵ 河川，急傾斜地等の警戒，監視

⑶ 小規模な災害への応急対策活動

⑷ 住民等への情報伝達

⑸ 避難所の開設

⑹ 各部局所管施設の状況把握

⑺ 関係機関等との連絡調整

（災害対策本部への移行）

第７条 市長は，災害が拡大し，又は拡大のおそれがあり，総合的な災害対策を必要とすると

きは，災害対策本部体制へ移行する。

（配備の解除）

第８条 市長は，災害及び災害のおそれが解消したときは，災害警戒配備を解除する。

附 則

この要綱は，平成11年10月13日から施行する。
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附 則

この要綱は，平成15年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成20年10月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成26年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成27年８月１日から施行する。
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２ 協定一覧

２－１ 旭川市における防災関係の協定締結一覧

ア 行政機関関係

イ 情報・広報対策関係

ウ 医療救護対策関係

№ 協 定 名 締 結 先 概要

１ 災害情報の収集及び伝達に関する協定 ハムラジオ大雪クラブ 災害情報の収集伝達

２ 災害等における緊急放送に関する協定
旭川ケーブルテレビ株
式会社

緊急放送の実施

３ 災害等における緊急放送に関する協定

株式会社旭川シティネ
ットワークコミュニテ
ィ放送ＦＭりべーる

緊急放送の実施

４ 災害等における緊急放送に関する協定 株式会社アイケム 緊急放送の実施

５ 災害等における情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 災害情報の発信

№ 協 定 名 締 結 先 概要

１
高速自動車国道救急・救助活動等に関する
協定書

一般社団法人旭川市医
師会

薬剤師，看護師及び補助職員の派遣

２ 災害時の医療救護活動に関する協定
一般社団法人旭川市医
師会

救護部隊の編成及び派遣

№ 協 定 名 締 結 先 概要

１ 北海道広域消防相互応援協定
北海道内の市，町，消防
の一部事務組合

消防の応援

２ 北海道消防防災ヘリコプター応援協定
北海道内の市，町，消防
の一部事務組合

消防防災ヘリコプターの応援

３ 防災情報の共有に係る協定書 北海道開発局 防災情報の共有

４
北海道地方における災害時の応援に関する
申し合わせ

北海道開発局 土木施設等の被害における応援

５ 災害時の相互応援に関する協定 南さつま市 物資・資機材の提供，職員の派遣等

６ 災害時の相互応援に関する協定 北名古屋市 物資・資機材の提供，職員の派遣等

７
旭川空港及びその周辺における消火救難活
動に関する協定

大雪消防組合，北海道エ
アポート株式会社旭川
空港事業所

消火救難活動の実施

８
北海道総合行政情報ネットワーク連絡所の
管理運営に関する協定

北海道
北海道総合行政情報ネットワーク連
絡所の設置，管理，運営及び経費負担

９
災害時における道北市長会構成市相互の応
援に関する覚書

留萌市，稚内市，芦別市，
紋別市，士別市，名寄市，
深川市，富良野市

食料・飲料水・物資・資機材の提供，
職員の派遣，児童・生徒等の受入れ等

10
災害時等における北海道及び市町村相互の
応援等に関する協定

北海道，北海道市長会及
び北海道町村会

食料・物資・資機材の提供，職員の派
遣，車両等の提供，被災者の一時収容
施設の提供等

11 広域防災に係る相互応援に関する覚書 上富良野町
十勝岳噴火等の災害に関して，平時を
含めた相互応援

12 中核市災害相互応援協定 中核市各市
食料・飲料水・物資・資機材の提供，
職員の派遣等
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エ 物資等供給対策関係

№ 協 定 名 締 結 先 概要

３ 災害時の歯科医療救護活動に関する協定書
一般社団法人旭川歯科
医師会

救護部隊の編成及び派遣

４
災害時における衛生材料等物資供給の協力
に関する協定

株式会社メディセオ 医薬品・診療材料・試薬等の供給

５
災害時における柔道整復師の救護活動に関
する協定

公益社団法人北海道柔
道整復師会旭川ブロッ
ク

柔道整復師による医療救護

６ 災害時の医療救護活動に関する協定
一般社団法人旭川薬剤
師会

医薬品・試薬等の供給

№ 協 定 名 締 結 先 概要

１
災害時における応急生活物資の供給等に関

する協定
株式会社イトーヨーカ堂 応急生活物資の供給

２
災害時における応急生活物資の供給等に関
する協定

生活協同組合市民生協コ
ープさっぽろ

応急生活物資の供給等

３
災害時における応急生活物資の供給等に関
する協定

ＭＥＧＡドン・キホーテ
旭川店

応急生活物資の供給

４ 災害時における機器の調達に関する協定書
一般社団法人日本建設機
械レンタル協会北海道支
部旭川地区部会

仮設トイレ，移動式暖房機器，発電
機等の調達

５
災害時における応急生活物資の供給等に関
する協定

あさひかわ農業協同組合 応急生活物資の供給等

６ 災害時における物資調達に関する協定書
レンゴー株式会社旭川工
場

避難所運営に必要な段ボール製品等
の調達

７
災害時における介護用，福祉用具等の調達
に関する協定書

日建片桐リース株式会社
車いす，介護ベッド・マットレス等
の調達

８ 災害時における物資供給に関する協定書
NPO法人コメリ災害対策
センター

応急生活物資等の供給

９
災害時における応急生活物資等の供給に関
する協定

株式会社サッポロドラッ
グストアー

粉ミルクの他，応急生活物資の供給

10
災害時における応急生活物資等の供給に関
する協定

株式会社ツルハ 粉ミルクの他，応急生活物資の供給

11
災害時の物資供給及び店舗営業又は早期再
開に関する協定

株式会社セブン-イレブ
ン・ジャパン

被災住民等を救助するための物資の
調達供給への協力

12

洪水時における緊急避難場所としての使用
及び災害時における応急生活物資の供給等
に関する協定

イオン北海道株式会社
洪水時における指定緊急避難場所と
しての使用（イオン旭川西店）及び
災害時の応急生活物資の円滑な供給

13
災害時における応急生活物資等の供給に関
する協定

株式会社サンドラッグプ
ラス

粉ミルクの他，応急生活物資の供給

14
災害時等における給電車による電力供給に
関する協定

旭川トヨタ自動車株式会
社，旭川トヨペット株式
会社，トヨタカローラ旭
川株式会社，トヨタカロ
ーラ道北株式会社，ネッ
ツトヨタ旭川株式会社，
ネッツトヨタたいせつ株
式会社，株式会社トヨタ
レンタリース旭川

給電車による避難所等への電力の供
給

15
災害時における輸送車両提供の協力に関す
る協定書

旭川レンタカー協会 輸送車両の提供
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オ 燃料供給対策関係

カ 建築土木対策関係

№ 協 定 名 締 結 先 概要

16 災害時における物資調達に関する協定書 株式会社片桐紙器
避難所運営に必要な段ボール製品等
の調達

17
災害時における資機材のレンタルに関する
協定書

株式会社ダイワテック 災害時における資機材の提供

18
災害時における電気自動車による電力供給
に関する協定

旭川日産自動車株式会社
非常用電源として活用できる電気自
動車等の貸与

19

洪水時における地域住民等の緊急避難場所
としての施設使用及び災害時における応急
生活物資の供給等に関する協定

株式会社トライアルカン
パニー

施設の緊急避難場所としての使用及
び応急生活物資の供給等

20
災害時における電動車両等の貸与に関する
協定

北北海道三菱自動車株式
会社
三菱自動車工業株式会社

非常用電源として活用できる電動車
両等の貸与

21
災害時等におけるキッチンカーによる物資
の供給等に関する協定

一般社団法人日本キッチ
ンカー経営審議会

災害時における食事の提供

再

掲

災害時等における協力体制に関する協定
（ク－10）

社会福祉法人旭川市社会
福祉協議会
一般社団法人旭川青年会
議所

社会福祉協議会が設置する災害ボラ
ンティアセンターへの青年会議所の
協力，生活関連物資の供給等

再

掲

災害時等における協力体制に関する協定
（ク－11）

社会福祉法人旭川市社会
福祉協議会
旭川西ロータリークラブ

社会福祉協議会が設置する災害ボラ
ンティアセンターへの旭川西ロータ
リークラブの協力，生活関連物資の
供給等

№ 協 定 名 締 結 先 概要

１
災害時における石油類燃料の優先供給に
関する協定書

旭川地方石油販売業協同組
合

ガソリン，軽油，灯油及び重油等の
供給

２
災害時における石油類燃料の優先供給に
関する協定書

旭川地方灯油小売商組合 市が指定する施設等への灯油の供給

№ 協 定 名 締 結 先 概要

１
災害時における応急対策業務に関する協
定

一般社団法人旭川建設業協
会

水防，人命救助，交通障害物除去等

２
災害時における応急対策業務に関する協
定

旭川地区舗装事業関係災害
緊急対策協議会

障害物及び廃棄物の除去，応急復旧
等

３
災害時における応急対策業務に関する協
定

道北造園建設業協会
障害物及び廃棄物の除去，応急復旧
等

４
災害時における応急対策業務に関する協
定

一般社団法人旭川建築協会
市有建築物の応急措置及び復旧，民
間建築物に係る相談等

５
災害時における応急対策業務に関する協
定

道北電気工事業協同組合
市が所有する施設の設備等の応急措
置及び復旧

６
災害時における応急対策業務に関する協
定

一般社団法人旭川空調衛生
工事業協会

市が所有する施設の設備等の応急措
置及び復旧

７

災害等の発生時における旭川市と社団法
人北海道エルピーガス協会上川支部の応
急・復旧活動の支援に関する協定

一般社団法人北海道エルピ
ーガス協会上川支部

ＬＰガスに係るの被害状況，応急措
置及び復旧状況の情報提供，ＬＰガ
ス設備の撤去等の安全対策

８ 災害時協力協定書
一般財団法人北海道電気保
安協会

公共施設の電力復旧のために必要な
調査等の応急対策活動，及び電力復
旧工事の監督，指導及び検査
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キ 輸送対策関係

ク 他の応急対策関係

№ 協 定 名 締 結 先 概要

９
災害時における応急対策業務に関する協
定

上川地方建設業協会連絡協
議会

上川管内の建設業者で組織する連絡
協議会と管内市町村の応急対策業務
に関する協定

10
災害等に係る調査業務等の災害緊急対応
等の協力に関する協定

上川調査設計協会 測量等による被害調査に関する協定

11
災害時等における車両の移動等の協力に
関する協定

一般社団法人北海道レッカ
ー事業組合

立ち往生車両や放置車両等の移動

№ 協 定 名 締 結 先 概要

１
災害時におけるバスによる緊急輸送の協
力に関する協定書

旭川電気軌道株式会社 バス輸送

２
災害時におけるバスによる緊急輸送の協
力に関する協定書

道北バス株式会社 バス輸送

３
災害時応急対策用貨物自動車による物資
の緊急・救援輸送等に関する協定

一般社団法人旭川地区トラ
ック協会

物資の緊急・救援輸送等

４
災害時における物資の保管等に関する協
定

道北倉庫協会 物資の保管等

５ 災害時における緊急輸送等に関する協定 協同組合旭川ハイヤー協会 緊急輸送等

№ 協 定 名 締 結 先 概要

１
災害時における公衆浴場等の協力に関す
る協定書

北海道公衆浴場業生活衛生
同業組合旭川支部旭川浴場
組合

避難所生活者への風呂の提供，市民
が緊急に避難する場所としての建物
及び敷地の提供，生活用水の市民等
への提供等

２
災害時における遺体搬送等に関する協定
書

一般社団法人全国霊柩自動
車協会

遺体搬送等

３
災害時における動物救護活動に関する協
定

北海道，札幌市，函館市，
公益社団法人北海道獣医師
会，公益社団法人日本愛玩
動物協会

被災動物の救護

４
災害発生時における旭川市と旭川市内郵
便局の協力に関する協定

旭川市内郵便局
車両の提供，情報の相互提供，広報
活動等

５
災害時における被災者支援のための行政
書士業務に関する協定書

北海道行政書士会
被災者支援を目的とした相談窓口の
開設，運営，会員の派遣等

６
災害時における廃棄物の収集運搬に関す
る協定書

旭川市一般廃棄物許可･委
託事業者連絡協議会

災害廃棄物の収集運搬

７ 災害時の救護活動に関する協定
天理教災害救護ひのきしん
隊北海道教区旭川支部隊

災害時における救援活動の提供

８
災害時における相談業務の応援に関する
協定

旭川地域災害復興支援士業
連絡会

災害時の被災者相談窓口等における
応援

９
災害ボランティアセンターの設置・運営
等に関する協定

社会福祉法人旭川市社会福
祉協議会

災害ボランティアセンターの設置・
運営等

10 災害時等における協力体制に関する協定

社会福祉法人旭川市社会福
祉協議会
一般社団法人旭川青年会議
所

社会福祉協議会が設置する災害ボラ
ンティアセンターへの青年会議所の
協力，生活関連物資の供給等
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ケ 避難所等の協力関係

№ 協 定 名 締 結 先 概要

11 災害時等における協力体制に関する協定
社会福祉法人旭川市社会福
祉協議会
旭川西ロータリークラブ

社会福祉協議会が設置する災害ボラ
ンティアセンターへの旭川西ロータ
リークラブの協力，生活関連物資の
供給等

№ 協 定 名 締 結 先 概要

１ 避難所施設使用に関する覚書
北海道開発局旭川開発建設
部旭川河川事務所

永山新川管理センターの避難所とし
ての使用

２ 福祉避難所の指定に関する協定書
社会福祉法人あかしあ労働
福祉センター

福祉避難所の設置運営

３
災害時における緊急一時避難施設として
の使用に関する協定書

株式会社ベルコ 緊急一時避難施設としての使用

４
災害時における緊急一時避難施設として
の使用に関する協定書

株式会社ジュリアンヌ 緊急一時避難施設としての使用

５ 避難所施設使用に関する協定書 社会福祉法人北海道療育園
福祉村地域交流ホーム ｙｏｕの避
難所としての使用

６
福祉避難所の指定等及び人材派遣に関す
る協定

旭川社会福祉施設協議会 福祉避難所の設置運営，人材派遣

７
災害時における緊急避難場所としての使
用に関する協定書

トーエー企業株式会社
施設の緊急避難場所としての使用
（パーラートーエー神楽店立体駐車
場）

８
災害時における緊急避難場所としての使
用に関する協定書

社会福祉法人旭川松の木会
施設の緊急避難場所としての使用
（旭川宮前保育園)

９
災害時における緊急避難場所としての使
用に関する協定書

株式会社東海商事
施設の緊急避難場所としての使用
（杜のＳＰＡ神楽）

10 災害時における協力に関する協定
ルートインジャパン株式会
社

施設の緊急避難場所としての使用

11
福祉避難所の指定等及び人材派遣に関す
る協定

医療法人道北勤労者医療協
会

福祉避難所の指定及び人材の派遣

12 災害時における相互協力に関する協定書 旭川刑務所 施設の緊急避難場所としての使用

13 福祉避難所の指定に関する協定書
独立行政法人中小企業基盤
整備機構北海道支部 中小
企業大学校旭川校

福祉避難所の設置運営

14 福祉避難所の指定に関する協定書 株式会社花さとか 福祉避難所の設置運営

15
災害時における避難所としての施設使用
に関する協定

一般財団法人 道北地域旭
川地場産業振興センター

施設の指定避難所としての使用

16 福祉避難所の開設に関する協定書 社会福祉法人旭川光風会
視覚障がい者を対象とした福祉避難
所の設置運営（旭川点字図書館，旭
川大成デイサービスセンタ－）

17 福祉避難所の開設に関する協定書 リアルケア株式会社 福祉避難所の設置運営

18
旭川市障害者福祉センターにおける福祉
避難所の開設に関する覚書

特定非営利活動法人旭川障
害者連絡協議会

福祉避難所の設置運営

19
災害時における緊急避難場所としての施
設使用に関する覚書

旭川市21世紀の森運営協
議会

21世紀の森ログハウス等の緊急避
難場所としての使用

20 福祉避難所の開設に関する協定書
上川生産農業協同組合連合
会

福祉避難所の設置運営
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コ その他

№ 協 定 名 締 結 先 概要

21
災害時における緊急避難場所としての施
設使用に関する協定書

イオンモール株式会社
施設の緊急避難場所としての使用
（イオンモール旭川駅前屋上駐車
場）

22 福祉避難所の開設に関する協定書

旭川トヨタ自動車株式会
社，旭川トヨペット株式会
社，トヨタカローラ旭川株
式会社，トヨタカローラ道
北株式会社，ネッツトヨタ
旭川株式会社，ネッツトヨ
タたいせつ株式会社，株式
会社トヨタレンタリース旭
川，トヨタL＆F旭川株式会
社，トヨタモビリティパー
ツ株式会社北海道統括支
社，北北海道ダイハツ販売
株式会社，東京海上日動火
災保険株式会社旭川支店

施設の福祉避難所としての利用と避
難者への物資の提供

23 福祉避難所の開設に関する協定書 株式会社長田葬祭 福祉避難所の設置運営

24
災害時における避難所としての施設使用
に関する協定

学校法人旭星学園旭川理容
美容専門学校

施設の指定避難所としての使用

25
災害時における宿泊施設の提供に関する
協定

旭川ホテル旅館協同組合 宿泊施設を避難所として提供

26
旭川市の地域防災力向上に関する連携協
定

損害保険ジャパン株式会社

損保ジャパン旭川ビルの福祉避難所
としての使用等（災害時におけるド
ローン等調査機器による情報収集，
市民の防災意識の啓発・防災知識の
普及，地域防災イベントへの参画，
事業者への事業計画の作成支援等）

27
災害時における福祉避難所の開設に関す
る協定

岩田医院 施設の福祉避難所としての使用

28
災害時等における福祉避難所の開設に関
する協定

特定非営利活動法人恵生会
ワークハウスひまわり

施設の福祉避難所としての使用

29
災害時等における指定福祉避難所の開設
に関する協定

株式会社湧心 施設の福祉避難所としての使用

再

掲

洪水時における緊急避難場所としての使
用及び災害時における応急生活物資の供
給等に関する協定（エ－12）

イオン北海道株式会社
洪水時における指定緊急避難場所と
しての使用（イオン旭川西店）及び
災害時の応急生活物資の円滑な供給

再

掲

洪水時における地域住民等の緊急避難場
所としての施設使用及び災害時における
応急生活物資の供給等に関する協定
（エ－19）

株式会社トライアルカンパ
ニー

施設の緊急避難場所としての使用及
び応急生活物資の供給等

№ 協 定 名 締 結 先 概要

１ 避難場所広告付看板に関する協定
ＮＴＴ北海道電話帳株式会
社

ＮＴＴ電柱の巻き付き看板への避難
場所の記載

２ 避難場所広告付看板に関する協定 北電興業株式会社
北電電柱の巻き付き看板への避難場
所の記載

３ 浸水・誘導標識設置協定
北海道電力ネットワーク株
式会社道北総括支店

浸水・誘導標識の設置
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№ 協 定 名 締 結 先 概要

４
災害時における地図製品等の供給に関す
る協定

株式会社ゼンリン 災害時の地図等の提供

５
災害時等における相互協力に関する協定
書

北海道電力株式会社
北海道電力ネットワーク株
式会社

災害発生時の情報共有や復旧におけ
る相互協力等

再

掲

旭川市の地域防災力向上に関する連携協
定書

損害保険ジャパン株式会社

損保ジャパン旭川ビルの福祉避難所
としての使用等（災害時におけるド
ローン等調査機器による情報収集，
市民の防災意識の啓発・防災知識の
普及，地域防災イベントへの参画，
事業者への事業計画の作成支援等）
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２－２ 北海道における防災関係の協定締結一覧
（北海道HP（R6.4.1現在）から抜粋）

民間との協定１１０件延べ２３７企業・団体等（内訳：報道・放送＝３件３２社，団体，医療・物資・役務提供等

＝１０７件延べ２０５企業，団体，独法），行政機関等６件

分野別 協定名 協定の相手先 担当部 備考

新
聞1 災害時における報道要請に関する協定 新聞各社(２２社)

放
送

1 災害時における放送要請に関する協定 道内放送各社（９社） 総務部

2 災害時における放送要請に関する協定
(一社)日本コミュニティ放送協会北
海道地区協議会

総務部

医
療
・
福
祉
・
医
薬

1 災害救助法に基づく救助又はその応援の
実施に関する委託協定

日本赤十字社北海道支部 保健福祉部

2 災害時の医療救護活動に関する協定 (一社)北海道医師会 保健福祉部

3 災害時の歯科医療救護活動に関する協定 (一社)北海道歯科医師会 保健福祉部

4 災害時医薬品備蓄供給業務（委託） ㈱ｽｽﾞｹﾝ愛生舘営業部 保健福祉部

5 災害時医薬品備蓄供給業務（委託） ㈱ほくやく 保健福祉部

6 災害時医薬品備蓄供給業務（委託） ㈱モロオ 保健福祉部

7 災害時医薬品備蓄供給業務（委託） ㈱竹山 保健福祉部

8 災害時医薬品備蓄供給業務（委託） ㈱ムトウ 保健福祉部

9 災害時の医療救護活動に関する協定 (一社)北海道薬剤師会 保健福祉部

10 北海道DMATの派遣に関する協定 北海道DMAT指定医療機関（３４機関）保健福祉部

11
北海道災害派遣ケアチームの派遣に関す
る協定

社会福祉法人北海道社会福祉協議会 保健福祉部

12
災害時における医療用ガス等の供給に関
する協定

(一社)日本産業・医療ガス協会 保健福祉部

13 災害時の看護職医療救護活動に関する協定 (公社)北海道看護協会 保健福祉部

14
災害時における医薬品等の供給に関する
協定

(一社)北海道医薬品卸売業協会 保健福祉部

15
災害時における医療機器の供給に関する
協定

北海道医療機器販売業協会 保健福祉部

16
災害時における柔道整復師の救護活動に
関する協定

(公社)北海道柔道整復師会 保健福祉部

17 災害時における社会福祉施設等の相互支
援協定

北海道老人福祉施設協議会，(一社)
北海道老人保健施設協議会，北海道身
体障害者福祉施設協議会，(一社)北海
道知的障がい福祉協会
北海道救護施設協議会，北海道児童施
設協議会，北海道精神障害者社会福祉
事業協議会，(公社)日本認知症グルー
プホーム協会北海道支部，(一社)北海
道認知症グループホーム協会，北海道
母子生活支援施設協議会

保健福祉部

18
災害発生時等における宿泊施設の活用に
関する協定

北海道ホテル旅館生活衛生同業組合 総務部

19
航空搬送拠点臨時医療施設の設置及び運
営に関する協定

旭川市，航空自衛隊千歳基地，帯広市，
釧路空港ビル(株)

保健福祉部
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分野別 協定名 協定の相手先 担当部 備考

20
北海道災害派遣福祉チームの派遣に関す
る協定

北海道ホームヘルプサービス協議会、
北海道老人保健施設協議会、北海道知
的障がい福祉協会、日本認知症グルー
プホーム協会北海道支部、北海道認知
症グループホーム協会、全国介護事業
者連盟北海道支部、北海道社会福祉士
会、北海道介護福祉士会、北海道介護
支援専門員協会、北海道理学療法士
会、北海道作業療法士会
北海道精神障害者社会福祉事業協議
会 、北海道老人福祉施設協議会、北
海道身体障害者福祉施設協議会、北海
道児童施設協議会、北海道救護施設協
議会、北海道母子生活支援施設協議
会、北海道保育協議会、北海道デイサ
ービスセンター協議会

保健福祉部

分野別 協定名 協定の相手先 担当部 備考

食
料
・
飲
料
・
生
活
物
資
の
供
給
等

1
災害時における応急生活物資供給等に関す
る基本協定

北海道生活協同組合連合会 環境生活部

2
災害時における飲料の供給等防災に関する
協力協定

北海道ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱ 総務部

3
災害時における物資の供給等防災に関する
協力協定

㈱セコマ 総務部
帰宅者支援

含む

4 災害時における物資の供給に関する協定 ㈱ローソン 総務部
別掲（帰宅者

支援）

5 災害時における物資の供給に関する協定 ㈱ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 総務部
別掲（帰宅者

支援）

6 災害時における物資の供給に関する協定 ㈱イトーヨーカ堂 総務部

8
災害時における飲料の供給等防災に関する
協定

サントリーフーズ㈱ 総務部

9
災害時における物資の供給等防災に関する
協力協定

イオン北海道㈱ 総務部
帰宅者支援

含む

10
災害時における物資の供給等防災に関する
協力協定

DCMホーマック㈱ 総務部
帰宅者支援

含む

11
災害時並びに日常の防災活動に関する支援
及び協力協定

日糧製パン㈱ 総務部
帰宅者支援

含む

12 災害時における物資の供給に関する協定 ㈱北海道ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ，㈱ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 総務部

13 災害時における物資の供給に関する協定 NPO法人コメリ災害対策センター 総務部

14 災害時における物資の供給に関する協定
コストコホールセールジャパン
㈱

総務部

15
災害時における段ボール製品の調達に関す
る協定

東日本段ボール工業組合 総務部

16
災害時等における各種コンテナ製品等の供
給に関する協定

ウォレットジャパン㈱ 総務部

17
災害時等における段ボール製品の調達等に
関する協定

合同容器㈱ 総務部

18
災害時等における物資の供給等に関する協
力協定

ファーストリテイリング 総務部

19 災害時における物資の供給等に関する協定 (株)ニトリホールディングス 総務部

20
災害時等における資機材のレンタルに関す
る協定

（一社）日本建設機械レンタル協
会北海道支部

総務部
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分野別 協定名 協定の相手先 担当部 備考

救
助
・
救
援
等
の
支
援

1
災害時における災害救助犬の出動に関する
協定

NPO法人日本ﾚｽｷｭｰ協会 総務部

2 災害時における隊友会の協力に関する協定
(公社)隊友会北海道隊友会連合
会

総務部

3 災害時における動物救護に関する協定
動物救護関係の団体：(社)北海道
獣医師会，(公社)日本愛玩動物協
会

環境生活部
地方自治体：道，札

幌市，旭川市，函

館市

4 災害時及び災害活動に関する協力協定
(公社)日本青年会議所北海道地
区協議会

総務部

5
災害時における交通誘導業務等に関する協
定

(社)北海道警備業協会 総務部

6 災害時における応急対策業務に関する協定 (一社)北海道建設業協会 総務部

7
建設管理部所管公共土木施設の災害時等に
おける協力体制に関する協定

(一社)北海道道路標示・標識業協
会

建設部

8
災害時等の緊急時における業務連携に関す
る協定

(地独)北海道立総合研究機構 総合政策部

9
大規模災害発生時における災害廃棄物の処
理等の協力に関する協定

(公社)北海道産業資源循環協会 環境生活部

10 災害時における協力体制に関する基本協定 (一社)北海道測量設計業協会 建設部

11 災害時における協力体制に関する基本協定 北海道地質調査業協会 建設部

12
土砂災害等の発生に関する情報提供に係る
協定

ヤマト運輸㈱(各主管支店) 水産林務部
各(総合)振興局

において締結

13 災害時における協力体制に関する協定
(一社)北海道土木コンクリート
ブロック協会

総務部

14 災害時における相互協力に関する協定
北海道公立大学法人札幌医科大
学

総務部

15 災害時における協力体制に関する基本協定 北海道維持管理業務連絡協議会 建設部

16
災害時における下水道管路施設の復旧支援
協力に関する協定

(公社)日本下水道管路管理業協
会

建設部

17
災害時における下水道施設の技術支援協力
に関する協定

(一社)全国上下水道コンサルタ
ント協会北海道支部

建設部

18 災害時における協力体制に関する基本協定
(一社)日本砕石協会，(一社)日本
砂利協会

建設部

19 災害時における協力体制に関する基本協定
(一社)プレストレスト・コンクリ
ート建設業協会北海道支部

建設部

20
公共土木施設災害復旧事業支援に関する協
定

(一財)北海道建設技術センター 建設部

21
北海道とAUTHENTIC JAPAN株式会社との消防
活動等の協力に関する協定

AUTHENTIC JAPAN(株) 総務部

22
循環型地域社会の形成に関する協定書につ
いて

太平洋セメント(株) 環境生活部

23 災害時における解体・撤去等に関する協定 (一社)北海道解体工事業協会 総務部

24
大規模災害発生時における災害廃棄物の処
理等の協力に関する協定

(公社)北海道浄化槽協会，（一社）
北海道環境保全協会，北海道環境
整備事業協同組合

環境生活部

25
災害時等における車両等の排除業務に関す
る協定

全日本ロータス同友会北海道ブ
ロック

総務部
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分野別 協定名 協定の相手先 担当部 備考

葬
祭
の
支
援

1
災害時における葬祭用品の供給に関する協
定

北海道葬祭業協同組合 総務部

2
災害時における葬祭用品の供給に関する協
定

(社)全日本冠婚葬祭互助協会 総務部

3 災害時の遺体搬送等に関する協定 (一社)全国霊柩自動車協会 総務部

住

宅

の

支

援

1
災害時における応急仮設住宅の建設に関す
る協定

(社)プレハブ建築協会 建設部

2
災害時における民間賃貸住宅の媒介に関す
る協定

(公社)北海道宅地建物取引業協
会

総務部

3
災害時における民間賃貸住宅の提供に関す
る協定

(公社)全国賃貸住宅経営者協会
連合会

総務部

4
災害時における住宅の早期復興に向けた協
力に関する協定

(独法)住宅金融支援機構 建設部

5
災害時における応急仮設木造住宅の建設に
関する協定

(一社)全国木造建設事業協会 建設部

6
災害時における応急仮設住宅の建設に関す
る協定

(一社)日本ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞﾊｳｽ協会 危機対策課

帰

宅

支

援

1 災害時における帰宅者支援に関する協定 ㈱壱番屋 総務部

2 災害時における帰宅者支援に関する協定 ㈱ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 総務部

3 災害時における帰宅者支援に関する協定 ㈱北海道ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 総務部

4 災害時における帰宅者支援に関する協定 ㈱モスフードサービス 総務部

5 災害時における帰宅者支援に関する協定 ㈱ローソン 総務部

6 災害時における帰宅者支援に関する協定 ㈱ダスキン（ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ店） 総務部

-
災害時における物資の供給等防災に関する
協力協定

㈱セコマ 総務部 (再掲)

-
災害時における物資の供給等防災に関する
協力協定

イオン北海道㈱ 総務部 (再掲)

-
災害時における物資の供給等防災に関する
協力協定 DCMホーマック㈱ 総務部 (再掲)

-
災害時における石油類燃料の供給等に関す
る協定 北海道石油業協同組合連合会 経済部 (再掲)

-
災害時並びに日常の防災活動に関する支援
及び協力協定（帰宅者支援）

日糧製パン（株） 総務部 (再掲)

輸
送
・
保
管

1
災害応急対策用貨物自動車による物資の緊

急・救援輸送等に関する協定
(社)北海道トラック協会 総務部

2
災害時における緊急・救援輸送等に関する協
定

北海道旅客船協会 総務部

3
災害時における輸送車両提供の協力に関す
る協定

北海道地区レンタカー協会連合
会

総務部

4
災害時における航空機による緊急輸送業務
の協力に関する協定

全日本空輸㈱ 総務部

5
災害時における航空機による緊急輸送業務
の協力に関する協定

日本航空㈱・㈱ｼﾞｪｲｴｱ 総務部

6
災害時における船舶による輸送等に関する
協定

日本内航海運組合総連合会 総務部

7
災害時における航空機による緊急輸送業務
の協力に関する協定

㈱ＡＩＲＤＯ 総務部

8 災害時における物資の保管等に関する協定 苫小牧地区倉庫協会 総務部

9 災害時における物資の保管等に関する協定 小樽倉庫協会 総務部
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分野別 協定名 協定の相手先 担当部 備考

10 災害時における物資の保管等に関する協定 札幌倉庫協会 総務部

11 災害時における物資の保管等に関する協定 道北倉庫協会 総務部

12 災害時における物資の保管等に関する協定 室蘭地区倉庫協会 総務部

13
災害時における港湾荷役の支援等に関する

協定
北海道港運協会 総務部

14 災害時における物資の保管等に関する協定 函館倉庫協会 総務部

15 災害時等における緊急輸送等に関する協定 (一社)北海道ハイヤー協会 総務部

16 災害時における物資の保管等に関する協定 道東倉庫協会 総務部

17 災害等における物資の保管等に関する協定 北見地区倉庫協会 総務部

18
災害等における電動車両等の支援に関する

協定

道内三菱自動車販売会社11者，三

菱自動車工業(株)
総務部

19 災害時における物資の保管等に関する協定 帯広地区倉庫協会 総務部

そ
の
他

1
災害時における石油類燃料の供給等に関す
る協定

北海道石油業協同組合連合会 経済部
燃料，帰宅支

援含む

2
災害時における被災者支援のための行政書
士業務に関する協定

北海道行政書士会 総務部 相談

3
災害等による水道施設被害に係る相互応援
に関する覚書

日本水道協会北海道支部 環境生活部

4 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー(株) 総務部

5
災害時における相談業務の応援に関する協
定

士業７団体（弁護士，公認会計士，
司法書士，不動産鑑定士，土地家
屋調査士，税理士，行政書士）

総務部 相談

6 災害時における物資の供給に関する協定 丸玉産業株式会社 水産林務部 合板

7
大規模災害発生時における相互協力に関す
る協定

北海道電力㈱及び北海道電力ネ
ットワーク㈱

総務部

8
大規模災害発生時における相互協力に関す
る協定

東日本電信電話㈱北海道事業部 総務部

9 災害時の外国人支援に関する協定
(公社)北海道国際交流・協力総合
センター

総合政策部

10
災害派遣時の航空機の活動拠点としての道
東空港使用に関する協定

北海道エアポート株式会社女満
別空港事業所、陸上自衛隊北部方
面隊、海上自衛隊大湊地方隊、航
空自衛隊北部航空方面隊

総務部

分野別 協定名 協定の相手先 担当部 備考

行
政
関
係

1
全国都道府県における災害時等の広域応
援に関する協定

全国都道府県 総務部

2
大規模災害時の北海道・東北８道県相互
応援に関する協定

北海道，東北８道県 総務部

3
災害時等における北海道及び市町村相互
の応援に関する協定 道及び全道１７９市町村 総務部

4 大規模災害時の連携に係る協定 陸上自衛隊北部方面隊 総務部

5 災害時の応援に関する協定
財務省北海道財務局，全道１７９市
町村

総務部
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※本資料の協定先の名称は基準日時点のもの

分野別 協定名 協定の相手先 担当部 備考

6
北海道における災害時等の相互協力に関
する協定 北海道開発局，札幌市 建設部

7
大規模災害に備えた北海道と陸上自衛隊
北部方面隊との連携・協力に関する覚書

陸上自衛隊北部方面隊 総務部

8
災害派遣活動拠点としての道立公園の使
用等二関する覚書 陸上自衛隊北部方面隊 総務部
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３ 基準・様式

３－１ 北海道への災害報告様式

（北海道災害情報等報告取扱要領 別表１）

災 害 情 報

報 告 日 時 月 日 時現在 発受信日時 月 日 時 分

発 信 機 関

（総合振興局・市町村

名等）

受 信 機 関

（総合振興局・市町村

名等）

発 信 者

（職・氏名）

受 信 者

（職・氏名）

発 生 場 所

発 生 日 時 月 日 時 分 災害の原因

気

象

等

の

状

況

雨 量

河川水位

潮位波高

風 速

そ の 他

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン

関

係

の

状

況

道 路

鉄 道

電 話

水 道

（飲料水）

電 気

そ の 他

(1)災害対策本

部等の設置

状況

（名 称）

（設置日時） 月 日 時 分設置

（名 称）

（設置日時） 月 日 時 分設置

(2)災害救助法

の適用状況

地区名 被害棟数 罹災世帯 罹災人数

（救助実施内容）
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注）欄に記入しきれない場合は，適宜別葉に記載し報告すること。

応

急

措

置

の

状

況

(3)避難

の状況

地区名 避難場所 人数 日時

自

主

避

難

高
齢
者
等
避
難

避

難

指

示

(4) 自 衛

隊派遣

要請の

状況

(5) そ の

他措置

の状況

(6) 応 急

対策出

動人員

(ｱ)出動人員 (ｲ)主な活動状況

市町村職員 名

消防職員 名

消防団員 名

その他(住民等) 名

計 名

その他 (今後の見通し等）
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（北海道災害情報等報告取扱要領 別表２）

被 害 状 況 報 告（ 速報 中間 最終 ）

月 日 時現在

災害発生日時 月 日 時 分 災害の原因

災害発生場所

発

信

機関(市町村)名 受

信

機関(市町村)名
職・氏名 職・氏名

発信日時 月 日 時 分 受信日時 月 日 時 分

項目 件数等 被害金額(千円) 項目 件数等 被害金額(千円)
①

人

的

被

害

死 者 人 ※個人別の氏名，

性別，年令，原因

は，補足資料で報

告
⑤

土

木

被

害

道

工

事

河 川 箇所

行方不明 人 海 岸 箇所

重 傷 人 砂防設備 箇所

軽 傷 人 地すべり 箇所

計 人 急傾斜地 箇所

②

住

家

被

害

全 壊

棟 道 路 箇所

世帯 橋 梁 箇所

人 小 計 箇所

半 壊

棟 市町

村工

事

河 川 箇所

世帯 道 路 箇所

人 橋 梁 箇所

一部破損

棟 小 計 箇所

世帯 港 湾 箇所

人 漁 港 箇所

床上浸水

棟 下 水 道 箇所

世帯 公 園 箇所

人 崖くずれ 箇所

床下浸水

棟

世帯 計 箇所

人
⑥

水

産

被

害

漁

船

沈没流出 隻

計

棟 破 損 隻

世帯 計 隻

人 漁港施設 箇所

③

非

住

家

被

害

全壊 公共建物 棟 共同利用施設 箇所

その他 棟 その他施設 箇所

半壊 公共建物 棟 漁具（網） 件

その他 棟 水産製品 件

計 公共建物 棟 その他 件

その他 棟 計

④

農

業

被

害

農地
田 流失･埋没等 ha

⑦

林

業

被

害

道

有

林

林 地 箇所

浸冠水 ha 治山施設 箇所

畑 流失･埋没等 ha 林 道 箇所

浸冠水 ha 林 産 物 箇所

農作

物

田 ha そ の 他 箇所

畑 ha 小 計 箇所

農業用施設 箇所 一

般

民

有

林

林 地 箇所

共同利用施設 箇所 治山施設 箇所

営農施設 箇所 林 道 箇所

畜産被害 箇所 林 産 物 箇所

その他 箇所 そ の 他 箇所

小 計 箇所

計 計 箇所
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項 目 件数等 被害金額(千円) 項 目 件数等 被害金額(千円)

⑧

衛

生

被

害

水 道 箇所 ⑪社会教育施設被害 箇所

病

院

公 立 箇所 ⑫社会福

祉施設等

被害

公 立 箇所

個 人 箇所 法 人 箇所

清掃

施設

一般廃棄物処理 箇所 計 箇所

し尿処理 箇所

⑬

そ

の

他

鉄道不通 箇所 －

火 葬 場 箇所 鉄道施設 箇所

計 箇所 被害船舶(漁船除く) 隻

⑨

商工

被害

商 業 件 空 港 箇所

工 業 件 水 道 戸 －

そ の 他 件 電 話 回線 －

計 件 電 気 戸 －

⑩公

立文

教施

設被

害

小 学 校 箇所 ガ ス 戸 －

中 学 校 箇所 ブロック塀等 箇所 －

高 校 箇所 都市施設 箇所

その他文教施設 箇所 計 －

計 箇所 被 害 総 額

公共施設被害市町村数 団体 火災

発生

建 物 件

り災世帯数 世帯 危 険 物 件

り災災者数 人 そ の 他 件

消防職員出動延人数 人 消防団員出動延人数 人

災害対

策本部

の設置

状況

道（総合振興局又は振興局）

市町村名 名 称 設置日時 廃止日時

災害救

助法適

用市町

村名

補足資料（※別葉で報告）

○災害発生場所

○災害発生年月日

○災害の種類概況

○人的被害（個人別の氏名，性別，年令，住所，職業，被災場所，原因）→個人情報につき取扱い注意

○応急対策の状況

・避難指示等の状況

・避難所の設置状況

・他の地方公共団体への応援要請，応援活動の状況

・消防，水防，救急・救助等消防機関の活動状況

・自衛隊の派遣要請，出動状況

・災害ボランティアの活動状況 ほか
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３－２ 自衛隊派遣要請の要求様式

自衛隊災害派遣要請要求書

第 号

年 月 日

北 海 道 知 事 様

（上川総合振興局長）

旭川市長 印

災害派遣要請要求について

このことについて，下記のとおり災害の状況及び派遣を要請する事由により自衛隊の災害派遣

要請を要求いたします。

記

１ 災害の状況及び派遣を要請する事由

２ 派遣を希望する期間

年 月 日 時 ～ 年 月 日 時

３ 派遣を希望する区域及び活動内容

区域（区域図を添付のこと）

活動内容

４ その他参考となる事項

連絡責任者 市町村名

職名

氏名

電話番号

（ 課 係）
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自衛隊災害派遣撤収要請要求書

第 号

年 月 日

北 海 道 知 事 様

（上川総合振興局長）

旭川市長 印

災害派遣撤収要請要求について

年 月 日付け 第 号をもって要請を要求した災害派遣につきまし

ては，次の日時をもって撤収されるよう要請を要求します。

記

年 月 日 時

（ 課 係）
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３－３ 気象に関する注意報，警報及び特別警報（気象特別警報）の種類と発表基準

１ 気象注意報

種 類 発 表 基 準

大雨注意報

大雨による土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想したときに発表。雨が
止んでも，土砂災害等のおそれが残っている場合には発表を継続。

発表基準 表面雨量指数基準：8，土壌雨量指数基準：81

大雪注意報

降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など，大雪により災害が発生するおそれ
があると予想したときに発表。

発表基準 降雪の深さ 12時間降雪の深さ25㎝

強風注意報
強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。

発表基準 平均風速 12m/s（旭川地方気象台の観測値は16m/sを目安とする。）

風雪注意報

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。強風によ
る災害のおそれに加え，強風で雪が舞って司会が遮られることによる災害のおそれ
についても注意を呼びかける。ただし「大雪＋強風」の意味ではなく，大雪により
災害が発生するおそれがあると予測したときには大雪注意報を発表。

発表基準
平均風速 10m/s（旭川地方気象台の観測値は14m/sを目安とする。）
雪による視程障害を伴う。

雷 注 意 報
落雷のほか，急な強い雨，竜巻等の突風，降ひょうといった積乱雲の発達に伴い発
生する激しい気象現象による人や建物への被害が発生するおそれがあると予想し
たときに発表。

濃霧注意報

濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。対象となる災害
として，濃い霧により見通しが悪くなることによる交通障害等の災害があげられ
る。

発表基準 視程 200ｍ

乾燥注意報

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的に
は，大気の乾燥により火災・延焼等が発生する危険が大きい気象条件を予想した場
合に発表。

発表基準 最小湿度30％，実効湿度60％

なだれ注意報

なだれによる災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。山などの斜面に
積もった雪が崩落することによる人や建物の被害が発生するおそれがあると予想
したときに発表。

発表基準
①24時間降雪の深さ30cm以上，
②積雪の深さ50cm以上で，日平均気温５℃以上

着雪注意報

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的に
は，雪が付着することによる電線等の断線や送電鉄塔等の倒壊等の被害が発生する
（気温０℃付近で発生しやすい）おそれのあるときに発表。

発表基準 気温が０℃くらいで，強度並以上の雪が数時間以上継続

融雪注意報

融雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的には，積雪
が融解することによる土砂災害や浸水害が発生するおそれがあるときに発表。

発表基準 60mm 以上:24 時間雨量と融雪量(相当水量)の合計

霜 注 意 報

霜により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的には，春・秋
に気温が下がって霜が発生することによる農作物や果実の被害が発生するおそれ
があるときに発表。

発表基準 最低気温 ３℃以下

低温注意報

低温により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的には，低温
による農作物の被害（冷夏の場合も含む）や水道管の凍結や破裂による著しい被害
の発生するおそれがあるときに発表。

発表基準
4月～6月，8月中旬～10月:（平均気温）平年より6℃以上低い
7月～8月上旬 :（気温）14℃以下が12時間以上継続
11月～3月 :（最低気温）平年より12℃以上低い
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２ 気象警報

３ 記録的短時間大雨情報

府県予報区内で、大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を，観測

（地上の雨量計による観測）したり，解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析：解

析雨量）したりしたときに，発表される。

発表基準（令和５年６月８日現在）

上川・留萌地方 １時間雨量 90mm

種 類 発 表 基 準

大 雨 警 報

大雨による重大な土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想したときに

発表。特に警戒すべき事項を表題に明示して「大雨警報（土砂災害）」，「大雨

警報（浸水害）」又は「大雨警報（土砂災害，浸水害）」のように発表。雨が止

んでも重大な土砂災害等のおそれが残っている場合には発表を継続。

発表基準
浸水害 土砂災害

表面雨量指数基準：16 土壌雨量指数基準：132

大 雪 警 報

降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など，大雪により重大な災害が発生す

るおそれがあると予想したときに発表。

発表基準 降雪の深さ 12時間降雪の深さ40㎝

暴 風 警 報
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。

発表基準 平均風速 16m/s（旭川地方気象台の観測値は22m/sを目安とする。）

暴 風 雪 警 報

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。

暴風による重大な災害のおそれに加え，暴風で雪が舞って視界が遮られることに

よる重大な災害のおそれについても警戒を呼びかける。ただし「大雪＋暴風」の

意味ではなく，大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに

は大雪警報を発表。

発表基準
平均風速 16m/s（旭川地方気象台の観測値は20m/sを目安とする。）

雪による視程障害を伴う。
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４ 洪水注意報及び警報

洪 水 注 意 報

河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水により洪水災害が発生

するおそれがあると予想したときに発表。

具体的には，次のいずれかを超えると予想される場合。

発

表

基

準

流域雨量指数基準

内大部川流域＝12，伊野川流域＝8.8，江丹別川流域＝15.9，

ウッペツ川流域＝7.4，西八号川流域＝3.2，辺別川流域＝19.7，

基北川流域＝4.9，ペーパン川流域＝15.7，倉沼川流域＝12，

牛朱別川流域＝16.9，ポン川流域=8.9，永山新川流域＝16.2

複合基準(表面雨量指数，流域雨量指数の組み合わせによる基準)

石狩川流域＝（5,31.1），江丹別川流域＝（5,15.9），

ウッペツ川流域＝（5,7.4），西八号川流域＝（5,3.2），

辺別川流域＝（7，10.9），基北川流域＝（5，4.9），

ペーパン川流域＝（5,15.7），倉沼川流域＝（5，6），

牛朱別川流域＝（5，14.9），忠別川流域＝（5，21.3），

美瑛川流域＝（7，17.5）

指定河川洪水予報による基準

石狩川上流［伊納・旭橋（永山橋下流）・旭橋（永山橋上流）］，忠別川

［暁橋］，美瑛川［西神楽・西一区］，

牛朱別川［中央橋］，石狩川下流［納内］

洪 水 警 報

河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水や氾濫により重大な洪

水災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。

具体的には，次のいずれかを超えると予想される場合。

流域雨量指数基準

内大部川流域＝15，伊野川流域＝11，江丹別川流域＝20.1，

ウッペツ川流域＝9.3，西八号川流域＝4.2，辺別川流域＝ 24.6，

基北川流域＝6.2，ペーパン川流域＝19.7，倉沼川流域＝15.1，

牛朱別川流域＝21.3，ポン川流域＝11.2，永山新川流域＝20.3

複合基準(表面雨量指数，流域雨量指数の組み合わせによる基準)

ペーパン川＝（6,17.7）

指定河川洪水予報による基準

石狩川上流［伊納・旭橋（永山橋下流）・旭橋（永山橋上流）］，忠別川

［暁橋］，美瑛川［西神楽・西一区］，

牛朱別川［中央橋］，石狩川下流［納内］
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５ 特別警報（気象特別警報）

特別警報は，警報の発表基準をはるかに超える現象に対して発表し，その発表基準は，地域の災

害対策を担う都道府県知事及び市町村長の意見を聴いて決められる。

発表にあたっては，降水量，降雪量，台風の中心気圧，最大風速などについて過去の災害事例な

どに照らして算出した客観的な指標を設け，これらの実況および予想に基づいて判断される。

※ 地面現象の特別警報は，大雨特別警報に含めて「大雨特別警報（土砂災害）」として発表され

る。

種 類 発 表 基 準

暴 風

特 別 警 報

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合。

特別警報を実施するための客観的な指標

「伊勢湾台風」級（中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/ｓ以上）の台風や同程度の温

帯低気圧が来襲する場合。

暴 風 雪

特 別 警 報

数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想さ

れる場合。

特別警報を実施するための客観的な指標

「伊勢湾台風」級（中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/ｓ以上）の台風や同程度の温

帯低気圧が来襲する場合。

大 雨

特 別 警 報

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され，若しくは，数十年

に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合。

特別警報を実施するための客観的な指標

１ 確率値を用いた場合

次の①又は②いずれかを満たすと予想され，かつ，更に雨が降り続くと予想される地域

の中で，危険度分布で５段階のうち最大の危険度が出現している市町村等に大雨特別警

報を発表する。

① 48 時間降水量及び土壌雨量指数において，50 年に一度の値以上となった５㎞格子

が，共に 50 格子以上まとまって出現。

② ３時間降水量及び土壌雨量指数において，50 年に一度の値以上となった５㎞格子

が，共に 10 格子以上まとまって出現。

※「50 年に一度の値」とは，平成３年以降の観測データを用いて，50 年に一度程度の

頻度で発生すると推定される降水量及び土壌雨量指数の値で，日本全国を５㎞四方に

区切った領域（5km 格子）ごとに算出してある。

※旭川市における「50 年に一度の値」は，次のとおり。(令和 2年 5月 26 日現在)

48時間降水量 ３時間降水量 土壌雨量指数

235㎜以上 89㎜以上 164以上

２ 指数を用いた場合（土砂災害）

過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数の基準値を地域毎に設定

し，この基準値以上となる 1km 格子が概ね 10 格子以上まとまって出現すると予想され，

かつ，激しい雨(1 時間に概ね 30 ㍉以上の雨)がさらに降り続くと予想される場合，その

格子が出現している市町村等に大雨特別警報(土砂災害)を発表する。

大 雪

特別警報

数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合。

特別警報を実施するための客観的な指標

50年に一度の積雪深，145㎝以上。
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３－４ 災害救助法による救助の内容等

(内閣府政策統括官（防災担当）付参事官)

災害救助事務取扱要領の令和５年度災害救助基準 令和５年６月現在

救助の
種類

対 象 費用の限度額 期 間 備 考

避難所の

設置(法第

4条第1項)

災害により現に被害を受

け，又は被害を受けるお

それのある者に供与す

る。

（基本額）

避難所設置費

１人１日当たり

340円以内

高齢者等の要援護者等を収

容する「福祉避難所」を設

置した場合，当該地域にお

ける通常の実費を支出で

き，上記を超える額を加算

できる。

災害発生の日から

７日以内

１ 費用は，避難所の設置，維

持及び管理のための賃金職員

等雇上費，消耗器材費，建物

等の使用謝金，借上費又は購

入費，光熱水費並びに仮設便

所等の設置費を含む。

２ 避難に当たっての輸送費は

別途計上

３ 避難所での生活が長期にわ

たる場合等においては，避難所

で避難生活している者への健

康上の配慮等により，ホテル・

旅館など宿泊施設を借上げて

実施することが可能。

避難所の

設置(法第

4条第2項)

災害が発生するおそれ

のある場合において,

被害を受けるおそれが

あり,現に救助を要す

る者に供与する。

（基本額）

避難所設置費

１人１日当たり

340円以内

高齢者等の要援護者等を収

容する「福祉避難所」を設置

した場合,当該地域における

通常の実費を支出でき,上記

を超える額を加算できる。

法第2条第2項によ

る救助を開始した

日から,災害が発生

しなかったと判明

し,現に救助の必要

がなくなった日ま

での期間(災害が発

生し,継続して避難

所の供与を行う必

要が生じた場合は,

法第2条第2項に定

める救助を終了す

る旨を公示した日

までの期間)

１ 費用は,災害が発生するおそ

れがある場合において必要と

なる建物の使用謝金や光熱水

費とする。なお,夏期のエアコ

ンや冬期のストーブ,避難者が

多数の場合の仮設トイレの設

置費や,避難所の警備等のため

の賃金職員等雇上費など,やむ

を得ずその他の費用が必要と

なる場合は,内閣府と協議する

こと。

２ 避難に当たっての輸送費は

別途計上

応急仮設

住宅の供

与

住家が全壊，全焼又は流

失し，居住する住家がな

い者であって，自らの資

力では住宅を得ることが

できない者

○建設型応急住宅

１ 規模

応急救助の趣旨を踏まえ，実

施主体が地域の実情，世帯構

成等に応じて設定

２ 基本額 １戸当たり

6,775,000円以内

３ 建設型応急住宅の供与終

了に伴う解体撤去及び土地の

原状回復のために支出できる

費用は，当該地域における実

費

災害発生の日から

20日以内着工

１ 費用は設置にかかる原材料

費，労務費，付帯設備工事費，

輸送費及び建築事務費等の一

切の経費として，6,775,000円

以内であればよい。

２ 同一敷地内等に概ね50戸以

上設置した場合は，集会等に利

用するための施設を設置でき

る。（50戸未満であっても小規

模な施設を設置できる。）

３ 高齢者等の要援護者等を数

人以上収容する「福祉仮設住

宅」を設置できる。

４ 供与期間は２年以内

○賃貸型応急住宅

１ 規模

建設型応急住宅に準じる

２ 基本額

地域の実情に応じた額

災害発生の日から

速やかに借上げ，

提供

１ 費用は，家賃，共益費，敷金，

礼金，仲介手数料，火災保険等，

民間賃貸住宅の貸主，仲介業者

との契約に不可欠なものとし

て，地域の実情に応じた額とす

ること。

２ 供与機関は建設型応急住宅

と同様。
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救助の
種類

対 象 費用の限度額 期 間 備 考

炊き出し

その他に

よる食品

の給与

１ 避難所に収容された

者

２ 住家に被害を受け，

若しくは災害により現

に炊事のできない者

１人１日当たり

1,230円以内

災害発生の日から

７日以内

食品給与のための総経費を延給

食日数で除した金額が限度額以

内であればよい。(1食は1/3日)

飲料水の

供給

現に飲料水を得ることが

できない者

（飲料水及び炊事のため

の水であること。)

当該地域における通常の実

費

災害発生の日から

７日以内

輸送費，人件費は別途計上

被服，寝具

その他生

活必需品

の給与又

は貸与

全半壊（焼），流失，床上

浸水等により，生活上必要

な被服，寝具，その他生活

必需品を喪失，若しくは毀

損等により使用すること

ができず，直ちに日常生活

を営むことが困難な者

１ 夏季(４月～９月)冬季

(10月～３月)の季別は災害発

生の日をもって決定する。

２ 下記金額の範囲内

災害発生の日から

10日以内

１ 備蓄物資の価格は年度当初

の評価額

２ 現物給付に限ること

区 分
１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６ 人 以 上

１人増すご

と に 加 算

全壊

全焼

流失

夏

円

19,200

円

24,600

円

36,500

円

43,600

円

55,200

円

8,000

冬 31,800 41,100 57,200 66,900 84,300 11,600

半壊

半焼

床上浸水

夏 6,300 8,400 12,600 15,400 19,400 2,700

冬 10,100 13,200 18,800 22,300 28,100 3,700

医 療 医療の途を失った者(応急

的処置)

１ 救護班…使用した薬剤，

治療材料，医療器具破損等の

実費

２ 病院又は診療所…国民

健康保険診療報酬の額以内

３ 施術者

協定料金の額以内

災害発生の日から

14日以内

患者等の移送費は，別途計上

助 産 災害発生の日以前又は以

後７日以内に分べんした

者であって災害のため助

産の途を失った者(出産の

みならず，死産及び流産を

含み現に助産を要する状

態にある者)

１ 救護班等による場合は，

使用した衛生材料等の実費

２ 助産師による場合は慣

行料金の100分の80以内の額

分べんした日から

７日以内

妊婦等の移送費は，別途計上

被災者の

救出

１ 現に生命，身体が危険

な状態にある者

２ 生死不明な状態にあ

る者

当該地域における通常の実

費

災害発生の日から

３日以内

輸送費，人件費は，別途計上

被災した

住宅の応

急修理

１ 住宅が半壊(焼)若し

くはこれらに準ずる程度

の損傷を受け，自らの資力

により応急修理をするこ

とができない者

２ 大規模な補修を行わ

なければ居住することが

困難である程度に住家が

半壊(焼)した者

居室，炊事場及び便所等日常

生活に必要最小限度の部分

１世帯当り

①大規模半壊,中規模半壊又

は半壊若しくは半焼の被害を

受けた世帯 706,000円以内

②半壊又は半焼に準ずる程度

の損傷により被害を受けた世

帯 343,000円以内

災害発生の日から3

ヵ月以内（災害対策

基本法第23条の3第

1項に規定する特定

災害対策本部,同法

第24条第1項に規定

する非常災害対

策本部又は同法第

28条の2第1項に規

定する緊急災害対

策本部が設置され

た災害にあって

は,6ヵ月以内）
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救助の種

類
対 象 費用の限度額 期 間 備 考

学用品の

給与

住家の全壊(焼)，流失，半

壊(焼)又は床上浸水によ

り学用品を喪失又は毀損

等により使用することが

できず，就学上支障のある

小学校児童，中学校生徒，

義務教育学校生徒及び高

等学校等生徒

１ 教科書及び教科書以外の教

材で教育委員会に届出又はその

承認を受けて使用している教

材，又は正規の授業で使用して

いる教材実費

２ 文房具及び通学用品は，1

人当たり次の金額以内

小学校児童 4,800円

中学校生徒 5,100円

高等学校等生徒 5,600円

災害発生の
日から
(教科書)
１ヵ月以内
(文房具及
び 通 学 用
品)
15日以内

１ 備蓄物資は評価額

２ 入進学時の場合は個々の実情に

応じて支給する。

埋 葬 災害の際死亡した者を対

象にして実際に埋葬を実

施する者に支給

１体当たり

大人(12歳以上)

219,100円以内

小人(12歳未満)

175,200円以内

災害発生の日

から10日以内

災害発生の日以前に死亡した者であ

っても対象となる。

死体の捜

索

行方不明の状態にあり，か

つ，四囲の事情によりすで

に死亡していると推定さ

れる者

当該地域における通常の実費 災害発生の日

から10日以内

輸送費，人件費は，別途計上

死 体 の 処

理

災害の際死亡した者につ

いて，死体に関する処理

（埋葬を除く。）をする。

（洗浄，消毒等）

１体当たり3,500円以内

一時保存:

○既存建物借上費:通常の実費

○既存建物以外:１体当たり

5,400円以内

検案，救護班以外は慣行料金

災害発生の日

から10日以内

１ 検案は原則として救護班

２ 輸送費，人件費は，別途計上

３ 死体の一時保存にドライアイス

の購入費等が必要な場合は当該地

域における通常の実費を加算でき

る。

障害物の

除去

居室，炊事場，玄関等に障

害物が運びこまれている

ため生活に支障をきたし

ている場合で自力では除

去することのできない者

市町村内において障害物の除去

を行った一世帯当たりの平均

138,700円以内

災害発生の日

から10日以内

輸送費及

び賃金

職員等雇

上費

(法第 4 条

第 1 項)

１ 被災者の避難に係る

支援

２ 医療及び助産

３ 被災者の救出

４ 飲料水の供給

５ 死体の捜索

６ 死体の処理

７ 救済用物資の整理

配分

当該地域における通常の実費 救助の実施が

認められる期

間以内

輸送費及

び賃金

職員等雇

上費

(法第 4 条

第 2 項)

避難者の避難に係る支援 当該地域における通常の実費 救助の実施が

認められる期

間以内

災害が発生するおそれ段階の救助は,

高齢者・障害者等で避難行動が困難

な要配慮者の方の輸送であり,以下の

費用を対象とする。

・避難所へ輸送するためのバス借上

げ等に係る費用

・避難者がバス等に乗降するための

補助員など,避難支援のために必要と

なる賃金職員等雇上費
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※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には，都道府県知事等は，内閣総理大臣に協議

し，その同意を得た上で，救助の程度，方法及び期間を定めることができる。

救助の

種類
対 象 費用の限度額 期 間 備 考

実費弁償 災害救助法施行令第 4条

第1号から第4号までに規

定する者

災害救助法第 7条第 1項の規定

により救助に関する業務に従

事させた都道府県知事等(法第

3 条に規定する都道府県知事等

をいう。)の総括する都道府県

等(法第 17条第 1号に規定する

都道府県等をいう。)の常勤の

職員で当該業務に従事した者

に相当するものの給与を考慮

して定める。

救 助 の 実 施

が認められる

期間以内

時間外勤務手当及び旅費は別途に定

める額

救助の事

務を行う

のに必要

な費用

１ 時間外勤務手当

２ 賃金職員等雇上費

３ 旅費

４ 需用費（消耗品費，

燃料費，食糧費，印刷製

本費，光熱水費，修繕料）

５ 使用料及び賃借料

６ 通信運搬費

７ 委託費

救助事務費に支出できる費用

は，法第 21 条に定める国庫負

担を行う年度(以下「国庫負担

対象年度」という。)における

各災害に係る左記 1から 7まで

に掲げる費用について，地方自

治法施行令(昭和22年政令第16

号)第 143 条に定める会計年度

所属区分により当該年度の歳

出に区分される額を合算し，各

災害の当該合算した額の合計

額が，国庫負担対象年度に支出

した救助事務費以外の費用の

額の合算額に，次のイからトま

でに掲げる区分に応じ，それぞ

れイからトまでに定める割合

を乗じて得た額の合計額以内

とすること。

救助の実施が

認められる期

間及び災害救

助費の精算す

る事務を行う

期間以内

災害救助費の精算事務を行うのに要

した経費も含む。

住家の被

害の拡大

を防止す

るための

緊急の修

理

災害のため住家が半壊

（焼）又はこれに準ずる程

度の損傷を受け，雨水の浸

入等を放置すれば住家の

被害が拡大するおそれが

ある者

住家の被害の拡大を防止する

ための緊急の修理が必要な部

分に対して，

１世帯当たり 50,000 円以内

災害発生のの

日から 10 日

以内

イ 3 千万円以下の部分の金額につい

ては 100 分の 10

ロ 3 千万円を超え 6 千万円以下の部

分の金額については 100 分の 9

ハ 6 千万円を超え 1 億円以下の部分

の金額については 100 分の 8

ニ 1 億円を超え 2 億円以下の部分の

金額については 100 分の 7

ホ 2 億円を超え 3 億円以下の部分の

金額については 100 分の 6

ヘ 3 億円を超え 5 億円以下の部分の

金額については 100 分の 5

ト 5 億円を超える部分の金額につい

ては 100 分の 4
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３－５ 被害状況の判断基準

（北海道の災害情報等報告取扱要領 別表４）

被害区分 判 断 基 準

①

人

的

被

害

死 者

当該災害が原因で死亡した死体を確認したもの又は死体を確認することができないが死

亡したことが確実なもの。

(1) 当該災害により負傷し，死亡した者は，当該災害による死亡者とする。

(2) Ａ町のものが隣接のＢ町に滞在中，当該災害によって死亡した場合は，Ｂ町の死亡者と

して取り扱う。（行方不明，重傷，軽傷についても同じ。）

(3) 氏名，性別，年令，職業，住所，原因を調査し市町村と警察調査が一致すること。

災害関連死

当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し，

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき災害が原因で死亡したも

のと認められたもの(実際には災害弔慰金が支給されていないものも含めるが，当該災害が

原因で所在が不明なものは除く。)とする。

行方不明
当該災害が原因で所在不明となり，かつ死亡の疑いのあるもの。

(1) 死者欄の(2)(3)を参照。

重 傷 者

災害のため負傷し，１ヵ月以上医師の治寮（入院，通院，自宅治療等）を受け，又は受け

る必要のあるもの。

(1) 死者欄の(2)(3)を参照。

軽 傷 者

災害のため負傷し，１ヵ月未満の医師の治療（入院，通院，自宅治療等）を受け，又は受

ける必要のあるもの。

(1) 死者欄の(2)(3)を参照。

②

住

家

被

害

住 家

現実に居住のため使用している建物をいい，社会通念上の住家であるかどうかを問わな

い。

(1) 物置，倉庫等を改造して居住している場合は，住家とみなす。

(2) 商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で，商品倉庫，管理人宿舎と

もに半壊した場合，住家の半壊１，商工被害１として計上すること。

(3) 住家は社宅，公宅(指定行政機関及び指定公共機関のもの)を問わず全てを住家とする。

世 帯

生活を一つにしている実際の生活単位。寄宿舎，下宿その他これ等に類する施設に宿泊

するもので共同生活を営んでいる者は，原則としてその寄宿舎等を１世帯とする。

(1) 同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合は，２世帯とする。

全 壊

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの，すなわち，住家全部が倒壊，流失，

埋没，焼失したもの，または住家の損壊が甚だしく，補修により元通りに再使用すること

が困難なもので，具体的には，住家の損壊，焼失もしくは流失した部分の床面積がその住

家の延床面積の 70％以上に達した程度のものまたは住家の主要な構成要素の経済的被害を

住家全体に占める損害割合で表し，その住家の損害割合が 50％以上に達した程度のもの。

(1) 被害額の算出は，その家屋(畳，建具を含む)の時価とし，家財道具の被害は含まない。

半 壊

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの，すなわち，住家の損壊が甚

だしいが，補修すれば元通りに再使用できる程度のもので，具体的には，損壊部分がその

住家の延床面積の 20％以上 70％未満のもの，または住家の主要な構成要素の経済的被害を

住家全体に占める損害割合で表し，その住家の損害割合が 20％以上 50％未満のもの。

(1) 被害額の算出は，その家屋（畳，建具を含む）の時価に減損耗率を乗じた額とし，家

財道具の被害は含まない。

一部破損

全壊，半壊，床上浸水及び床下浸水に該当しない場合であって，建物の一部が破損した

状態で，居住するためには，補修を要する程度のもの。

(1) 被害額の算出は，その家屋（畳，建物を含む）の時価に減損耗率を乗じた額とし，家

財道具の被害は含まない。
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被害区分 判 断 基 準

②

住

家

被

害

床上浸水

住家が床上まで浸水又は土砂等が床上まで堆積したため，一時的に居住することができな

い状態となったもの。

(1) 被害額の算出は，床上浸水によって家屋（畳，建具を含む）が破損した部分の損害額

とし，家財道具の被害，土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。

床下浸水

住家が床上浸水に達しないもの。

(1) 被害額の算出は，床下浸水によって家屋が破損した部分の損害額とし，土砂及び汚物

等の除去に要する経費は含まない。

③
非
住
家
被
害

非 住 家

非住家とは住家以外の建物で，この報告中他の被害項目に属さないものとする。

これらの施設に人が居住しているときは，当該部分は住家とする。

(1) 公共建物とは，役場庁舎，集会施設等の公用又は公共の用に供する建物をいう。

なお，指定行政機関及び指定公共機関の管理する建物は含まない。

(2) その他は，公共建物以外の神社，仏閣，土蔵，物置等をいう。

(3) 土蔵，物置とは，生活の主体をなす主家に附随する建物の意味であって，営業用の倉

庫等は，その倉庫の用途に従って，その他の項目で取り扱う。

(4) 被害額の算出は，住家に準ずる。

④
農
業
被
害

農 地

農地被害は，耕土の流失，土砂の流入，埋没，沈下，隆起，又は亀裂により，耕作に適

さなくなった状態をいう。

(1) 流失とは，その田畑の筆における耕土の厚さ 10%以上が流出した状態をいう。

(2) 埋没とは，その筆における流入土砂の平均の厚さが，粒径１㎜以下にあっては２㎝，

粒径 0.25 ㎜以下の土砂にあっては５㎝以上，土砂が堆積した状態をいう。

(3) 被害額の算出は農地の原形復旧に要する費用又は，耕作を維持するための最少限度の

復旧に要する費用とし，農作物の被害は算入しない。

農 作 物

農作物が農地の流失，埋没等及び浸冠水・倒伏によって生じた被害をいう。

(1) 浸冠水とは，水，土砂等によって相当期間（24時間以上)作物等が地面に倒れている状

態をいう。

(2) 倒伏とは，風のため相当期間(24時間以上）作物等が地面に倒れている状態をいう。

(3) 被害額の算出は，災害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算する

こと。

農業用施設

頭首工，ため池，水路，揚水機，堤防，農業用道路，橋梁，その他農地保全施設の被害

をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

共同利用施設

農業協同組合又は同連合会の所有する倉庫，農産物加工施設，共同作業場，産地市場施

設，種苗施設，家畜繁殖施設，共同放牧施設，家畜診療施設等及び農家の共同所有に係る

営農施設の被害をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

営農施設

農家個人所有に係る農舎，サイロ倉庫，尿溜，堆肥舎，農業機械類，温室，育苗施設等

の被害をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

畜産被害 施設以外の畜産被害で，家畜，畜舎等の被害をいう。

そ の 他 上記以外の農業被害，果樹（果実は含まない）草地畜産物等をいう。

⑤
土
木
被
害

河 川

河川の維持管理上必要な堤防，護岸，水制・床止め又は沿岸を保全するため防護するこ

とを必要とする河岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること

海 岸

海岸又はこれに設置する堤防，護岸，突堤その他海岸を防護することを必要とする海岸

等で復旧工事を要する程度の被害をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

砂防設備

砂防法第１条に規定する砂防設備，同法第３条の規定によって同法が準用される砂防の

施設又は天然の河岸等で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。
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被害区分 判 断 基 準

⑤
土
木
被
害

地すべり

防止施設

地すべり等防止法第２条第３項に規定する地すべり防止施設で復旧工事を必要とする程度の

被害をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

急傾斜地

崩壊防止

施 設

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第２条第２項に規定する急傾斜地崩壊防止施

設で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

道 路

道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている，道路法第２条の道路の損壊が，復旧工事

を要する程度の被害をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

橋 梁

道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている，道路法第２条の道路を形成する橋が流失

又は損壊し，復旧工事を要する程度の被害をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

港 湾
港湾法第２条第５項に基づく水域施設，外かく施設，けい留施設等で復旧工事を要する程度の

被害をいう。

漁 港
漁港法第３条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施設。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

下 水 道
下水道法に規定する公共下水道，流域下水道，都市下水路。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

公 園

都市公園法施行令第31条各号に掲げる施設（主務大臣の指定するもの（植栽・いけがき）を除

く。）で，都市公園法第２条第１項に規定する都市公園に設けられたもの。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

⑥
水
産
被
害

漁 船

動力船及び無動力船の沈没流出，破損（大破，中破，小破）の被害をいう。

(1) 港内等における沈没は，引上げてみて今後使用できる状態であれば破損として取り扱う。

(2) 被害額の算出は，被害漁船の再取得価額又は復旧額とする。

漁港施設
外かく施設，けい留施設，水域施設で水産業協同組合の維持管理に属するもの。

(1) 被害額の算出は，再取得価格又は復旧額とする。

共同利用

施 設

水産業協同組合，同連合会，又は地方公共団体の所有する施設で漁業者の共同利用に供する水

産倉庫，加工施設，作業所，荷さばき所，養殖施設，通信施設，給水施設，給油施設，製氷・

冷凍・冷蔵施設・干場・船揚場等をいう。

(1) 被害額の算出は，再取得価格又は復旧額とする。

その他施設
上記施設で個人（団体，会社も含む）所有のものをいう。

(1) 被害額の算出は，再取得価格又は復旧額とする。

漁具(網)
定置網，刺網，延縄，かご，函等をいう。

(1) 被害額の算出は，再取得価格又は復旧額とする。

水産製品

加工品，その他の製品をいう。

(1) 被害額の算出は，被害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算するこ

と。

⑦
林
業
被
害

林 地
新生崩壊地，拡大崩壊地，地すべり等をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

治山施設
既設の治山施設等をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

林 道
林業経営基盤整備の施設道路をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

林 産 物

素材，製材，薪炭原木，薪，木炭，特用林産物等をいう。

(1) 被害額の算出は，被害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算する

こと。

そ の 他
苗畑，造林地，製材工場施設，炭窯，その他施設(飯場，作業路を含む。)等をいう。

(1) 被害額の算出は，再取得金額又は復旧額とする。
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被害区分 判 断 基 準

⑧
衛
生
被

害

水 道
水道のための取水施設，貯水施設，導水施設，浄水施設，送水施設及び配水施設をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

病 院
病院，診療所，助産所等をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

清掃施設
ごみ処理施設，し尿処理施設及び最終処分場をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

火 葬 場
火葬場をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

⑨

商

工

被

害

商 業

商品，原材料等をいう。

(1) 被害額の算出は，被害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算するこ

と。

工 業

工場等の原材料，製品，生産機械器具等をいう。

(1) 被害額の算出は，被害を受けなかったとしたならば得たであろう金額及び再取得価額又

は復旧額とする。

⑩公立文教

施設被害

公立の小，中，高校，中等教育学校，大学，特別支援学校，養護学校，幼稚園等をいう。

(私学関係はその他の項目で扱う。）

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

⑪社会教育

施設被害

図書館，公民館，博物館，文化会館等の施設。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

⑫社会福祉

施設等被

害

老人福祉施設，身体障害者(児）福祉施設，知的障害者（児)福祉施設，児童母子福祉施設，

生活保護施設，介護老人保健施設，精神障害者社会復帰施設をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

⑬

そ

の

他

鉄道不通 汽車，電車等の運行が不能となった程度の被害をいう。

鉄道施設
線路，鉄橋，駅舎等施設の被害をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

被害船舶

（漁船除く）

ろ，かいのみをもって運転する舟以外の舟で，船体が没し，航行不能となったもの及び流

出し，所在が不明となったもの，並びに修理しなければ航行できない程度の被害をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

空 港 空港整備法第４条第１項第６号及び第５条第１項の規定による空港をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

水道（戸数） 上水道，簡易水道で断水している戸数のうち，ピーク時の戸数をいう。

電話（戸数） 災害により通話不能となった電話の回線数をいう。

電気（戸数） 災害により停電した戸数のうちピーク時の停電戸数をいう。

ガス（戸数） 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっているピーク時の戸数をいう。

ブロック

塀等

倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

都市施設
街路等の都市施設をいう。

(1) 被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。

上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの。
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３－６ 被災者生活再建支援法に基づく支援

内容・資格・条件等

目 的

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し，都道府県が相互扶助の観点

から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより，その生活の再

建を支援し，もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とす

る。

法
適
用
の
要
件

対
象
と
な
る
自
然
災
害

① 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村

② 10 世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村

③ 100 世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県

④ ①又は②の市町村を含む都道府県で 5 世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町

村（人口 10 万人未満に限る）

⑤ ①から③までの区域に隣接し，5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村

（人口 10 万人未満に限る）

⑥ ①若しくは②の市町村を含む都道府県又は③の都道府県が２以上ある場合に，5 世帯

以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村（人口 10 万人未満に限る），又は，2 世帯

以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村（人口 5万人未満に限る）

支
給
対
象
世
帯

① 住宅が「全壊」した世帯

② 住宅が半壊し，又は住宅の敷地に被害が生じ，その住宅をやむを得ず解体した世帯

③ 災害による危険な状態が継続し，住宅に居住不可能な状態が長期間継続している世帯

④ 住宅が半壊し，大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊

世帯）

支給額

支給額は，以下の２つの支援金の合計額となる

（※ 世帯人数が1人の場合は，各該当欄の金額の3/4の額）

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）

住宅の

被害程度

全 壊

（上記①に該当）

解 体

（上記②に該当）

長期避難

（上記③に該当）

大規模半壊

（上記④に該当）

支給額 100万円 100万円 100万円 50万円

② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）

住宅の

再建方法
建設・購入 補 修

賃 借

（公営住宅以外）

支給額 200万円 100万円 50万円

※一旦住宅を賃借した後，自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は，合計

で200（又は100）万円

支給申請

（申請窓口） 市町村

（申請時の添付書面）①基礎支援金：り災証明書，住民票 等

②加算支援金：契約書（住宅の購入，賃借等）等

（申請期間） ①基礎支援金：災害発生日から13月以内

②加算支援金：災害発生日から37月以内

基金と国

の補助

○ 国の指定を受けた被災者生活再建支援法人が，都道府県の委託のもと，都道府県が

相互扶助の観点から拠出した基金を活用し，支援金を支給。

○ 基金が支給する支援金の1/2に相当する額を国が補助。
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３－７ 緊急通行車両確認証明書の様式

証明書の様式

備考 用紙は日本産業規格Ａ５とする

第 号

年 月 日

緊急通行車両確認証明書

知 事 印

北海道公安委員会 印

番号標に表示されている番号

車両の用途（緊急輸送を行う車両

にあっては，輸送人員又は品名）

使 用 者

住所

（ ） 局 番

氏名

通 行 日 時

通 行 経 路

出 発 地 目 的 地

備 考
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標章
備考

１．色彩は，記号を黄色，緑及び「緊
急」の文字を赤色，「登録（車両）
番号」，「有効期限」，「年」，「月」
及び「日」の文字を黒色，登録（車
両）番号並びに年，月及び日を表示
する部分を白色，地を銀色とする。

２．記号の部分に，表面の画像が光の
反射角度に応じて変化する措置を
施すものとする。

３．図示の長さの単位は，センチメー
トルとする。

緊急通行車両以外の車両通行止標示

備考
1. 色彩は，文字，縁線及び区分線を
青色，斜めの帯及び枠を赤色，地を
白色とする。

2. 縁線及び区分線の太さは，１セン
チメートルとする。

3. 図示の長さの単位は，センチメー
トルとする。

4. 道路の形状又は交通の状況によ
り特別の必要がある場合にあって
は，図示の寸法の２倍まで拡大し，
又は図示の寸法の２分の１まで縮
小することができる。
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３－８ 即報基準

火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日 消防災第267号消防庁長官）

第２ 即報基準

火災・災害等即報を報告すべき火災・災害は次のとおりとする。

１ 火災等即報

(1) 一般基準

火災等即報については，次のような人的被害を生じた火災及び事故（該当するおそれがある

場合を含む。）等について報告をすること。

ア 死者が３人以上生じたもの

イ 死者及び負傷者の合計が 10 人以上生じたもの

ウ 自衛隊に災害派遣を要請したもの

(2) 個別基準

次の火災及び事故については，上記（１）の一般基準に該当しないものにあっても，それぞ

れ各項に定める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について報告を

すること。

ア 火災

(ア)建物火災

a 特定防火対象物で死者の発生した火災

b 高層建築物の 11 階以上の階，地下街又は準地下街において発生した火災で利用者等が避

難したもの

c 大使館・領事館及び国指定重要文化財の火災

d 特定違反対象物の火災

e 建物焼損延べ面積 3,000 ㎡以上と推定される火災

f 他の建築物への延焼が10棟以上又は気象状況等から勘案して概ね10棟以上になる見込みの

火災

g 損害額１億円以上と推定される火災

(イ)林野火災

a 焼損面積 10ha 以上と推定されるもの

b 空中消火を要請又は実施したもの

c 住宅等へ延焼するおそれがあるもの

(ウ)交通機関の火災

a 航空機火災

b タンカー火災

c 船舶火災であって社会的影響度が高いもの

d トンネル内車両火災

e 列車火災

(エ)その他

以上に掲げるもののほか，特殊な原因による火災，特殊な態様の火災等

（例示)

・消防活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災

イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故

(ア)危険物施設，高圧ガス施設等の火災又は爆発事故
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（例示）

・危険物，高圧ガス，可燃性ガス，毒物，劇物等を貯蔵し，又は取り扱う施設の火災又は

爆発事故

(イ)危険物，高圧ガス，毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの

(ウ)特定事業所内の火災（(ア)以外のもの。）

ウ 危険物等に係る事故

危険物，高圧ガス，可燃性ガス，毒物，劇物，火薬等（以下「危険物等」という。）を貯蔵し，

又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で次に掲げるもの（イの石油コンビナート等

特別防災区域内の事故を除く。）

(ア)死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの

(イ)負傷者が５名以上発生したもの

(ウ)周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又爆発により周辺の建物等に被害を及ぼした

もの

(エ)500 キロリットル以上のタンクの火災，爆発又は漏えい事故

(オ)海上，河川への危険物等流出事故

(カ)高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う火災・危険物等の漏えい事故

エ 原子力災害等

(ア)原子力施設において，爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射線の漏えいが

あったもの

(イ)放射性物質を輸送する車両において，火災の発生したもの及び核燃料物質等の運搬中に事

故が発生した旨，原子力事業者等から消防機関に通報があったもの

(ウ)原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第 10 条の規定により，原子力事業

者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長にあったもの

(エ)放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって，放射性同位元素又は放射線の漏えいが

あったもの

オ その他特定の事故

可燃性ガス等の爆発,漏えい及び異臭等の事故であって,社会的に影響度が高いと認められる

もの

カ 消防職員及び消防団員の消火活動等に伴う重大事故

(3) 社会的影響基準

(1) 一般基準,(2) 個別基準に該当しない火災・事故であっても,報道機関に大きく取り上げ

られる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。

２ 救急・救助事故即報

救急・救助事故については，次に該当する事故（該当するおそれがある場合を含む。）について報

告をすること

(１)死者５人以上の救急事故

(２)死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故

(３)要救助者が５人以上の救助事故

(４)覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上の救助事故

(５)消防防災ヘリコプター，消防用自動車等に係る重大事故

(６)消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故

(７)自衛隊に災害派遣を要請したもの

(８)上記(１)から(７)に該当しない救急・救助事故であっても，報道機関に大きく取り上げられ
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る等社会的影響度が高い救急・救助事故（社会的影響度が高いことが判明した時点での報告を

含む。）

（例示）

・列車，航空機，船舶に係る救急・救助事故

・バスの転落による救急・救助事故

・ハイジャックによる救急・救助事故

・不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備等において発生した救

急・救助事故

・全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で，他の地域において同様の

事案が発生する可能性があり，消費者安全の観点から把握されるべき救急・救助事故

３ 武力攻撃災害等即報

武力攻撃災害等については，次の災害による火災・災害等（該当するおそれがある場合を含む。）

について報告をすること。

(１)武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16年法律第112号。以下

「国民保護法」という。）第2条第4項に規定する災害，すなわち，武力攻撃により直接又は間

接に生ずる人の死亡又は負傷，火事，爆発，放射性物質の放出その他の人的又は物的災害

(２)国民保護法第172条第1項に規定する緊急対処事態における災害，すなわち，武力攻撃に準ず

る攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷，火事，爆発，放射性物質の放出その他

の人的又は物的災害

（武力攻撃災害即報については旭川市国民保護計画に基づき報告する。）

４ 災害即報

災害即報については，次の基準に該当する災害（該当するおそれがある場合を含む。）について

報告をすること。

(１)一般基準

ア 災害救助法の適用基準に合致するもの

イ 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの

ウ 災害が２都道府県以上にまたがるもので一の都道府県における被害は軽微であっても，全

国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの

エ 気象業務法第13条の２に規定する大雨，津波，火山噴火等に係る特別警報が発表されたも

の

オ 自衛隊に災害派遣を要請したもの

(２) 個別基準

次の災害については（１）の一般基準に該当しないものにあっても，それぞれ各項に定める

個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について報告をすること。

ア 地震

(ア)当該都道府県又は市町村の区域内で震度５弱以上を記録したもの

(イ)人的被害又は住家被害を生じたもの

イ 津波

(ア)津波警報又は津波注意報が発表されたもの

(イ)人的被害又は住家被害を生じたもの

ウ 風水害

(ア)崖崩れ，地すべり，土石流等により，人的被害又は住家被害を生じたもの
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(イ)洪水，浸水，河川の溢水，堤防の決壊又は高潮等により，人的被害又は住家被害を生じた

もの

(ウ)強風，竜巻などの突風等により，人的被害又は住家被害を生じたもの

エ 雪害

(ア)積雪，雪崩等により，人的被害又は住家被害を生じたもの

(イ)積雪，道路の凍結，雪崩等により，孤立集落を生じたもの

オ 火山災害

(ア)噴火警報(火口周辺)が発表されたもの

(イ)火山の噴火により，人的被害又は住家被害を生じたもの

(３) 社会的影響基準

(１)一般基準，(２)個別基準に該当しない災害であっても，報道機関に大きく取り上げられ

る等社会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。
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３－９ 直接即報基準

火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日 消防災第267号消防庁長官）

第３ 直接即報基準

市町村は,特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該当するおそれがあ

る場合を含む。）については,直接消防庁に報告をするものとする。

１ 火災等即報

(1) 交通機関等の火災

第２（即報基準）の１の（２）のアの（ウ）に同じ。

(2) 石油コンビナート等特別防災区域 の事故

第２（即報基準）の１の（２）のイの（ア），（イ）に同じ。

(3) 危険物等に係る事故((2)の石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。)

ア 第２（即報基準）の１の（２）のウの（ア），（イ）に同じ。

イ 危険物等を貯蔵し，又は取り扱う施設の火災・爆発事故で，当該工場等の施設内又は周辺

で，500 ㎡程度以上の区域に影響を与えたもの。

ウ 危険物等を貯蔵し，又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で，次に該当するもの。

(ア)海上，河川へ危険物等が流出し，防除･回収等の活動を要するもの

(イ)500 キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等

エ 市街地，又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで，付近住民の

避難，道路の全面通行禁止等の措置を要するもの

オ 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災

(4) 原子力災害等

第２（即報基準）の１の（２）のエに同じ。

(5) ホテル，病院，映画館，百貨店において発生した火災

(6) 爆発，異臭等の事故であって，報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの

（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。）

２ 救急・救助事故即報

死者及び負傷者の合計が15人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの

(1) 列車，航空機，船舶の衝突・転覆等による救急・救助事故

(2) バスの転落等による救急・救助事故

(3) ハイジャックによる救急・救助事故

(4) 映画館，百貨店，駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故

(5) その他報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの

３ 武力攻撃災害等即報

第２（即報基準）の３の（１），（２）に同じ。

（武力攻撃災害即報については旭川市国民保護計画に基づき報告する）

４ 災害即報

(1)地震が発生し，当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を問わない）

(2)第２（即報基準）の４の（２）のイ，ウ及びオのうち，死者又は行方不明者が生じたもの
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３－10 災害情報等報告取扱要領（北海道）

災害情報等報告取扱要領

市町村長は，災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，次に定めるところにより災害情報

及び被害状況報告（以下「災害情報等」という。）を所轄総合振興局長又は振興局長に報告するも

のとする。

１ 報告の対象

災害情報等の報告の対象は，おおむね次に掲げるものとする。

(1) 人的被害，住家被害が発生したもの。

(2) 災害救助法の適用基準に該当する程度のもの。

(3) 災害に対し，国及び道の財政援助等を要すると思われるもの。

(4) 災害が当初軽微であっても，今後拡大し，発展するおそれがある場合，又は広域的な災害で

当該市町村が軽微であっても総合振興局又は振興局地域全体から判断して報告を要すると認め

られるもの。

(5) 地震が発生し，震度４以上を記録したもの。

(6) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて，報告の必要があると認められるもの。

(7) その他特に指示があった災害。

２ 報告の種類及び内容

(1) 災害情報

災害が発生し，又は発生するおそれがある場合は，別表１の様式により速やかに報告すること。

この場合，災害の経過に応じ把握した事項を逐次報告する。

(2) 被害状況報告

被害状況報告は，次の区分によりおこなうものとする。

ただし，指定行政機関及び指定公共機関の維持管理する施設等（住家を除く）については除く

ものとする。

ア 速報

被害発生後，直ちに別表２の様式により件数のみ報告すること。

イ 中間報告

被害状況が判明次第，別表２の様式により報告すること。

なお，報告内容に変更を生じたときは，その都度報告すること。但し，報告の時期等につい

て特に指示があった場合はその指示によること。

ウ 最終報告

応急措置が完了した後，15日以内に別表２の様式により報告すること。

(3) その他の報告

災害の報告は，(1)及び(2)によるほか，法令等の定めに従い，それぞれ所要の報告を行うもの

とする。

３ 報告の方法

(1) 災害情報及び東状況報告（速報及び中間報告）は，電話又は無線等により迅速に行うものと

する。

(2) 被害状況報告のうち最終報告は，文書により報告するものとする。

総合振興局又は振興局においては，管内市町村分を別表３の集計表によりとりまとめ，道（危

機対策課）に報告するものとし，市町村から報告のあった別表２の写を添付するものとする。

４ 被害状況判定基準

被害状況の判定基準は，別表４のとおりとする。

（別表は省略）
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３－11 北海道消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票

（第 報）
北海道消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票

次のとおりヘリコプターの出動を要請します。

要請日時： 年 月 日 時
分

要請機関名

担当者職指名

連 絡 先 TEL FAX

災

害

の

状

況

・

派

遣

理

由

覚 知

災害発生状況

災害発生場所

災 害 名

災害

発生

状況

・

措置

状況

派遣を必要

とする区域

希望する

活動内容

気象の状況

離着陸場

の状況

離着陸場名

特記事項

必要とする

資機材

現場での資機材確保状況

特記事項

傷病者の

搬送先

救急自動車等

の手配状況

他機関の

応援状況

他に応援している機関名

現場付近で活動中の航空機の状況

現地最高

指揮者

（機関名） （職・氏名）

無線

連絡方法

（周波数）

Hz

その他参考

となる事項

搭

乗

者

所属 職 氏名 年齢 所属 職 氏名 年齢 備考
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３－12 北海道災害義援金募集・配分委員会会則

北海道災害義援金募集委員会会則

（目的）

第１条 本委員会は災害による被災者を救援するため，災害救助法第15条第２項及び北海道地域防

災計画第４章第２節第４に基づき，北海道における災害義援金の募集に関する業務を総合的かつ

有機的に実施することを目的とする。

（名称）

第２条 本委員会は北海道災害義援金募集委員会（以下「委員会」という。）と称する。

（事務局）

第３条 委員会の事務局は日本赤十字社北海道支部（以下「日赤道支部」という。）に置く。

（組織）

第４条 委員会は第１条の目的に賛同し，協力する機関又は団体（以下「構成団体」という。）を

もって組織する。

（委員）

第５条 委員会は前条の構成団体から選出された委員をもって構成する。

(2) 委員会の会長は，日赤道支部長をもって充てる。

(3) 委員は会議に出席し事案を協議する。

（委員会）

第６条 委員会は会長が必要と認めたとき，又は委員の要請に基づき会長が招集する。

(2) 会議の議長は，会長がこれにあたる。

(3) 会長に事故あるときは，予め会長が指名した者が代理する。

（募集要綱等）

第７条 義援金募集要綱は別紙要綱骨子に拠るものとし，必要な細目についてはその都度委員会に

おいて協議し決定する。

（運営）

第８条 委員会の運営に必要な庶務並びに経費は日赤道支部において措置する。

（意見の聴取）

第９条 委員会は第１条の目的を達成するため，必要に応じて関係行政機関から意見を求めること

ができる。

（附則）

第10条 この会則は平成19年５月30日から実施する。

北海道災害義援金募集（配分）委員会会則（昭和57年９月１日制定）は廃止する。

「参考」

本委員会が実施する義援金募集業務は，災害救助法第32条に基づき北海道知事から救助又は応援

の実施について委託（注）を受けている日本赤十字社北海道支部とその協力団体が実施するもので

あることから，寄託された義援金は法人税法第37条第３項第１号又は所得税法第78条第２項第１号

に規定する寄付金に該当するものである。

（注）医療・助産・死体の処理（埋葬及び死体の一時保存を除<）に関する委託協定

（昭和34年９月１日 甲 北海道知事 乙 日赤北海道支部長）
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災害義援金募集事業要綱骨子

北海道災害義援金募集委員会会則第７条に定める要綱骨子は次のとおりとする。

１ 義援金募集要綱名

要綱の名称は原則として発生した災害名を冠し「○○災害義援金募集要綱」とする。

２ 実施主体

北海道災害義援金募集委員会とする。

（事務局：日本赤十字社北海道支部）

３ 構成団体

委員会構成団体名を明記する。

４ 趣旨

都度委員会において定める。

５ 義援金の種別

募集する義援金は原則として現金とする。

特定の個人・施設・団体及び地域に配分を指定する義援金又は有価証券等は特別の場合を除き

募集しない。

６ 募集期間

都度委員会において定める。

７ 損金等の取扱い

委員会名をもって募集する義援金は税制上損金等の扱いになることを明記する。

８ 義援金の受付窓口

各構成団体（同地方組織を含む）の事務所に義援金受付窓口を設定するほか，委員会が開設す

る義援金口座への振込み又は街頭募金等による。

９ 受領書の発行

各構成団体が義援金を受領したときは，その団体の受付窓口において受領書を発行する。

ただし，寄託者が義援金の損金扱いを希望する場合は仮受領書を発行し，後刻委員会名の領収

書（免税領収書）の発行手続きをとるものとする。

(2) 街頭募金の場合は受領書は発行しない。

10 義援金の送金

各構成団体において受付けた義援金は委員会が開設する義援金口座に随時送金するものとする。

(2) 委員会口座に送金された義援金(預金利子を含む)は，募集期間終了後速やかに北海道災害義援

金配分委員会が指定する口座に送金するものとする。なお，募集期間が長期に及ぶ場合は，募集

期間終了前であっても，北海道災害義援金配分委員会と協議の上送金することができるものとす

る。

11 広報・周知

義援金募集の一般への広報・周知は委員会名をもって新聞・ラジオ・テレビ等を通じて広報す

るほか，各構成団体においても，立看板，懸垂幕，ビラ，その他団体が有する広報手段をもって

周知する。

(2) 義援金の募集成績は概ね１ヵ月２回程度集計し，その都度委員会名をもって新聞，ラジオ，テ

レビその他の方法により公表する。

12 義援品の取り扱い

義援品は原則として取扱わない。

13 経費

各構成団体が義援金を募集するに当たって必要とする諸経費については，その団体が負担する。

14 その他

本要綱骨子に定めるものの外必要な事項は委員会において定める。
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北海道災害義援金配分委員会会則

（目的）

第１条 本委員会は災害による被災者を救援するため，北海道地域防災計画第３２節災害義援金募

集（配分）計画に基づき北海道における災害義援金の募集並びに配分に関する業務を総合的かつ

有機的に実施することを目的とする。

（名称）

第２条 本委員会は北海道災害義援金配分委員会（以下「委員会」という。）と称する。

（事務局）

第３条 委員会の事務局は北海道保健福祉部福祉局地域福祉課（以下「北海道」という。）に置く。

（組織）

第４条 委員会は第１条の目的に賛同し，協力する機関又は団体（以下「構成団体」という。）を

もって組織する。

（委員）

第５条 委員会は前条の構成団体から選出された委員をもって構成する。

(2) 委員会の会長は，北海道保健福祉部長をもって充てる。

(3) 委員は会議に出席し事案を協議する。

（委員会）

第６条 委員会は会長が必要と認めたとき，又は委員の要請に基づき会長が招集する。

(2) 会議の議長は，会長がこれにあたる。

(3) 会長に事故あるときは，予め会長が指名した者が代理する。

（配分要綱等）

第７条 義援金配分要綱は別紙要綱骨子に拠るものとし，必要な細目についてはその都度委員会に

おいて協議し決定する。

（運営）

第８条 委員会の運営に必要な庶務並びに経費は北海道において措置する。

（意見の聴取）

第９条 委員会は第１条の目的を達成するため，必要に応じて関係機関から意見を求めることがで

きる。

（附則）

第10条 この会則は平成19年５月30日から実施する。

北海道災害義援金募集（配分）委員会会則（昭和57年９月１日制定）は廃止する。
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災害義援金配分事業要綱骨子

北海道災害義援金配分委員会会則第７条に定める要綱骨子は次のとおりとする。

１ 義援金配分要綱名

要綱の名称は原則として発生した災害名を冠し「○○災害義援金配分要綱」とする。

２ 実施主体

北海道災害義援金配分委員会とする。

（事務局：北海道保健福祉部福祉局地域福祉課）

３ 構成団体

委員会構成団体名を明記する。

４ 趣旨

都度委員会において定める。

５ 配分方法

北海道災害義援金募集委員会から送金された義援金（預金利子を含む）は，速やかに委員会を

開催し協議の上，公正・適正に被災市町村等に配分する。

６ 広報・周知

義援金配分結果については，その都度委員会名をもって新聞・ラジオ・テレビ等を通じて公表

する。

７ 経費

各構成団体が義援金の配分結果について公表する諸経費については，その団体が負担する。

(2) 被災地への義援金送料等については委員会において定める。但しこれらの費用を義援金より支

出することは原則として行わない。

８ その他

本要綱骨子に定めるものの外必要な事項は委員会において定める。
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４ 災害対策資料

４－１ 災害履歴

年 月 日 災害要因 被 害 状 況 河川名
1898（明治31）年

９月５日～８日
大雨 人的被害

住家被害

農業被害

溺死
流失
床上浸水
床下浸水

６名
37世帯

365世帯
数百世帯
数百町歩

忠別川
石狩川
牛朱別川他各河川

1901（明治34）年
４月３日～５日
９月４日～７日

大雨 住家被害

農業被害

流失
床上浸水
床下浸水

８世帯
290帯

数百世帯
283町歩

石狩川
牛朱別川
忠別川
オサラッペ川他

1902（明治35）年
５月22日

大雨 住家被害

農業被害
土木被害

流失
床上浸水
床下浸水

落橋

８世帯
310世帯
121世帯
296町歩
２箇所

牛朱別川
忠別川他

1904（明治37）年
６月30日
７月11日

大雨 住家被害

農業被害
土木被害

7月11日分
人的被害
住家被害

土木被害

流失
床上浸水
床下浸水

橋流失
破損

死者
全壊
床上浸水
床下浸水
橋流失
破損

２世帯
20世帯

200世帯
1,700町歩

４箇所
２箇所

１名
７戸

475世帯
530世帯
４箇所
４箇所

忠別川他

1911（明治44）年
４月27日

大雨 石狩川他

1912（大正元）年
８月14日

大雨 住家被害 床上浸水
床下浸水

11世帯
299世帯

石狩川他

1913（大正２）年
８月28日

大雨 農業被害 36,900坪石狩川
忠別川他

1915（大正４）年
７月21日～23日

大雨 住家被害

農業被害
土木被害

流失
床上浸水
床下浸水

橋流失
道路

15戸
343世帯

1,642世帯
166町歩
１箇所
23箇所

忠別川他

1919（大正８）年
７月27日

大雨 住家被害

農業被害
土木被害

流失
床上浸水
床下浸水

橋破損
道路流失

６戸
477世帯
279世帯
400町歩
５箇所
被害大

牛朱別川
ウッペツ川他

1922（大正11）年
８月25日

台風 住家被害 流失
床上浸水
床下浸水

２戸
435世帯
294世帯

美瑛川
忠別川他

1930（昭和５）年
７月25日

大雨 住家被害 床上浸水
床下浸水

49世帯
296世帯

牛朱別川他

1931（昭和６）年
８月21日

大雨 被害不明 石狩川他
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年 月 日 災害要因 被 害 状 況 河川名
1932（昭和７）年

９月11日
大雨 住家被害 床上浸水

床下浸水
15世帯

209世帯
石狩川他

1933（昭和８）年
７月26日

大雨 住家被害
その他不詳

浸水家屋 75世帯牛朱別川他

1953（昭和28）年
７月19日

大雨 住家被害 床上浸水
床下浸水

50世帯
300世帯

忠別川
下水道及び用水路
他

1953（昭和28）年
８月１日

大雨 人的被害

住家被害

農業被害

死者
負傷者
流失
床上浸水
床下浸水

２名
10名
２戸

350世帯
280世帯
665町歩

石狩川
忠別川他

1955（昭和30）年
８月10日

大雨 住家被害

農業被害
土木被害

床上浸水
床下浸水

橋梁流失他

320世帯
1,163世帯

750町歩

江丹別川
ウッペツ川他

1955（昭和30年）年
８月17日

大雨 人的被害

住家被害

農業被害
土木被害

死者
負傷者
流失
床上浸水
床下浸水

橋梁道路破損他

３名
５名
２戸

505世帯
3,373世帯
5,353町歩

54箇所

伊野川，基北川他

1963（昭和38）年
８月３日

大雨 住家被害
農業被害

浸水家屋 1,500世帯
350ha

1964（昭和39）年
８月15日～17日

大雨 中小河川が氾濫し，田畑の冠水及び土砂崩
れ等発生

1970（昭和45）年
７月31日～８月１日

大雨 人的被害
住家被害

農業被害

土木被害

負傷者
流失
床上浸水
床下浸水
農地流失，埋没
農作物
農業施設
河川決壊
道路損壊
橋流失破損

２名
１世帯

951世帯
4,288世帯

23ha
345ha

19箇所
43箇所
23箇所
30箇所

市内各河川

1975（昭和50）年
８月23日～24日

大雨 人的被害
住家被害

農業被害

土木被害

負傷者
流失
破損
床上浸水
床下浸水
農地流失，埋没
農作物
農業施設
河川決壊
道路損壊
橋流失破損

１名
１世帯
１世帯

442世帯
3,029世帯

4.5ha
875.1ha
19箇所

170箇所
56箇所
31箇所

忠別川
ウッペツ川
オサラッペ川
他市内各河川

1975（昭和50）年 大雨 住家被害 床上浸水 30世帯市内各河川
９月６日～８日 床下浸水 371世帯

農業被害 農地 3.55ha
農作物 788ha
農業施設 15箇所

土木被害 河川
道路損壊

２箇所
５箇所

橋 １箇所
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年 月 日 災害要因 被 害 状 況 河川名
1981（昭和56）年 大雨 住家被害 一部破損 １世帯美瑛川他市内各河

８月３日～６日 床上浸水 58世帯川
床下浸水 607世帯

農業被害 農地 2.71ha
農作物 1,436.0ha
農業施設 37箇所

土木被害 河川 45箇所
道路 43箇所

橋 11箇所
河川公園 10箇所

1988（昭和63）年
８月25日～26日

大雨 住家被害

農業被害

床上浸水
床下浸水
農作物

２世帯
４世帯
138ha

内大部川，江丹別
川，オロエン川，
西里川，伊野川，
拓北川他農業施設 ５箇所

土木被害 河川 ８箇所
道路 ３箇所
橋 １箇所

1989（平成元）年 大雨 住家被害 床上浸水 ４世帯江丹別６線川
８月23日 床下浸水 ２世帯

農業被害 農作物水稲 5.5ha
畑 102.2ha

農業施設 ４箇所
土木被害 河川 １箇所

道路 １箇所
土砂くずれ ６箇所

1990（平成２）年 大雨 住家被害 床上浸水 ７世帯５号川（春光台）
９月３日～４日 床下浸水 11世帯井上の沢川

農業被害 農作物水稲 266.1ha（神居古潭）
畑 264.2ha

農業施設 11箇所
土木被害 河川 ２箇所

道路 19箇所
1991（平成３）年

９月６日
大雨 住家被害 床上浸水 １工場

２世帯
キムクハイシュベツ

川，江丹別６線川
床下浸水 12世帯

農業被害 農作物水稲 0.5ha
畑 123.9ha

土木被害 河川 ２箇所
1992（平成４）年 大雨 住家被害 床下浸水 ３世帯江丹別６線川

７月30日～31日 農業被害 農地 1.45ha西五号川
農作物 17.0ha

土木被害 河川 ２箇所
道路 １箇所

1994（平成６）年 大雨 住家被害 床下浸水 ６世帯倉沼川，米飯川
８月14日～15日 農業被害 農地 0.03ha

農作物 30.7ha
土木被害 河川 ６箇所

道路 18箇所
2000（平成12）年 大雨 人的被害 負傷者（軽傷） ２名

７月25日～27日 突風 住家被害 一部破損 11世帯
床上浸水 ７世帯
床下浸水 13世帯

非住家被害
農業被害

半壊
ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ損壊
農地等 水稲

畑
牧草

10棟
139棟
6.4ha

402.9ha
290.0ha
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年 月 日 災害要因 被 害 状 況 河川名
2000（平成12）年 大雨 住家被害 床下浸水 １世帯 江丹別川

９月１日
2001（平成13）年 大雨 住家被害 床下浸水 ５世帯

９月９日～11日 農業被害

土木被害

農作物水稲
畑

河川
道路
通行止

11.2ha
8.65ha
３ヶ所
１ヶ所
３ヶ所

2004（平成16）年
9月8日

突風 人的被害

住家被害

非住家被害

農業被害

林業被害
衛生被害
商工被害
公立文教被害

負傷者（重症）
負傷者（軽症）
全壊
半壊
一部破損
全壊
半壊
農作物 田

畑
営農施設
一般民有林

３名
13名

８世帯
100世帯

1,112世帯
３棟
２棟

5,597ha
1,212ha

3,141ヶ所
247ヶ所
69ヶ所

162ヶ所
84ヶ所

社会教育施設被害

社会福祉施設被害

10ヶ所
36ヶ所

2005（平成17）年 大雨 住家被害 床上浸水 1世帯
8月21日～22日

農業被害

土木被害

床下浸水
農作物 田
農業用施設
河川
道路
崖崩れ

2世帯
0.09ha
5ヵ所
3ヶ所
7ヶ所
1ヵ所

2006（平成18）年
8月17日～19日

大雨 農業被害

土木被害

社会福祉施設被害

その他

農作物 田
畑

農業用施設
河川
道路
下水道
公園

空港
ブロック塀等

0.02ha
0.5ha

10カ所
9カ所

29カ所
6カ所
2カ所
2カ所
2カ所
2カ所

倉沼川

2006（平成18）年
10月6日～8日

突風 住家被害
公立文教被害

社会教育施設被害

その他

一部破損

電気
倒木

3世帯
157カ所

1カ所
731戸
8箇所

2009（平成21）年
７月18日～19日

大雨 住家被害
非住家被害
土木被害

農業被害

一部破損
全壊
道路
下水道
公園
農作物畑

１世帯
1棟

11箇所
２箇所
１箇所
４ha
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年 月 日 災害要因 被 害 状 況 河川名

2010（平成22）年

３月21日

突風 住家被害

非住家被害

土木被害

農業被害

公立文教被害

社会教育施設被害

その他

一部破損

半壊

道路

公園

営農施設

電気

空港

鉄道

５世帯

13棟

14箇所

10箇所

537箇所

12箇所

２箇所

856戸

１箇所

１箇所

2010（平成22）年

８月24日

大雨 住家被害

農業被害

土木被害

林業被害

床下浸水

農地 田

畑

河川

道路

公園

林道

３世帯

0.3ha

1.38ha

３箇所

16箇所

３箇所

２箇所

辺別川

2011（平成23）年

９月２日

大雨 住家被害

非住家被害

農業被害

農業用施設

土木被害

林業被害

社会教育施設被害

その他

床上浸水

床下浸水

床下浸水

農作物 田

農作物 畑

河川

道路

下水道

公園

その他

林道

空港

ブロック塀等

１世帯

２世帯

１箇所

２～３ha

５ha

11箇所

６箇所

76箇所

１箇所

16箇所

７箇所

２箇所

１箇所

４箇所

１箇所

江丹別川

避難指示

避難勧告

江丹別町中園地区

西神楽１線３２号付近

４世帯９名

17世帯78名

2016（平成28）年

８月20日～21日

台風

大雨

住家被害

農業被害

農業用施設

土木被害

床上浸水

床下浸水

農作物 田

農作物 畑

河川

道路

橋梁

下水道

公園

７世帯

15世帯

45.593ha

11.6ha

１箇所

４箇所

29箇所

３箇所

２箇所

５箇所

石狩川

辺別川

避難準備情報 土砂災害土砂災害警

戒区域（７地区），近

文地区

８地区
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年 月 日 災害要因 被 害 状 況 河川名

2016（平成28）年

８月22日～23日

台風

大雨

住家被害

農業被害

農業用施設

土木被害

床下浸水

農作物 田

農作物 畑

河川

道路

下水道

２世帯

65.62ha

7.737ha

５箇所

５箇所

７箇所

１箇所

避難準備情報

避難勧告

東旭川町日の出

ほか

西神楽就実地区

５地区
１地区

2018（平成 30）年

７月３日

大雨 住家被害

農業被害

営農施設

土木被害

衛生施設

床上浸水

床下浸水

農地 田

農地 畑

農作物 田

農作物 畑

河川

道路

橋梁

下水道

公園

水道

15 世帯

59 世帯

33.08ha

4.911ha

202.6ha

1,303.1ha

31 箇所

19 箇所

145 箇所

6 箇所

6 箇所

11 箇所

1 箇所

ペーパン川

倉沼川

江丹別川

石狩川

避難準備・高齢者等避難開始

東旭川町米原 ほか

神居町神居古潭

江丹別町春日

７地区

２地区

2022（令和４）年

６月２９日

大雨 住家被害

農業被害

床上浸水

農地 田

農作物 田

農作物 畑

2 世帯

1.5ha

1.2ha

0.3ha

ペーパン川
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４－２ 気象概況（旭川の過去の気象観測データ）

項目

年次

気 温 （℃） 平均湿度

（％）

降水量

（mm）

最深積雪

（cm）

降雪量

（cm）

平均風速

（m/s)最 高 最 低 平 均

平成３年 31.2 -22.6 7.5 76 1,004.5 72 435 1.8

平成４年 31.0 -20.6 6.8 77 1,272.5 95 706 1.8

平成５年 32.1 -17.7 6.8 75 988.0 80 627 1.8

平成６年 34.5 -24.9 7.5 75 1,206.5 125 912 1.9

平成７年 32.2 -24.1 7.4 76 1,042.0 70 493 1.7

平成８年 31.9 -20.4 6.5 74 1,110.0 97 670 1.7

平成９年 34.6 -19.5 7.2 74 927.0 112 759 1.7

平成10年 31.2 -25.0 6.9 77 1,166.5 81 503 1.8

平成11年 34.3 -20.4 7.4 79 1,027.5 136 937 1.9

平成12年 35.3 -24.9 6.8 欠測 1,538.0 112 737 1.8

平成13年 30.7 -25.6 6.2 76 1,226.5 112 743 1.9

平成14年 31.4 -21.8 7.1 75 951.5 79 598 1.8

平成15年 30.4 -23.0 6.8 74 828.0 96 633 1.7

平成16年 33.8 -19.8 7.6 74 1,028.5 117 624 2.4

平成17年 32.9 -23.3 6.7 77 973.0 95 660 3.1

平成18年 32.9 -21.1 7.1 77 1,101.0 92 685 3.1

平成19年 34.2 -20.2 7.3 75 883.0 56 570 3.0

平成20年 33.0 -25.7 7.2 75 779.0 82 601 2.9

平成21年 32.7 -18.4 7.2 75 1,146.5 73 679 3.1

平成22年 33.9 -18.9 7.8 75 1,032.5 67 737 3.2

平成23年 33.4 -20.7 7.1 76 1,330.5 67 515 2.9

平成24年 33.1 -24.4 7.2 77 1,251.5 94 559 2.9

平成25年 33.5 -21.2 7.2 77 1,185.5 108 576 3.1

平成26年 35.9 -21.8 7.2 75 1,284.5 89 553 3.1

平成27年 31.1 -22.0 7.9 76 1,005.5 51 364 3.0

平成28年 33.3 -20.8 7.2 77 1,377.5 77 482 3.2

平成29年 33.6 -22.5 7.1 77 1,064.0 79 584 3.1

平成30年 34.1 -20.4 7.4 78 1,434.0 98 573 3.0

令和元年 34.3 -21.1 7.7 77 994.0 84 540 3.1

令和２年 34.6 -25.7 7.9 78 974.0 65 402 2.9

令和３年 37.9 -22.5 8.3 76 981.0 109 528 3.1

令和４年 32.0 -19.8 8.2 77 1,277.5 70 423 3.0

令和５年 35.5 -24.1 8.8 78 1,271.0 77 387 2.9
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４－３ 災害危険箇所（法令指定地）における情報伝達及び避難体制等

１ 土砂災害警戒区域等指定区域

（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく指定）

各警戒区域共通事項

警戒区域個別事項

項目 内容

土砂災害に関する情報の収集・伝

達

風水害・雪害・火山災害対策編 第２章第２節第１「２気象情

報の収集・伝達」土砂災害警戒区域への伝達経路（土砂災害に

関する情報）及び第２章第２節第２「１災害情報の収集・整理」

(1)～(3)による。

土砂災害に関する予報・警報の発

令及び伝達

風水害・雪害・火山災害対策編 第２章第８節第１「２避難情

報の発令」(1)避難情報の種類と発令，(2)避難情報の発令によ

り住民に求める行動，(4)土砂災害の避難情報の発令判断基準，

(5)屋内での待機等の指示及び(6)避難情報の伝達による。

避難 風水害・雪害・火山災害対策編 第２章第８節第１「３避難誘

導」による。

救助 風水害・雪害・火山災害対策編 第２章第６節「第１救助・救

急活動」による。

警戒避難体制に関する事項 風水害・雪害・火山災害対策編 第２章第２節第２「１災害情

報等の収集・整理」(2)警戒・巡視活動による。

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

1旭川神岡３(Ⅰ-4-4-2147) 旭川市神居９条７・８丁目

法に基づく指定

状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H20.3.4 第135号 1.61ha 0.61ha 急傾斜地の崩壊

避難所 神居小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

2旭川緑が丘東１条２丁目(Ⅰ-4-14-2157) 旭川市緑が丘東１条２丁目

法に基づく指定

状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H20.3.4 第135号 0.25ha 0.11ha 急傾斜地の崩壊

避難所 旭川医科大学，緑が丘小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 特別養護老人ホーム 緑が丘あさひ園
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※令和５年１月６日 北海道告示第９号 指定解除

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

3旭川神岡４(Ⅰ-4-5-2148) 旭川市神居町神岡

法に基づく指定

状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H21.5.1 第345号 0.0794ha 0.0169ha 急傾斜地の崩壊

避難所 神居小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

4旭川高砂台７丁目（Ⅱ-4-11-1527) 旭川市高砂台７丁目

法に基づく指定

状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H21.5.1 第345号 0.599ha 0.2154ha 急傾斜地の崩壊

避難所 神居小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

5旭川神楽岡9条1丁目(Ⅱ-4-19-1535) 旭川市神楽岡9条1丁目

法に基づく指定

状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H21.9.4 第626号 0.0428ha 0.0124ha 急傾斜地の崩壊

避難所 神楽岡地区センター，神楽岡小学校（水害時使用できない場合有り）

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

6旭川旭岡５丁目(Ⅱ-4-14-1530) 旭川市旭岡５丁目

法に基づく指定

状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H21.5.1 第345号 0.1719ha 0.0548ha 急傾斜地の崩壊

避難所 近文小学校（水害時使用できない場合有り），北光小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の災害時要援護者利用施設 －
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番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

7旭川旭神３条１丁目(Ⅱ-4-21-1537) 旭川市旭神３条１丁目

法に基づく指定

状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H22.6.1 第450号 1.4624ha 0.5454ha 急傾斜地の崩壊

避難所 緑新小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

8旭川台場２条４丁目（Ⅱ-4-6-1522) 旭川市台場２条４丁目

法に基づく指定

状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H22.6.1 第450号 0.0715ha 0.0244ha 急傾斜地の崩壊

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

9旭川台場２条５丁目(Ⅱ-4-7-1523) 旭川市台場２条５丁目

法に基づく指定

状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H22.6.1 第450号 0.6244ha 0.2637ha 急傾斜地の崩壊

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

10 旭川台場２条６丁目１(Ⅱ-4-8-1524) 旭川市台場２条６丁目１

法に基づく指定

状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H22.6.1 第450号 0.5367ha 0.1589ha 急傾斜地の崩壊

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －



資料編

資-67

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

11旭川豊里川(Ⅰ-41-0470) 旭川市神居町字豊里

法に基づく指定

状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H22.6.1 第449号 11.7193ha - ha 土石流

避難所 旧神居古潭小学校（併設 旧神居古潭中学校）

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 セルプ豊里（旧豊里小中学校）

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

12旭川神岡１(Ⅰ-4-2-2145) 旭川市神居町神岡

法に基づく指定

状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H23.6.17 第430号 0.6691ha 0.2181ha 急傾斜地の崩壊

避難所 神居東小学校，神居住民センター

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

13旭川神楽岡10条１丁目(Ⅰ-4-9-2152) 旭川市神楽岡10条１丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H23.6.17 第430号 0.2018ha 0.0496ha 急傾斜地の崩壊

避難所 神楽岡地区センター，緑新小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

14旭川旭岡６丁目(Ⅱ-4-6-1531) 旭川市旭岡６丁目

法に基づく指定

状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H23.6.17 第430号 0.1578ha 0.0608ha 急傾斜地の崩壊

避難所 近文小学校，北光小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －



資料編

資-68

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

15旭川里沢川(Ⅰ-41-0060) 旭川市江丹別町字西里

法に基づく指定

状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H23.6.17 第429号 4.88ha - ha 土石流

避難所 江丹別小中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

16旭川旭岡４丁目(Ⅱ-4-13-1529) 旭川市旭岡４丁目，鷹栖町８線西２号

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H24.4.20 第283号 0.6046ha 0.3122ha 急傾斜地の崩壊

避難所 近文小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

17旭川神楽岡１条４丁目１(Ⅰ-4-10-2153) 旭川市神楽岡１条４丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H24.4.20 第282号 0.4477ha - ha 急傾斜地の崩壊

避難所 緑新小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

18旭川神楽岡１条４丁目２(Ⅱ-4-20-1536) 旭川市神楽岡１条４丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H24.4.20 第282号 0.5458ha - ha 急傾斜地の崩壊

避難所 緑新小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －



資料編

資-69

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

19旭川神楽岡１条４丁目３(Ⅰ-4-11-2154) 旭川市神楽岡１条４丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H24.4.20 第282号 0.6607ha - ha 急傾斜地の崩壊

避難所 緑新小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

20旭川神居古潭２(Ⅱ-4-2-1518) 旭川市神居町神居古潭

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H24.4.20 第283号 0.2438ha 0.0397ha 急傾斜地の崩壊

避難所 旧神居古潭小中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

21旭川富岡大沢(Ⅱ-41-0400) 旭川市神居町字富岡

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H24.4.20 第282号 2.8729ha - ha 土石流

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

22旭川神岡５(Ⅰ-4-78-3102) 旭川市神居町神岡

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H25.3.29 第216号 0.1317ha 0.0410ha 急傾斜地の崩壊

避難所 神居中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －
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番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

23旭川緑が丘１条３丁目(Ⅰ-4-12-2155) 旭川市緑が丘１条３丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H25.3.29 第216号 0.4061ha 0.1054ha 急傾斜地の崩壊

避難所 緑が丘住民センター

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

24旭川旭神３条３丁目(Ⅰ-4-83-3107) 旭川市旭神３条３丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H25.3.29 第216号 0.5293ha 0.0988ha 急傾斜地の崩壊

避難所 緑が丘住民センター

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

25旭川緑が丘１条４丁目１(Ⅰ-4-13-2156) 旭川市緑が丘１条４丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H25.3.29 第216号 0.2829ha 0.0969ha 急傾斜地の崩壊

避難所 緑が丘中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

26旭川緑が丘南２条２丁目(Ⅰ-4-84-3108) 旭川市緑が丘南２条２丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H25.3.29 第216号 0.2727ha 0.0639ha 急傾斜地の崩壊

避難所 緑が丘中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －
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番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

27旭川旭神３条２丁目(Ⅱ-4-22-1538) 旭川市旭神３条２丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H25.3.29 第216号 0.1464ha 0.0405ha 急傾斜地の崩壊

避難所 緑が丘住民センター

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

28旭川近文５線３号(Ⅰ-4-7-2150) 旭川市字近文５線３号

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H25.3.29 第216号 0.6011ha 0.2564ha 急傾斜地の崩壊

避難所 北星中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

29旭川忠和１(Ⅰ-4-6-2149) 旭川市神居町忠和

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H26.2.21 第139号 2.3314ha 0.8109ha 急傾斜地の崩壊

避難所 忠和小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

30旭川台場東１丁目(Ⅱ-4-9-1525) 旭川市台場東１丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H26.2.21 第139号 0.1851ha 0.0731ha 急傾斜地の崩壊

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －
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番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

31旭川嵐山１(Ⅱ-4-3-1519) 旭川市江丹別町嵐山

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H27.3.20 第205号 0.4208ha 0.1927ha 急傾斜地の崩壊

避難所 嵐山小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

32旭川嵐山２(Ⅱ-4-4-1520) 旭川市江丹別町嵐山

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H27.3.20 第205号 1.3089ha 0.5272ha 急傾斜地の崩壊

避難所 嵐山小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

33旭川忠和８条４丁目(Ⅰ-4-81-3105) 旭川市忠和８条４丁目，南が丘３丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H27.3.20 第204号 0.3136ha - ha 急傾斜地の崩壊

避難所 忠和小学校，忠和中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

34旭川忠和９条４丁目(Ⅰ-4-80-3104) 旭川市忠和９条４丁目，南が丘３丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H27.3.20 第204号 0.5665ha - ha 急傾斜地の崩壊

避難所 神居小学校，神居中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －
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番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

35旭川忠和２(Ⅲ-4-3-562) 旭川市神居町忠和

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H27.3.20 第205号 1.6071ha 0.7149ha 急傾斜地の崩壊

避難所 忠和小学校，忠和中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

36旭川旭岡２丁目１(Ⅲ-4-4-563) 旭川市旭岡２丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H27.3.31 第239号 0.5062ha 0.1928ha 急傾斜地の崩壊

避難所 近文小学校，北門中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

37旭川旭岡２丁目２(Ⅱ-4-12-1528) 旭川市旭岡２丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H27.3.31 第239号 0.3604ha 0.1505ha 急傾斜地の崩壊

避難所 近文小学校，北門中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

38旭川台場２条６丁目(Ⅰ-4-75-3099) 旭川市台場２条６丁目，神居町台場

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H28.2.23 第133号 1.4119ha 0.5054ha 急傾斜地の崩壊

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －
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番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

39旭川台場東３丁目(Ⅰ-4-76-3100) 旭川市台場東２・３丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H28.2.23 第133号 0.5589ha - ha 急傾斜地の崩壊

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

40旭川台場東４丁目(Ⅰ-4-77-3101) 旭川市台場東４丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H28.2.23 第133号 1.3122ha 0.0432ha 急傾斜地の崩壊

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

41旭川神居９条１丁目１(Ⅱ-4-67-2383) 旭川市神居９条１丁目，高砂台３・４丁目，神居町

神岡

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H28.2.23 第133号 0.1526ha 0.0394ha 急傾斜地の崩壊

避難所 神居小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

42旭川神居９条1丁目２(Ⅰ-4-79-3103) 旭川市神居９条１丁目，高砂台３丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H28.2.23 第133号 0.6386ha 0.1566ha 急傾斜地の崩壊

避難所 神居小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －
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番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

43旭川忠和６条１丁目(Ⅰ-4-82-3106) 旭川市忠和６条１丁目，神居町忠和

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H28.2.23 第133号 0.4544ha 0.0749ha 急傾斜地の崩壊

避難所 忠和小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

44旭川上南部一の沢(Ⅱ-41-0290) 旭川市東旭川町瑞穂

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 7.2393ha 0.2170ha 土石流

避難所 旧旭川第１小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

45旭川豊田追分小沢川(Ⅲ-41-016) 旭川市東旭川町豊田，東桜岡

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 4.9728ha 0.1158ha 土石流

避難所 ぴあふる岩山

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

46旭川上米飯山小沢川(Ⅲ-41-017) 旭川市東旭川町瑞穂

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 6.6189ha 0.2169ha 土石流

避難所 旧旭川第１小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －
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番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

47旭川福島川(Ⅲ-41-018) 旭川市東旭川町瑞穂

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 4.5471ha 0.0047ha 土石流

避難所 旧旭川第１小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

48旭川瑞穂小沢川(Ⅲ-41-019) 旭川市東旭川町瑞穂

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 3.4252ha 0.1369ha 土石流

避難所 旧旭川第１小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

49旭川江丹別川左一号沢川(Ⅱ-41-0030) 旭川市江丹別町嵐山

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 2.5533ha - ha 土石流

避難所 嵐山小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

50旭川江丹別二沢川(Ⅱ-41-0040) 旭川市江丹別町嵐山

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 5.1698ha - ha 土石流

避難所 嵐山小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －



資料編

資-77

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

51旭川嵐山神社の沢(Ⅱ-41-0050) 旭川市江丹別町嵐山

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 2.5234ha - ha 土石流

避難所 嵐山小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

52旭川土取場の沢川(Ⅲ-41-003) 旭川市江丹別町嵐山

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 1.3881ha 0. 216ha 土石流

避難所 嵐山小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

53旭川江丹別三の沢川(Ⅲ-41-005) 旭川市江丹別町嵐山

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 1.7ha - ha 土石流

避難所 嵐山小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

54旭川第五線大沢川(Ⅲ-41-006) 旭川市江丹別町字共和

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 2.3427ha - ha 土石流

避難所 嵐山小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －



資料編

資-78

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

55旭川春日の沢川(Ⅱ-41-0020) 旭川市江丹別町字春日

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 0.8297ha - ha 土石流

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

56旭川鱒取小沢川(Ⅲ-41-001) 旭川市江丹別町字春日

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 1.0323ha - ha 土石流

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

57旭川春日の南沢川(Ⅲ-41-002) 旭川市江丹別町字春日

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 1.3173ha 0.0257ha 土石流

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

58旭川春志内東沢川(Ⅲ-41-025) 旭川市神居町春志内

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 2.5792ha 0.0158ha 土石流

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －



資料編

資-79

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

59旭川春志内西沢川(Ⅲ-41-026) 旭川市神居町春志内

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 1.6055ha 0.1694ha 土石流

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

60旭川第二線南小沢川(Ⅲ-41-027) 旭川市神居町春志内

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 1.2071ha 0.0586ha 土石流

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

61旭川神竜小沢川(Ⅲ-41-028) 旭川市神居町春志内

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 1.1741ha 0.1980ha 土石流

避難所 西神居会館

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

62旭川神居第六線川(Ⅲ-41-029) 旭川市神居町神居古潭

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 1.1568ha 0.0539ha 土石流

避難所 旧神居古潭小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －



資料編

資-80

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

63旭川古潭神社の沢川(Ⅲ-41-030) 旭川市神居町神居古潭

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 1.9691ha - ha 土石流

避難所 西神居会館

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

64旭川桐生内川(Ⅱ-41-0340) 旭川市西神楽南13号

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 1.3945ha 0.0913ha 土石流

避難所 西神楽中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

65旭川桐生右沢(Ⅱ-41-0350) 旭川市西神楽南13号

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 1.1465ha - ha 土石流

避難所 西神楽中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

66旭川ハヤイ沢川(Ⅱ-41-0370) 旭川市神居町神華

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 3.0205ha 0.086ha 土石流

避難所 西神楽中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －



資料編

資-81

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

67旭川ポン雨紛川(Ⅲ-41-020) 旭川市神居町雨紛

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 1.4758ha 0.0185ha 土石流

避難所 西神楽中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

68旭川倉沼(Ⅱ-4-24-1540) 旭川市東旭川町倉沼

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 0.7187ha 0.2327ha 急傾斜地の崩壊

避難所 旭川小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

69旭川春日(Ⅱ-4-5-1521) 旭川市江丹別町嵐山

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 0.2624ha 0.0878ha 急傾斜地の崩壊

避難所 嵐山小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

70旭川近文５線５号(Ⅰ-4-8-2151) 旭川市字近文５線５号

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 2.62ha 0.6064ha 急傾斜地の崩壊

避難所 末広小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －



資料編

資-82

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

71追分(4-2-224) 旭川市東旭川町豊田，米原，東桜岡

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 132.89ha - ha 地すべり

避難所 ぴあふる岩山

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

72追分⑵(4-5-227) 旭川市東旭川町豊田，東桜岡

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H29.3.28 第221号 43.2400ha - ha 地すべり

避難所 ぴあふる岩山

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

73雨紛中央沢(Ⅰ-41-0380) 旭川市神居町雨紛

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第115号 2.3542ha - ha 土石流

避難所 神居東中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

74二十一丁目沢(Ⅱ-41-0390) 旭川市神居５条２１丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第115号 2.8062ha - ha 土石流

避難所 神居東中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －



資料編

資-83

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

75富沢神社の沢川(Ⅲ-41-021) 旭川市神居町富沢

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第115号 3.7799ha - ha 土石流

避難所 富沢小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

76オンネナイ南沢川(Ⅲ-41-022) 旭川市神居町富岡

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第115号 3.5275ha - ha 土石流

避難所 富沢小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

77オンネナイ北沢川(Ⅲ-41-023) 旭川市神居町富岡

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第115号 3.2652ha - ha 土石流

避難所 富沢小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

78石北の沢川(Ⅲ-41-024) 旭川市神居町富岡

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 3.3210ha 0.0014ha 土石流

避難所 富沢小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －
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番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

79ヤジリの沢川(Ⅱ-41-0420) 旭川市神居町神居古潭

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 2.3092ha 0.1296ha 土石流

避難所 西神居会館

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

80神居一の沢川(Ⅱ-41-0430) 旭川市神居町神居古潭・西丘

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 8.8573ha 0.4860ha 土石流

避難所 旧神居古潭小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

81西丘の沢川(Ⅱ-41-0440) 旭川市神居町西丘

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 6.9028ha 0.4573ha 土石流

避難所 旧神居古潭小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

82豊里一の沢川(Ⅱ-41-0450) 旭川市神居町西丘・豊里

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 5.5618ha 1.2495ha 土石流

避難所 旧神居古潭小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －



資料編

資-85

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

83豊里二の沢川(Ⅱ-41-0460) 旭川市神居町豊里

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 11.7712ha 2.1673ha 土石流

避難所 旧神居古潭小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

84豊里三の沢川(Ⅱ-41-0480) 旭川市神居町豊里

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第115号 1.8558ha - ha 土石流

避難所 旧神居古潭小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

85豊里四の沢川(Ⅱ-41-0490) 旭川市神居町豊里

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第115号 4.2593ha - ha 土石流

避難所 旧神居古潭小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

86神豊小沢(Ⅲ-41-031) 旭川市神居町豊里

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第115号 4.2287ha - ha 土石流

避難所 旧神居古潭小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －
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資-86

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

87富岡小沢(Ⅱ-41-0410) 旭川市神居町富岡

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 2.5559ha 0.0326ha 土石流

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

88三角山沢(Ⅱ-41-0100) 旭川市東鷹栖９線22号

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第115号 3.7332ha - ha 土石流

避難所 東鷹栖公民館第三分館

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

89中央北沢川(Ⅲ-41-008) 旭川市江丹別町中央

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第115号 2.2484ha - ha 土石流

避難所 江丹別小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

90中央南沢川(Ⅲ-41-009) 旭川市江丹別町中央

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 1.8183ha 0.2945ha 土石流

避難所 江丹別小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －
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番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

91二十三号北沢川(Ⅲ-41-013) 旭川市東鷹栖９線23号

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第115号 2.1363ha - ha 土石流

避難所 東鷹栖公民館第三分館

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

92二十三号南沢川(Ⅲ-41-014) 旭川市東鷹栖９線23号

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第115号 1.9023ha - ha 土石流

避難所 東鷹栖公民館第三分館

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

93旭川神岡２(Ⅰ-4-3-2146) 旭川市神居町神岡

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 2.0255ha 0.9123ha 急傾斜地の崩壊

避難所 神居小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

94旭川富沢２(Ⅱ-4-17-1533) 旭川市神居町富沢

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 0.1394ha 0.0758ha 急傾斜地の崩壊

避難所 神居東中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －
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番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

95旭川富沢３(Ⅱ-4-18-1543) 旭川市神居町富沢

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 0.4694ha 0.1915ha 急傾斜地の崩壊

避難所 神居東中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

96旭川西神楽南14号(Ⅱ-4-23-1539) 旭川市西神楽南14号

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 0.4007ha 0.1299ha 急傾斜地の崩壊

避難所 西神楽中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

97旭川高砂台５丁目(Ⅱ-4-66-2382) 旭川市高砂台５丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 0.3699ha 0.1383ha 急傾斜地の崩壊

避難所 富沢小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

98旭川台場(Ⅲ-4-1-560) 旭川市神居町台場，台場東２丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 1.0416ha 0.4079ha 急傾斜地の崩壊

避難所 台場小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －
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番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

99旭川富沢１(Ⅲ-4-2-561) 旭川市高砂台６丁目，神居町台場，神居町富沢

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 2.4581ha 0.9819ha 急傾斜地の崩壊

避難所 富沢小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

100旭川神居古潭１(Ⅱ-4-1-1517) 旭川市神居町神居古潭

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 0.2931ha 0.1444ha 急傾斜地の崩壊

避難所 旧神居古潭小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

101旭川末広７条４丁目(Ⅱ-4-68-2384) 旭川市末広７条４丁目，末広８条３丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 0.8325ha 0.3418ha 急傾斜地の崩壊

避難所 末広小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

102旭川東鷹栖５線10号(Ⅲ-4-5-564) 旭川市末広６・７条12丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 0.1304ha 0.0521ha 急傾斜地の崩壊

避難所 末広北小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －
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番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

103旭川緑が丘１条４丁目２(Ⅲ-4-6-565) 旭川市緑が丘１条４丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 0.1120ha 0.0394ha 急傾斜地の崩壊

避難所 緑が丘中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

104旭川東山(Ⅱ-4-16-1532) 旭川市東山

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.2.13 第116号 0.0457ha 0.0132ha 急傾斜地の崩壊

避難所 近文第２小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

105旭川神楽岡１条５丁目(Ⅱ-4-21-1537-2) 旭川市神楽岡１条４・５丁目，旭神２・３条１丁目

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H30.5.1 第2980号 1.2188ha 0.4385ha 急傾斜地の崩壊

避難所 緑新小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

106旭川神居古潭３(Ⅰ-4-1-2144) 旭川市神居町神居古潭

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 R2.10.13 第634号 0.1342ha 0.0705ha 急傾斜地の崩壊

避難所 西神居会館

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －



資料編

資-91

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

107旭川瑞穂(Ⅲ-4-7-566) 旭川市東旭川町瑞穂

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 R2.10.13 第634号 0.4143ha 0.1667ha 急傾斜地の崩壊

避難所 旧旭川第１小学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

108南秋葉の沢川(Ⅲ-41-004) 旭川市江丹別町嵐山

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 H2.10.13 第633号 0.6328ha - ha 土石流

避難所 嵐山小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

109旭川共和(4-4-226) 旭川市江丹別町共和

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 R2.10.13 第633号 56.1028ha - ha 地すべり

避難所 嵐山小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

110近文(4-3-225) 旭川市東鷹栖７線２０号，２１号，東鷹栖８線２０

号，２１号，緑台

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 R2.10.13 第633号 33.0358ha - ha 地すべり

避難所 東鷹栖公民館第３分館

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －
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資-92

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

111豊里(<3>-4-204-204-0003) 旭川市神居町豊里，西丘

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 R2.10.13 第633号 111.2261ha - ha 地すべり

避難所 旧旭川神居古潭小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 －

番号 土砂災害警戒区域の箇所番号 所在地

112神居(4-49-473) 旭川市神居町神居古潭，西丘，豊里，深川市音江町

字更進，字内園

法に基づく指

定状況

指定機関 指定日 告示番号 面積(警戒) 面積(特別) 予想される原因

北海道 R3.11.10 第691号 828.7694ha - ha 地すべり

避難所 旧旭川神居古潭小・中学校

土砂災害に関する情報・予報・警報の

伝達方法

テレビ，ラジオ，広報車等

区域内の要配慮者利用施設 セルプ豊里
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２ 急傾斜地崩壊危険区域

（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく指定地）

区域名 法に基づく指定状況

旭川神岡３その１地区
指定機関 指定日 指定番号

北海道 H22.6.11 481号

区

域

標柱１号から標柱６号までを順次結

んだ線及び標柱１号と標柱６号とを

結んだ線によって囲まれた区域

標柱番号 字・地番

１

２

３

４

５

６

神居９条９丁目

神居町神岡

神居町神岡

神居町神岡

神居９条８丁目

神居９条９丁目

322 番 3

319 番

276 番 1

319 番

321番 3地先国有地

322 番 3

区域名 法に基づく指定状況

旭川神岡３その２地区
指定機関 指定日 指定番号

北海道 H22.6.11 481号

区

域

標柱１号から標柱１３号までを順次

結んだ線及び標柱１号と標柱１３号

を結んだ線によって囲まれた区域

標柱番号 字・地番

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

神居町神岡

神居町神岡

神居町神岡

神居町神岡

同

神居町神岡

神居町神岡

神居９条８丁目

神居９条７丁目

同

同

神居９条８丁目

同

319 番

276 番 1

274 番

269 番 1

同

269 番 10

270 番

321番3地先国有地

46番 6

45 番 10

同

47 番

同

区域名 法に基づく指定状況

旭川市神岡２
指定機関 指定日 指定番号

北海道 S53.5.27 1653号

区

域

標柱１号から５号までを順次結んだ

線及び標柱１号と５号を結んだ線に

よって囲まれた区域

標柱番号 字・地番

１，２

３

４，５

神居８条１１丁目

神居町神岡

神居町神岡

323

322 の 5

322 の 2



資料編

資-94

区域名 法に基づく指定状況

旭川旭神３条１丁目地区
指定機関 指定日 指定番号

北海道 H26.8.12 567号

区

域

標柱１号から標柱１６号までを順次

結んだ線及び標柱１号と標柱１６号

を結んだ線によって囲まれた区域

標柱番号 字・地番

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

旭神３条１丁目

同

同

神楽岡１条６丁目

同

神楽岡１条５丁目

同

旭神２条１丁目

旭神３条１丁目

同

同

同

同

同

同

同

2 番 4

2 番 9

2 番 27

1 番 1367

3 番 711

3 番 495

3 番 751

76番地4地先道路敷地

3 番 736

3 番 494

1 番 1398

1 番 1412

1 番 1382

1 番 1381

2 番 3

同

区域名 法に基づく指定状況

旭川神楽岡１条５丁目地区
指定機関 指定日 指定番号

北海道 R3.4.9 289号

区

域

標柱１号から標柱１３号までを順次

結んだ線及び標柱１号と標柱１３号

を結んだ線によって囲まれた区域

標柱番号 字・地番

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

旭神２条１丁目

神楽岡１条５丁目

同

同

同

同

同

旭神２条１丁目

同

同

同

同

同

76 番 4 地先河川敷地

3 番 751

3 番 870

3 番 741

3 番 877

3 番 760

3 番 844

3 番 517

3 番 517 地先河川敷地

3 番 516 地先河川敷地

3 番 515 地先河川敷地

3 番 493 地先河川敷地

3 番 519 地先河川敷地
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４－４ 災害危険箇所一覧

１ 地すべり危険箇所（平成19年12月26日調査結果）

２ 急傾斜地崩壊危険箇所（平成19年12月26日・平成30年12月17日調査結果）

番号
箇 所 名

（地区名）
場 所

危険区域

面積(ha)
備 考

Ａ 豊里 神居町豊里 5 地すべり法によりS52.2.21指定

1 近文 大字(東鷹栖7-8線21号) 24

2 旭川共和 大字江丹別(共和) 22

3 神居 大字西岡(神居町西丘) 675

4 鬼斗牛山 東鷹栖(緑台) 11

5 春日 江丹別町春日 5

6 豊里 神居町豊里 5

7 瑞穂 東旭川町瑞穂(96林班) 30

8 下瑞穂 東旭川町瑞穂(82林班) 15

番号
箇 所 名

（地区名）
場 所

危険区域面積

(ha)
備 考

1 神居古潭３ 神居町神居古潭

2 高砂台１丁目 高砂台１丁目

3 瑞穂 東旭川町瑞穂

4 前の山３ 江丹別町拓北 3

5 楠木の沢２ 江丹別町富原 1

6 富原団地３ 江丹別町富原 2

7 楠木の沢３ 江丹別町富原 1

8 ダムの沢１ 江丹別町富原 2

9 ダムの沢２ 江丹別町富原 2

10 横山の沢 江丹別町 1

11 和田の沢 江丹別町富原 1

12 前の山１ 江丹別町拓北 2

13 前の山２ 江丹別町拓北 5

14 楠木の沢 江丹別町富原 1

15 事業所の沢 江丹別町富原 1

16 西里団地 江丹別町西里 2

17 神社団地 江丹別町芳野 2

18 西田の沢 東鷹栖7線22号 1

19 水路の沢 東鷹栖6線21号 1

20 墓地の沢１ 江丹別町中園 1

21 墓地の沢２ 江丹別町中園 1

22 中園団地 江丹別町中園 1

23 開明団地 江丹別町中園 2

24 射撃場団地１ 江丹別町共和 1

25 射撃場団地２ 江丹別町共和 2
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番号
箇 所 名

（地区名）
場 所

危険区域面積

(ha)
備 考

26 睦の沢１ 江丹別町共和 1

27 睦の沢 江丹別町共和 1

28 共和団地 江丹別町共和 1

29 山下の沢 江丹別町共和 1

30 共和団地 江丹別町共和 1

31 古田の沢１ 江丹別町共和 1

32 古田の沢２ 江丹別町共和 1

33 嵐山団地１ 江丹別町嵐山 1

34 嵐山団地２ 江丹別町嵐山 1

35 近文台団地１ 近文 1

36 近文台団地２ 近文 1

37 三角山団地 東旭川町桜岡 1

38 射的の山団地 永山町16丁目 1

39 春日橋団地１ 江丹別町春日 1

40 春日橋団地２ 江丹別町春日 1

41 トンネル団地１ 江丹別町春日 1

42 トンネル団地２ 江丹別町春日 1

43 トンネル団地３ 江丹別町春日 1

44 伊納団地１ 江丹別町春日 2

45 伊納団地２ 江丹別町春日 1

46 台場団地１ 神居町台場 1

47 台場団地２ 神居町台場 1

48 大学団地 神居町忠和 1

49 大学団地２ 神居町忠和 1

50 忠和団地 神居町忠和 1

51 サンバレー団地 神居町富岡 2

52 鷹栖公園団地１ 春光７条(旧４区) 2

53 鷹栖公園団地２ 春光７条(旧４区) 1

54 旭山公園 東旭川町倉沼 2

55 第２伊納トンネル 江丹別町春日 3

56 公園１ 神楽岡 2

57 公園２ 神楽岡 3

58 大正橋 旭神町 2

59 サイクリングロード１ 江丹別町春日 3

60 サイクリングロード２ 江丹別町春日 1

61 サイクリングロード３ 江丹別町春日 2

62 上雨紛 神居町神華 4

63 小竹地先 神居町神華 3

64 広瀬地先 神居町神華 3

65 清水の沢 神居町神華 2

66 新開団地 西神楽 3

67 栄橋地先 西神楽 2

68 刑務所１ 西神楽 2

69 刑務所２ 西神楽 2

70 刑務所３ 西神楽 2

71 新開地先１ 西神楽 2
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３ 土石流危険渓流（平成 19 年 12 月 26 日・平成 30年 12 月 17 日調査結果）

番号
箇 所 名

（地区名）
場 所

危険区域面積

(ha)
備 考

72 新開地先２ 西神楽 2

73 小沢地先 千代ヶ岡 2

74 秋山地先 千代ヶ岡 2

75 遠藤地先 千代ヶ岡 3

76 木村地先 千代ヶ岡 3

77 山田地先 千代ヶ岡 2

78 スミ地先 千代ヶ岡 2

79 ２１世紀の森(民有) 瑞穂 1

80 ２１世紀の森(道有) 東旭川町瑞穂(85林班) 1

81 音の沢(道有) 東旭川町瑞穂(88林班) 1

82 右音の沢(道有) 東旭川町瑞穂(85林班) 1

83 ポンペーパン沢(道有) 東旭川町瑞穂(82林班) 1

84 万朶崖 江丹別町春日(304林班) 2 H30.12.17

85 博物館崖 江丹別町春日(304林班) 2 H30.12.17

86 こぶしの崖 江丹別町春日(305林班) 3 H30.12.17

87 金堀沢 江丹別町春日(312林班) 4 H30.12.17

88 夫婦崖 神居古潭(286林班) 1 H30.12.17

89 神居古潭入口崖 神居古潭(286林班) 1 H30.12.17

90 南山前崖 神居古潭(289林班) 1 H30.12.17

番号 場 所 河 川 名 渓 流 名 備 考

1 江丹別町春日 石狩川 伊納の沢川

2 西神楽２線30号 辺別川 美神沢

3 神居町神華 新開14号川 新開14号川右股川

4 江丹別町嵐山 江丹別川 半面西沢川

5 東鷹栖３線20号 ヨンカシュッペ川 刑務所の沢川

6 東鷹栖町 普通17号川 ４線の沢

7 東鷹栖町 普通17号川 刑務所の沢

8 東鷹栖町 普通19号川 西田の沢

9 江丹別町共和 江丹別川 共和の沢Ａ

10 江丹別町共和 江丹別川 共和の沢Ｂ

11 江丹別町共和 江丹別川 射撃場の沢

12 江丹別町西里 西里川 西里の沢

13 江丹別町清水 江丹別川 清水の沢

14 江丹別町嵐山 江丹別川 学校の沢

15 江丹別町嵐山 江丹別川 高橋の沢

16 江丹別町嵐山 江丹別川 柴下の沢

17 江丹別町春日 石狩川 小柴の沢

18 江丹別町春日 石狩川 商業の沢

19 江丹別町春日 石狩川 春日川Ａ

20 江丹別町春日 石狩川 春日川Ｂ
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番号 場 所 河 川 名 渓 流 名 備 考

21 江丹別町富原 富原ダム 富原の沢

22 神居町富沢 雨紛１号川 土田の沢

23 神居町富沢 伊野川 神音霊園の沢

24 神居町西丘 内大部川 福井の沢

25 神居町西丘 内大部川 林の沢

26 神居町西丘 内大部川 伊端の沢

27 神居町豊里 内大部川 無名川支流

28 神居町神岡 神居川 野村の沢

29 神居町神岡 神居川 神社の沢

30 神居町雨紛 雨紛１号川 橋本の沢

31 神居町雨紛 伊野川 伊野川支流

32 神楽町辺渓郎 横山川 秋山の沢

33 神楽町辺渓郎 辺別川 木村の沢

34 神楽町辺渓郎 就実川 福田の沢

35 神楽町辺渓郎 就実川 竹内の沢

36 神楽町辺渓郎 就実川 佐野の沢

37 神楽町辺渓郎 辺別川 前田の沢

38 東旭川町豊田 福島川 ダムの沢

39 千代ヶ岡 辺別川 寺林の沢

40 千代ヶ岡 辺別川 藤田の沢

41 千代ヶ岡 八千代川 寺林分家の沢

42 千代ヶ岡 辺別川 米山の沢

43 千代ヶ岡 辺別川 柏木の山

44 上雨紛 美瑛川 競馬場の沢

45 神華 ポン雨紛川 加藤の沢

46 東旭川町瑞穂(78林班) 福島川 菊田の沢

47 東旭川町瑞穂(79林班) ぺーパン川 松浦の沢

48 東旭川町瑞穂(79林班) ぺーパン川 瑞穂の沢

49 東旭川町瑞穂(94林班) ぺーパン川 ポンぺーパン沢

50 東旭川町瑞穂(82林班) ぺーパン川 ぺーパン第２支流

51 東旭川町瑞穂(85林班) ぺーパン川 音の沢

52 東旭川町瑞穂(90林班) ぺーパン川 ぺーパン第３支流

53 東旭川町瑞穂(79林班) ぺーパン川 オンコの沢

54 東旭川町瑞穂(93林班) ぺーパン川 大沢

55 東旭川町瑞穂(92林班) ぺーパン川 滝の沢

56 東旭川町瑞穂(91林班) ぺーパン川 ラリシマナイ沢

57 東旭川町瑞穂(85林班) ぺーパン川 右音の沢

58 東旭川町瑞穂(87林班) ぺーパン川 左音の沢

59 東旭川町瑞穂(94林班) ぺーパン川 94林班の沢

60 東旭川町瑞穂(87林班) ぺーパン川 左音の沢支流

61 東旭川町瑞穂(96林班) ぺーパン川 96林班の沢

62 江丹別(108林班) 鱒取川 アイドラシュナイ左沢 H30.12.17

63 下江丹別(109林班) 秋葉の沢川 オンウシュナイ沢 H30.12.17

64 上江丹別(117林班) ローベツ川 老別沢 H30.12.17

65 上江丹別(119林班) ローベツ川 ルオベツ沢 H30.12.17

66 江丹別町(124林班) ポンベツ川 奥の沢 H30.12.17

67 江丹別町(126林班) 西里川 雨の沢 H30.12.17
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番号 場 所 河 川 名 渓 流 名 備 考

68 江丹別町（133林班) 拓北支川 最上流沢 H30.12.17

69 江丹別町（134林班) 拓北支川 最上沢支流 H30.12.17

70 西神楽（227・228林班) オイチャンヌンペ川 オイチャン川 H30.12.17

71 西神楽（新開230林班) 新開15号川 新開沢 H30.12.17

72 神居町上雨紛(236～245林班) 雨紛川 雨紛川本流 H30.12.17

73 神居町雨紛(245～250林班) 石灰川 石灰沢 H30.12.17

74 伊の沢(253～255林班) 伊野川 伊の沢 H30.12.17

75 伊の沢(256林班) 伊野川 赤松沢左股 H30.12.17

76 伊の沢(257林班) 伊野川 赤松沢右股 H30.12.17

77 伊の沢(259～262林班) 伊野川支流 逆川 H30.12.17

78 伊の沢(263～264林班) 伊野川 東海沢 H30.12.17

79 神居町富岡(265林班) 伊野川 生娘沢 H30.12.17

80 神居町富岡(266林班) 伊野川 送電沢 H30.12.17

81 神居町春志内(267林班) 石狩川 恩根内 H30.12.17

82 神居町春志内(268～270林班) 神居第１川 西オンネナイ沢 H30.12.17

83 神居町春志内(271～272林班) 神居第２川 楽水沢 H30.12.17

84 神居町春志内(273～276林班) 神居第３線川 盤水沢 H30.12.17

85 神居町春志内(277～285林班) 神居第４線川 春志内川 H30.12.17

86 神居町春志内(287林班) 神居第５線川 夫婦沢 H30.12.17

87 神居古潭(288林班) 神居第６線川 砂金沢 H30.12.17

88 神居古潭(290林班) 石狩川 ニッケル沢 H30.12.17

89 西丘(292林班) 内大部川 永山沢 H30.12.17

90 西丘(292林班) 石狩川 西丘沢 H30.12.17

91 豊里(293～301林班) オロエン川 オロエン川 H30.12.17

92 豊里(301林班) オロチョン川 つつじ沢 H30.12.17

93 豊里(302林班) オロチョン川 時雨沢 H30.12.17

94 神居古潭(304林班) 石狩川 第１大川 H30.12.17

95 神居古潭(305～308林班) 江丹別第８線川 第３大川 H30.12.17

96 神居古潭(310林班) 石狩川 第３銀の沢 H30.12.17

97 神居古潭(310林班) 石狩川 第１銀の沢 H30.12.17

98 春日(311～312林班) 石狩川 金堀沢 H30.12.17
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４ 防災重点ため池

５ 雪崩危険箇所（平成 17年 1月現在）

番号 ため池名称 場 所 備 考

１ 東桜岡第１ダム 東旭川町東桜岡

２ 東桜岡第２ダム 東旭川町東桜岡

３ 下南部貯水池 東旭川町米原

４ 聖台ダム 上川郡美瑛町

番号 箇 所 名 場 所 備考（箇所番号）

１ 神岡１ 神居町神岡 １－８６１

２ 神岡２ 神居町神岡 １－８６２

３ 神岡３ 神居町神岡 １－８６３

４ 神岡４ 神居町神岡 １－８６４

５ 神岡５ 神居９条１丁目 １－８６５

６ 忠和 神居町忠和2 １－８６６

７ 神居古潭２ 神居町神居古潭 １－２３１７

８ 台場２条６丁目 台場２条６丁目 １－２３１８

９ 忠和９条４丁目 忠和９条４丁目 １－２３１９

10 忠和８条４丁目 忠和８条４丁目 １－２３２０

11 近文５線３号 字近文５線３号 １－２３２１

12 緑が丘１条４丁目 緑が丘１条４丁目 １－２３２２
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６ 市内一級河川（管理者別）

（１） 国土交通大臣

№ 河 川 名 市域延長 ㎞

1 石狩川 (イシカリガワ） 32.4

2 忠別川 (チュウベツガワ) 15.6

3 美瑛川 (ビエイガワ) 18.0

4 辺別川 (ベベツガワ) 9.7

5 牛朱別川 (ウシュベツガワ) 14.0

6 永山新川 (ナガヤマシンカワ) 5.7

7 オサラッペ川 (オサラッペガワ) 0.0

（２） 北海道知事

№ 河 川 名 指定区間 ㎞

1 内大部川 (ナイダイブガワ） 16.0

2 オロエン川 (オロエンガワ） 1.5

3 伊野川 (イノガワ) 12.6

4 神居川 (カムイガワ) 2.0

5 江丹別川 (エタンベツガワ) 23.5

6 秋葉の沢川 (アキバノサワガワ) 0.2

7 西里川 (ニシサトガワ) 6.4

8 拓北川 (タクホクガワ) 4.0

9 ヨンカシュッペ川 (ヨンカシュッペガワ) 6.3

10 ハイシュベツ川 (ハイシュベツガワ) 8.5

11 キムクシュハイシュベツ川 (キムクシュハイシュベツガワ) 1.9

12 ウッペツ川 (ウッペツガワ) 9.4

13 オホーツナイ川 (オホーツナイガワ) 2.1

14 南校川 (ナンコウガワ) 1.3

15 五号川 (ゴゴウガワ) 2.0

16 雨紛川 (ウブンガワ) 4.6

17 西八号川 (ニシハチゴウガワ) 3.6

18 十五号川 (ジュウゴゴウガワ) 1.1

19 辺別川 (べべツガワ） 5.0

20 千代ケ岡川 (チヨガオカガワ) 1.2

21 アイヌ川 (アイヌガワ) 6.1

22 東光川 (トウコウガワ) 2.1

23 栄川 (サカエガワ) 0.6

24 近文オホーツナイ川 (チカブミオホーツナイガワ) 0.6

25 基北川 (キホクガワ) 6.8

26 ポンウシベツ川 (ポンウシベツガワ) 5.4

27 ポンウシベツ川分水路 (ポンウシベツガワブンスイロ) 0.4

28 小股川 (コマタガワ) 4.3

29 永山二号川 (ナガヤマニゴウガワ) 1.8

30 永山３号川 (ナガヤマサンゴウカワ) 1.0

31 小股川分水路 (コマタガワブンスイロ) 0.3

32 難波田川 (ナンパタガワ) 2.1

33 愛宕新川 (アタゴシンカワ) 5.1

34 難波田川分水路 (ナンバタガワブンスイロ) 0.4

35 ペーパン川 (ペーパンガワ) 22.4

36 倉沼川 (クラヌマガワ) 20.0

37 ペーパン第二支川 (ペーパンダイニシセン) 0.5

38 ペーパン第三支川 (ペーパンダイサンシセン) 0.3

39 神水川 (ジンスイガワ) 1.0

40 近文内川 (チカブンナイガワ) 3.8

41 桜川 (サクラガワ) 1.5
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４－５ 災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧

１ 浸水想定区域内の要配慮者利用施設

（※オサラッペ川，当麻川，比布川には，該当施設なし）

(1) 西地区

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

旭川ケアセンターそ

よ風

3条西 5丁目 1番 18

号

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホームハッ

ピーヴィラ しんまち

6 条西 1丁目 1 番 2

号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム 結心

6条西3丁目1485番

地の 219

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム さくらんぼ西

6条西 8丁目 1番 10

号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム 結心 7条

7条西 4丁目 2番 21

号

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ムもうひとつの家族

7条西 7丁目 1 番 7

号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホームあけ

ぼの

亀吉 1条 1丁目 2番

1 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム ここ

ろ

亀吉 2条 2丁目 3番

5 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

メディケアホームあけ

ぼの

亀吉 3条 1丁目 1番

6 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホームあけ

ぼのⅥ

亀吉 3条 1丁目 1番

12 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

メディケアホームあけ

ぼのⅢ

亀吉 3条 1丁目 1番

10 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム あ

けぼのⅡ

曙 2条 6 丁目 1 番 1

号

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

メディケアホーム曙 2

条 5丁目

曙2条 5丁目2番 15

号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム あ

けぼのⅣ

曙3条 6丁目1番 14

号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

障害児・

者施設

旭川就労継続支援 B

型事業所あーる

1条通5丁目77番地 ① ② ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ワークサポート ぽけ

っと

2 条通 3丁目 260 番

地の 2

③ ① ② 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

第２サポートハウスも

も

3条通4丁目1003番

地の 2

― ― ― ○ 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

デイサービス めぐ

み

亀吉 2条 2丁目 3番

5 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

オアシス２・７ 曙 1条 7丁目2番 23

号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム心彩 曙 3条 4 丁目 1 番 6

号

― ― ― ○ 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ジョイントライフぽけ

っと

５条西１丁目１番３号 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

花笑みる ５条通５丁目１６９０

番地の１

〇 福祉保険

部（障害）

高齢者施

設

喜族の架け橋 宮下通11丁目3番1

号

① ② ③ 〇 〇 〇 建築部

高齢者施

設

エバーグリーン宮下 宮下通5丁目2番11

号

① ② ③ 〇 建築部

高齢者施

設

サービス付き高齢者

向け住宅 夢みらい

曙北 2条 5丁目 1番

2 号

① ② ③ 〇 〇 〇 建築部

保育所 旭川頌栄保育園 2条西 3丁目 1 番 6

号

① ② ③ 〇 〇 〇 子育て支

援部

認定こど

も園

幼保連携型認定こど

も園 旭川隣保会第

一こども園

6 条通 3丁目左 3号 ① ② ③ 〇 〇 〇 子育て支

援部

保育所 風の子保育園 7条西 1丁目 1 番 3

号

① ② ③ 〇 〇 〇 子育て支

援部

認定こど

も園

幼稚園型認定こども

園 旭川別院附属

大谷さくら幼稚園

宮下通 2丁目 1463

番地

① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 旭川赤十字保育園 曙 1条 1 丁目 ① ② ③ 〇 〇 子育て支

援部



資料編

資-104

(2) 中央地区

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

小学校 新町小学校 4条西 3丁目 ― ― ― 〇 〇 〇 学校教育

部

小学校 青雲小学校 曙 1条 2 丁目 ― ― ― 〇 〇 学校教育

部

高齢者施

設

老人保健施設 さくら

館

4 条西 4丁目 2 番 1

号

① ② ③ 〇 〇 〇 保健所

病院 医療法人社団慶友

会 吉田病院

4条西 4丁目 1 番 2

号

① ② ③ 〇 〇 〇 保健所

病院 旭川赤十字病院 曙 1条 1 丁目 1 番 1

号

① ② ③ 〇 〇 保健所

病院 医療法人順真会 メ

イプル病院

曙1条 8丁目2番 29

号

① ② ③ 〇 〇 〇 保健所

診療所 医療法人社団腎愛

会 だてクリニック

曙 1条 5 丁目 1 番 2

号

① ② ③ 〇 〇 〇 保健所

高等支援

学校

北海道旭川高等支

援学校

5条西 5丁目 ― ― ― 〇 〇 〇 -

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

グループホーム 陽

（ひざし）

9条通8丁目2486番

地の 25

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

９条ひだまり 9 条通 10 丁目 2191

番地

① ② 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

障害児・

者施設

希望の杜の会 就労

継続支援 B型事業

所 なつみかん

10条通9丁目975番

地の 82 ダイアナ常

盤ヒルズ

① ② 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ぱすてるオレンジ 1 条通 2丁目右 8号 ③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム あ

いる

6条通6丁目28番地

の 3

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（障害）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

障害児・

者施設

株式会社 HSS B型

事業所

7条通7丁目33番地

の 15

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ひだまり 7条通8丁目38番地

の 4

② ① ③ 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ピーシーズ 8条通8丁目41番地

の 9

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム 結 中常盤町3丁目1977

番地の 127

① ② 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

就労継続支援Ｂ型事

業所 Ｆ

宮下通７丁目３８９７

番地の１旭川駅前ビ

ル５階

〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ぎるどアース ８条通８丁目４１番地

の８ＥＣＯＥＡＲＴＨ

ＢＬＤ． ２Ｆ

〇 福祉保険

部（障害）

認定こど

も園

認定こども園わんぱ

く保育園北彩都園

宮下通 11 丁目 ― ― ― 〇 子育て支

援部

保育所 ホテルルートイン

Grand 旭川駅前

宮下通8丁目1962-1 ① ② 〇 子育て支

援部

小学校 日章小学校 6条通 5丁目 ― ― ― 〇 〇 学校教育

部

病院 医療法人社団功和

会 佐久間病院

5条通 7丁目左 7号 ① ② ③ 〇 保健所

病院 医療法人社団弘和

会 森産科婦人科病

院

7条通 7丁目左 2号 ① ② ③ 〇 〇 保健所

病院 医療法人社団心優

会 沼崎病院

8条通8丁目43番地 ① ② ③ 〇 〇 保健所

病院 医療法人 仁友会

北彩都病院

宮下通 9丁目 2 番 1

号

― ― ― ○ 保健所
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(3) 大成地区

(4) 東地区

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

有料老人ホーム自由

未来

10条通15丁目24番

地

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム シルバーハウス

テンダネス

10条通15丁目24番

地の 205

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

ケアホーム介援隊 7条通 16 丁目 77 番

地 25

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム プ

ランタンⅤ

9 条通 15 丁目 24 番

地

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム プ

ランタンⅢ

9 条通 16 丁目 24 番

地

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

障害児・

者施設

ケアホーム介援隊Ⅱ ７条通１６丁目７７番

地の２８

〇 福祉保険

部（障害）

中学校 中央中学校 10 条通 11 丁目 ― ― ― 〇 〇 学校教育

部

小学校 知新小学校 8条通 13 丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部

病院 社会医療法人 元生

会 森山病院

宮前 2条 1丁目 1番

6 号

① ② ③ 〇 保健所

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

リビングケア・シーズ

ン憩

11条通20丁目１番６

号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム共済

11 条通 21 丁目 1番

地の 7

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

旭光園 7条通 17 丁目 83 番

地の 12

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム ナーシングリビン

グ ゆあん

7条通19丁目120番

地の 42

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム ナーシングリビン

グ エイム

7条通19丁目120番

地の 47

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホームそよ

かぜ

旭神 2条 3丁目 1番

5 号

① ② 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グッドケア・旭神 旭神 2条 4 丁目 10

番 4号

① ② 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム ひ

なた

旭神 2条 1丁目 1番

4 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム 太

陽と緑

旭神町 19 番地の 36 ① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

ケアハウス リバー

サイド

旭神町 22 番地 ① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム 令花

豊岡 12 条 1丁目 4

番 14 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

障害児・

者施設

音の森あさひかわ 10 条通 20 丁目 3番

地の 9

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

就労継続支援事業

所きずな 2

7 条通 18 丁目 92 番

地の 2

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

タンブリングセカンド 8 条通 17 丁目 85 番

地の 7

① ② ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

多機能型事業所きず

な

8 条通 18 丁目 93 番

地の 34

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

バリアフリー 8 条通 18 丁目 93 番

地の 8

① 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

就労継続支援Ｂ型事

業所 POKKAPOKA

旭神 2条 3丁目 6番

25 号

― ― ― 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

障害者多機能型施

設カルミア

南 5条通 22 丁目

1975 番地 326

― ― ― 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

Ｎ－ＢＡＳＥ 豊岡 12 条 2丁目 3

番 19 号２階

― ― ― ○ 福祉保険

部（障害）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

障害児・

者施設

げんきファクトリー 豊岡 12 条 2丁目 3

番 19 号１階

③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

げんきファクトリー

NEO

豊岡 13 条 5丁目 ③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

児童発達支援・放課

後等デイサービス

あっきーず

１０条通１７丁目２４

番地の４９７

〇 福祉保険

部（障害）

保育所 旭川十条病院 アイ

ケー保育園

9条通 21 丁目 ① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 みどり保育園 旭神 2条 2丁目 5番

32 号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 旭川あゆみ幼稚園

附属保育園

旭神町 22 番地の 71 ① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 小規模保育室あゆ

み

旭神町 22 番地の 54 ① ② ③ 〇 子育て支

援部

幼稚園 旭川あゆみ幼稚園 旭神町 22 番地の 65 ① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 うれしぱ保育園宮下 宮下通 19 丁目 1110

番地

① ② 〇 子育て支

援部

保育所 旭川啓明保育園 南 6条通 24 丁目

1976 番地

① ② ③ 〇 子育て支

援部

病院 旭川脳神経外科循

環器内科病院

10 条通 21 丁目 2番

地の 11

① ② ③ 〇 保健所

病院 旭川十条病院 9条通21丁目2番地

の 8

① ② 〇 保健所

診療所 医療法人社団 みど

り野クリニック

旭神 2条 5丁目 8番

9 号

① ② 〇 保健所

高齢者施

設

介護老人保健施設

フェニックス

豊岡 13 条 1丁目 1

番 17 号

① ② ③ 〇 保健所



資料編

資-109

(5) 新旭川地区

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ムすみれ

新富 2条 1丁目 2番

10 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム スローライフ

新富 2条 2丁目 1番

16 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム スローライフⅡ

新富 2条 2丁目 1番

17 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

新富宏生苑ショート

ステイ

新富 3 条 1 丁目 506

番地の 13

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

地域密着型特別養

護老人ホーム 新富

宏生苑

新富 3条 1 丁目 506

番地の 13

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム ポルテ大雪

大雪通 5丁目 495 番

地の 4

① ② 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウス リ

ポーゾⅦ

東 3条 1 丁目 2 番 1

号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

東４条の金さん銀さ

ん２号館

東4条 8丁目2番 12

号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

東４条の金さん銀さ

ん１号館

東4条 8丁目2番 15

号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム 殿 東 6条 10 丁目 1 番

22 号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

新旭川の金さん銀さ

ん

東6条 4丁目2番 14

号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

東６条の金さん銀さ

ん

東 6条 6 丁目 1 番 3

号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム ぐるーぷりびんぐ

ゆかる

東6条 8丁目1番 13

号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム オ

アシス東７条

東7条 10丁目2番1

号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム みつばちの郷

東8条 5丁目1番 14

号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

障害児・

者施設

就労継続支援事業

所ハーモニー

新富 2条 1丁目 2番

13 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

タンブリング 新富 2条 2丁目 9番

2 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

就労支援事業所フィ

オーレ旭川

東 1条 1 丁目 1 番 2

号

② ① ③ 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

多機能型事業所ファ

ブリカ

東 3条 1 丁目 2 番 8

号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

障がい者相談支援セ

ンターあしすと

東 3条 1 丁目 2 番 5

号

― ― ― ○ ○ 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

スマイルプラネット 東6条 2丁目1番 14

号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ツクイ旭川東 東6条 2丁目2番 11

号

― ― ― ○ ○ 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム ひ

びき

東8条 1丁目2番 19

号

① ② 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ショートステイ

Collage

東 8条 2丁目3番 11

号

― ― ― ○ 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

希望の杜の会 就労

移行支援事業所 な

つみかん

東8条 3丁目1番 20

号 旭川地方たばこ

会館

① ② ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

株式会社あおい

SORA ジョブタス旭

川６条通事業所

パルプ町１条 2丁目

505 番地の 2

③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

共同生活援助

Collage

東８条２丁目３番１１

号

〇 福祉保険

部（障害）

高齢者施

設

ブルーテラス大雪 大雪通 7丁目 506 番

地の 16

① ② ③ 〇 建築部

保育所 さらな保育園 金星町 1丁目 3 番 5

号

① ② ③ 〇 〇 子育て支

援部

保育所 市立旭川病院 たけ

のこ保育園

金星町 1丁目 ① ② ③ 〇 〇 子育て支

援部

幼稚園 みどり幼稚園 金星町 1丁目 3 番 5

号

① ② ③ 〇 〇 子育て支

援部
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

放課後児

童クラブ

新富第二放課後児

童クラブ

新富 1条 3丁目 9番

15 号

― ― ― 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

新富第三放課後児

童クラブ

新富 2条 1丁目 4番

15 号

― ― ― 〇 子育て支

援部

保育所 旭川市立新旭川保

育所

大雪通 7丁目 ① ② ③ 〇 〇 子育て支

援部

保育所 キララ保育園 東 1条 3 丁目 3 番 9

号

① ② ③ 〇 〇 子育て支

援部

認定こど

も園

認定こども園新富保

育園

東5条 11丁目1番1

号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

東五条第二放課後

児童クラブ

東 5条 6 丁目 1 番 8

号タケダビル 1-C

― ― ― 〇 〇 子育て支

援部

保育所 東六条保育園 東6条 6丁目4番 15

号

① ② ③ 〇 〇 子育て支

援部

保育所 北星おおぞら認定こ

ども園分園げんき!

東 6条 6丁目2番 17

号

① ② ③ 〇 〇 子育て支

援部

小学校 正和小学校 大雪通 8丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部

小学校 新富小学校 新富 2条 2 丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部

小学校 東五条小学校 東 5条 5 丁目 ― ― ― 〇 〇 学校教育

部

中学校 明星中学校 東 5条 1 丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部

病院 市立旭川病院 金星町1丁目1番65

号

① ② ③ 〇 〇 保健所
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(6) 北星地区

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

軽度者専用住宅型

有料老人ホーム 樹

Ⅱ

旭町1条13丁目688

番地の 22

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム ぐっちょんぱⅠ

旭町 1条 19 丁目

2156 番地

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム ぐっちょんぱⅡ

旭町 1条 19 丁目

2173 番地

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

小規模多機能型居

宅介護事業所 あさ

ひまち

旭町 2条 9 丁目 25

番地の 178

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ムあさひまち

旭町 2条 9 丁目 25

番地の 178

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

けあらいふ花咲館 花咲町 7丁目 2407

番地の 17

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホームひま

わり

錦町 18丁目 2150 番

地

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム め

ぐみ

錦町 19丁目 2166 番

地の 149

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

小規模多機能型居

宅介護事業所 すま

いる

錦町 17丁目 2660 番

地の 1

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

ケアハウス ふれあ

い

錦町 19丁目 2150 番

地

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム あ

りがとう錦町

錦町 16丁目 2965 番

地の 29

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム アマデウス

錦町 19丁目 2166 番

地の 287

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウス 桧

の木

錦町 19丁目 2166 番

地の 234

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

ラ・ナシカあさひかわ 近文町 17 丁目 2784

番地

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウス 向

日葵

近文町 24 丁目 1178

番地の 28

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

短期入所生活介護

事業所 エテルナ

近文町 13 丁目 2916

番地 2

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

特別養護老人ホーム

エテルナ

近文町 13 丁目 2916

番地 2

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム 愛

あい

川端町 2条 5丁目 2

番 3号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム あ

い

川端町 4条 8丁目 2

番 18 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

新橋の金さん銀さん 川端町 4条 5丁目 1

番 22 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウス光 川端町 4条 6丁目 3

番 14 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

短期入所生活介護

事業所ヴィラ・プラタ

ナス

大町1条18丁目134

番地の 6

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

地域密着型特別養

護老人ホーム ヴィ

ラ・プラタナス

大町1条18丁目134

番地の 6

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム お

おまち

大町 1条 3 丁目 14

番地の 7 号 オーク

ビル 2 階

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

大町の金さん銀さん 大町 1条 9 丁目 181

番地の 95

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム樹

大町1条15丁目231

番地の 165

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

こんにちは金さん銀

さん

大町 2条 12 丁目 66

番地

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム つ

ながり

北門町 9丁目 2644

番地の 36

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム な

なかまど

緑町 19丁目 2656 番

地の 1

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

多機能ケアセンター

さざなみ緑町館

緑町 20丁目 2164 番

地の 66

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム アラン

緑町 12丁目 3860 番

地の 2

① ② 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

ぐるーぷはうす共済 緑町 15丁目 3029 番

地の 4

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム グ

ループハウス美々

緑町 16丁目 2898 番

地の 14

① ② 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウス 月

のあかり

緑町 16丁目 2898 番

地の 24

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

健康型有料老人ホー

ム きょうさい 緑町

緑町 16丁目 3007 番

地の 9

① 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム クローバーライフ

緑町 18丁目 3037 番

地の 6

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウス 結 緑町 18丁目 3037 番

地の 5

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム 来夢館Ⅲ

緑町 18丁目 3037 番

地の 16

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム 来夢館

緑町 19丁目 2811 番

地

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム フ

ァミリーハウス漣緑

町

緑町 20丁目 2164 番

地の 66

① ② 〇 福祉保険

部（長寿）

障害児・

者施設

わおんグループホー

ム旭川

旭町1条5丁目2593

番地の 82

― ― ― ○ 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム太陽

の光

旭町 1条 11 丁目

2205 番地の 11

― ― ― ○ 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

共同生活援助事業

所なないろ

川端町 5条 8丁目 3

番 13 号

― ― ― ○ 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

放課後等デイサービ

ス事業所ともに

錦町 17丁目 2660 番

地 16

― ― ― ○ 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

げんきファクトリー旭

町

旭町 1条 9 丁目 841

番 70

③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

フィオーレ旭町 旭町 1条 13 丁目

2146 番地の 58

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

障害児・

者施設

グループホームあか

しあ旭町

旭町 2条 11 丁目 98

番地の 94

① ② ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

キャリアエスコート 旭町 2 条 7 丁目 12

番地の 77

③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

就労支援事業所む

つみ・共同生活援助

事業所むつみ

旭町 2条 8 丁目 25

番地の42マイネビル

1F

― ― ― ○ 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

旭川福祉園 花咲町 1丁目 2232

番地

③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

第二旭川福祉園 花咲町 1丁目 2232

番地

③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム花咲 花咲町 4丁目 2272

番地の 9

③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム 絆 錦町 12丁目 2999 番

地の 5

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ケアホームトムテ 錦町 20丁目 2166 番

地の 135

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホームみる

きぃ

近文町 25 丁目 999

番地の 131

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

就労継続支援センタ

ー きらら

大町 2条 1丁目 5番

地の 103

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

生活介護 Collage 大町 2条 1丁目 6番

地の 13

① ② ③ ○ 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

医療法人社団志恩

会 第一志恩寮

大町 2条 15 丁目 92

番地の 114

① ② ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

サポートハウスみの

る

大町2条17丁目234

番地の 38

③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

はなまるホーム 北門町 15 丁目 2159

番地の 11

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

げんきファクトリー錦

町

錦町１２丁目２９５９

番地の２２

〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

共同生活援助グル

ープホームここる

大町１条１３丁目２３

１－４４

〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

就労継続支援Ｂ型事業

所エンターテインメント

アカデミーでじるみ旭川

旭町１条５丁目８４１

番地の２１１階

〇 福祉保険

部（障害）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

障害児・

者施設

就労継続支援Ｂ型事

業所でこぼこＷ

旭町２条８丁目２５番

地の４０

〇 福祉保険

部（障害）

高齢者施

設

スコーレ大町 大町3条4丁目3639

番地の 3

① ② ③ 〇 建築部

放課後児

童クラブ

近文第二放課後児

童クラブ

錦町 15丁目 2980 番

地の 23

― ― ― 〇 子育て支

援部

幼稚園 さくらおか幼稚園 旭町 1条 16 丁目 ① ② ③ 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

大有放課後児童クラ

ブ

旭町 1条 6丁目大有

小学校敷地内

― ― ― ○ 子育て支

援部

認定こど

も園

北星おおぞら認定こ

ども園

旭町 2条 6 丁目 ① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 旭川医療センターど

んぐり保育園

花咲町 7丁目 ① ② ③ 〇 子育て支

援部

幼稚園 旭川藤幼稚園 花咲町 6丁目 ① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 ジョイフルキッズプリ

スクール

川端町 1条 4丁目 ① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 らんけい保育園 川端町 3条 4丁目 1

番 6号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 さぽーとナビ保育園 川端町 4条 6丁目 2

番 7号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 みずほ通り保育園 大町 1条 3 丁目 14

番地の 7

① ② ③ 〇 子育て支

援部

幼稚園 旭川みその幼稚園 大町 1条 5 丁目 14

番地の 114

① ② ③ 〇 子育て支

援部

幼稚園 旭川天使幼稚園 大町 1条 10 丁目 ① ② ③ 〇 子育て支

援部

認定こど

も園

大町のぞみこども園 大町 2条 12 丁目 66

番地の 21

① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 わかば保育園 北門町 9丁目 ① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 旭川隣保会乳児保

育所

本町 2丁目 473番地

の 80

① ② ③ 〇 子育て支

援部
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

保育所 旭川市立近文保育

所

緑町 16 丁目 ① ② ③ 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

近文放課後児童クラ

ブ

緑町 17 丁目近文小

学校隣接

― ― ― 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

近文第三放課後児

童クラブ

緑町 14丁目 3026 番

地の 2

― ― ― 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

北光第二放課後児

童クラブ

北門町 16 丁目

2159-5

〇 子育て支

援部

小学校 大有小学校 旭町 1条 6 丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部

小学校 北光小学校 旭町 1条 16 丁目 ― ― ― ○ 学校教育

部

中学校 北門中学校 錦町 15 丁目 ― ― ― ○ 学校教育

部

小学校 大町小学校 大町 1条 1 丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部

小学校 近文小学校 緑町 17 丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部

病院 医療法人清陵会 藤

井病院

旭町 1条 3 丁目 841

番地の 138

① ② ③ 〇 保健所

病院 社会医療法人元生

会 森山メモリアル

病院

旭町 2条 1 丁目 31

番地

① ② ③ 〇 保健所

病院 独立行政法人国立

病院機構 旭川医療

センター

花咲町 7丁目 4048

番地

① ② ③ 〇 保健所

高齢者施

設

旭川老人保健施設

ふれあい

錦町 18丁目 2150 番

地の 4

① ② ③ 〇 保健所

診療所 医療法人社団 にし

きまち通りクリニック

錦町 16丁目 2661 番

8

① ② ③ 〇 保健所

病院 医療法人社団志恩

会 相川記念病院

大町 2条 14 丁目 92

番地の 20

① ② ③ 〇 保健所

診療所 医療法人社団 真口

内科小児科医院

緑町 17丁目 2148 番

地 48

① ② ③ 〇 保健所

盲学校 北海道旭川盲学校 旭町 2条 15 丁目 ― ― ― ○ -
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(7) 春光地区

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

有料老人ホーム ハ

ート末広

末広 2条 1丁目 3番

4 号

― ― ― ○ 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム こぶし

春光 2条 9丁目 3番

2 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

春光の金さん銀さん 春光 3条 7丁目 7番

20 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム エレナ

春光 3条 9丁目 1番

8 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホームあじ

さい

春光 4条 9丁目 6番

12 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム春光 春光 5条 6丁目 5番

20 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

介護付有料老人ホー

ム貴

春光 5条 7 丁目 11

番 16 号

① ② 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム ア

ミューズ春光

春光 5条 1丁目 5番

17 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

看護小規模多機能

型ホーム アミューズ

旭岡

春光 6条 1丁目 6番

3 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム えがお

末広 1条 3丁目 3番

21 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

パールハウス２号舘 末広 3条 3丁目 2番

20 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホームすえ

ひろ

末広 5条 2丁目 4番

1 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

介護付有料老人ホー

ムすえひろ

末広 5条 2丁目 3番

1 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

ふれあいの里 グル

ープホーム まごころ

の贈り物

末広東 1条 3丁目 2

番 27 号ケアサポート

末広 2F・3F

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

介護付有料老人ホー

ム マーズガーデン

末広東 2条 2丁目

1-1

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム きなり

末広 1 条 13 丁目 2

番 10 号

〇 福祉保険

部（長寿）

障害児・

者施設

あかしあ障害者総合

相談支援センター

住吉 4条 1丁目 5番

26 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ぷかぷか 住吉 6条 1 丁目 11

番 15 号

③ ② ① 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

旭川市愛育センター 春光 2条 7丁目 2番

41 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

しらかば 春光 3条 6丁目 1番

8 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

じゃんぷ春光 春光 4条 4丁目 4番

20 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

春光のぷかぷか 春光 5条 8 丁目

7-958 ビル 1 階

③ ② ① 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム 春 春光 5条 9丁目 2番

31 号

③ ② ① 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

重度障がい児支援

花色

春光 6条 4丁目 3番

5 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム 光 春光 6条 5丁目 7番

3 号

③ ② ① 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ワークハウスひまわ

り

末広 1条 1丁目 5番

14 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホームつば

さ

末広 1条 1丁目 7番

12 号

① 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム うぃ

ず

末広 1条 1丁目 3番

29 号

② ① 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム ひ

まわり

末広 1条 2丁目 2番

32 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム ひ

まわりⅡ

末広 1条 2丁目 2番

31 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

生活介護ひまわり 末広 1条 1丁目 3番

20 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（障害）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

障害児・

者施設

フィオーレ末広 末広 1条 2丁目 1番

28 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

創房みなみな 末広 2条 3丁目 1番

18 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

フレディ 末広 4条 1丁目 2番

18 号

③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

就労継続支援 B型

事業所じょぶぷれい

す桜

末広 5条 1丁目 2番

8 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホームしお

ん

末広東 2条 2丁目 4

番 6号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

上川更生ハイム末広

デイセンター

末広東 3条 3丁目 2

番 24 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

さぽーと navi 末広デ

イサービス

末広東 3条 3丁目 3

番 12 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

さぽーとnavi こどもセ

ンター

末広東 3条 3丁目 2

番 18 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

高齢者施

設

シルバーハイツ春光 春光 5条 6丁目 5番

20 号

① ② ③ 〇 建築部

保育所 はちみつ保育園 末広 3条 1 丁目 ― ― ― 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

春光放課後児童クラ

ブ

末広東 1条 1丁目 6

番 37 号

― ― ― 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

春光第二放課後児

童クラブ

末広東 1条 1丁目 6

番 37 号

― ― ― 〇 子育て支

援部

認定こど

も園

鉄道弘済会旭川認

定こども園

春光 2条 8丁目 1番

3 号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 ほのぼの保育園 春光 3条 7丁目 7番

45 号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

認定こど

も園

保育所型認定こども

園 旭川隣保会第三

こども園

春光 4条 4丁目 2番

24 号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 こぐま保育園 春光 5条 8 丁目 ① ② ③ 〇 子育て支

援部
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

幼稚園 北海道教育大学附

属旭川幼稚園

春光 5条 2丁目 1番

1 号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

幼稚園 めいほう幼稚園 春光 6条 6丁目 4番

33 号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

認定こど

も園

保育所型認定こども

園旭川蘭契こども園

末広 1条 2丁目 2番

21 号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

幼稚園 あすなろ幼稚園 末広 3条 3 丁目

44239

① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 こうさぎ保育園 末広 5条 3丁目 8番

9 号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

小学校 向陵小学校 住吉 5条 1 丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部

中学校 北星中学校 住吉 5条 1 丁目 ― ― ― ○ 学校教育

部

中学校 啓北中学校 春光 2条 7 丁目 ― ― ― ○ 学校教育

部

小学校 北鎮小学校 春光 6条 6 丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部

小学校 春光小学校 末広 1条 1 丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部

中学校 六合中学校 末広 3条 2 丁目 ― ― ― ○ 学校教育

部

診療所 医療法人社団博彰

会 並木通りクリニッ

ク

春光 3条 7丁目 7番

1 号

① ② 〇 保健所

病院 医療法人社団博彰

会 佐野病院

末広 3条 3丁目 1番

15 号

① ② ③ 〇 保健所

診療所 上村産科婦人科医

院

末広東 1条 3丁目 1

番 5号

① ② ③ 〇 保健所

診療所 医療法人社団真佑

会 旭川消化器肛門

クリニック

末広東 1条 3丁目 1

番 6号

① ② 〇 保健所

聾学校 北海道旭川聾学校 住吉 5条 2丁目 8番

20 号

― ― ― ○ -

小学校 北海道教育大学附

属旭川小学校

春光 4条 1 丁目 ― ― ― ○ -
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(8) 神居地区

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

中学校 北海道教育大学附

属旭川中学校

春光 4条 2 丁目 ― ― ― ○ -

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム みんなの丘

忠和 6条 8 丁目 14

番 211

― ― ― ○ 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム フ

ァミリーハウス漣

神居 2条 11 丁目 3

番 8号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム もなか

神居 2条 17 丁目 1

番 15 号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム太雅 神居 3条 4丁目 2番

15 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ムえんじゅ

神居 3 条 21 丁目 60

番地の 1

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループリビング癒

神居

神居 3条 8丁目 2番

1 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム夕焼

け小やけ Kamui

神居 4 条 12 丁目 2

番 19 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

介護付有料老人ホー

ム カムイ

神居 6条 12 丁目 1

番 15 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウス 家

族だんらん神居

神居 7条 8丁目 2番

9 号

① ② 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウス 家

族いっしょ神居

神居 7条 8丁目 2番

6 号

① ② 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム いこいの里旭川

台場 1条 5丁目 2番

6 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム 忠

和

忠和 1条 4丁目 3番

21 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）



資料編

資-123

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

有料老人ホーム忠和 忠和 1条 4丁目 3番

21 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム家族えんまん忠和

忠和 2条 6丁目 1番

7 号

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム わらく

忠和 2条 6丁目 1番

5 号

① ② 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム きらく

忠和 2 条 6 丁目 331

番地の 1

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

ケアハウス忠和 忠和 3条 7丁目 2番

12 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム夕焼

け小やけ

忠和 3条 6丁目 3番

17 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

特別養護老人ホーム

旭川ねむのきの華

忠和 4条 2 丁目 10

番 23 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

短期入所生活介護

事業所 旭川ねむの

きの華

忠和 4条 2 丁目 10

番 23 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム 凛

忠和 4条 1丁目 1番

23 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム ロイヤルライフほ

のぼの

忠和 4条 6丁目 3番

22 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

ウェルフェアホーム

５．１下宿

忠和 5条 1丁目 6番

4 号

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホームあけ

ぼのⅤ

忠和 5条 6 丁目 17

番 8号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

高齢者グループホー

ム はる

忠和 6条 1丁目 4番

20 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム あ

けぼのⅢ

忠和 6条 6丁目 2番

24 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウス ラ

イフ・イン

忠和 6条 2丁目 1番

8 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム ライフ・イン

忠和 6条 2丁目 1番

9 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）



資料編

資-124

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

グループハウス は

る

忠和 6条 5丁目 1番

21 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

メディケアホーム ち

ゅうわⅡ

忠和 6条 6丁目 2番

1 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム ぽ

っかぽかⅠ

忠和 6条 6丁目 3番

5 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム みんなの丘

忠和 6条 8 丁目 14

番 211

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

メディケアホーム忠

和 6条

忠和 6条 8丁目 1番

47 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム ぶ

どうの木

忠和 7条 3丁目 4番

31 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム ぽ

っかぽかⅡ

忠和 7条 7丁目 3番

22 号

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム ぽ

っかぽかⅢ

忠和 7条 7丁目 3番

20 号

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム太雅

東館

神居 3条 18 丁目 3

番 8号

〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

すこやかホームはる

風

神居 2条 15 丁目

1-16

〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

ナーシングマルチケ

ア はる風

忠和 3条 7丁目 3番

17 号

〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム ナーシングリビン

グピリカ

神居 1条 4丁目 2番

6 号

〇 福祉保険

部（長寿）

障害児・

者施設

多機能型事業所きら

り 「放課後等デイサ

ービス」

神居 1条 1丁目 1番

10 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

フィオーレ旭川神居 神居 1条 14 丁目 2

番 15 号

③ ① ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

児童発達支援センタ

ーねむのき

神居 1条 10 丁目 1

番 21 号

― ― ― 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのき第４グルー

プホーム A・B

神居2条11丁目44201

サンハイム B-1・B-2

② ① ③ 〇 〇 福祉保険

部（障害）



資料編

資-125

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

障害児・

者施設

ねむのき第 11 グル

ープホーム

神居 2条 5丁目 1番

4 号

② ① ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのき第 10 グル

ープホーム

神居 2条 5丁目 1番

4 号エステート神居

102 号

② ① ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

障害者多機能型施

設カルミア神居

神居 2条 9丁目 2番

12 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

いちふくⅢ 神居 2条 19 丁目

77-44

③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

いちもくガーデンカム

イショート

神居 2条 9丁目 2番

6 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

いちもくガーデンカム

イ

神居 2条 9丁目 2番

6 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのき福祉センタ

ー

神居 3条 6丁目 1番

6 号

③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのき第 12 グル

ープホーム

神居 3条 20 丁目 67

番地の 173

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのき第 7グルー

プホーム

神居 4条 9丁目 1番

18 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

エスペランサ神居事

業所

神居 5条 14 丁目 1

番 11 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム 明

り

神居 6 条 2 丁目 468

番地の 27

③ ② ① 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのき第 9グルー

プホーム

神居 6条 16 丁目 5

番 11 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのき第 8グルー

プホーム

神居 6条 16 丁目 1

番 14 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのき第 6グルー

プホーム

神居 6条 18 丁目 3

番 5号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのきグループホ

ーム

神居 6条 18 丁目 3

番 7号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのきケアホーム

A

神居 6 条 19 丁目 ② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのきケアホーム

B

神居 6 条 19 丁目 ② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）



資料編

資-126

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

障害児・

者施設

ねむのきケアホーム

C

神居 6 条 19 丁目 ② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのきケアホーム

D

神居 6 条 19 丁目 ② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのきワークセン

ター

神居 6条 19 丁目 44

番地の 5

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのき第 5グルー

プホーム

神居 7条 14 丁目 1

番 5号メゾンドアリア

201 号室

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

いちふくⅠ 神居 7条 13 丁目 1

番 2号

③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

いちふくⅡ 神居 7条 13 丁目 1

番 1号

③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのき第 3グルー

プホーム A・B

神居 7 条 14 丁目 1

番 5号メゾンドアリア

１0２号室

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

放課後等デイサービ

ス カムカム

神居 8条 6丁目 1番

2 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

かがやきホーム神居 神居 9条 1丁目 7番

26 号

② ① ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ねむのき神居 神居町雨紛160番地

の 9

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

こどもデイサービスセ

ンターこころ

忠和 3条 7丁目 3番

8 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

弁当工房 縁（ゆか

り） 事業所

忠和 4条 7丁目 1番

2 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

就労継続支援 B型

事業所アイランド

忠和 4条 4丁目 4番

9 号

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

障害福祉サービス共

同生活援助事業所

カメリア

忠和 6条 1丁目 1番

33 号

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム ダ・

ソーロ

忠和 6条 6丁目 1番

23 号

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

放課後等デイサービ

スぽっかぽか忠和

忠和 6条 6丁目 3番

25 号

③ ① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）



資料編

資-127

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

障害児・

者施設

ちゅうわ２２ 忠和 7条 5丁目 4番

22 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

生活介護ひまわり 忠和 7 条 5 丁目 10

番 5号 467 ひまわり

と同一建物

② ① ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ひまわり 忠和 7 条 5 丁目 10

番 5号 466 生活介

護向日葵と同一建物

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ちゅうわ２７ 忠和 7条 6丁目 6番

21 号

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

認定こど

も園

認定こども園旭川ね

むのき保育園

神居 1条 9 丁目 ① ② ③ 〇 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

神居東第二放課後

児童クラブ

神居2条16丁目プラ

ザハヤシ 1階

― ― ― 〇 子育て支

援部

保育所 旭川保育園 神居 3条 16 丁目 ① ② ③ 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

神居放課後児童クラ

ブ

神居 4条 6丁目神居

小学校敷地内

― ― ― 〇 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

神居第二放課後児

童クラブ

神居 5条 7丁目 2番

3 号

― ― ― 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

神居第三放課後児

童クラブ

神居 5条 5丁目 4番

3 号

― ― ― 〇 子育て支

援部

幼稚園 ユリアナ幼稚園 神居 6条 19 丁目 44

番地

① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 忠和保育園 忠和 2条 5 丁目 ① ② ③ 〇 〇 〇 子育て支

援部

幼稚園 旭川こばと幼稚園 忠和 3条 8丁目 1番

8 号

① ② ③ 〇 〇 〇 子育て支

援部

認定こど

も園

認定こども園ひとみ

幼稚園

忠和 4条 1丁目 6番

5 号

① ② ③ 〇 〇 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

忠和放課後児童クラ

ブ

忠和 4条 4丁目忠和

小学校敷地内

― ― ― 〇 〇 〇 子育て支

援部

保育所 旭川つばさ保育園 忠和6条6丁目２番７

号

① ② ③ 〇 〇 〇 子育て支

援部

保育所 ぽっかぽか保育園 忠和 6条 6 丁目 ① ② ③ 〇 〇 〇 子育て支

援部
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(9) 永山地区

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

小学校 神居東小学校 神居 1条 17 丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部

小学校 神居小学校 神居 4条 6 丁目 ― ― ― 〇 〇 学校教育

部

中学校 神居中学校 神居 4条 5 丁目 ― ― ― 〇 〇 〇 学校教育

部

中学校 神居東中学校 神居 4条 19 丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部

小学校 雨紛小学校 神居町雨紛 380 ― ― ― 〇 学校教育

部

中学校 忠和中学校 忠和 1条 4 丁目 ― ― ― 〇 〇 〇 学校教育

部

小学校 忠和小学校 忠和 4条 4 丁目 ― ― ― 〇 〇 〇 学校教育

部

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

パルタージュ永山 永山 7条 1丁目 3番

8 号

― ― ― ○ 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム あいりぃ

永山 10 条 3丁目 1

番 20 号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム ス

マイルプラン

永山 11 条 2丁目 2

番 2号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム ほ

ーぷ旭川

永山 12 条 2丁目 5

番 1号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム ファ

ミリー

永山 1 条 11 丁目 2

番 38 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム シ

ャイニング

永山 1条 11 丁目 2

番 39 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム穂の花

永山 1条 4丁目 3番

31 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム アウル

永山 1条 4丁目 3番

27 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウス美空 永山 1条 6丁目 1番

17 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

ピース 永山 1条 11 丁目 2

番 11 号

① ② 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

ナーシング グレイス

永山

永山 1条 11 丁目 2

番 29 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム・圭

永山 3条 3丁目 1番

5 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム 善

永山 3条 4丁目 3番

3 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

ニチイケアセンター

旭川北

永山 3条 7丁目 1番

25 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム ゆ

とり

永山 4条 3丁目 1番

20 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム せ

せらぎⅠ

永山 4条 4丁目 9番

1 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム ラ

イラック

永山 4条 6丁目 2番

2 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

静療館３ 永山 6条 1丁目 1番

18 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

旭川永山ケアセンタ

ーそよ風

永山 7条 1丁目 3番

3 号

― ― ― ○ 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム せ

せらぎⅡ

永山 7条 4丁目 2番

1 号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウス 静

療館

永山 7条 3丁目 1番

26 号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム あんじゅ一番館

永山 7条 4丁目 2番

1 号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

プレジール永山 永山 7条 1丁目 3番

9 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

ひだまり館 永山 8条 1丁目 1番

27 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

グループハウス養刻

館

永山 9条 2丁目 1番

28 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

短期入所生活介護

事業所 養生の杜カ

ムイ

永山町 5丁目 136 番

地の 1

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

特別養護老人ホーム

養生の杜カムイ

永山町 5丁目 136 番

地の 1

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

地域密着型特別養

護老人ホーム 養生

の杜カムイ

永山町 5丁目 136 番

地の 1

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム κ

館

永山町 5丁目 135 番

地の 2

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム ア

テナ

永山町 5丁目 135 番

地の 11

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム ミエル

永山北 2条 11 丁目

20 番地 38

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

パルタージュ永山Ⅱ 永山 11 条 2丁目 1

番 21 号

〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

静療館４ 永山 7 条 3 丁目

105-10 の内，105-21

〇 福祉保険

部（長寿）

障害児・

者施設

共同生活援助グル

ープホームりっく

秋月 2 条 2 丁目 10

番 2号

― ― ― 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

パワーズ 303 永山 10 条 3丁目 7

番 24 号

② ① ③ 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ニムビングループホ

ーム A

永山 5条 8丁目 2番

10 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ニムビングループホ

ーム B

永山 5条 8丁目 2番

10 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

音の森あさひかわ永

山

永山 8条 5丁目 6番

11 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

パワーズ 304 永山 8条 3丁目 1番

8 号 amiB 203 号室

② ① ③ 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

旭川ヒューマンサー

ビスセンター

流通団地 2条 3丁目

44 番地

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

障害児・

者施設

こども未来図 永山７条７丁目２番１

８号

〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

みらくる 永山１条１丁目２番１

３号

〇 福祉保険

部（障害）

高齢者施

設

ガーデナース南永山 永山 8条 1丁目 1番

23 号

① ② ③ 〇 建築部

高齢者施

設

のぞみグリーンコート

永山

永山 9条 3丁目 1番

5 号

① ② ③ 〇 建築部

高齢者施

設

ウェルネス南永山 永山 7条 1 丁目 2-5 〇 建築部

保育所 永山こどもの杜保育

園

永山 11 条 4丁目 ① ② ③ 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

永山南第四放課後

児童クラブ

永山11条4丁目119

番地の 49 パワーズ

αビル 2階

― ― ― 〇 子育て支

援部

保育所 まこと保育園 永山 3条 3丁目 1番

24 号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 医療法人社団杏仁

会 大雪病院託児室

永山 3条 7 丁目 ① 〇 子育て支

援部

保育所 旭川三愛病院 保育

施設もく馬

永山 5条 6 丁目 ① ② 〇 子育て支

援部

認定こど

も園

認定こども園せせら

ぎ保育園

永山 8条 6丁目 2番

4 号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 永山ほたる保育園 永山町 5丁目 125 番

地の 8

① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 旭川市立あすか保

育所

永山町 11 丁目 131 ① ② 〇 子育て支

援部

幼稚園 くりの木幼稚園 永山町 4丁目 142 番

地の 27

① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 あすく保育園 秋月 2条 2 丁目 ① ② ③ 〇 子育て支

援部

認定こど

も園

幼保連携型認定こど

も園秋月こども園

秋月 2条 2丁目 3番

16 号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

小学校 永山南小学校 永山 9条 6 丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部
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(10) 江丹別地区

(11) 東旭川地区

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

中学校 永山南中学校 永山町 5丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部

病院 医療法人社団杏仁

会 大雪病院

永山 3条 7丁目 1番

5 号

① ② ③ 〇 保健所

高齢者施

設

介護老人保健施設

旭泉苑

永山 4条 6丁目 3番

24 号

① ② ③ 〇 保健所

病院 医療法人社団旭豊

会 旭川三愛病院

永山 4条 6丁目 3番

24 号

① ② ③ 〇 保健所

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

保育所 旭川市立江丹別保

育所

江丹別町中央 ① ② 〇 子育て支

援部

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

ショートステイ緑苑 東旭川町上兵村 229

番地の 8

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

特別養護老人ホーム

宏生苑ショートステイ

東旭川町上兵村 556

番地の 4

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

特別養護老人ホーム

旭川緑苑

東旭川町上兵村 229

番地の 8

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

ユニット型特別養護

老人ホーム 旭川緑

苑

東旭川町上兵村 229

番地の 8

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

特別養護老人ホーム

宏生苑

東旭川町上兵村 556

番地の 4

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

グループホーム や

すらぎ

東旭川町上兵村 32

番地の 2

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム プ

ランタン

東旭川町上兵村 464

番地の 1

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

ケアハウス フォルテ 東旭川町上兵村 557

番地の 32

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム や

すらぎⅡ

東旭川町下兵村 254

番地の 3

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム プ

ランタン

東旭川町上兵村 464

番地の 1

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム えがおの花

東旭川南 1条 7丁目

10 番 10 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム あすか

東旭川南 2条 3丁目

1 番 16 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム まごころ館

東旭川南 2条 3丁目

2 番 19 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム プ

ランタンⅡ

東旭川北 1条 4丁目

15 番 26 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

高齢者向け共同住

宅 グランデⅢ本館

東旭川北 1条 4丁目

15 番 26 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム 里日和

東旭川北 1条 5丁目

9 番 13 号

① ② 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウス リ

ポーゾⅡ

東旭川北 1条 5丁目

6 番 5 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウス リ

ポーゾⅢ

東旭川北 2条 5丁目

8 番 16 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウス リ

ポーゾⅤ

東旭川北 2条 5丁目

8 番 16 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウス リ

ポーゾⅥ

東旭川北 3条 5丁目

1 番 30 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム 希望のつぼみ豊

岡

豊岡 14 条 5丁目 2

番 2号

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）



資料編

資-134

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

障害児・

者施設

さくら舘１０１ 東旭川北 1条 7丁目

11 番 15 号

― ― ― 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム旭川

旭親会

東旭川町下兵村 425

番地の 1

― ― ― 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

圭泉ホーム び～ぃ 東旭川町上兵村 31

番地の 1

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

旭川通勤寮さぽーと

２２

東旭川町上兵村 226

番地の 6

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

圭泉ホーム 東旭川町下兵村 246

番地

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

宿泊型自立訓練事

業所 なかま

東旭川町下兵村 251

番地の 13

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ぴあふる岩山 東旭川町豊田296番

地の 1

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

６条舘２０２ 東旭川北 1条 4丁目

15 番 6号ﾘﾊﾞﾃｨ

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

６条舘２０３ 東旭川北 1条 4丁目

15 番 6号ﾘﾊﾞﾃｨ

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ダイゼン５０５ 東旭川北 1条 5丁目

7番10号ぺんぎん舘

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

きりん舘６０６ 東旭川北 1条 5丁目

7番10号ぺんぎん舘

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

さくら舘４０４ 東旭川北 1条 6丁目

8 番 5 号

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

白くま舘７０７ 東旭川北 1条 7丁目

9 番 27 号

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ツインズ４０４ 東旭川北 1条 7丁目

11 番 12 号ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ

1.7

① ② ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ツインズ４０５ 東旭川北 1条 7丁目

11 番 12 号ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ

1.7

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

さくら舘２０２ 東旭川北 1条 7丁目

11 番 14 号

① ② 〇 福祉保険

部（障害）



資料編

資-135

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

障害児・

者施設

さくら舘２０３ 東旭川北 1条 7丁目

11 番 14 号

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

さくら舘３０３ 東旭川北 1条 7丁目

11 番 15 号

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

さくら舘５０５ 東旭川北 1条 7丁目

4 番 10 号-2

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ＺＯＯ１０１ 東旭川北 1条 7丁目

1 番 22 号

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

就労継続支援 B型

事業所 オリーブの

樹

豊岡 14 条 6丁目 8

番 6号

① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

児童発達支援・放課

後等デイサービスで

こぼこ

豊岡 14 条 7丁目 3

番 8号

― ― ― ○ 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

すてっぷ豊岡 豊岡 15 条 7丁目 3

番 2号神田ビル豊岡

1F

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

高齢者施

設

まごころ館 東旭川南 2条 6丁目

1 番 2 号

① ② ③ 〇 建築部

高齢者施

設

サービス付き高齢者

住宅 みやびの森

東旭川北 1条 4丁目

2 番 5 号

① ② ③ 〇 建築部

保育所 旭川市立日の出倉

沼保育所

東旭川町日ノ出 612 ① ② 〇 子育て支

援部

幼稚園 旭川幼稚園 東旭川町下兵村 424

番地

① ② ③ 〇 子育て支

援部

認定こど

も園

認定こども園ののは

な保育園

東旭川南 1条 4丁目

4 番 11 号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

認定こど

も園

幼保連携型認定こど

も園 東旭川こども園

東旭川南 1条 6丁目

8 番 5 号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

保育所 さくらんぼ保育園 東旭川北 3条 5丁目

1 番 36 号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

小学校 旭川小学校 東旭川南 1条 6丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部

中学校 旭川中学校 東旭川南 1条 6丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部
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資-136

(12) 神楽地区

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

病院 東旭川病院 東旭川町下兵村 254

番 5

① ② ③ 〇 保健所

高齢者施

設

介護老人保健施設

ことぶき

東旭川町上兵村 35

番地の 5

① ② ③ 〇 保健所

高齢者施

設

医療法人仁友会介

護老人保健施設 み

やびの森

東旭川町下兵村 320

番地の 18

① ② ③ 〇 保健所

病院 旭川圭泉会病院 東旭川町下兵村 252

番地

① ② ③ 〇 保健所

診療所 医療法人社団東旭

川宏生会 林医院

東旭川南 1条 5丁目

8 番 20 号

① ② ③ 〇 保健所

診療所 医療法人社団 とく

ひろ整形外科クリニ

ック

豊岡 14 条 7丁目 4

番 5号

① ② ③ 〇 保健所

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム 希望のつぼみ花

人街道

神楽岡13条3丁目3

番 8号

― ― ― ○ ○ ○ 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム ひ

だまり

神楽 4条 1丁目 3番

5 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム ひ

だまりの家

神楽 4条 1丁目 2番

4 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム かぐら

神楽 5 条 11 丁目 3

番 10 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

高齢者グループホー

ム なごみ

神楽 6条 11 丁目 1

番 26 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム ゆり神楽

神楽 7条 11 丁目 6

番 5号

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）
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資-137

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム グループハウス

太陽と花

神楽岡11条4丁目1

番 5号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム 和

の里

神楽岡12条3丁目1

番 16 号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ムいきいき和の里

神楽岡12条3丁目4

番 3号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム 風花

神楽岡12条5丁目2

番 4号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

SOMPO ケア旭川神

楽岡 小規模多機能

神楽岡14条3丁目3

番 1号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム 夕

焼けの丘

神楽岡14条5丁目1

番 5号

① ② ③ 〇 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム ほがらか

西御料 4条 3丁目 1

番 8号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

看護小規模多機能

型居宅介護なかま

神楽 3条 4丁目 2番

14 号

〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループハウスかぐ

らの里

神楽岡12条5丁目2

番 5号

〇 福祉保険

部（長寿）

障害児・

者施設

ケンセイシャレバレッ

ジ グループホーム

まこと

神楽 5条 1丁目 2番

9 号第２ユニオンコー

ポ滝野１０１号室

― ― ― 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

児童発達支援事業

所ネト

神楽岡14条6丁目2

番 16 号

― ― ― 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

生活介護事業所じゃ

もん

神楽岡14条6丁目2

番 16 号

― ― ― 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

放課後等デイサービ

スにいろ

神楽岡14条6丁目2

番 16 号

― ― ― 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ケアホームにーな 神楽岡14条6丁目2

番 17 号

― ― ― 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ショートステイにーな 神楽岡14条6丁目2

番17号ケアホームに

ーな２階 居室１０

― ― ― 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ケアホームにーわ 神楽岡14条6丁目2

番 18 号

― ― ― 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）
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資-138

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

障害児・

者施設

ショートステイにーわ 神楽岡14条6丁目2

番 18 号

― ― ― 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

唐島Ⅰ，唐島Ⅱ 神楽 5条 4丁目 4番

17 号

③ ① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

らいらっく 神楽 5条 4丁目 4番

16 号 アリーナハイ

ツ

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

旭コーポ 神楽 5条 7丁目 2番

24 号

③ ① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

すきっぷ神楽２ 神楽 5 条 11 丁目 2

番 8号

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

神楽のぷかぷか 神楽 5条 14 丁目 2

番13号 クレスト514

1 階左

③ ② ① 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

サンハウス 神楽 6条 4丁目 2番

8 号

③ ① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ピア・こすもす 神楽 6条 5丁目 6番

4 号

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

すぴか 神楽 7条 8丁目 1番

7 号

③ ① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

COLOR PIECE 神楽岡16条4丁目4

番 3号

① ② 〇 〇 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

共同生活援助事業

所ニューニュートラル

神楽岡１３条３丁目２

番３号

〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ペット共生型障がい

者グループホームわ

おんコメット

神楽３条９丁目１番２

１号

〇 福祉保険

部（障害）

高齢者施

設

ブルーテラス神楽 神楽 2条 9丁目 2番

27 号

① ② ③ 〇 〇 建築部

高齢者施

設

けあらいふ神楽館 神楽 3条 8丁目 2番

15 号

① ② ③ 〇 〇 〇 建築部

保育所 旭川のびろ保育園 神楽 2条 5丁目 1番

19 号

① ② ③ 〇 〇 子育て支

援部
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

保育所 旭川市立神楽保育

所

神楽 4条 8 丁目 ① ② ③ 〇 〇 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

神楽放課後児童クラ

ブ

神楽 5条 8丁目神楽

小学校敷地内

― ― ― 〇 〇 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

神楽第二放課後児

童クラブ

神楽 5条 6丁目 2番

1号エスティ神楽1階

― ― ― 〇 〇 〇 子育て支

援部

幼稚園 旭川白百合幼稚園 神楽 6条 1丁目 1番

2 号

① ② ③ 〇 〇 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

神楽岡第二放課後

児童クラブ

神楽岡14条3丁目2

番 11 号

― ― ― 〇 〇 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

神楽岡第三放課後

児童クラブ

神楽岡14条3丁目2

番 11 号

― ― ― 〇 〇 〇 子育て支

援部

保育所 神楽岡保育園 神楽岡14条4丁目3

番 22 号

① ② ③ 〇 〇 〇 子育て支

援部

小学校 神楽小学校 神楽 5条 8 丁目 ― ― ― 〇 〇 〇 学校教育

部

中学校 神楽中学校 神楽 6条 12 丁目 ― ― ― 〇 〇 〇 学校教育

部

小学校 神楽岡小学校 神楽岡 14 条 3丁目 ― ― ― 〇 〇 〇 学校教育

部

高齢者施

設

老人保健施設 かた

くりの郷

神楽 3条 4丁目 2番

14 号

① ② ③ 〇 〇 〇 保健所

高齢者施

設

老人保健施設 グリ

ーンライフ

神楽岡14条7丁目1

番 1号

① ② ③ 〇 〇 〇 保健所

病院 医療法人社団創成

旭川南病院

神楽岡14条7丁目1

番 1号

① ② ③ 〇 〇 〇 保健所
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(13) 西神楽地区

(14) 東鷹栖地区

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

小規模多機能型居

宅介護事業所 ホタ

ル

西神楽南 2条 2丁目

699 番地の 1

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム のあ

西神楽北１条 2 丁目

693 番地の 1

① ② ③ 〇 〇 福祉保険

部（長寿）

認定こど

も園

幼保連携型認定こど

も園西神楽宮前こど

も園

西神楽南 1条 1丁目 ― ― ― 〇 子育て支

援部

中学校 西神楽中学校 西神楽南 2条 4丁目 ― ― ― 〇 学校教育

部

小学校 西神楽小学校 西神楽北 2条 3丁目 ― ― ― 〇 〇 学校教育

部

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

ナーシング ナチュラ

ル

東鷹栖 1条 3丁目

635 番地の 155

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム あるくⅥ

末広 1条 12 丁目 3

番 1号

― ― ― 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム 大地

末広 1条 11 丁目 1

番 12 号

① ② 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム ひすい

末広 2条 5丁目 5番

7 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホーム あ

りがとう末広

末広 2条 13 丁目 1

番 20 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム あんしん館 1

末広 2 条 14 丁目 1

番 19 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム あんしん館 2

末広 2 条 14 丁目 1

番 22 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

高齢者施

設

グループホームらい

鳥

末広 4条 7丁目 5番

5 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホームきれ

んじゃく

末広 5条 7丁目 1番

11 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

有料老人ホームあお

ぞら

末広 5条 7丁目 1番

11 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

短期入所生活介護

事業所 末広たいせ

つの郷

末広東1条13丁目2

番 34 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

特別養護老人ホーム

末広たいせつの郷

末広東1条13丁目2

番 34 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

住宅型有料老人ホー

ム あるく

末広東 1条 6丁目 ① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

高齢者施

設

グループホーム い

ちご畑

末広東2条13丁目1

番 10 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（長寿）

障害児・

者施設

グループホーム

FERRY

末広 3 条 12 丁目 3

番 15 号

― ― ― ○ 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム あ

かしあ

東鷹栖 1条 3丁目

635 番地の 78

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

多機能型事業所リガ

ール

東鷹栖 1条 3丁目

635 番地の 155

③ ① ② 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

旭川アルム 東鷹栖 3条 2丁目

636 番地の 241

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム あ

かしあ末広

末広 2条 6 丁目 10

番 6号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

あかしあ労働福祉セ

ンター第 1作業所

末広 2条 13 丁目 6

番 17 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

あかしあ労働福祉セ

ンター第 2作業所

末広 2条 13 丁目 6

番 17 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

あかしあ労働福祉セ

ンター第 3作業所

末広 2条 13 丁目 6

番 17 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

デイアクティビティセ

ンターあかしあ

末広 2条 13 丁目 6

番 18 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）
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施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

障害児・

者施設

せるぷコーポあかし

あ

末広 2条 13 丁目 7

番 4号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

せるぷコーポあかし

あⅡ

末広 2条 13 丁目 7

番 11 号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

GENKIYA 末広 2 条 13 丁目 7

番 4号

① ② ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

つばさ 末広 2条 13 丁目

1156 番地の 271

② ③ ① 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

晴れるやホーム 末広 3条 4 丁目 11

番 15 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

晴れるや 末広 3条 4丁目 7番

11 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

ショートステイつばさ 末広 4 条 7 丁目 264

番地の 61

② ③ ① 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム ゆ

うわ

末広 5条 6丁目 3番

12 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

グループホーム あ

ゆむ

末広 5条 6丁目 2番

13 号

② ① ③ 〇 福祉保険

部（障害）

障害児・

者施設

リると旭川末広 末広４条１０丁目３番

４号

〇 福祉保険

部（障害）

高齢者施

設

ＳＫたいせつの郷 末広東1条13丁目2

番 34 号

― ― ― 〇 建築部

認定こど

も園

しらかば認定こども

園

末広 2条 8丁目 1番

11 号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

認定こど

も園

幼保連携型認定こど

も園末広こまどり

末広 2 条 13 丁目 1

番 8号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

末広北第二放課後

児童クラブ

末広 5条 11 丁目 5

番 6号

― ― ― ○ 子育て支

援部

認定こど

も園

旭川あかしあ認定こ

ども園

末広東 2条 9丁目 1

番 5号

① ② ③ 〇 子育て支

援部

放課後児

童クラブ

陵雲第三放課後児

童クラブ

末広東 1条 7丁目

1-2 かんのテナント

〇 子育て支

援部

小学校 陵雲小学校 末広 1条 7 丁目 ― ― ― ○ 学校教育

部
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２ 土砂災害警戒区域等内の要配慮者利用施設

施設

区分
施設名称 施設所在地

伝達手段

（優先順）
河川名

担当部
Ｆ
Ａ
Ｘ

電
話

Ｅ
メ
ー
ル

石
狩
川

忠
別
川

美
瑛
川

牛
朱
別
川

辺
別
川

永
山
新
川

ペ
ー
パ
ン
川

倉
沼
川

ポ
ン
川

江
丹
別
川

中学校 広陵中学校 末広 2条 7 丁目 ― ― ― ○ 学校教育

部

小学校 末広北小学校 末広 5条 11 丁目 3

番 7号

― ― ― ○ 学校教育

部

診療所 松本呼吸器・内科ク

リニック

末広 1 条 10 丁目 1

番 25 号

① ② ③ 〇 保健所

高齢者施

設

医療法人社団博彰

会 末広中央介護医

療院

末広 3条 4丁目 1番

5 号

① ② ③ 〇 保健所

診療所 フクダ クリニック 末広 5条 7丁目 1番

1 号

① ② 〇 保健所

施設区分 施設の名称 施設所在地
伝達手段（優先順）

担当部
FAX 電 話 E メール

高齢者施

設

特別養護老人ホーム

緑が丘あさひ園

緑が丘東 1 条 2 丁目 1

番 21 号
① ② ③ 福祉保険部（長寿）

高齢者施

設

特別養護老人ホーム

緑が丘あさひ園（ユニ

ット型）

緑が丘東 1 条 2 丁目 1

番 21 号
① ② ③ 福祉保険部（長寿）

障害児・者

施設
セルプ豊里

神居町豊里 130 番地の

1
① ② ③ 福祉保険部（障害）
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４－６ 指定避難所等一覧

指定避難所

地区名 施設名 所在地 洪水時 備考

西

日章小学校 ６条通５丁目 ２階以上

新町小学校 ４条西３丁目 ３階以上

青雲小学校 曙１条２丁目 ２階以上

旭川高等支援学校 ５条西５丁目 ３階以上

旭川商業高等学校 曙３条３丁目 ２階以上

大成

旭川東高等学校 ６条通 11 丁目

旧北都中学校 ７条通 16 丁目 ２階以上

知新小学校 ８条通 13 丁目 ２階以上

中央中学校 10 条通 11 丁目 ２階以上 家屋倒壊等氾濫想定区域

旭川理容美容専門学校 ４条通 12 丁目

東

朝日小学校 ５条通 21 丁目

東部住民センター 東光５条２丁目

東光中学校 東光８条２丁目

千代田小学校 東光８条３丁目

東町小学校 豊岡３条１丁目

光陽中学校 豊岡３条１丁目

豊岡小学校 豊岡 10 条３丁目

豊岡地区センター 豊岡 11 条３丁目

啓明小学校 南２条通 22 丁目

啓明地区センター 南５条通 25 丁目

東旭川

東栄小学校 東光４条６丁目

旭川第３小学校 東光８条８丁目

東明中学校 東光 16 条７丁目

東光小学校 東光 17 条６丁目

東陽中学校 豊岡２条７丁目

共栄小学校 豊岡２条 10 丁目

愛宕東小学校 豊岡７条９丁目

愛宕小学校 豊岡８条６丁目

愛宕中学校 豊岡８条 10 丁目

旭川小学校 東旭川南１条６丁目

東旭川農村環境改善センター 東旭川町上兵村

旭川龍谷高等学校 東旭川町共栄

旧旭川第２中学校 東旭川町共栄

旧旭川第２小学校 東旭川町旭正

ぴあふる岩山（旧旭川第４小学校） 東旭川町豊田 家屋倒壊等氾濫想定区域

旭川第５小学校（併設 桜岡中） 東旭川町東桜岡

東旭川公民館日の出分館 東旭川町日ノ出

東旭川公民館瑞穂分館 東旭川町瑞穂 家屋倒壊等氾濫想定区域

※土砂災害時使用不可

旧旭川第１小学校 東旭川町米原 使用不可

旭川中学校 東旭川南１条６丁目
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地区名 施設名 所在地 洪水時 備考

東旭川 東光スポーツ公園武道館 東光 24 条７丁目

旭川市工業技術センター 工業団地３条２丁目

北星

大有小学校 旭町１条６丁目 ２階以上

北光小学校 旭町１条 16 丁目

北星地区センター 旭町２条８丁目

大町小学校 大町１条１丁目 ２階以上 家屋倒壊等氾濫想定区域

旭川西高等学校 川端町５条９丁目 ３階以上

北門中学校 錦町 15 丁目 ２階以上

旭川北高等学校 花咲町３丁目 ２階以上

旭川藤星高等学校 花咲町６丁目 ３階以上

北海道教育大学旭川校 北門町９丁目 ２階以上

旭川明成高等学校 緑町 14 丁目 ２階以上

近文小学校 緑町 17 丁目 ３階以上

春光

啓北中学校 春光２条７丁目

北海道教育大学附属旭川小学校 春光４条１丁目

北海道教育大学附属旭川中学校 春光４条２丁目

北部住民センター 春光５条４丁目

北鎮小学校 春光６条６丁目

高台小学校 春光台４条４丁目

旭川工業高等専門学校 春光台２条２丁目

春光台地区センター 春光台３条５丁目

春光台中学校 春光台５条３丁目

福祉村地域交流ホーム YOU 春光台３条 10 丁目

春光小学校 末広１条１丁目 ２階以上

六合中学校 末広３条２丁目 ２階以上

末広小学校 末広６条２丁目

旭川実業高等学校 末広８条１丁目

北星中学校 住吉５条１丁目

向陵小学校 住吉５条１丁目

東鷹栖

陵雲小学校 末広１条７丁目

末広地区センター 末広２条４丁目

広陵中学校 末広２条７丁目

末広地域活動センター 末広東２条９丁目 使用不可

末広北小学校 末広５条 11 丁目

東鷹栖中学校 東鷹栖４条５丁目

近文第１小学校 東鷹栖３線 10 号

近文第２小学校 東鷹栖４線 16 号

東鷹栖農村活性化センター 東鷹栖 10 線 16 号

東鷹栖公民館第３分館 東鷹栖 10 線 21 号
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地区名 施設名 所在地 洪水時 備考

新旭川

新富小学校 新富２条２丁目

正和小学校 大雪通８丁目 ２階以上

明星中学校 東５条１丁目 ３階以上 家屋倒壊等氾濫想定区域

東五条小学校 東５条５丁目 ２階以上

新旭川地区センター 東６条４丁目 ２階以上

永山

旭川市立大学 永山３条 23 丁目

永山小学校 永山５条 18 丁目

永山住民センター 永山７条４丁目

永山西小学校 永山７条 11 丁目

旭川志峯高等学校 永山７条 16 丁目

永山中学校 永山７条 19 丁目

永山南小学校 永山９条６丁目

旭川永嶺高等学校 永山町３丁目

永山南中学校 永山町５丁目

永山東小学校 永山町 13 丁目

永山新川管理センター 永山町 13 丁目

旭川農業高等学校 永山町 14 丁目

神楽

神楽小学校 神楽５条８丁目 ３階以上

神楽中学校 神楽６条 12 丁目 ３階以上

道北地域旭川地場産業振興センター 神楽４条６丁目 使用不可

緑新小学校 神楽岡４条５丁目

神楽岡地区センター 神楽岡 12 条２丁目 ２階以上

神楽岡小学校 神楽岡 14 条３丁目 ２階以上

西御料地小学校 西御料１条２丁目

緑が丘住民センター 緑が丘３条３丁目

緑が丘小学校 緑が丘３条４丁目

緑が丘中学校 緑が丘３条４丁目

旭川医科大学 緑が丘東２条１丁目

旭川南高等学校 緑が丘東３条３丁目

旭川工業高等学校 緑が丘東４条１丁目

西神楽

旧聖和小学校 西神楽１線 18 号 使用不可 家屋倒壊等氾濫想定区域

西神楽公民館就実分館 西神楽１線 31 号

旧千代ヶ岡小学校 西神楽３線 25 号 ２階以上

西神楽小学校 西神楽北２条３丁目 ２階以上

西神楽市民交流センター 西神楽南２条３丁目 使用不可

西神楽中学校 西神楽南２条４丁目 ２階以上
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指定福祉避難所

市立小学校・中学校の各保健室

地区名 施設名 所在地 洪水時 備考

神居

神居東小学校 神居１条 17 丁目 ２階以上

神居住民センター 神居２条 17 丁目 ２階以上

神居中学校 神居４条５丁目 ２階以上

神居小学校 神居４条６丁目 ２階以上

神居東中学校 神居４条 19 丁目 ２階以上

雨紛小学校 神居町雨紛

神居公民館上雨紛分館 神居町上雨紛

西神居会館 神居町神居古潭

旧神居古潭小学校（併設 旧神居

古潭中）

神居町神居古潭

台場小学校 神居町台場

富沢小学校 神居町富沢

セルプ豊里（旧豊里小中学校） 神居町豊里 土砂災害時の使用不可

旧旭川北都商業高等学校 台場２条１丁目 ２階以上 家屋倒壊等氾濫想定区域

忠和中学校 忠和１条４丁目 使用不可 家屋倒壊等氾濫想定区域

忠和小学校 忠和４条４丁目 使用不可

忠和地区センター 忠和５条５丁目 使用不可

江丹別

嵐山小学校（併設 嵐山中） 江丹別町嵐山

江丹別小学校（併設 江丹別中） 江丹別町中央

江丹別市民交流センター 江丹別町中央

嵐山中央会館 江丹別町嵐山

江丹別若者の郷 江丹別町中央
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指定緊急避難場所（一時避難場所（屋外））

地区名 施設名 所在地

対象とする事象等

洪

水

内水

氾濫

土砂

災害

大規模

火災等
地震

大成 大成公園 ８条通 14 丁目 × ○ ○ ○ ○

大成・東 宮前公園 宮前２条１丁目～３丁目 × ○ ○ ○ ○

東

きほく公園 ９条通 22 丁目 × × ○ ○ ○

東光ふれあい公園 東光６条４丁目 ○ ○ ○ ○ ○

豊岡公園 豊岡６条３丁目 ○ ○ ○ ○ ○

新旭川
新富公園 新富３条２丁目 × ○ ○ ○ ○

金星公園 東３条６丁目 × × ○ ○ ○

北星 旭岡公園 旭岡５丁目 ○ ○ ○ ○ ○

春光

春光園 春光５条７丁目 × ○ ○ ○ ○

千代の山公園 春光台３条３丁目 ○ ○ ○ ○ ○

春の台公園 春光台５条１丁目 ○ ○ ○ ○ ○

鷹実公園 末広８条３丁目 ○ ○ ○ ○ ○

神居

かむい中央公園 神居２条７丁目 × × ○ ○ ○

神居東公園 神居４条 20 丁目 × ○ ○ ○ ○

はす池公園 神居９条６丁目及び神居町神岡 ○ ○ ○ ○ ○

永山

永山しらかば公園 永山９条１丁目 × × ○ ○ ○

永山公園 永山９条８丁目 × ○ ○ ○ ○

永楽公園 永山北４条６丁目 × ○ ○ ○ ○

いこい公園 流通団地３条４丁目 ○ ○ ○ ○ ○

東旭川

日ノ出公園 工業団地３条２丁目 × × ○ ○ ○

日ノ出北公園 工業団地５条２丁目 × × ○ ○ ○

東光公園 東光１・２条８丁目 ○ ○ ○ ○ ○

共栄公園 東光６条 10 丁目 ○ ○ ○ ○ ○

千代田公園 東光 13 条８丁目 ○ ○ ○ ○ ○

東部中央公園
東光18条 4丁目及び東光20～22

条 5 丁目
○ ○ ○ ○ ○

豊岡東公園 豊岡 10 条９丁目 ○ ○ ○ ○ ○

旭山公園 東旭川町倉沼 ○ ○ ○ ○ ○

東旭川屯田公園 東旭川南１条６丁目 × × ○ ○ ○

神楽

旭神中央公園 旭神１条４丁目 × × ○ ○ ○

忠別公園 神楽１条６丁目 × × ○ ○ ○

クリスタルパーク 神楽３条７・８丁目 × × ○ ○ ○

ごりょう公園 西御料２条２丁目 ○ ○ ○ ○ ○

神陵公園 緑が丘３条３丁目 ○ ○ ○ ○ ○

緑が丘西緑地 緑が丘５条１丁目 ○ ○ ○ ○ ○

緑の沢公園 緑が丘東４・５条３丁目 ○ ○ ○ ○ ○

西御料公園 緑が丘南２条１丁目 ○ ○ ○ ○ ○

西神楽 西神楽公園 西神楽南１条１丁目 ○ ○ ○ ○ ○

東鷹栖

鷹の巣公園 春光台３条８丁目 ○ ○ ○ ○ ○

末広中央公園 末広３条 10・11 丁目 × ○ ○ ○ ○

末広北公園 末広５条 12 丁目 × ○ ○ ○ ○

末広東公園 末広東３条５丁目 × ○ ○ ○ ○

東鷹栖いなほ公園 物流団地１条１丁目 ○ ○ ○ ○ ○
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指定緊急避難場所（一時避難場所（屋内））

地区

名
施設名 所在地

対象とする事象等

洪水
内水

氾濫

土砂

災害

大規模

火災等
地震

西

新町小学校(２階以上の階) ４条西３丁目
○

(3 階以上)
○ － － －

旭川高等支援学校(２階以上の階) ５条西５丁目
○

(3 階以上)
○ － － －

中央

ホテルルートイン旭川駅前１条通

の指定された部分
１条通６丁目 ○ ○ ○ ○ ○

ホテルルートイングランド旭川駅

前の指定された部分
宮下通８丁目 ○ ○ ○ ○ ○

大成
メガセンタートライアル旭川店

（屋上駐車場）
６条通１４丁目 ○

北星

大町小学校(２階以上の階) 大町１条１丁目 ○ ○ － － －

旭川西高等学校(２階以上の階) 川端町５条９丁目
○

(3 階以上)
○ － － －

北門中学校(２階以上の階） 錦町 15 丁目 ○ ○ － － －

旭川明成高等学校(２階以上の階) 緑町 14 丁目 ○ ○ － － －

近文小学校（２階以上の階） 緑町 17 丁目 ○ ○ － － －

ベルクラシック旭川（２階以上の

階）
本町２丁目 ○ ○ － － －

イオンモール旭川西店（３階屋内

駐車場及び屋上駐車場）
緑町 23 丁目 ○ ○ － － －

新旭

川
明星中学校（２階以上の階） 東５条１丁目

○

(3 階以上)
○ － － －

東旭

川
旭川２１世紀の森ログハウス 東旭川町瑞穂 ○ ○ ○ ○

神楽

神楽小学校（２階以上の階） 神楽５条８丁目
○

(3 階以上)
○ － － －

神楽中学校（２階以上の階） 神楽６条 12 丁目
○

(3 階以上)

○
－ － －

神楽岡小学校（２階以上の階） 神楽岡14条３丁目 ○ ○ － － －

旭川ベルコ会館 神楽２条 10 丁目 ○ ○ － － －

クィーンズＫ（２階） 神楽１条９丁目 ○ ○ － － －

大雪アリーナ（２階） 神楽４条７丁目 ○ ○ － － －

パーラートーエー神楽店（２階以

上の階）
神楽５条９丁目 ○ ○ － － －

杜のＳＰＡ神楽 神楽３条 12 丁目 ○ ○ － － －

旭川宮前保育園 神楽２条 12 丁目 ○ ○ － － －

神楽市民交流センター（２階） 神楽３条６丁目 ○ ○ － － －

道北地域旭川地場産業振興センタ

ー（２階）
神楽４条６丁目 － ○ － － －

緑のセンター 神楽岡公園 ○ ○ － － －
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指定一時避難場所（広域避難場所）

緊急時の避難に活用可能な河川空間

地区

名
施設名 所在地

対象とする事象等

洪水
内水

氾濫

土砂

災害

大規模

火災等
地震

忠和
忠和中学校（２階以上の階） 忠和１条４丁目 － ○ － － －

忠和小学校（２階以上の階） 忠和４条４丁目 － ○ － － －

神居
豊西会館 神居町豊里 ○ ○ － － －

旭川市消防団第１９分団詰所 神居町豊里 ○ ○ ○ － －

地区名 施設名 所在地

対象とする事象等

洪

水

内水

氾濫

土砂

災害

大規模

火災等
地震

中央 常磐公園 常磐公園 × × ○ ○ ○

東旭川 東光スポーツ公園
東光 21～27 条 7・8 丁目及び東光

22～27 条 9 丁目
○ ○ ○ ○ ○

東旭川 東豊公園 豊岡 12 条 11 丁目 × × ○ ○ ○

北星 花咲スポーツ公園 花咲町１～５丁目 × ○ ○ ○ ○

春光 春光台公園 字近文５・６線３号～５線５号 ○ ○ ○ ○ ○

永山 永山中央公園 永山６条 17・18 丁目 ○ ○ ○ ○ ○

神楽 神楽岡公園 神楽岡公園 ○ ○ ○ ○ ○

神居 忠和公園 神居町忠和 × × ○ ○ ○

地区名 施設名 所在地 備考

中央

忠別広場 南６条通 17 丁目，南７条通 17・18 丁目，南

８条通 19～24 丁目

水害時の使用不可

神楽橋下流右岸広場 宮前通７丁目～９丁目，宮前２条１～３丁目，

南６条通 17 丁目

水害時の使用不可

新旭川 金星橋上流左岸広場 東３条８～11 丁目及び新富１条１・２丁目 水害時の使用不可

北星
新橋下流右岸広場 川端町４条４～６丁目 水害時の使用不可

旭橋上流右岸広場 大町１条１丁目～旭町１条１丁目 水害時の使用不可

春光 花咲大橋上流右岸広場 花咲町６・７丁目及び末広東３条１丁目 水害時の使用不可

神居
旭川大橋左岸広場 神居１条１～４丁目及び忠和３条７・８丁目 水害時の使用不可

雨紛広場 神居町雨紛 水害時の使用不可

永山
秋月橋左岸広場 流通団地２条２丁目～新富１条３丁目 水害時の使用不可

永山橋左岸広場 永山北３条８丁目 水害時の使用不可

神楽

西神楽広場 神楽岡 14 条６丁目及び神楽岡 15 条５丁目 水害時の使用不可

平成大橋上流右岸広場 神楽岡 16 条３・４丁目，神楽岡 15 条５丁目，

神楽７条 13・14 丁目

水害時の使用不可

両神橋下流右岸広場 神楽４～６条１丁目及び神楽６条２～４丁目 水害時の使用不可

東鷹栖
北旭川大橋下流右岸広場 末広東２条９～11 丁目及び末広東３条４～

12 丁目

水害時の使用不可
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４－７ 避難施設と要配慮者利用施設等を結ぶ避難路候補一覧

避難経路候補（令和２年６月１日現在）

道 路 名 道 路 名

国道１２号 ３・４条間西２丁目１号線

国道１２号（旭川新道） ４条西・曙２条道路線

国道３９号 ４条西３丁目・曙１条３丁目間１号線

国道４０号 ４条西４丁目１号線

国道２３７号 ４・８条西道路線

道道愛別当麻旭川線 ５条西１・４丁目間１号線

道道旭川旭岳温泉線 ５条西６丁目・６条西１丁目間１号線

道道旭川芦別線 ５・９条間西２丁目１号線

道道旭川環状線 ６条西１・６丁目間１号線

道道旭川多度志線 ７条西１・５丁目間１号線

道道旭川停車場線 ８条西４丁目１号線

道道旭川幌加内線 旭西橋通線

道道上雨紛台場線 昭和通２号線

道道北旭川停車場線 緑橋通１号線

道道北旭川停車場永山線 平和通歩行者専用道路

道道新旭川停車場線 永隆橋通線

道道新開旭川線 中央橋通線

道道新開西神楽停車場線 大正橋斜線通線

道道鷹栖東神楽線 大正橋連絡道路線

道道近文停車場線 宮下通２号線

道道東旭川停車場線 宮下・１条間仲通線

道道東川旭川線 宮下･1 条間仲通 2 号線

道道東川東神楽旭川線 宮下通６丁目・宮前通西間１号線

道道瑞穂旭川停車場線 宮下通 11 丁目・宮前通西間 1 号線

亀吉１・３条間１丁目２号線 １条通線

亀吉２条１・２丁目間１号線 ２条通線

亀吉３条１丁目１号線 ２・３条間仲通線

亀吉団地道路線 ３条通線

曙１条通線 ４条通線

曙１条１丁目・２条３丁目間１号線 ４条通２５丁目・東光１２条道路線

曙１条４・７丁目道路線 ４・５条間仲通２号線

曙１条５丁目・北２条８丁目間１号線 ４条斜線９条通線

曙１・２条間６丁目１号線 ５条通１号線

曙２・３条間６丁目１号線 ５・６条間仲通３号線

曙２条４丁目・３条３丁目間１号線 ５・６条通２２・２４丁目道路線

２条西２丁目・曙１条２丁目間１号線 ６条通線

２条西３丁目１号線 ６条通２４・２５丁目道路線

３条西１・３丁目間１号線 ６・７条間仲通４号線
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道 路 名 道 路 名

６・９条斜線通線 南６・９条通間２５丁目１号線

７条公園通線 南８条通２６丁目１号線

７条通２号線 豊岡１・２丁目間通１号線

７条通３号線 豊岡１・４条斜線通線

７・８条間仲通２号線 豊岡２条道路２号線

７・８条間仲通３号線 豊岡２条６丁目１号線

７・８条間仲通４号線 豊岡２条７丁目４号線

７・８条間仲通５号線 豊岡２条７丁目６号線

８条通２号線 豊岡２・３条間７丁目２号線

８条通４号線 豊岡３条３丁目１号線

８条通５号線 豊岡３条５丁目１号線

８・９条間仲通４号線 豊岡３条５丁目２号線

９条通２１丁目・１０条通２０丁目間１号線 豊岡３条５丁目３号線

９条通２１・２３丁目間１号線 豊岡３条６丁目１号線

１０条通線 豊岡３条７丁目１号線

１０条通１９・２３丁目間１号線 豊岡４条４・５丁目間１号線

１０・１１条通間２０丁目１号線 豊岡４条５丁目４号線

１丁目横通線 豊岡４・５条間４丁目１号線

４・５丁目間横通線 豊岡４・７条間２丁目１号線

５・６丁目間横通線 豊岡４・１４条斜線通線

１０・１１丁目間横通１号線 豊岡５・６条間４丁目１号線

１０・１１丁目間横通２号線 豊岡６条道路１号線

１１・１２丁目間横通線 豊岡６条８・９丁目間１号線

１３・１４丁目間横通２号線 豊岡６・７条間８丁目５号線

１６・１７丁目間横通線 豊岡８条１丁目１号線

１７・１８丁目間横通線 豊岡８条１丁目２号線

１９・２０丁目間横通１号線 豊岡８条２・３丁目間１号線

２０・２１丁目間横通線 豊岡８条６丁目１号線

２１・２２丁目間横通線 豊岡８条６丁目３号線

２１・２２丁目間道路１号線 豊岡８・１１条間１丁目１号線

２１・２２丁目間道路２号線 豊岡８・９条間７丁目１号線

常盤通１・３丁目間１号線 豊岡９条３丁目１号線

常盤通２丁目・中常盤町２丁目間１号線 豊岡９条８・９丁目間１号線

常盤通２丁目１号線 豊岡９・１０条間５丁目１号線

南１条・宮下通間１８・２３丁目道路線 豊岡９・１２条間３丁目１号線

南１条通２１・２３丁目間１号線 豊岡１１条１０丁目１号線

南１・５条通間２１丁目１号線 豊岡１２条１丁目１号線

南５条通２４・２６丁目間１号線 豊岡１３・１４条間５丁目１号線

南５条通２５丁目３号線 豊岡１３条４丁目２号線

南６条通線 豊岡１３条５丁目・１４条４丁目間１号線

南６条通２号線 豊岡１５条７丁目４号線
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豊岡２丁目道路１号線 東光１６条６丁目１号線

豊岡２丁目道路２号線 東光１６条８・９丁目間１号線

豊岡４丁目道路線 東光１８条６・７丁目間道路線

永山東光２号線 東光１９・２６条間６丁目１号線

東光・豊岡２丁目道路線 東光２０条５丁目２号線

東光１条９丁目２号線 東光３丁目道路線

東光１・５条間１丁目１号線 東光４丁目道路線

東光２条２・３丁目間２号線 東光南線

東光２・４条間５丁目２号線 東光北線

東光３条４・５丁目間２号線 東旭川南１条２丁目１号線

東光４条道路１号線 東旭川南１条２・３丁目間１号線

東光４条６丁目１号線 東旭川南１条４丁目６号線

東光４・５条間６丁目１号線 東旭川南１条４・５丁目間３号線

東光４・５条間６丁目２号線 東旭川南１条６丁目３号線

東光５条６丁目１号線 東旭川南１条６・７丁目間１号線

東光５条１０丁目２号線 東旭川南１条７丁目４号線

東光６条１丁目２号線 東旭川南２条３丁目１号線

東光７条道路線 東旭川北１条４・５丁目間２号線

東光７条８丁目３号線 東旭川北１条５丁目２号線

東光７・９条間８丁目１号線 東旭川北１条６丁目４号線

東光８条７丁目１号線 東旭川北１条７丁目２号線

東光８条８丁目１号線 東旭川北１条７丁目３号線

東光８・９条間２丁目１号線 東旭川北１条７丁目４号線

東光８・９条間３丁目１号線 東旭川北１条７丁目５号線

東光９条道路線 東旭川北１・３条間６丁目１号線

東光９条１丁目４号線 東旭川北２条５丁目１号線

東光９条２丁目２号線 旭川小学校横道路線

東光１０条２丁目４号線 北２丁目道路線

東光１０条４丁目１号線 北仲通１号線

東光１０条４丁目２号線 風防林道路線

東光１０・１８条間７丁目１号線 上４号・南４丁目道路線

東光１１条２丁目２号線 上８号道路１号線

東光１１・１８条間６丁目１号線 上兵村

東光１３条６・７丁目間２号線 上兵村・北１条４丁目道路線

東光１３条８・９丁目間１号線 上兵村２２号線

東光１４・１８条間６丁目１号線 上兵村・日ノ出３号線

東光１５条３丁目１号線 下２号道路２号線

東光１５条３丁目２号線 下３号線

東光１５条道路線 下４号・南１丁目道路線

東光１５・１６条間３丁目１号線 下５号・南２丁目道路線

東光１６条３丁目１号線 下６号・南３丁目道路線
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下兵村１３号線 大町１条１３・１５丁目間２号線

日ノ出１１号線 大町１条１５・１９丁目間１号線

倉沼・日ノ出道路線 大町２条１丁目１号線

倉沼・豊岡７条道路線 大町２条１１丁目１号線

旭山道路線 大町２条１４丁目２号線

旭神２条１・２丁目間２号線 大町２条１５丁目２号線

旭神２条２丁目２号線 川端線

旭神町・西神楽２線５号道路線 川端町３条６丁目１号線

旭神１号線 川端町４条６丁目１号線

旭神町７号線 川端町４条６・７丁目間１号線

旭神町１０号線 北門線

旭町・川端町間道路線 北門町８・９丁目間２号線

旭町・大町１丁目道路線 北門町９丁目３号線

旭町・大町８丁目道路線 北門町１５・１９丁目道路線

旭町・北門町９丁目道路線 錦町１６丁目１号線

旭町１条１・３丁目間１号線 錦町１６丁目３号線

旭町１条３丁目１号線 錦町１７丁目４号線

旭町１条４丁目１号線 錦町１９・２１丁目間２号線

旭町１条４・５丁目間１号線 錦町２０丁目５号線

旭町１条５丁目・川端町３条５丁目間１号線 錦町通線

旭町１条１３・１５丁目間２号線 錦町緑町１１・１９丁目道路線

旭町１条１５・１６丁目間２号線 緑町１６丁目１号線

旭町１条１６丁目・北門町１６丁目間１号線 緑町１６丁目２号線

旭町１条１６丁目１号線 緑町１７丁目３号線

旭町１条１６丁目３号線 緑町１９丁目１号線

旭町１条１８・１９丁目間２号線 近文駅前道路線

旭町１条１９・２０丁目間２号線 近文公園道路線

旭町１条２０丁目１号線 近文町１７丁目２号線

旭町２条１丁目・大町２条１丁目間１号線 近文町２４・２５丁目間２号線

旭町２条６丁目・大町２条６丁目間２号線 近文町２４・２５丁目間３号線

旭町２条７・９丁目間１号線 近文町２５丁目・緑町２５丁目間１号線

旭町２条９丁目・大町２条９丁目間１号線 旭岡１丁目２号線

旭町２条１１丁目・大町２条１１丁目間１号線 旭岡１丁目３号線

旭町２条１８丁目・大町２条１８丁目間１号線 旭岡１丁目８号線

大町・住吉町間横通線 旭岡４・６丁目間１号線

大町・川端町間道路線 旭岡５丁目２号線

大町・北門町１３丁目道路線 旭岡６丁目１号線

大町・緑町通線 旭岡道路線

大町１条３・１０丁目間２号線 住吉町１・５条間１号線

大町１条１０・１１丁目間２号線 住吉町２条２号線

大町１条１３・１５丁目間１号線 住吉町３条２号線
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春光町１区・住吉町道路線 春光台３・４条間８丁目１号線

春光町１区３・１０条間２号線 春光台３・４条間９丁目１号線

春光町１区３条４号線 春光台３・４条間９丁目２号線

春光町１号線 春光台４条１・３丁目間３号線

春光町２区１・１０条間１号線 春光台４条４丁目６号線

春光町２区３条１号線 春光台５条２丁目１号線

春光町３区４条１号線 春光台５条２丁目５号線

春光町３区４・９条間１号線 春光台５条２丁目道路線

春光町３区道路線 春光台５条２・３丁目間１号線

４区・春光６区３丁目道路線 春光台５条２・３丁目間２号線

４区１条１・４丁目間１号線 春光台５条２・３丁目間３号線

４区２条１・２丁目間１号線 春光台５条２・３丁目間５号線

４区２条３・６丁目間１号線 春光台５条３丁目２号線

４区２・３条間２丁目１号線 春光台５条３丁目４号線

春光５区１・４条間５丁目１号線 春光台３丁目道路線

春光５区２条１・６丁目間１号線 春光高台線

春光５区４条５・６丁目間１号線 春光東鷹栖通線

春光６区３条３・６丁目間１号線 鷹栖公園横道路線

春光６区３・４条間１丁目１号線 福祉幹線道路線

春光６区３・４条間２丁目１号線 末広１条道路線

春光６区４条１丁目１号線 末広１条１丁目１号線

６区大通線 末広１条２丁目２号線

春光４条４丁目１号線 末広１条２・３丁目間１号線

春光４条４丁目２号線 末広１条３丁目２号線

春光園道路線 末広１条１０・１２丁目間１号線

春光台・末広間道路線 末広１条１０・１２丁目間５号線

春光台１条１丁目１号線 末広１条１３・１５丁目間１号線

春光台１条１・２丁目間１号線 末広１・２条間１丁目１号線

春光台１条６・８丁目間３号線 末広１・２条間１丁目２号線

春光台１条６丁目・２条４丁目間１号線 末広１・２条間２丁目１号線

春光台１条道路線 末広１・２条間７丁目１号線

春光台１・２条間５丁目２号線 末広１・２条間１０丁目１号線

春光台３条２・３丁目間１号線 末広１・７条道路線

春光台３条４・６丁目間１号線 末広２条４丁目１号線

春光台３条６丁目・４条９丁目間１号線 末広２条４・５丁目間１号線

春光台３条７・９丁目間１号線 末広２条４・５丁目間５号線

春光台３条９丁目２号線 末広２条１３･１５丁目間３号線

春光台３・４条間１丁目１号線 末広２条１４･１５丁目間１号線

春光台３・４条間２丁目２号線 末広２条通線

春光台３・４条間３丁目１号線 末広２条道路１号線

春光台３・４条間５丁目４号線 末広３・４条間１丁目１号線



資料編

資-156

道 路 名 道 路 名

末広３・４条間２丁目１号線 末広東２条４・６丁目間２号線

末広３・４条間４丁目１号線 末広東２条７丁目４号線

末広３・４条間７丁目１号線 末広東２条８丁目１号線

末広３条１・３丁目間１号線 末広東２条８丁目４号線

末広３条２・３丁目間２号線 末広東２・３条間５丁目１号線

末広３条４丁目２号線 末広東６丁目道路線

末広３条４・６丁目間１号線 花咲町１丁目１号線

末広４条７・９丁目間３号線 花咲町１丁目２号線

末広４条道路線 花咲町１丁目７号線

末広５条１０・１２丁目間１号線 花咲通線

末広５条１１丁目１号線 東鷹栖１条３丁目１号線

末広５・６条間７丁目１号線 東鷹栖１・２条間３丁目１号線

末広５・６条間１０丁目１号線 東鷹栖４条４・５丁目間１号線

末広５・６条間１１丁目１号線 東鷹栖１線１０号１号線

末広５・７条間２丁目１号線 東鷹栖２線１０号１１号線

末広５条４・６丁目間２号線 東鷹栖４線１０号５号線

末広５条４・６丁目間３号線 ２線道路２号線

末広５条道路線 １０号道路２号線

末広６条１丁目２号線 １１号道路１号線

末広６条１・３丁目間１号線 １９号道路２号線

末広６条２・３丁目間１号線 神楽１条１１丁目４号線

末広６条７丁目１号線 神楽２条４・８丁目間１号線

末広６条７丁目２号線 神楽２条道路線

末広７条４・６丁目間１号線 神楽３条２・３丁目間１号線

末広８条２・３丁目間１号線 神楽３条４丁目３号線

末広８条３丁目３号線 神楽３・４条間１２丁目２号線

末広８条５丁目１号線 神楽４・１４丁目連絡道路線

末広１丁目道路線 神楽５条１・３丁目間１号線

末広４丁目道路線 神楽５条１１丁目１号線

末広７丁目道路線 神楽５条１丁目１号線

末広横通線 神楽５条４丁目１号線

末広高台通線 神楽５条６丁目・６条７丁目間１号線

末広東１条１・２丁目間１号線 神楽５条７丁目１号線

末広東１条１０・１２丁目間２号線 神楽５・６条道路線

末広東１・２条間７丁目１号線 神楽５・６条間４丁目１号線

末広東１・２条道路線 神楽５・６条間４丁目３号線

末広東１・３条間１丁目１号線 神楽５・６条間７丁目１号線

末広東１・３条間２丁目１号線 神楽６条１１丁目３号線

末広東２条１・３丁目間２号線 神楽７条１１丁目１号線

末広東２条９丁目３号線 神楽岡３条５・７丁目間１号線

末広東２条９丁目４号線 神楽岡４条５・６丁目間１号線
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神楽岡５条５丁目３号線 西御料地通線

神楽岡６・７条間５丁目２号線 西御料４条３丁目１号線

神楽岡６・７条間５丁目３号線 西神楽公園道路線

神楽岡７条５・６丁目間２号線 西神楽南１条１丁目１号線

神楽岡７・９条間３丁目１号線 西神楽南１・２条間２丁目１号線

神楽岡８条４丁目２号線 西神楽南２条２・３丁目間１号線

神楽岡８条５・６丁目間３号線 西神楽南２条３丁目１号線

神楽岡８・１２条間１丁目１号線 西神楽北１条１丁目・４線１３号道路線

神楽岡８・９条間５丁目２号線 西神楽北２条１丁目４号線

神楽岡９条道路線 西神楽北２条２丁目３号線

神楽岡１０条５・６丁目間１号線 西神楽３丁目道路線

神楽岡１０・１３条間３丁目１号線 西神楽１線１２号道路線

神楽岡１１条３・４丁目間１号線 西神楽２線５号１８号線

神楽岡１１条７・９丁目間１号線 西神楽２・４線１２号道路線

神楽岡１２条３・４丁目間１号線 西神楽３線５号２号線

神楽岡１２条３・４丁目間２号線 西神楽３線５号５号線

神楽岡１２条５・６丁目間１号線 西神楽３線６号７号線

神楽岡１３条３・４丁目間１号線 西神楽４線５号２号線

神楽岡１４条３・４丁目間１号線 神居１条１５丁目１号線

神楽岡１４条３・４丁目間２号線 神居１条１６丁目１号線

神楽岡１４条３・４丁目道路線 神居１条１６丁目２号線

神楽岡１４条６丁目１号線 神居１条１７丁目１号線

神楽岡１５・１６条間３丁目１号線 神居１条１丁目１号線

神楽岡１６条３・４丁目間１号線 神居１・２条間１丁目１号線

神楽岡１号線 神居１・２条間１丁目２号線

神楽岡２丁目道路線 神居１・２条間４丁目１号線

神楽岡４丁目道路線 神居１・２条間９丁目１号線

神楽岡通線 神居１・２条間１６丁目２号線

緑が丘１９号道路 神居１・２条道路２号線

緑が丘３０号道路 神居２条１７丁目２号線

緑が丘３５号道路 神居３条５・１０丁目間１号線

緑が丘３９号道路 神居３条１１・１２丁目間１号線

緑が丘５４号道路 神居３条２０・２１丁目間１号線

緑が丘６５号道路 神居３条２０丁目１号線

緑が丘６８号道路 神居３・６条間１４丁目１号線

緑が丘６９号道路 神居３・７条間１６丁目１号線

緑が丘７０号道路 神居４条３・４丁目間２号線

緑が丘９号道路 神居４・６条間１２丁目１号線

緑が丘通１号線 神居５条４丁目・６条２丁目間１号線

緑が丘通２号線 神居６条１・４丁目間１号線

旭川医科大学前道路線 神居６条１５丁目１号線
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神居６条１６・１８丁目間３号線 忠和５・６条間６丁目１号線

神居７条１・１０丁目間１号線 忠和６条１丁目１号線

神居７条２・１０丁目間１号線 忠和６条１丁目４号線

神居７・９条間１丁目１号線 忠和６条１丁目６号線

神居８条１・６丁目間１号線 忠和６条５・６丁目間１号線

神居８条１６丁目・富沢間１号線 忠和６条６・７丁目間１号線

神居９条・高砂台道路線 忠和６条道路線

神居９条１丁目６号線 忠和７条５・６丁目間１号線

神居９条２丁目６号線 忠和７条５・７丁目間１号線

共栄・富沢１号線 忠和７条５丁目２号線

富沢６号線 忠和７条５丁目５号線

富沢小学校道路線 忠和７・８条間５丁目１号線

雨紛１３号線 忠和７・８条間５丁目２号線

雨紛１６号線 忠和４・５丁目道路線

雨紛１号・共栄道路線 忠和５号線

雨紛１号道路線 忠和８号線

雨紛５号・共栄道路線 忠和９号線

西１線道路２号線 高砂台２丁目３号線

忠和１条４丁目・２条３丁目間１号線 高砂台５丁目３号線

忠和１条５丁目・２条６丁目間１号線 高砂台５・７丁目間１号線

忠和１・２条間４丁目１号線 高砂台７丁目１号線

忠和２条４丁目１号線 高砂台８丁目・富沢間１号線

忠和２条５・６丁目間１号線 高砂台道路１号線

忠和２条６丁目・４条８丁目間１号線 台場・忠和間道路線

忠和３条１丁目３号線 台場２９号線

忠和３条１丁目７号線 神居９条４丁目１号線

忠和３条６・８丁目間１号線 神居２丁目道路線

忠和３・４条間５丁目２号線 神居４丁目道路線

忠和３・４条間７丁目１号線 神居６丁目道路線

忠和４条１丁目４号線 神居８丁目道路線

忠和４条４丁目１号線 神居１２丁目道路線

忠和４条４丁目２号線 神居１５丁目道路線

忠和４条４・６丁目道路線 神居通線

忠和４条道路線 東１・２条間１丁目１号線

忠和５条１丁目１号線 東１・２条間３丁目１号線

忠和５条５・６丁目間１号線 東２条１・３丁目間１号線

忠和５条５丁目５号線 東３条１・３丁目間１号線

忠和５条６・８丁目間３号線 東３・４条間１丁目１号線

忠和５条６丁目３号線 東３・４条間６丁目１号線

忠和５・６条間１丁目２号線 東４条６・１１丁目間１号線

忠和５・６条間２丁目１号線 東４・５条間１１丁目１号線
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東４・７条間１丁目１号線 永山３・６条間３丁目２号線

東４・７条間５丁目１号線 永山３・６条間６丁目１号線

東５条４・６丁目間１号線 永山３・６条間９丁目１号線

東５条６丁目１号線 永山３・４条間１６丁目１号線

東５条６・１０丁目間１号線 永山３・６条間１３丁目３号線

東５条６・１１丁目間１号線 永山３・６条間１９丁目１号線

東５・６条間１０丁目１号線 永山３・６条間２２丁目１号線

東６条４丁目１号線 永山３・１０条２丁目道路線

東６条・日の出橋道路線 台場５５号線

東７・８条間１丁目１号線 台場道路１号線

東８条１・２丁目間１号線 金星橋通線

東８条２・３丁目間１号線 金星町１・２丁目間１号線

東８条４・６丁目間１号線 秋月２条２丁目１号線

新旭川大通 新富２・３条間１丁目１号線

大雪通・東１条２丁目道路線 新富３条１丁目１０号線

大雪通７・８丁目間２号線 新富３条１丁目８号線

大雪通８丁目１号線 永山４条３・４丁目間１号線

流通団地２条３丁目１号線 永山４条５・６丁目間１号線

流通団地２・３条間４丁目３号線 永山４条２３・２４丁目間１号線

流通団地３条４丁目２号線 永山４・６条間２４丁目１号線

新星・永山町間１号線 永山５条５・６丁目間１号線

１番線・パルプ町道路線 永山５条７・８丁目間２号線

１番通線 永山５条１５・１６丁目間２号線

３番線道路線 永山５条２４丁目３号線

３線道路２号線 永山５・６条間１１丁目１号線

功橋通線 永山５・６条間１６丁目１号線

永山１条４丁目３号線 永山５・６条間６丁目１号線

永山１条１９・２０丁目間２号線 永山５・６条間８丁目３号線

永山１・２条間１０丁目１号線 永山６条７・８丁目間１号線

永山１・２条間２０丁目４号線 永山７条９・１０丁目間１号線

永山１・２条間２２丁目１号線 永山７・８条間１０丁目３号線

永山２条４丁目１号線 永山７・８条間１３丁目１号線

永山２条６丁目・流通団地１条３丁目間１号線 永山７・８条間１８丁目１号線

永山２条１７丁目１号線 永山７・８条間６丁目２号線

永山２条１７丁目２号線 永山７・１０条間３丁目１号線

永山２条２１・２２丁目間１号線 永山７・１０条間３丁目３号線

永山２条２１丁目１号線 永山８条３・４丁目間２号線

永山３条３・４丁目間１号線 永山８条５・６丁目間１号線

永山３条５・６丁目間１号線 永山８・１０条間５丁目１号線

永山３条１９・２０丁目間２号線 永山９条５・６丁目間１号線

永山３条２１・２２丁目間２号線 永山９条７・８丁目間１号線
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永山町１丁目・８条２丁目間１号線

永山町１丁目３２号線

永山町１丁目４０号線

永山町１・２丁目間１号線

永山町１・２丁目間２号線

永山町２丁目１０号線

永山町２丁目９号線

永山町６丁目２号線

永山町６丁目６号線

永山町７丁目・流通団地道路線

永山町９丁目・東旭川北１条８丁目間道路線

永山町１０丁目１０号線

永山町１０丁目６号線

２丁目・３番線道路線

５丁目道路３号線

６丁目道路２号線

７丁目道路１号線

７丁目道路２号線

８丁目道路２号線

１１丁目道路２号線

１１丁目道路３号線

１１丁目道路６号線
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４－８ 臨時ヘリポート開設予定地

臨時ヘリポート開設予定地

ドクターヘリ離着陸場（公園関係）

ヘリポート名 所 在 地
土地の状況

長さ(m) 幅(m)

旭川飛行場 春光町 280 30

大雪クリスタルホール駐車場 神楽３条７丁目 164 94

花咲スポーツ公園陸上競技場 花咲町４丁目 190 130

富沢多目的運動広場 神居町富沢 230 200

総合防災センター 東光27条８丁目 20 23

ヘリポート名 所 在 地
土地の状況

長さ(m) 幅(m)

永山中央公園（芝生広場） 永山６条18丁目 100 100

忠和公園（多目的運動場） 神居町忠和 300 300

千代の山公園（軟式野球場） 春光台３条３丁目 41 27

末広中央公園（軟式野球場） 末広３条10丁目 50 50
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４－９ 関係機関連絡先一覧

１ 国

２ 北海道

機 関 名 所 在 地 電話番号

旭川開発建設部 宮前１条３丁目
32-1111（守衛）

32-4153（防災対策官）

〃 旭川道路事務所 神楽１条６丁目 61-0136

〃 旭川河川事務所 永山１条21丁目 48-2131

北海道管区行政評価局旭川行政評価分室 宮前１条３丁目 38-3011

旭川地方検察庁 花咲町４丁目 51-6231

旭川地方法務局 宮前１条３丁目 38-1111

旭川地方裁判所 花咲町４丁目 51-6251

旭川家庭裁判所 花咲町４丁目 51-6251

旭川刑務所 東鷹栖３線20号 57-2511

旭川財務事務所 宮前１条３丁目 31-4151

旭川中税務署 宮前１条３丁目 90-1451

旭川東税務署 東６条１丁目 23-6291

北海道農政事務所旭川地域拠点 宮前１条３丁目 30-9300

北海道森林管理局旭川事務所 神楽３条５丁目 62-6738

上川中部森林管理署 神楽３条５丁目 61-0206

旭川運輸支局 春光町10番地 51-5271

旭川地方気象台 宮前１条３丁目 32-7102

旭川労働基準監督署 宮前１条３丁目 35-5901

陸上自衛隊第２師団 春光町 51-6111

〃 第２特科連隊 春光町 51-6111

旭川公共職業安定所 春光町10番地 51-0176

旭川年金事務所 宮下通２丁目 72-5002（庶務）

機 関 名 所 在 地 電話番号

北海道警察旭川方面本部 １条通25丁目 35-0110

旭川中央警察署 ６条通10丁目 25-0110

旭川東警察署 １条通25丁目 34-0110

上川教育局 永山６条19丁目 46-4942

上川総合振興局 永山６条19丁目 46-5918

旭川肢体不自由児総合療育センター 春光台２条１丁目 51-2126

旭川児童相談所 10条通11丁目 23-8195

上川保健福祉事務所 永山６条19丁目 46-5979

道立旭川高等看護学院 緑が丘東３条１丁目 65-7101

旭川高等技術専門学院 緑が丘東３条２丁目 65-6667

上川総合振興局旭川建設管理部 永山６条19丁目 46-4907

上川総合振興局南部森林室 永山６条19丁目 46-5998

道立林産試験場 西神楽１線10号 75-4233
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３ 指定公共機関・地方公共機関

機 関 名 所 在 地 電話番号

北海道旅客鉄道株式会社旭川支社 宮下通６丁目 25-6003

東日本電信電話株式会社

北海道事業部

札幌市中央区北１条西６丁目1

番地

011-212-4466

日本銀行旭川事務所 ４条通９丁目 23-3181

旭川赤十字病院 曙１条１丁目 22-8111

ＮＨＫ旭川放送局 ６条通６丁目 24-7000

日本通運株式会社札幌支店（道北エリア） 宮下通12丁目 23-5115

北海道電力ネットワーク株式会社

道北統括支店

４条通12丁目 0120-06-0124

東日本高速道路株式会社北海道支社旭川

管理事務所

字近文７線南１号 55-4051

ＨＢＣ旭川放送局 １条通８丁目 23-6610

ＳＴＶ旭川放送局 東旭川北２条６丁目 36-1010

ＨＴＢ旭川支社 １条通９丁目 25-4151

ＵＨＢ旭川支社 ４条通10丁目4-9 26-2010

旭川ガス株式会社 ４条通16丁目 23-4151

一般社団法人旭川市医師会 金星町１丁目 23-5728

一般社団法人旭川歯科医師会 金星町１丁目 22-2361

北海道土地改良事業団体連合会上川支部 空知郡中富良野町丘町7番8号

（富良野土地改良区内）

0167-44-2131

一般社団法人旭川地区トラック協会 流通団地２条４丁目 48-7244

一般社団法人北海道警備業協会旭川支部 旭町２条10丁目

（中央警備保障㈱内）

54-4664

独立行政法人国立病院機構旭川医療セン

ター

花咲町７丁目 51-3161

日本郵便株式会社旭川中央郵便局 ６条通６丁目 26-2141

日本郵便株式会社旭川東郵便局 東旭川町共栄98-4 37-3175

日本郵便株式会社永山郵便局 永山２条18丁目 47-0589

日本貨物鉄道株式会社北海道支社

旭川営業支店

流通団地１条５丁目 48-4420

株式会社ドコモＣＳ北海道支社旭川支店 ２条通８丁目 26-7544

一般社団法人旭川地区バス協会 近文町16丁目 51-0111

一般社団法人旭川薬剤師会 金星町１丁目 29-2422

公益社団法人北海道獣医師会上川支部 宮下通4丁目 24-1600
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４ 学校（高校・大学）

５ その他

機 関 名 所 在 地 電話番号

旭川東高等学校 ６条通11丁目 23-2855

旭川北高等学校 花咲町３丁目 51-4620

旭川西高等学校 川端町５条９丁目 52-1215

旭川永嶺高等学校 永山町３丁目 47-6006

旭川南高等学校 緑が丘東３条３丁目 65-8770

旭川工業高等学校 緑が丘東４条１丁目 65-4115

旭川商業高等学校 曙３条３丁目 22-3556

旭川農業高等学校 永山町14丁目 48-2887

旭川龍谷高等学校 東旭川町共栄 39-2700

旭川藤星高等学校 花咲町６丁目 51-8125

旭川実業高等学校 末広８条１丁目 51-1246

旭川志峯高等学校 永山７条16丁目 48-1221

旭川明成高等学校 緑町14丁目 51-3220

旭川工業高等専門学校 春光台２条２丁目 55-8000

北海道教育大学旭川校 北門町９丁目 59-1204

旭川医科大学 緑が丘東２条１丁目 65-2111

旭川市立大学・旭川市立大学短期大学部 永山３条23丁目 48-3121

機 関 名 所 在 地 電話番号

大雪消防組合 上川郡美瑛町本町２－４－１ 0166-92-2029

東日本電信電話株式会社

北海道事業部北海道北支店

10条通10丁目 20-5410

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 ５条通４丁目 23-0742



旭 川 市 地 域 防 災 計 画

平成２７年（２０１５年） ７月 全面改訂

平成２８年（２０１６年） ７月 改 訂

平成２９年（２０１７年） ７月 改 訂

平成３０年（２０１８年） ７月 改 訂

令和 元年（２０１９年） ７月 改 訂

令和 ２年（２０２０年） ７月 改 訂

令和 ３年（２０２１年） ７月 改 訂

令和 ４年（２０２２年） ７月 改 訂

令和 ５年（２０２３年） ７月 改 訂

令和 ６年（２０２４年） ７月 改 訂

編集・発行 旭川市防災会議

事 務 局 旭川市防災安全部防災課

〒070-8525

旭川市７条通９丁目４８番地

℡ 0166-25-9840


